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大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究 

 

研究代表者 小井土雄一 国立病院機構本部 DMAT事務局長 

 

研究要旨 

【研究目的】 

昨今、国土強靭化基本計画の保健医療に関する骨子に従い、医療施設の耐震・インフラ強化、

広域的な連携体制、医療資源の供給体制、被害想定に基づいた DMAT養成、医療資源を適切に配

分調整するロジスティクス等が進められているところである。しかしながら、広域的な連携体

制、医療資源の供給体制、医療資源の適切な配分調整に関しては、各保健医療施設、各保健医療

活動チームの個々の対応だけでは限界があり、被災地域全体としての連携調整が必要となる。今

後、発生し得る首都直下地震や南海トラフ大地震等の大規模災害では、圧倒的に医療提供の需要

が供給を上回ることが想定される。このため単独の医療機関が医療提供を行うだけでなく、面的

に地域の医療機関が連携する必要がある。そのためには、地域における被害想定を考慮した地域

連携 BCPの作成が重要であるが、日本において一般的に作成・活用されているものではない。 

本研究班の目的は、これまで構築してきた災害医療体制を基礎として、如何に多機関・多組

織・多職種が連携すれば、医療資源を最大限に活用できるのかを提言することである 

【研究方法】 

本研究班は、多くの分担研究者により、災害医療全般に関して研究するが、1つの研究班によ

って行われるため、整合性のとれた研究結果が期待される。分担研究結果を整合性のとれた報告

として総括する。（担当 研究代表者 小井土雄一） 

各分担研究の具体的な研究方法は以下である。 

・地域連携 BCPの構築に関する研究（担当 研究分担者 赤星昂輝） 

近年、全国の医療機関において事業継続計画（BCP）の策定が進められている。しかし広域災

害時には単独の医療機関のみで完結的な対応を行うことは困難であり、地域全体での連携と限ら

れたリソースの適正配分や共有が求められる。本研究班では都道府県や自治体が活用できる医療

機能維持を考慮した連携計画「Community Contingency Planning (CCP)」の策定マニュアルを作

成する。 

・災害医療コーディネートに関する研究（担当 研究分担者 森野一真） 

地域連携におけるコーディネーターの位置づけ・役割を明確化し、業務標準化を図る。地域の

介護・福祉施設における災害医療コーディネーターの役割を明確にするために、業務ガイドライ

ンを提示する。 

・EMISに関する研究（担当 研究分担者 中山伸一） 

地域連携を行う上で EMISは重要な情報共有ツールである。今後 EMISに集まる情報の分析・解

析をできるだけリアルタイムに行ないながら実対応につなぐことが求められていることから、特

に J-SPEED、SIP-4、G-MIS など他のシステムとの弾力的な連携方法の確立を追求する。。 

・災害時のロジスティクスに関する研究（担当 研究分担者 近藤久禎 研究協力者 鈴木教

久） 

ロジスティクスに関しては、南海トラフ地震、首都直下地震を想定した際に必要となるライフ

ライン支援の内容の見積もり、対応計画を策定し、これに基づいて訓練、研修を実施し、計画の

実効性を検証する必要がある。 

・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震への具体的な対応に関する研究（担当 研究分担者 三

村誠二 研究協力者 小谷聡司） 

北海道・東北地方の沿岸地の特性、特に北海道の特性により想定される、特に災害発生初動期

における、ロジスティックス、DMATの運用、医療搬送等について課題の整理及び対応方針につ

いて検討を行う。また、同時に積雪寒冷地特有の課題については、現地関係者へのヒアリング等

も含めて課題を整理するとともに、特にロジスティックスの面を中心に対応方針についての検討

を行う。 



・DMATの効果的な運用に関する研究（担当 研究分担者 阿南英明） 

南海トラフ地震における DMAT派遣計画（必要数）を半割れ、全割れのパターンで検討し。そ

れに基づいた DMAT隊員養成計画を検討する。南海トラフ地震（パターン別）における現実的な

DMAT派遣計画を提示する。 

・医療搬送に関する研究（担当 研究分担者 本間正人） 

DMAT等の医療救護班が保有する車両、ドクターヘリの搬送能力について評価する。合わせ

て、民間救急車や一般病院が保有する潜在的な地域搬送能力について評価する。最終的には、医

療の搬送能力に加え、大規模災害時の自衛隊や消防等の他組織との連携を念頭に地域連携 BCPと

しての広域医療搬送のあり方を検討する。 

・災害時おける地域包括ケアに関する研究（担当 研究分担者 小早川義貴） 

地域包括ケアシステムは災害時に住民の命を守る重要な共助である。地域包括 BCP (地域連携

BCP)の文脈の中で防ぎえる災害死を防ぐため地域包括ケアシステムが備えるべき要件について提

言する。 

・周産期・小児医療提供体制に関する研究（担当 研究分担者 海野信也 研究協力者 岬美

穂） 

災害時小児周産期リエゾンの制度的安定と機能向上に関する研究、地域周産期医療の拠点施設

としての周産期母子医療センターにおける災害対策の推進に関する研究、在宅医療ケア児等にお

ける災害対策の推進に関する研究を行う。実例収集課題分析を行い、対応策を提示する、そして

社会実装に向けての方策を推進する。 

・災害医療分野における災害診療記録/J-SPEED等 ICT 利活用に関する研究（担当 研究分担

者 久保達彦） 

災害診療記録/J-SPEED等 ICTを派遣元の異なる全ての医療救護班がオールジャパン体制で利

活用して被災地医療体制の一部となり活動するための体制を構築する。医療救護班向け教育資料

等の研究開発を行い、受援自治体向けの教育資料等の研究開発を行い、これらを統合して受援自

治体向けマニュアルを研究開発する。日本の災害医療技術の国際発信のあり方や、災害医療分野

における IoT/AI の利活用についても検討する。 

・DMAT隊員のメンタルヘルスチェックシステムに関する研究（担当 研究分担者 西大輔 

研究協力者 浅岡紘季） 

病院の管理者等の DMAT隊員を派遣する立場の方にインタビューを行い、医療救援者のメンタ

ルヘルス推奨事項、および所属組織として医療救援者のメンタルヘルスに重要と考えられる推奨

事項の修正や活用方法を検討する。修正をおこなった医療救援者のメンタルヘルス推奨事項、お

よび所属組織として医療救援者のメンタルヘルスに重要と考えられる推奨事項を現場に実装し、

活用できるようにする。 

・国際災害医療チームの受援に関する研究（担当 研究分担者 久保達彦） 

米国保健福祉省 USーDMAT等との共同により、大規模地震・津波災害応急対策対処方針（中央

防災会議）に基づいて先行研究にて開発された US-DMAT/EMT 国際受援標準業務手順書（SOP案）

を継続的にブラッシュアップする。 

あわせて、WHO EMT Minimum Standard国際認証の枠組みにおける DMATの知見の国際発信につ

いても検討し推進する。 

・ドローンによる災害時情報収集、医薬品・医療資器材等搬送に関する研究（担当 研究分担

者 本村友一） 

全国各地の実動災害訓練において、医療用ドローンを活用した情報を収集し、医療資器材等の

搬送を検証し、実災害時の迅速かつ有効な活動のためにシステムを構築する。 

・クラッシュ症候群に関する研究（担当 研究分担者 大場次郎） 

現場におけるクラッシュ症候群の評価と治療の標準化を提示し、DMATテキストの更新案を提

示する。クラッシュ症候群を念頭に置いた分散搬送の確立と受入体制の強化を提示する。災害診

療記録（外傷版）などを活用し、データベース化を行う仕組みを提示する。 

・災害時における医療ニーズとリソースの定量的評価に関する研究（担当 研究分担者 森村

尚登） 

地域の実情に応じた災害医療体制を提供するため、災害時における医療ニーズとリソースの定

量的評価を各都道府県に反映し、都道府県の国土強靭化計画の策定支援を行う。ウェブ上に作成

した「大規模地震災害時の医療ハザードマップ」に本邦において現在想定されている南海トラフ

地震データを組み込む。また都道府県毎の「浸水害時の医療ハザードマップ」を作成し、医療提



供面で脆弱なエリアの抽出を図る。「大規模地震災害時の医療ハザードマップ」と「浸水害時の

医療ハザードマップ」を統合し、精緻化して視認性並びに操作性の向上を図る。 

【研究結果・考察】 

➢ 地域連携 BCPの構築に関する研究においては、Community Contingency Planning (CCP)の策

定に際して重点が置かれるべき要素を整理し、医療機能維持を考慮した連携計画 Community 

Contingency Planning(CCP)策定マニュアルの作成を行うことを目的としている。初年度と

なる令和 4年度は Community Contingency Planning (CCP)策定に際して重点が置かれるべ

き要素の整理を行った。その結果、地域連携 BCPの促進に資する指標として主成分分析によ

って「危機管理体制」に関連する 10指標は「医療機関情報の事前把握」「住民・災害弱者の

避難計画」の 2つの指標に、「リソース確保」に関連する 13指標は「医療救護リソース」

「民間機関との協定」の 2つの指標に、「地域内・間連携」に関連する 13指標は「訓練活

動」「自主防災組織」の 2つの指標に集約され、6つの指標群が抽出された。また、これら

の因子得点を Zスコアに変換することによって、都道府県毎に比較検討できるようになっ 

➢ 災害医療コーディネートに関する研究においては、実際に被害が発生する市区町村における

課題や需要の状況を、二次医療圏の拠点を通じ、外部支援の窓口である都道府県庁にいち早

く集約する三層構造を原則とする、コーディネートモデルに基づいた体制が構築されてき

た。本研究では、災害医療コーディネーターや班員の具体的な活動に関する要領を策定し

た。災害医療コーディネーターは医療の提供に関する調整のみならず、保健や福祉の分野と

も協力する必要があることから、平時における活動が非常に重要である。調整には様々な課

題が伴うが、その解決は、「人（ひと）、物（もの）、場所（ばしょ）、システム、ルール、時

（とき）である」を検討することで解決策を見出すことができる。 

➢ EMISに関する研究では、これまでの研究で様々な EMIS機能拡張が行われてきた反面、ユー

ザーフレンドリーでないなど更なる課題も明らかとなっている。そこで、EMIS の改善点を

再整理し改修優先度をつけるための検討を WGを結成して行なった。これまで改善を提案し

てきた項目のうち、実現されていない項目が 2014年度から 181項目に上った。改善には予

算が必要というベンダー側の理由で先延ばしになっていたものが多い。このうち優先して改

修すべき項目として 25項目に絞り、うち最優先、すなわち来年度に改修すべき項目を７項

目に、優先（再来年度改修）すべきとして 18項目に厳選した。来年度以降の２年間で、少

なくとも優先度が高い 25項目については改修を実現すべきであるが、EMISシステム改修の

障壁となっているメンテナンスのあり方、その予算建てについて根本的に再検討すべきであ

る。 

➢ 災害時のロジスティックスに関する研究の目的は、大規模災害時における、被災地の医療機

関に対するライフライン支援（電力、水）について問題点を整理し、医療機関の機能維持に

必要となる電力（電源車派遣、燃料補給）、水の確保（給水）について検討することであ

る。令和４年度の大規模地震時医療活動訓練は、南海トラフ地震を想定し、被災想定県（静

岡県、愛知県、三重県、和歌山県）にて行われたので、この訓練を活用し被害想定に基づい

た医療機関の被害状況から、病院の機能維持のために、電力、水の供給すべき量の検証を行

った。 

➢ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震への具体的な対応に関する研究においては、1） ⽇本

海溝・千島海溝沿いの居⼤地震対策検討ワーキンググループ 報告書から、「積雪寒冷」環境

に関する検討項目の中から、寒冷地特有の課題を抽出し、「病院の機能復旧阻害につながる

要素」「二次被害としての低体温症患者が増加することで医療機関への負担が増加する要

素」の二要素に分けて課題整理と対応方針の検討を行った。２）令和４年度に実施した北海

道地区 DMATブロック訓練では、千島海溝周辺海溝型地震を想定した訓練が、2023年３月に

実施された。その中で、被災地への参集、病院支援、SCU設置等の中で抽出された北海道特

有の課題について整理、検討を行った。 

➢ 災害時おける地域包括ケアに関する研究では、高齢者等の災害時死亡と避難行動の関連に注

目した。避難行動の難しさが高齢者の高い死亡率に繋がっているため、災害対策基本法の改

定により避難行動要支援者名簿の整備や、個別避難計画策定の努力義務化などさまざまな方

策がとられてきた。しかしこれまでの災害で実際に避難をしないことで死亡した住民がどの

程度いたかは明らかではない。地域包括ケアシステムが避難行動要配慮者の避難と死亡回避



にどう寄与できるかを検討するため、本年度は近年の災害において「避難しない・できない

ことによる死亡」数を推計することを試みた。 

➢ 周産期・小児医療提供体制に関する研究においては、①災害時の小児・周産期領域の地域連

携 BCPを策定する上での課題についての検討を行った。②災害時小児周産期リエゾン養成研

修の開催支援活動を行い、その結果についての総括をおこなった。③災害時小児周産期リエ

ゾン技能維持研修のモデル開催に参画し、その評価を行った。④内閣府訓練時の大規模災害

情報システム（PEACE）の活用状況を検討し、システムの課題、システム運用上の課題を整

理した。 

➢ DMATの効果的運用に関する研究では、南海トラフ地震などの巨大地震を前提として、以下 2

点を研究した。１）病院行動評価群改定：病院行動評価群 Ver3について病院避難に限らな

い一部患者の搬送や、病床拡張の困難性に配慮した用語の整理と、判断項目の絞り込みに関

して精査検討した。２）DMAT初動計画：①全国を 3つの地域に分類した内閣府想定に準じ

て DMAT所属の都道府県を分類した。②DMAT派遣に関する基本的方針の整理③重点受援県の

災害拠点病院数と全病院入院患者数を医療支援の需要としての半定量化④高速道路ルートな

ど地勢的要素と受援需要の大きさと支援チーム数を基本に、組み合わせの配置案を作成⑤全

域被災（プラン A）、東部中心被災（プラン B）、西部中心被災（プラン C）毎に策定した。 

➢ 医療搬送に関する研究では、地域連携 BCPの観点から検討するために、医療搬送が必要とな

る医療ニーズ（需要）、搬送手段（供給）、医療搬送の計画（BCP）を地域の観点から検討す

ることを目的とした。初年度研究として、「ドクターヘリ」と「患者等搬送事業車両（福祉

タクシー、民間救急車）」について検討した。ドクターヘリに関して大規模災害時のドクタ

ーヘリの出動数と 1日のフライト数の関連から、１日での搬送数を検討した。 

➢ ドローンによる災害時情報収集、医薬品、医療資器材等搬送に関する研究では、大規模地震

時医療活動訓練等において、ドローンを使用し情報収集、医療資機材搬送の実践訓練を行っ

た。DMAT事務局や被災都道府県など自治体との連携を通じて、現時点の実運用上の問題点

を整理し、解決策を考察した。 

➢ DMAT隊員のメンタルヘルスケアに関する研究では、今年度は研修時調査の開始、EMIS調査

の実施、病院の管理者等の DMAT・DPAT隊員を派遣する立場の方へのインタビューを実施で

き、計画通りに研究を実施することできた。当初の計画に加えて、インタビュー内容より重

要と考えられた、Professional fulfilment Indexの日本語版の翻訳、信頼性と妥当性の検

証のための調査を実施した。DMAT・DPAT隊員を派遣する立場の方へのインタビューより、

当分担班にて作成した「医療救援者のメンタルヘルス推奨事項」、および「所属組織として

医療救援者のメンタルヘルスに重要と考えられる推奨事項」を普及することは重要と意見を

得るとともに、修正を実施し、今後現場に実装を進めていくための準備を進めることができ

た。 

➢ 災害診療記録/J-SPEEDに関する研究では、オールジャパン体制で利活用する災害医療体制

の確立に向けて、医療救護班向け災害診療記録/J-SPEEDの標準教育資料を開発/改定した。

開発された資料は J-SPEED情報提供サイトに掲載し、全国の災害医療関係者が広く入手可能

とした。また、過去の J-SPEEDデータの解析に関しては、西日本豪雨（２０１８年）に集積

された一般診療版 J-SPEEDデータを解析したところ、結果として医療救護班は発災直後から

メンタルヘルスケア支援ニーズにも対応していることがリアルワールドデータに基づき明ら

かになった。このことは全ての医療救護班がサイコロジカルファーストエイド等の基礎的な

研修を受講しておくことの重要性を示唆するものである。また、超急性期をすぎ救護班撤退

時期にはメンタルケアニーズに関係する診療件数は減少するものの、メンタルケアニーズを

有する傷病者の割合は増加していた。このことは、地元の保健医療体制への引継ぎの際には

身体課題のみならず精神課題についても検討することの重要性を示唆するものである。 



➢ 国際災害医療チームの受援に関する研究では、大規模災害時に国際医療支援を受け入れる必

要が生じた場合に、特に地方自治体の受援負担を最小化しつつ、効率的・効果的な受援を果

たすための具体的方策を明らかにすることを目的とした。今年度は、①国内計画等調査、②

国際標準等調査、③米国保健福祉省 US-DMAT等との共同を推進した。 

➢ クラッシュ症候群に関する研究では、首都直下地震・南海トラフ地震災害時に、より多くの

クラッシュ症候群（CS）を救命するための組織体制を作る目的で研究を行う。CSに関する

新たな知見をまとめ、教育システムの構築と広報を行う。血液浄化療法を視野に入れた分散

搬送の確立を行う。CSに対する災害現場からの一貫した治療の標準化を目指す。また、早

期医療介入の有用性を示し、災害現場における多機関協働の必要性を広める。災害診療記録

を活用し、CSのデータ集積に努める。今年度は、CSデータの整理、基礎実験や最新論文、

各ガイドラインの知見を整理し、CSの課題に対する一定の見解を提示した。 

➢ 災害時における医療ニーズとリソースの定量的評価に関する研究においては、今年度は、ウ

ェブ上に作成した「災害時の医療ハザードマップ」を精緻化して視認性並びに操作性の向上

を図った。行政担当者や非専門家でも直感的に操作しやすく視認性の高い構成を目指して、

研究班において改訂を重ねてきた。改訂ポイントは、グラフの整理、見やすいレイアウト、

マップ中の文字の大きさ、用語修正などである。今回主にユーザインターフェース（UI）の

視点から改訂したウェブアプリケーションは、災害拠点病院ごとのカバーエリアにおける医

療需給比を容易に可視化し、地域内の脆弱性に基づく計画策定支援に寄与するものと思われ

る。今後は、災害時医療ハザードマップ情報の社会への情報発信方略について検討を加える

必要がある。 
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研究目的 

昨今、国土強靭化基本計画の保健医療に関する

骨子に従い、医療施設の耐震・インフラ強化、広

域的な連携体制、医療資源の供給体制、被害想定

に基づいた DMAT養成、医療資源を適切に配分調

整するロジスティクス等が進められているところ

である。しかしながら、広域的な連携体制、医療

資源の供給体制、医療資源の適切な配分調整に関

しては、各保健医療施設、各保健医療活動チーム

の個々の対応だけでは限界があり、被災地域全体

としての連携調整が必要となる。今後、発生し得

る首都直下地震や南海トラフ大地震等の大規模災

害では、圧倒的に医療提供の需要が供給を上回る

ことが想定される。このため単独の医療機関が医

療提供を行うだけでなく、面的に地域の医療機関

が連携する必要がある。そのためには、地域にお

ける被害想定を考慮した地域連携 BCPの作成が重

要であるが、日本において一般的に作成・活用さ

れているものではない。 

本研究班の目的は、これまで構築してきた災害

医療体制を基礎として、如何に多機関・多組織・

多職種が連携すれば、医療資源を最大限に活用で

きるのかを提言することである。本研究班の具体

的な主なテーマは、地域連携調整について自治体

等が整備すべき事項の策定、連携調整のツールと

しての EMIS、JSPEEDの改良、地域連携 BCPのあ

り方、地域連携における災害医療コーディネータ

ーのあり方、地域ごとの災害種別（感染症を含



む）の医療ニーズとリソースの定量的評価による

都道府県の地域連携 BCPの策定支援等である。 

 

A. 研究方法 

本研究の研究方法は以下の通りである。地域

（国立病院機構本部 DMAT 事務局）携 BCP に関しては、

初年度は過去の大災害における医療機関の地域に

おける面的役割の分析、次年度は自治体が作成し

ている受援マニュアルの評価方法の開発、最終年

度は地域連携 BCP策定マニュアルの作成である。

また他の課題に関しては、初年度は各課題におけ

る戦略・マニュアル案等の策定を行う。次年度は

DMAT研修や訓練、政府大規模地震時医療活動訓練

等での検証を行う。そして最終年度には、前年度

の検証を踏まえ、戦略・マニュアル最終案を提示

する。当該研究は、平成 31年度～令和 3年度

「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた

災害医療提供体制に関する研究」（研究代表者：

小井土雄一）の研究成果を受け、研究を進める。

本研究は必要に応じて各種ガイドラインを遵守し

ながら、国立病院機構本部倫理委員会の審査を行

い、研究を進めるものとする。本研究班は、多く

の分担研究者により、災害医療全般に関して研究

するが、1つの研究班によって行われるため、整

合性のとれた研究結果が期待される。各分担研究

の具体的な研究方法は以下である。 

・地域連携 BCPに関する研究 

広域災害時には単独の医療機関のみで完結的な

対応を行うことは困難であり、地域全体での連携

と限られたリソースの適正配分や共有が求められ

る。それゆえ地域としての医療機能維持を考慮し

た連携計画「Community Contingency Planning 

(CCP)」の策定が各自治体に不可欠である。一方、

地域では必要性の認識はあれど、その策定内容項

目や策定効果の検証手法等の具体を示す研究は限

られる。本研究では、Community Contingency 

Planning (CCP)の策定に際して重点が置かれるべ

き要素を整理し、医療機能維持を考慮した連携計

画 Community Contingency Planning(CCP)策定マ

ニュアルの作成を行うことを目的としている。初

年度となる令和 4年度は Community Contingency 

Planning (CCP)策定に際して重点が置かれるべき

要素の整理を行った。 

・災害医療コーディネートに関する研究 

地域連携におけるコーディネーターの位置づ

け・役割を明確化し、業務標準化を図る。初年度

は地域の介護・福祉施設において災害医療コーデ

ィネーターとして如何なる COVID-19対応をした

かを調査する。パンデミックへの対応と自然災害

における対応とを比較考察し、パンデミックへの

対応における災害医療コーディネーターの関与の

要否について検討する。 

・EMISに関する研究 

地域連携を行う上で EMISは重要な情報共有ツ

ールである。今後 EMISに集まる情報の分析・解

析をできるだけリアルタイムに行ないながら実対

応につなぐことが求められていることから、特に

J-SPEED、SIP-4、G-MISなど他のシステムとの弾

力的な連携方法の確立を追求する。初年度には

EMISの課題整理ならびに他の情報システムの現状

とその長所短所の分析を中心に据え、次年度には

他のシステムと EMISの連携手法の確立を、そし

て最終年度にはその実現、実装を行うことを目標

とするが、部分的にせよ出来るだけ前倒しで取り

組むことを目指す。 

・災害時のロジスティクスに関する研究 

研究方法は、ロジスティックに関わる学識経

験者により研究班を組織し、医療機関に対する

ライフライン支援（電力、水）の研究として、

大規模地震時医療活動訓練をはじめ、ＤＭＡＴ

ブロック訓練等の機会に、直近の大規模災害対

応での教訓も踏まえた医療機関に対する病院の

機能維持に必要な、供給すべき量と供給可能量

の検証を行うものである。本年度においては、

令和４年１０月１日実施の大規模地震時医療活

動訓練において、南海トラフ地震を想定し、被

災想定県（静岡県、愛知県、三重県、和歌山

県）にて実施された。本訓練では、地震・津波

被害想定に基づいた医療機関の被害状況から、

病院の機能維持のために、供給すべき量の検証

を行った。 

・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震への具体

的な対応に関する研究 

北海道・東北地方の沿岸地の特性、特に北海道

の特性により想定される、特に災害発生初動期に

おける、ロジスティックス、DMATの運用、医療搬

送等について訓練等を通じた課題の整理及び対応

方針について検討を行う。また、同時に積雪寒冷

地特有の課題について、現地関係者へのヒアリン

グ等も含めて課題を整理するとともに、特にロジ

スティックスの面を中心に訓練等を通じた対応方

針についての検討を行う。今年度は、１）⽇本海

溝・千島海溝沿いの巨⼤地震対策検討ワーキング

グループ 報告書から、「積雪寒冷」環境に関する

検討項目の中から、寒冷地特有の課題を抽出し、

「病院の機能復旧阻害につながる要素」「二次被

害としての低体温症患者が増加することで医療機

関への負担が増加する要素」の二要素に分けて課

題整理と対応方針の検討を行う。２）令和４年度

に実施した北海道地区 DMATブロック訓練では、

千島海溝周辺海溝型地震を想定した訓練が、2023

年３月に実施された。その中で、被災地への参集、

病院支援、SCU設置等の中で抽出された北海道特

有の課題について整理、検討を行う。 

・DMATの効果的な運用に関する研究 



南海トラフ地震などの巨大地震を前提として、

１）病院行動評価群改定：病院行動評価群 Ver3

について病院避難に限らない一部患者の搬送や、

病床拡張の困難性に配慮した用語の整理と、判断

項目の絞り込みに関して精査検討した。２）DMAT

初動計画：①全国を 3つの地域に分類した内閣府

想定に準じて DMAT所属の都道府県を分類した。

②DMAT 派遣に関する基本的方針の整理③重点受援

県の災害拠点病院数と全病院入院患者数を医療支

援の需要としての半定量化④高速道路ルートなど

地勢的要素と受援需要の大きさと支援チーム数を

基本に、組み合わせの配置案を作成⑤全域被災

（プラン A）、東部中心被災（プラン B）、西部中

心被災（プラン C）毎に策定した。 

・医療搬送に関する研究（担当 研究分担者 

本間正人） 

大規模災害時に医療搬送を地域連携 BCPの観点

から検討するために、医療搬送が必要となる医療

ニーズ（需要）、搬送手段（供給）、医療搬送の計

画（BCP）を地域の観点から検討することを目的

とした。初年度研究として、「ドクターヘリ」と

「患者等搬送事業車両（福祉タクシー、民間救急

車）」について検討した。ドクターヘリに関して

大規模災害時のドクターヘリの出動数と 1日のフ

ライト数の関連から、１日での搬送数を検討した。

大規模災害時にドクターヘリ活動を最大限にする

ための課題について抽出した。患者等搬送事業車

両（福祉タクシー、民間救急車）に関して南海ト

ラフ地震の重点受援県である高知県、徳島県、大

分県、宮崎県、愛媛県、香川県を対象に救急車数、

患者等搬送事業車両数を調査した。新型コロナ感

染症蔓延の影響もあり、インターネット等から入

手可能な公開情報や関係省庁の担当者への電話に

よる情報収集を行った。 

・災害時おける地域包括ケアに関する研究 

地域包括ケアシステムは災害時に住民の命を守

る重要な共助の単位である。東日本大震災以降、

関連死が注目されたが、主に避難後の生活環境の

悪化が防ぎ得る災害死を引き起こした結果である。

一方、避難行動要支援者等の未避難が引き起こし

た死亡も依然として多いと考えられる。初年度は

近年の災害において、避難しないことによる死亡

がどの程度あったか評価を行う。2017 年以降の災

害で災害死亡における避難しない・できないこと

による災害時死亡を推計しようと試みた. 

・周産期・小児医療提供体制に関する研究 

1)災害時小児周産期リエゾンの制度的安定と機能

向上に関する研究 

2)地域周産期医療の拠点施設としての周産期母子

医療センターにおける災害対策の推進のための方

策に関する研究 

3)在宅医療ケア児等における災害対策の推進に関

する研究 

初年度は実例収集課題分析を行い、2年度は対

応策を提示する、そして最終年度に社会実装に向

けての方策を推進する。実際には、「小児領域の

地域 BCP」検討グループ、「産科・周産期領域の

BCP」検討グループ、「リエゾン」検討グループ、

「情報システム」検討グループの 4グループに分

かれて検討を行った。 

・災害医療分野における災害診療記録/J-SPEED

等 ICT利活用に関する研究 

初年度に医療救護班向け教育資料等の研究開発

を行い、2年度は受援自治体向けの教育資料等の

研究開発/改定を行い、最終年度はこれらを統合

して受援自治体が利活用可能なマニュアルを研究

開発する。加えて、災害医療の学術的エビデンス

をリアルワールドデータに基づき構築するため、

これまでに集積された J-SPEEDデータの解析を進

める。他にも、災害医療分野におけるビッグデー

タ/IoT/AI の利活用等についても継続的に検討す

る。 

・DMAT隊員のメンタルヘルスチェックシステム

に関する研究  

初年度の令和 4 年度は、①新規・更新研修時に

メンタルヘルスのチェックを実施するための準備

を行い、年度内の開始を目指す、②EMIS とメー

リングリストを用いた昨年度までの調査を継続す

る、③病院の管理者等、DMAT/DPAT 隊員を派遣

する立場の方々にインタビューを行い、医療救援

者のメンタルヘルスに関する推奨事項、および所

属組織として医療救援者のメンタルヘルスに重要

と考えられる推奨事項を修正し、活用方法を検討

した。 

・国際災害医療チームの受援に関する研究 

米国保健福祉省 USーDMAT等との共同により、

大規模地震・津波災害応急対策対処方針（中央防

災会議）に基づいて先行研究にて開発された US-

DMAT/EMT 国際受援標準業務手順書（SOP案）を継

続的にブラッシュアップする。あわせて、WHO 

EMT Minimum Standard国際認証の枠組みにおける

DMAT の知見の国際発信についても検討し推進する。

関係知見は JICAが進める ASEAN１０か国を対象に

推進する ASEAN災害医療連携強化プロジェクト

（ARCHプロジェクト）とも共有し知見の深化を図

る。 

・ドローン（空、陸上、水上・水中）による災

害時情報収集、医薬品・医療資器材等搬送に関す

る研究 

大規模地震時医療活動訓練等において、ドロ

ーンを使用し情報収集、医療資機材搬送の実

践訓練を行った。DMAT 事務局や被災都道府

県など自治体との連携を通じて、現時点の実

運用上の問題点を整理し解決策を考察した。 

・クラッシュ症候群に関する研究 



CS に関する課題として、重症度分類の必要性、

広域搬送基準の見直し、Crush Injury Cocktail

の是非、CATの適応、減張切開/切断の有用性、早

期血液浄化療法導入の有用性を抽出した。 JTDB

（日本外傷学会データバンク）の活用、日本災害

学会クラッシュ特別委員会からのアンケート、阪

神 CSの生カルテの再評価を行う予定である。関

連機関（消防、海上保安庁、警察、自衛隊）の現

状把握のためアンケートを行う予定である。各ガ

イドラインのまとめ、最新論文の paper review、

広域災害時の血液浄化療法の対応能力の研究、

CSM 訓練環境の構築に関する研究、ラットモデル

を用いた CSの病態解明と新規治療法の研究を継

続した。 

・災害時における医療ニーズとリソースの定量

的評価に関する研究 

地域の実情に応じた災害医療体制を提供するた

め、災害時における医療ニーズとリソースの定量

的評価を各都道府県に反映し、都道府県の国土強

靭化計画の策定支援を行う。初年度は、①昨年度

ウェブ上に作成した「災害時の医療ハザードマッ

プ」の精緻化して視認性並びに操作性の向上を図

る。②浸水害リスク評価指標を確定する。③ハザ

ードマップ情報の社会への情報発信方略について

検討する。2年次は、① ウェブ上に作成した「大

規模地震災害時の医療ハザードマップ」に本邦に

おいて現在想定されている南海トラフ地震データ

を組み込む地震災害時の医療ハザードマップ」に

本邦において現在想定されている南海トラフ地震

データを組み込む。②各地の浸水害の被害想定

（特に後者は医療機関自体の被害想定）を基に、

都道府県毎の「浸水害時の医療ハザードマップ」

を作成し、医療提供面で脆弱なエリアの抽出を図

る。③ ハザードマップの社会への情報発信を試

行する道路閉塞率データとその代用指標を確定し

て「大規模地震災害時の医療ハザードマップ」を

改訂する。最終年度は、① ②④ウェブ上で道路

閉塞率を組み込んだ「大規模地震災害時の医療ハ

ザードマップ」と「浸水害時の医療ハザードマッ

プ」を統合し、精緻化して視認性並びに操作性の

向上を図る。③ ハザードマップの社会への情報

発信を本格実施する。 

 

B. 研究結果 

令和 4 年度政府総合防災訓練にける大規模地震時

医療活動訓練（令和 4 年 10 月 1 日実施）につい

て 

中央防災会議が決定する総合防災訓練大綱に基

づき実施される大規模地震時医療活動訓練は、

DMAT の唯一の全国規模の実動訓練である。本訓練

は、原則、国が定める「南海トラフ地震における

具体的な応急対策活動に関する計画」または「首

都直下地震における具体的な応急対策活動に関す

る計画」に基づき、国、地方公共団体等が連携し

て、大規模地震時医療活動に関する総合的な実動

訓練を実施し、当該活動に係る組織体制の機能と

実効性に関する検証を行うとともに、防災関係機

関相互の協力の円滑化を図ることを目的として実

施される。令和４年度訓練においては、南海トラ

フ地震を想定して、静岡県、愛知県、三重県、和

歌山県を被災都道府県として、また北海道、富山

県、鳥取県を広域医療搬送における被災外航空搬

送拠点の設置道県として設定して、令和４年１０

月１日（土）に実施された。令和２年度及び令和

３年度においては、新型コロナウィルス感染症の

感染拡大状況を鑑み、実動訓練の規模を縮小して

実施したが、本年度については全国からＤＭＡＴ

隊員がプレーヤー、コントローラーとして参加す

る本来の形式で実施することができた。参加ＤＭ

ＡＴ隊員は、指定プレーヤーまたは訓練コントロ

ーラーとして日本 DMAT インストラクター・タス

ク等が約 400 名、訓練プレーヤーとして被災県外

から参集し被災４県での支援活動を行う、あるい

は被災地外 SCU において活動を行う DMAT 隊員が

全国で 308 病院 321 チーム（約 1,500 名）が参加

した。 また、被災地内医療機関として４県の災

害拠点病院を中心に、約 100 医療機関が訓練に参

加した。被災地への DMAT の参集方法については、

主にブロック単位で DMAT 事務局が設定し、参加

DMAT に依頼している。被災地から遠隔地の北海道

及び九州・沖縄ブロックからの参集については空

路としたが、それ以外のブロックからの参集は所

属医療機関の車両による陸路参集を基本とした。

DMAT の参集拠点としては、「南海トラフ地震にお

ける具体的な応急対策活動に関する計画」に基づ

き、次のとおり設定、各参集拠点には DMAT 参集

拠点本部を設置した。 

・陸路の参集拠点：①被災地域内の DMAT 活動拠

点本部等、②高速道路施設等：足柄 SA（静岡県）、

名古屋飛行場（愛知県）、土山 SA（滋賀県） 

・空路の参集拠点：①被災地内の空港等：静岡空

港、県営名古屋空港、南紀白浜空港 

 発災は 9 月 30 日（金）11：00 として、同日中

に DMAT 本部連絡調整訓練を実施した。被災各県

保健医療調整本部、被災各県管内 DMAT 活動拠点

本部、厚生労働省 DMAT 事務局、DMAT 参集拠点本

部等の指定プレーヤー及びコントローラーが参加



した。各本部の立ち上げを行い、被災都道府県か

らの DMAT 及び DMAT ロジスティックチーム派遣要

請発出、DMAT の被災都道府県への派遣調整・分配、

DMAT ロジスティックチームの被災都道府県への派

遣調整等を実施した。さらに、被災地内の医療機

関、訓練に参加する全国の DMAT による EMIS 入力

訓練、DMAT 事務局及び関係ドクターヘリ連絡担当

基地病院等によるドクターヘリ連絡調整訓練、

DMAT 事務局及び関係機関による主にロジスティク

ス分野の連絡調整訓練等を実施した。9 月 30 日に

立ち上げられた被災都道府県及び DMAT 事務局の

指揮系統に従い、10 月 1 日早朝から全国からのプ

レーヤーが被災地域に陸路または空路により到着、

被災地内の災害拠点病院等での支援活動に従事し

た。 

本訓練は、大規模地震時における DMAT の活動

として主に次のような訓練を実施している。 

１）必要な DMAT本部の設置と運営 

２）DMATの参集拠点への参集 

３）DMAT 本部及び DMAT による医療機関の調査、

被害状況把握 

４）広域災害救急医療情報システム（EMIS）によ

る医療機関の被害状況共有 

５）医療機関への必要な支援活動実施 

６）SCUの設置及び運営、広域医療搬送の実施等 

訓練概要を資料１に示した。 

このような訓練を実施する中で、今回、特に重

点項目として各地域で実施されたのが医療機関へ

のライフライン支援である。地震、津波による停

電、断水、通信途絶等の状況は、被災地機内の医

療機関の機能障害につながり、建物倒壊の状況が

なくとも、入院診療が継続できなくなることから

入院患者の避難という対応が困難な事態になりか

ねない。災害拠点病院では、災害発生時の備えと

して診療機能を有する施設の耐震化、通常時の６

割の程度の発電容量のある自家発電設備、３日分

程度の燃料、食料、飲料水、医薬品等の３日分程

度の備蓄、適切な容量の受水槽、停電時にも使用

可能な井戸設備、優先的な給水協定の締結、衛星

電話の保有、衛星回線インターネットが利用でき

る環境などの設備を整備することが求められるが、

災害拠点病院でない病院ではこのような整備が十

分でない場合も多く、また災害拠点病院であって

も被災状況によっては、ライフライン支援が必要

とされることは近年の災害において多くの事例が

ある。そこで、ライフライン支援が必要な医療機

関を把握し、支援の優先順を付け、必要な電源車

の派遣、自家発電設備の燃料補給、給水等の支援

を行い、また補給の進捗状況を把握するといった

一連の医療機関への支援活動を、参集した DMAT

の支援も得て被災都道府県が実施するという訓練

を今回、いずれの被災県でも重要な訓練項目とし

て実施している。これは、発災後（訓練時）に支

援優先順位付けを行うだけに留まらず、医療機関

の施設情報等から平時（訓練準備段階）のうちに

優先支援が必要な医療機関をリスト化し、災害時

の医療機関の情報収集及び実際のライフライン支

援の優先順位を検討する基礎資料とすることも含

めて実施した（参考資料１）。尚このリスト作成

は、本研究班の先行研究及び関連する研究班 1 で

開 発 さ れ た DHCoS （ Damaged Hospital 

Continuation Support; 災害時病院対応と機能維

持支援シミュレーション）（参考資料２）に基づ

いて行われるものである。 

________________________________________ 
1令和 4‐6 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成

金）（若手研究）「大規模災害時の医療機関でのライフライン途

絶に対する『籠城支援』教育アプリの開発」（研究代表者：愛知

医科大学 高橋礼子） 

 

分担研究者の結果概要 

①地域連携 BCP の構築に関する研究（担当 

研究分担者 赤星昂輝） 

都道府県別指標データの収集を行い、次に倉敷

中央病院の研究者をはじめとした専門家へのヒア

リングでカテゴリーを 3 つ設定し、収集した都道

府県別指標データをそれら 3 つのカテゴリーに分

類した。カテゴリー別に主成分分析を行い、第１

主成分と第２主成分の寄与率が 50％前後であった

ことから、各カテゴリー2 つの主成分を抽出し、

元々の指標群の寄与度を参考にネーミングを行っ

た。結果的には、地域連携 BCP の促進に資する

指標として主成分分析によって「危機管理体制」

に関連する 10 指標は「医療機関情報の事前把握」

「住民・災害弱者の避難計画」の 2 つの指標に、

「リソース確保」に関連する 13 指標は「医療救

護リソース」「民間機関との協定」の 2 つの指標

に、「地域内・間連携」に関連する 13 指標は「訓

練活動」「自主防災組織」の 2 つの指標に集約さ

れ、6 つの指標群が抽出された。また、これらの

因子得点を Z スコアに変換することによって、都

道府県毎に比較検討できるようになった。 

②災害医療コーディネートに関する研究（担当 

研究分担者 森野一真） 

自然災害とパンデミックの比較をした結果、自



然災害と同様に感染症パンデミックにおいても、

医療に係る需要と供給の不均衡、情報管理と調整

体制、及び感染症流行時における調整（分配）す

べき医療に係る資源が必要であり、パンデミック

等の感染症流行時の調整業務に災害医療コーディ

ネーターを活用すべきと考えられた。 

③EMIS に関する研究（担当 研究分担者 中

山伸一） 

EMISに関する研究では、これまでの研究で様々

な EMIS 機能拡張が行われてきた反面、ユーザー

フレンドリーでないなど更なる課題も明らかとな

っている。そこで、EMISの改善点を再整理し改修

優先度をつけるための検討を WG を結成して行な

った。これまで改善を提案してきた項目のうち、

実現されていない項目が 2014年度から 181項目

に上った。改善には予算が必要というベンダー側

の理由で先延ばしになっていたものが多い。この

うち優先して改修すべき項目として 25項目に絞

り、うち最優先、すなわち来年度に改修すべき項

目を７項目に、優先（再来年度改修）すべきとし

て 18項目に厳選した。来年度以降の２年間で、

少なくとも優先度が高い 25項目については改修

を実現すべきであるが、EMISシステム改修の障壁

となっているメンテナンスのあり方、その予算建

てについて根本的に再検討すべきである。 

④災害時のロジスティックスに関する研究（担

当 研究分担者 近藤久禎 研究協力者 鈴木教

久） 

令和 4 年度大規模地震時医療活動訓練実施県に

おいては、県、保健所、県内のＤＭＡＴ等により、

事前に、自家用発電機の有無及び稼働時間、受水

槽の有無及び、１日必要量等の病院機能を維持す

るのに必要な情報をＥＭＩＳ医療機関基本情報に

集約を促進した。訓練実施までの入力率は、４県

平均 86％であった。訓練における想定重症者数は、

４県で 62.718 人（静岡県：24.000 人、愛知県

26.000 人、三重県 2.810 人、和歌山県 9.908 人）

とした。電力供給及び、完全断水となった場合、

病院機能を維持できないものと仮定し、自家発電

機の無い医療機関は電源車が派遣されなければ避

難、自家発電機があっても稼働時間が半日で燃料

が供給されなければ避難、水にあっては、受水槽

なし及び、受水槽があっても 24 時間以内に給水

されなけば避難とし、搬送が必要となる患者数を

算出した。その結果、電源車が派遣されなければ

避難となる病院数４県で 46 病院、搬送患者数

4.316 人となり、燃料補給がされなければ 161 病

院 19.197 人となった。また水の補給がされなけ

れば避難となる病院数は 448 病院 79.795 人とな

った。 

⑤日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震への具体

的な対応に関する研究（担当 研究分担者 三村

誠二 研究協力者 小谷聡司） 

今年度は、１）⽇本海溝・千島海溝沿いの巨⼤

地震対策検討ワーキンググループ 報告書から、

「積雪寒冷」環境に関する検討項目の中から、寒

冷地特有の課題を抽出した。その結果、「病院の

機能復旧阻害につながる要素」は５項目。「二次

被害としての低体温症患者が増加することで医療

機関への負担が増加する要素」は２項目が抽出さ

れ、それぞれについて各地域のデータに基づいた

課題抽出を実施した。２）令和４年度に実施した

北海道地区 DMATブロック訓練では、千島海溝周

辺海溝型地震を想定した訓練が、2023年３月に実

施された。その中で、被災地への参集、病院支援、

SCU 設置等の中で抽出された北海道特有の課題に

ついて整理、検討を行った。その結果、釧路地区

を中心とした DMATブロック訓練の結果「津波浸

水によるアクセスの課題」「広大な面積の結果、

被災地内及び被災地外とのアクセスの低下」「被

災想定地区内の病院数の少なさに伴う拠点となる

医療機関への負荷の集中」が挙げられた。また、

北海道特有の課題として、「陸路での他都府県か

らの参集ができない」という点も検討の課題とし

て挙げられた。 

⑥DMAT の効果的な運用に関する研究（担当 研

究分担者 阿南英明） 

１）病院行動評価群の改定について：病院行動

評価群０は「緊急避難」とした。病院行動評価群

Ⅰは「避難」へ変更し、24 時間の機能維持の判断

に酸素の供給と電気供給とし、水は削除した。病

院行動評価群Ⅱは、「機能維持」へ変更した。病

院行動評価Ⅲ群は、「通常運用/病床拡張」とした。

これらの検討結果から Ver4 とした。２) DMAT 初

動計画について：受援重点 10 県の DMAT を DMAT

アルファ（Al）、被災が想定されない DMAT ブラボ

ー（Br）、重点受援県に近接し、被害が想定され

る DMAT チャーリー（Ch）とした。DMAT 派遣に関

する基本的方針について①緊急時に派遣できる

DMAT 数は、災害拠点病院数を用いた②各受援県に

対して支援 DMAT は原則県単位で組み合わせた。

③Ｂｒは迅速に定められた地域へ派遣する④Ｃｈ

は所属都道府県が高度被災状況にない限り、重点

受援県へ出動する⑤被災地域が想定全体でなく東

部や西部地域中心だった場合には重点受援県以外

は待機をせず被災地域に対する全力支援を実施す

る。３）受援県の需要を、プランごとに重点受援

県地域の災害拠点病院数と入院患者数および全体

に占める割合算出した。4）プラン毎の重点受援

県に対するＢｒおよびＣｈそれぞれの初動派遣Ｄ

ＭＡＴ案を策定した。 

⑦医療搬送に関する研究（担当 研究分担者 

本間正人） 

ドクターヘリに関して、機能を最大限に発揮す

るためには、最大限のドクヘリを被災地に派遣で

きること、及び被災地に入ったドクヘリが最大限



回数フライトを行うことが必要であるが、これら

を達成するための課題を抽出した。なお、大規模

災害時のドクターヘリ運用に関しては、関連学会

や都道府県、ドクヘリ基地病院、ドクヘリ運航会

社の合意を得て進める必要があるため、日本救急

医学会、日本臨床救急医学会、日本航空医療学会、

日本災害医学会当関係団体やドクヘリ基地病院、

ドクヘリ運航会社からの専門家が一堂に会し討議

し、かつ課題を分担して解決できる体制を構築し

て４学会の承認を得つつ ALL JAPAN の体制整備

をすべきであると提言し、厚生労働省や日本災害

医学会、日本航空医療学会に働きかけを行った。

患者等搬送事業車両に関しては、各対象県とも救

急車の 1.93〜3.91 倍の患者等搬送事業車両を保有

しており、搬送手段として重要な搬送資源と考え

た。特に、ドクターヘリが運航不能な悪天時や夜

間において重要と考えられる。なお、福祉タクシ

ー・民間救急車を用いた災害時の重症患者搬送は

これまで計画されていないので、ドクヘリの代用

として福祉タクシー・民間救急車で重症患者を搬

送する場合の課題を示した。 

⑧災害時における地域包括ケアに関する研究

（担当 研究分担者 小早川義貴） 

2016 年熊本地震以降の災害で主要な 12 災害の

災害種別は豪雨 7、地震 4、台風 1 であった。災

害関連死も含めた死者数は 580 名であり、そのう

ち 7 つの豪雨災害による死者は 388 名であった。

台風 19 号福島県発表資料以外の資料で、自宅内

もしくは敷地内での死亡と推定できる情報を得る

ことは他の災害、地域ではできず「避難しない・

できないことによる死亡」数、は台風 19 号の福

島県に限っての 14 名と推定するにとどまった。 

 

⑨周産期・小児医療提供体制に関する研究（担

当 研究分担者 海野信也） 

「小児領域の地域連携 BCP」検討グループにお

いては、3年間の研究期間に、「都道府県の小児

領域の地域連携 BCP策定マニュアル」及び「災

害時の在宅医療ケア児等への対応に関する提

言」を成果物としてとりまとめる方針で研究を

進めた。 

 2022 年度は、日本小児科学会災害対策委員会

と連携し、各地域における地域連携 BCPの策定

状況と策定上の課題についての検討を進めた。

災害時小児領域の施設間連携については都道府

県ごとに検討状況に大きな差があることが明ら

かになった。「産科・周産期領域の地域連携

BCP」検討グループにおいては、3年間の研究期

間に、「都道府県の産科・周産期領域の地域連

携 BCP 策定マニュアル」と「周産期母子医療セ

ンターにおける災害対策のあり方に関する提

言」を成果物としてとりまとめる方針で研究を

進めた。2022年度は、都道府県の産科・周産期

領域の地域連携 BCP策定マニュアル（第 1版）

として、高知県を対象とした災害時の産科領域

の医療需要に関する先行研究について検討を行

い、マニュアル案を作成した。「リエゾン」検

討グループにおいては、3年間の研究期間に、

「持続可能な災害時小児周産期リエゾン養成・

技能維持体制の構築」「災害時小児周産期リエ

ゾンの活動におけるロジスティック機能確保策

に関する提言」「小児周産期領域の災害情報シ

ステムの改善策の提言」「災害時小児周産期リ

エゾン活動マニュアルの改定」を成果物として

とりまとめる方針で研究を進めた。 

2022年度は、厚生労働省主催災害時小児周産

期リエゾン養成の開催支援と評価、及び災害時

小児周産期リエゾン技能維持研修のモデル開催

と評価を行った。「情報システム」検討班では、、

3年間の研究期間に、「産科・周産期領域の災害

情報システムの活用マニュアルの作成」「小児

領域における災害情報システム活用マニュアル

の作成」を成果物としてとりまとめる方針で研

究を進めた。2022年度は、次年度以降に予定さ

れている日本産科婦人科学会大規模災害対策情

報システム（PEACE）の改修に可能な範囲で反

映させる目的で、2022年度内閣府大規模地震時

医療活動訓練での実際の PEACE運用を踏まえ、

現状課題の抽出を行った。 

⑩災害診療記録/J-SPEEDの活用に関する研究

（担当者 研究分担者 久保達彦） 

医療救護班向けに災害診療記録/J-SPEEDの標準

教育資料を開発/改定した。開発された資料は J-

SPEED情報提供サイト（https://www.j-

speed.org/）に掲載し、全国の災害医療関係者が

広く入手可能とした。過去災害で集積された J-

SPEEDデータの解析においては、西日本豪雨（２

０１８年）に集積された一般診療版 J-SPEEDデー

タを解析した。その結果、メンタルヘルス支援ニ

ーズを有する傷病者人数（量）については急性期

にピーク（同時期に診療件数が多いため）がある

一方で、メンタルケアニーズを有する傷病者の割

合(%)に注目して解析すると、同割合は発災直後

に高く徐々に減少し、その後、診療件数が減る亜

急性期に入ると一転して増加に転じていた（V字



型推移）。 

⑪DMAT 隊員のメンタルヘルスチェックシステ

ムに関する研究（担当者 研究分担者 西大輔、

浅岡紘季） 

DMAT へのアンケート調査は、2022 年度養成

研修、技能維持研修において調査を実施した。

173 名が回答し、回答率は 6.2%(173/2,800)であ

った。DPAT は、先遣隊技能維持研修、統括・事

務担当者実践訓練の際に、研究参加の依頼をし 23

名が回答し、回答率は 13.7%(23/168)であった。

EMIS のオンライン調査では、13,335 名

(DMAT：13,123 名、DPAT：212 名)に研究参加

依頼をし、1,118 名より回答が得られ、回答率は

8.4%であった。メンタルヘルスの指標の 1 つであ

る K6 が 13 点以上の方は 17 名であった。医療救

援者を派遣する立場から派遣時の苦労や負担があ

った経験、医療救援者の健康やメンタルヘルスの

ための工夫や取り組み等に関して、インタビュー

にて意見を得た。当分担班にて作成した「医療救

援者のメンタルヘルス推奨事項」、および「所属

組織として医療救援者のメンタルヘルスに重要と

考えられる推奨事項」を普及することは重要と意

見を得た。加えて、インタビューの内容から、こ

れらの推奨事項の文章の修正を実施するとともに、

今後の活用方法への示唆を得た。PFI 日本語版作

成のプロセスとして、ガイドライン(COSMIN)に

基づき、順翻訳・逆翻訳・認知的デブリーフィン

グ・原著者の確認等を実施し、日本語版を作成し

た。 

⑫国際災害医療チームの受援に関する研究

（担当者 研究分担者 久保達彦 研究協力者 

若井聡智、豊國義樹） 

大規模災害時に国際医療支援を受け入れる必要が

生じた場合に、特に地方自治体の受援負担を最小

化しつつ、効率的・効果的な受援を果たすための

具体的方策を明らかにすることを目的として、①

国内計画等調査、②国際標準等調査、③米国保健

福祉省 US-DMAT 等との共同を推進した。①国内計

画等調査では「大規模地震・津波災害応急対策対

処方針」（2022）をレビューし、国際医療受援つ

いては直接的な改定がないことを確認した。②国

際標準等調査においては災害医療チームに関する

WHO 国際基準やトルコ地震等における海外からの

医療チームの受け入れ状況等について情報収取を

行った。③については、米国で開催された

National Disaster Medical System Training 

Summit に参加して本研究に関するプレゼンテーシ

ョンを実施しつつ関係協議を継続した。 

 

⑬ドローンによる災害時情報収集、医薬品、医

療資器材等搬送に関する研究(担当 研究分担者 

本村友一) 

令和 4 年（2022 年）10 月１日に行われた令和

4 年度大規模地震時医療活動訓練において、和歌

山県庁航空運航調整班でドローンの飛行情報の共

有と、送信されるリアルタイムの画像情報の共有

およびアセスメントの訓練を行った。回転翼ドロ

ーンの技術（飛行、画像送信、物資搬送、画像解

析（ＡＩ技術を含める）、3D 地図作成）の研究の

みならず、実災害時に実際に医療ドローンを活用

するために指揮命令系統に医療ドローンを位置づ

ける訓練を行い、有効性を確認することができた。 

⑭クラッシュ症候群に関する研究（研究者 研

究分担者 大場次郎） 

i) CS に関する最新知見を PubMed で検索（過去

5 年間）し、英文での paper review を作成、論文

総説として投稿中した。ii)災害救助現場におけ

る輸液療法の研究を実施する施設で、現在倫理委

員会申請中である。今後は多機関アンケートに繋

げる。iii)日本地震工学会・木造倒壊家屋からの

救助訓練プログラムに関する検討委員会として、

熊本地震における倒壊建物からの救助活動に関す

る調査・分析結果等を踏まえ、CSR/CSM に関連す

る訓練環境の構築に関する研究を推進中である。

iv)熊本地震の CS の現場対応と病院での対応に関

して、総務省消防庁の協力を得て研究を継続して

いる。v)CS に対する主たる治療法である血液浄化

療法、主に持続的腎代替療法（CRRT）に関して、

災害拠点病院における集中治療室（ICU）での対

応能力（環境、人員・教育体制や医療資機材な

ど）の現状把握を主たる目的とし、課題抽出を従

たる目的とした研究を継続している。iv)トル

コ・シリア地震に派遣を経験し、ガジアンテップ

大学の医師と連携を構築した。第 28 回に日本災

害学会にてトルコ地震にてガジアンテップ大学に

て経験した CS 症例に関する発表を頂いた。

vii)JTDBデータの解析を行っている。 

 ⑮災害時における医療ニーズとリソースの定量

的評価に関する研究では、今年度は、ウェブ上に

作成した「災害時の医療ハザードマップ」を精緻

化して視認性並びに操作性の向上を図った。行政

担当者や非専門家でも直感的に操作しやすく視認

性の高い構成を目指して、研究班において改訂を

重ねてきた。改訂ポイントは、グラフの整理、見

やすいレイアウト、マップ中の文字の大きさ、用

語修正などである。 

 

C. 考察 



平成の時代は多くの災害に見舞われた一方で、

災害医療は飛躍的に進歩した。DMATや災害拠点病

院の整備、広域災害救急情報システム(EMIS)など

は、世界に誇る仕組みとなった。しかしながら、

多くの災害を経験すれば、その都度新しい課題が

生じるものである。これらの課題を解決すべく、

平成 30 年 12 月国土強靭化基本計画が改定された。

現在、国土強靭化基本計画の保健医療に関する骨

子に従い、医療施設の耐震・インフラ強化、広域

的な連携体制、医療資源の供給体制、被害想定に

基づいた DMAT養成、医療資源を適切に配分調整

するロジスティクス等が進められているところで

ある。しかしながら、広域的な連携体制、医療資

源の供給体制、医療資源を適切に配分調整するロ

ジスティクスに関しては、各保健医療施設、各保

健医療活動チームの個々の対応だけでは限界があ

り、被災地域全体としての連携調整が必要となる。

今後、発生し得る首都直下地震や南海トラフ大地

震等の大規模災害では、圧倒的に医療提供の需要

が供給を上回ることが想定される。このため単独

の医療機関が医療提供を行うだけでなく、面的に

地域の医療機関が連携する必要がある。そのため

には、地域における被害想定を考慮した地域連携

ＢＣＰの作成が重要であるが、日本において一般

的に作成・活用されているものではない。本研究

班の目的は、これまで構築してきた災害医療体制

を基礎として、如何に多機関・多組織・多職種が

連携すれば、医療資源を最大限に活用できるのか

を提言することである。本研究班の具体的な主な

テーマは、地域連携調整について自治体等が整備

すべき事項の策定、連携調整のツールとしての

EMIS、JSPEEDの改良、地域連携 BCPのあり方、地

域連携における災害医療コーディネーターのあり

方、地域ごとの災害種別（感染症を含む）の医療

ニーズとリソースの定量的評価による都道府県の

地域連携 BCPの策定支援である。 

地域連携BCPの構築に関する研究では、地域連携

BCPの促進に資する指標として主成分分析によっ

て「危機管理体制」は「医療機関情報の事前把

握」「住民・災害弱者の避難計画」の2つの指標

に、「リソース確保」に関連する指標は「医療救

護リソース」「民間機関との協定」の2つの指標

に、「地域内・間連携」に関連する指標は「訓練

活動」「自主防災組織」の2つの指標に集約され、

6つの指標群が抽出された。また、これらの因子

得点をZスコアに変換することによって、都道府

県別のレーダーチャート図表化が可能となり、視

覚的に比較検討できるようになった。これらの 

結果は各都道府県の地域としての医療機能維持を

考慮した連携計画「Community Contingency Pla

nning (CCP)」の策定に際して重点が置かれるべ

き要素の具体的にどの分野を延伸させる必要があ

るのか、またどの分野は既に全国的に見ても達成

されているのかを把握することに寄与する他、来

年度以降に作成予定のマニュアルにおける客観的

な根拠として活用されることが期待される。 

災害医療コーディネートに関する研究において

は、近年、都道府県庁、二次医療圏・政令市、市

区町村の三層における災害対策本部下での保健、

医療、福祉に関するコーディネート体制が構築さ

れつつあり、情報管理や調整には都道府県から委

嘱を受けた災害医療コーディネーターならびにス

タッフが関与している。一方、感染症の流行程度

の著しいパンデミック等も、医療の需要と供給の

不均衡が生じ、相対的に資源が不足し、社会の混

乱やその機能が制限されることから、特殊な災害

と考えられ、災害に準じた情報管理と調整が求め

られる。パンデミックが発生した際にまず行うべ

き対応は、1.患者の重症化の回避と死亡率の抑制,

 2.感染拡大防止, 3.医療従事者や施設職員の保護,

 4.感染症とそれ以外の傷病双方の医療提供体制の

維持が挙げられる。これらは、感染症専門医や

個々の医療機関や施設で実施可能な部分もあるが、

都道府県、二次医療圏、市区町村における情報管

理と調整業務なしには困難である。2022年年12月

に成立した改正感染症法において、都道府県と管

内の保健所設置市や特別区を構成員とする都道府

県連携協議会の設置が決められたが、その場での

パンデミック等への対応として、自然災害対応に

準じた体制の構築の検討も協議されるべきである。

また、医療法の改正により、「災害・感染症医療

業務従事者」として登録する制度が2024年4月から

施行される予定であるが、養成された災害・感染

症医療業務従事者を調整機能のないまま活用する

ことはできない。よって、パンデミック等への対

応においも、自然災害における資源の配分調整等

の知識や経験のある災害医療コーディネーターを

活用する体制を検討すべきである。 

災害時のロジスティックスに関する研究では、

南海トラフ地震想定においては、病院で受け入れ

るべき重症患者数が４県で 62.718人に対して、

ライフライン支援がなされなければ、避難となる

病院は 913病院であり、搬送となる患者数は

162.178人にのぼることがわかった。災害によっ

て受傷した傷病者を受け入れるためにも病院機能

の維持は必要であり、ライフライン支援が重要で

ある。今後は、災害時に関わる関係業界との連携

を強化すべく、継続して災害時の協力体制の構築

に向けた意見交換を幅広い関係業界団体と行うと

ともに、各関係業界団体、関連民間事業者との連

携訓練を実施し、民間との連携の具体的なあり方、

手法について引き続き検討を行うことが求められ

る。各医療機関においては、節電、節水計画を事



前に立て、BCPへ反映しておくことが重要である

が、とりわけ補給に必要な情報は、EMIS を通じて、

平時に共有されていることが重要である。政府の

計画においても、具体的に病院への補給の想定、

重要性の記載しておくべきである。 

 災害時における地域包括ケアに関する研究では、

避難しない・できない災害死の実態を検証するた

め、2017 年以降の災害で災害死亡における避難し

ない・できないことによる災害時死亡を推計しよ

うと試みたが情報の不足から推計が困難であった。

先行研究によれば 1999 年以降の風水害に限って

は犠牲者のうち約 47％が屋内遭難とされ、避難し

ない・できない災害時死亡である可能性が示唆さ

れた。避難行動による犠牲者の発生も想定され、

避難行動要支援者名簿の整理や個別避難計画作成

を推進する一方で、避難行動の安全管理について

も言及する必要性がある。避難しない・できない

ことによる災害時死亡の発生予防にどの程度地域

包括ケアシステムが関与しているかについても不

詳であり、今後精査が必要である。この背景には

危機管理・防災系と保健医療福祉系の連携不足が

考えられる。また災害時死亡に関する統計が不十

分であり、災害時の医学的な死因とその予防に関

する知見が集積できない状況にあり改善が必要と

考えられた。 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震への具体的

な対応に関する研究においては、日本海溝・千島

海溝周辺海溝型地震における具体計画の策定にあ

たり、近年の災害対応全般を踏まえた研究成果や、

積雪寒冷地特有の課題や北海道・東北地方の沿岸

地の特性等への個別の対処方法等を検討するにあ

たり、本年度は、両課題の抽出・整理を含めた検

討を行った。 

 積雪寒冷地特有の課題については、病院の機能

復旧阻害につながる要素において、最大の課題は

「積雪・風雪・雪崩等により、陸海空のいずれに

おいても被災地内外へのアクセスが制限されるこ

と」であると考える。また、二次被害として低体

温症患者が増加することで医療機関への負担が増

加することも課題である。次に、北海道・東北

地方の沿岸部特有の課題としては、「津波浸水

によるアクセスの課題」「広大な面積の結果、

被災地内及び被災地外とのアクセスの低下」

「被災想定地区内の病院数の少なさに伴う拠点

となる医療機関への負荷の集中」と考えられた。

また、北海道特有の課題として、「陸路での他

都府県からの参集ができない」という点も検討

の課題と考えられた。これらの課題から見えて

きたものとしては、本災害において、時期が積

雪寒冷期に合致した場合、被災地内への外部支

援を迅速に行うことは極めて困難なオペレーシ

ョンとなる可能性が高く、一定期間は「被災地

内のみでの対応」を求めざるをえない。そのた

め、DMAT等の人材育成とともに、事前に拠点と

なることが想定される医療機関のさらなる拠点

化を目的とした、自家発電機等の整備、燃料の

優先供給対象としての協定、医薬品等の備蓄強

化などの検討が今後必要と考えられる。また、

当然その一方で、どのようにすれば、可能な限

り迅速に被災地外から被災地内への支援が可能

となるかの検討は次年度以降実施する必要があ

る。 
DMATの効果的運用に関する研究班で開発した病

院機能評価群の概念は浸透し、DMATの教育に反映

されている。訓練や実災害の対応として、病院行

動評価群を用いた個別対応は、効率的な支援に繋

がると考える。今回改定 Ver４で用語に関して、

共通の概念を想起しやすいように改定されたこと

は有意義である。更なる浸透が望まれる。南海ト

ラフ地震においては、全割れと半割れでは、被害

想定など想定に幅がある。自衛隊、消防、警察な

どの救助支援にあたる各組織団体は事前に派遣の

計画を策定しているが、DMAT は伝統的に発災状況

に応じて適切な派遣調整を行う方針をとってきた。

しかしながら、南海トラフ地震においては、被害

状況を判断し、都度の判断として DMATの派遣調

整を実施することは容易ではない。また、そうし

た困難性が支援開始や派遣開始を遅らせる要因に

なることが懸念される。早期に被災地へ出発をす

ることを主たる目的とし、今回基本計画を作成し

た。基本計画は、時間経過とともに得られた情報

から本部が変更の必要性を判断した場合には DMAT

の配置の変更を決定し伝達することで、より柔軟

な対応を期待できる。今回の基本計画では、半割

れでも、まず発生した地震の被災地域に対して支

援可能なチームはすべて投入する方針とした。そ

の理由は、東部地域または西部地域いずれの半割

れであっても、被災地域が広範囲であり、支援

DMATに余裕がないためである。続発する地震の確

率が高いとはいえ、100％ではない上に、その時

間差も不明である。そうした不確実な想定に対し

て、待機する猶予はないと考える。チームの移動

は基本各病院が保有する DMAT車両などの陸路移

動を基本とした。陸路移動を前提とした場合に、

移動時間の長期化は不可避となり、被災地内での

実活動期間の短縮、2次隊の派遣の遅延や交代の



支障が生じる可能性が懸念される。また、重点受

援県近隣県は、被害の程度により迅速に派遣でき

る場合と、時間を要する場合、派遣自体が困難な

場合など様々な可能性があり、物理的に近くても

早期の支援開始が確約できない可能性を念頭に置

く必要がある。 

 

広域医療搬送に関する研究においては、本研究

において長年検討してきた。広域医療搬送につい

ては、これまで自衛隊の航空機を主体に検討が行

われてきた経緯があるが、現在ドクターヘリは全

国 47 都道府県 56機が配備され搬送能力は格段

に向上した。今後はドクターヘリの活動を主体

とした基本計画の見直しが必要となる。今年度

本研究班は、大規模災害時のドクターヘリ運用

に関しては、関連学会や都道府県、ドクヘリ基

地病院、ドクヘリ運航会社の合意を得て進める

必要があるため、日本救急医学会、日本臨床救

急医学会、日本航空医療学会、日本災害医学会

当関係団体やドクヘリ基地病院、ドクヘリ運航

会社からの専門家が一堂に会し討議し、かつ課

題を分担して解決できる体制を構築して４学会

の承認を得つつ ALL JAPANの体制整備をすべ

きであると提言し、厚生労働省や日本災害医学

会に働きかけた。その結果、4 学会に合同委員

会が立ち上がることになった。今後はドクヘリ

に関しては本分担研究では扱わないこととなっ

た。本研究のテーマである「地域連携 BCP の観

点からみた医療搬送」について、地域の搬送リソ

ースとして地域が保有する「患者等搬送事業車両

（福祉タクシー、民間救急車）」「病院車」に着目

した。各県とも救急車の 1.93〜3.91 倍の患者等搬

送事業車両（福祉タクシー、民間救急車）を保有

しており、搬送手段として重要な搬送資源と考え

た。特に、ドクターヘリが運航不能な悪天時や夜

間において重要と考えられる。なお、福祉タクシ

ー・民間救急車を用いた災害時の重症患者搬送は

これまで計画されていないので、ドクヘリの代用

として福祉タクシー・民間救急車で重症患者を搬

送する場合の体制整備が望まれる。 
小児周産期に関する研究では、小児周産期領域

の関係学会・団体の災害対策の中心的に担う方々

を研究協力者に迎え、4グループに分かれてそれ

ぞれが小児領域の地域連携 BCP作成マニュアル,

産科・周産期領域の地域連携 BCP 作成マニュアル、

災害時小児周産期リエゾン関連の体制整備、小児

周産期領域の情報システムに関する検討を担当す

る体制を整備し、研究が開始されている。令和 4

年度は地域連携 BCP 策定に必要な情報の調査収集、

災害時小児周産期リエゾン養成研修支援とともに

技能維持訓練研修のあり方の検討、令和 4年度政

府訓練における小児周産期領域の災害情報システ

ムの活用状況に関する調査検討が進められた。 

特に令和 4年度に新たな取り組みとして災害時小

児周産期リエゾン技能維持研修がトライアルとし

て開始されため、本研究の構成員の参画を進め、

今後の安定的な訓練体制構築を図った。本研究を

通じて、災害時の周産期・小児医療提供体制の整

備の方向性が明確化するとともに、それを担う人

材養成が進むことが期待できる。 

ドローンに関する研究では、国訓練（大規模地

震時医療活動訓練）において検証が行われ、情報

収集活動について成果を得ることができたことは

第一歩であった。今後は物資搬送に関する研究を

企画する。ＥＡＭＳに加え、長崎県五島列島を中

心に活動を行う、そらいいな株式会社との共同研

究を開始し、固定翼ドローン（時速 130㎞で片道

80 ㎞の物資搬送が可能）による物資搬送の研究も

予定する。災害時活用を見据え、災害時のみでな

く日常的にドローンによる物資搬送システムを確

立させる必要があると考えられる。 

災害診療記録/J-SPEEDに関する研究では、災害

診療記録/J-SPEEDの標準教育資料が確立されたこ

とは極めて重要なことである。しかしながら、災

害医療の教育の多くは、日常業務が終了した夜間

や週末に行われていると考えられる。そのような

なか派遣元団体の別を超え全国の医療救護班に教

育を提供していくことは容易なことではない。今

後は講師を努める人材の質の担保を含めた確保や、

e-lerningも含めた訓練の提供方法の最適化につ

いても検討を進める必要がある。被災傷病者にお

けるメンタルヘルスケアニーズの推移に関する J-

SPEEDデータの解析結果について、超急性期から

活動する医療救護班は発災直後からメンタルヘル

スケア支援ニーズにも対応していることがリアル

ワールドデータに基づき明らかになった。このこ

とは全ての医療救護班がサイコロジカルファース

トエイド等の基礎的な研修を受講しておくことの

重要性を示唆するものである。また、超急性期を

すぎ救護班撤退時期にはメンタルケアニーズに関

係する診療件数は減少するものの、メンタルケア

ニーズを有する傷病者の割合(%)は増加していた

ことは、地元の保健医療体制への引継ぎの際には

身体課題のみならず精神課題についても検討する

ことの重要性を示唆するものである。 

DMAT隊員のメンタルヘルスに関する研究では、

計画通りに研修時調査を年内に開始することがで

きた。しかしながら、回答率はこれまで実施して

いた EMIS 調査と同程度であった。来年度以降の

調査方法の検討が必要であると考えられた。

EMIS 調査の回答率は、概ねこれまでと同じ割合

であった。K6 が 13 点以上の方の割合も、これま

での調査と同程度であった。これらの調査より得

られたデータを解析し、研究成果を学会や論文等

にて公表していく予定である。聞き取り調査では、



当分担班にて作成した「医療救援者のメンタルヘ

ルス推奨事項」、および「所属組織として医療救

援者のメンタルヘルスに重要と考えられる推奨事

項」を普及することは重要と意見を得るとともに、

修正を実施し、今後現場に実装を進めていくため

の準備を進めることができた。日本語版 PFI は、

日本の医療従事者において信頼性と妥当性が示さ

れた。日本語版 PFI を今後の調査に用いて、

DMAT・DPAT 隊員のメンタルヘルスの問題だけ

でなく、医療従事者としての成長や医療従事者と

してやりがい等のメンタルヘルスの観点よりポジ

ティブな面についても研究を進めていく予定であ

る。 

 国際災害医療チームの受援に関する研究では、

国際医療受援については、国際的にはWHOが提唱

する方法論が広く活用されており、またその専門人材

の供給源となっていることが明確となった。円滑かつ効

果的な国際医療の実現するためにはＷＨＯとの連携

を深めていくことには合理性がある。連携の具体として

は①計画段階と②実災害時の２つに分けて整理し、ま

ずは①計画段階として開発されたＳＯＰ案や訓練への

アドバイス等を得ていくことが現実的であろう。さらに、

同じＳＯＰ（案を）使って米国以外のＥＭＴの受援につ

いても具体的に検討することは当該ＳＯＰ（案）の実用

性を向上させ、実災害時には複数国医療チームから

の申し出を同時並行で受けつけることとなる関係者の

備えをより実態に即して進めていくことにも役立つと考

えられる。このようなアイディアについては米国保健福

祉省側からも前向きな返答が得られており、次年度以

降、実現に向けての関係調整を進めていく方針である。

また、当該計画にあたっては、地方自治体の受援負

担の最小化にも十分に留意する必要がある。 

 クラッシュ症候群に関する研究に関する研究で

は、CSに関する新たな知見をまとめ（DMATテキ

ストの更新）、教育システムの構築と広報を行う。

血液浄化療法を視野に入れた分散搬送の確立を行

うことが目標である。また、早期医療介入の有用

性を示し、災害現場における多機関協働の必要性

を広め、CSに対する災害現場からの一貫した治療

の標準化を目指す。今後の予定として集中治療や

透析に加え、外科的介入（減張切開/患肢切断）

を考慮した広域搬送基準を提示する。広域災害時

に透析実施可能施設は限られる為、患肢切断する

ことで重症化を防げるのであれば、災害時の CS

に対する患肢切断基準を、十分に倫理的配慮の下

で見直すことで多くの命を救える可能性がある。

基礎実験データや論文をもとに、災害時の CSに

対する患肢切断基準を見直すことが重要である。 

災害時における医療ニーズとリソースの定量的

評価に関する研究では、今回主にユーザインタ

ーフェース（UI）の視点から改訂したウェブア

プリケーションは、災害拠点病院ごとのカバー

エリアにおける医療需給比を容易に可視化し、

地域内の脆弱性に基づく計画策定支援に寄与す

るものと思われる。今後は、災害時医療ハザー

ドマップ情報の社会への情報発信方略について

検討を加える必要がある。 

 

D. 結論 

この 3 年間の COVID-19 対応でも、如何に地域

連携が重要かを思い知らされたが、今回の研究の

柱は、地域連携、多機関連携である。そもそも災

害対応は個々の医療機関、組織では対応不可能で

あり、地域、多機関、多職種の連携によって成り

立っていることは言を俟たないが、本研究班では

効率的・効果的に連携するためには如何にすべき

かを具体的な指針として示すことが目的である。

15 の分担研究のバックボーンに地域連携、多機関

連携のキーワードを置いて研究する。今年度、地

域連携 BCP に関しては、地域連携 BCP「Community 

Contingency Planning (CCP)」の策定に必要な要

素を、危機管理体制、診療機能維持、地域貢献活

動、リソース確保、防災・減災活動にカテゴライ

ズした。最終的に医療機関の地域の面的役割をレ

ーダーチャート状で可視化することによりその地

域の災害医療対応能力の強み弱みが明確になり、

対策を練りやすくなると考える。また他の分担研

究に関しては、初年度は各課題における戦略・マ

ニュアル案等の策定を行う上での課題抽出が行わ

れた。特にライフライン支援、医療搬送の研究に

ついては、医療関係者のみでは実施困難であり、

多機関他組織連携が重要であることが示された。

令和 4 年度も引き続き COVID-19 の第 7 波、第 8

波に見舞われ、研究班のメンバーもその対応に追

われ、研究計画は影響を受けざる得なかったが、

一方で COVID-19 対応を通して、本研究班のメイ

ンテーマである地域連携の重要性を実際に現場で

経験し、多くの知見を得ることができた。得た知

見は各々研究テーマに還元されると考える。 

RRR 研究においては、地域の実情に応じた災害医

療体制を提供するため、災害時における医療ニー

ズとリソースの定量的評価を各都道府県に反映し、

都道府県の国土強靭化計画、特に地域 BCP の視点

からの計画の策定支援を行うことである。今年度

は、「災害時の医療ハザードマップ」のアプリケ

ーションの精緻化を行ったが、行政担当者や非専

門家でも直感的に操作しやすく視認性の高い構成

となっており、地域の防災計画を策定する際に寄

与すると考える。 

また、今回のコロナ禍においては、本研究班が

培ってきた災害対応手法が、都道府県のコロナ対

策本部運営、医療福祉介護施設のクラスター対応

に活かされ大きく貢献した。その中で実感したこ

とは、地域は地域で守るというコンセプトのもと

の地域連携が重要であるという事である。COVID-

19 対応で得た知見を、如何に自然災害対応にどう



活かすかが肝要である。国土強靭化基本計画の保

健医療に関する骨子に従い、本研究班ではこれま

で医療施設のインフラ強化、広域的な連携体制、

医療資源の供給体制、被害想定に基づいた DMAT

養成、医療資源を適切に配分調整するロジスティ

クス等の研究を進めてきた。今年度は、これまで

構築してきた災害医療体制を基礎として、如何に

多機関・多組織・多職種が連携すれば、医療資源

を最大限に活用できるのかを提言するために、地

域連携 BCP のあり方、医療施設のインフラ支援、

連携調整のツールとしての EMIS、JSPEED の改良、

地域連携における災害医療コーディネーターのあ

り方、地域ごとの災害種別（感染症を含む）の医

療ニーズとリソースの定量的評価による地域連携

BCP の策定支援等について検討が行われた。これ

らの研究成果は国土強靭化基本計画の具現化に資

すると考える。 
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令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

 

分担研究報告書 
「医療搬送に関する研究」 

 

研究分担者 本間 正人  

（鳥取大学医学部器官制御外科学 救急災害医学分野 教授） 

 

研究要旨 

大規模災害時に医療搬送を地域連携BCPの観点から検討するために、医療搬送が必要となる医療ニーズ（需

要）、搬送手段（供給）、医療搬送の計画（BCP）を地域の観点から検討することを目的とした。 

初年度研究として、「ドクターヘリ」と「患者等搬送事業車両（福祉タクシー、民間救急車）」について検討

した。ドクターヘリに関して大規模災害時のドクターヘリの出動数と1日のフライト数の関連から、１日で

の搬送数を検討した。大規模災害時にドクターヘリ活動を最大限にするための課題について抽出した。患

者等搬送事業車両（福祉タクシー、民間救急車）に関して南海トラフ地震の重点受援県である高知県、徳島

県、大分県、宮崎県、愛媛県、香川県を対象に救急車数、患者等搬送事業車両数を調査した。新型コロナ感

染症蔓延の影響もあり、インターネット等から入手可能な公開情報や関係省庁の担当者への電話による情報

収集を行った。大規模災害時のドクターヘリ運用に関しては、関連学会や都道府県、ドクヘリ基地病院、

ドクヘリ運航会社の合意を得て進める必要があるため、日本救急医学会、日本臨床救急医学会、日本航

空医療学会、日本災害医学会当関係団体やドクヘリ基地病院、ドクヘリ運航会社からの専門家が一堂に

会し討議し、かつ課題を分担して解決できる体制を構築して４学会の承認を得つつALL JAPANの体制

整備をすべきであると提言した。患者等搬送事業車両に関しては、各対象県とも救急車の1.93〜3.91倍の

患者等搬送事業車両を保有しており、搬送手段として重要な搬送資源と考えた。特に、ドクターヘリが運航

不能な悪天時や夜間において重要と考えられる。なお、福祉タクシー・民間救急車を用いた災害時の重症患

者搬送はこれまで計画されていないので、ドクヘリの代用として福祉タクシー・民間救急車で重症患者を搬

送する場合の課題を示した。 

 

A. 研究目的 

本研究は大規模災害時に医療搬送を地域連携BCP
の観点からみた検討することを目的とした。3年研
究として、医療搬送が必要となる医療ニーズ（需要）、
搬送手段（供給）、医療搬送の計画を地域BCPの観
点から検討する（図1）。医療ニーズ（需要）として
は、都道府県で対応できず他都道府県への搬送が必
要な重症患者、転院が必要な入院患者、配慮が必要
な患者として在宅人工呼吸、重症心身障害者等を検
討する。搬送手段（供給）としては「患者等搬送事
業車両（福祉タクシー、民間救急車）」「病院車」
（自助）、「DMAT等の医療救護班が保有する車両」
「ドクターヘリ」（共助）について評価することを
計画した。 
 
初年度研究として、「ドクターヘリ」と南海トラフ
地震の重点受援県を対象に、「患者等搬送事業車両」
の現状調査について検討した。比較検討するために、
消防機関が有する救急車も合わせて検討した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１ 地域連携BCPの観点からみた医療搬送の研
究概念図 

 
 

 

B. 研究方法 

1）ドクターヘリに関して 

大規模災害時のドクターヘリの出動数と1日のフ

ライト数の関連から、１日での搬送数を検討した。

大規模災害時のドクターヘリ活動の課題について

抽出した。 

2）患者等搬送事業車両（福祉タクシー、民間救急

車）に関して 

南海トラフ地震の重点受援県である高知県、徳島県、

大分県、宮崎県、愛媛県、香川県を対象に救急車数、



患者等搬送事業車両数を調査した。新型コロナ感染

症蔓延の影響もあり、インターネット等から入手可

能な公開情報や関係省庁の担当者への電話による

情報収集を行った。 

 

なお、医療搬送必要数は平成3年度厚生労働科学研

究厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基

盤開発推進研究事業）「国土強靭化計画をふまえ、

地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研

究」分担研究「医療搬送に関する研究」（研究分担

者 本間正人）」で算定した医療搬送必要数を用い

て、救急車搬送回数、患者等搬送事業車両搬送回数

を各県毎にそれぞれ計算した。各県の患者等搬送事

業車両/病院車を算出した。 

 

C. 研究成果 

1）ドクターヘリに関して 

ドクターヘリの機能を最大限に発揮するために

は、①最大限のドクヘリを被災地に派遣できるこ

と②被災地に入ったドクヘリが最大限回数フラ

イトを行うこと、が必要であるが①②を同時に達

成するための課題を抽出した。なお、大規模災害

時のドクターヘリ運用に関しては、関連学会や都

道府県、ドクヘリ基地病院、ドクヘリ運航会社の

合意を得て進める必要があるため、日本救急医学

会、日本臨床救急医学会、日本航空医療学会、日

本災害医学会当関係団体やドクヘリ基地病院、ド

クヘリ運航会社からの専門家が一堂に会し討議

し、かつ課題を分担して解決できる体制を構築し

て４学会の承認を得つつALL JAPANの体制整備

をすべきであると提言し、厚生労働省や日本災害

医学会、日本航空医療学会に働きかけを行った。 
 

図2 ドクヘリの1日のフライト回数 

 
 

■大規模災害時にドクターヘリが迅速に出動でき

るための方策 

・大規模災害発生初動期における、ドクヘリ派遣調
整 
・地域の救急医療に配慮したブロック内出動調整
と出動ドクヘリ運航範囲のカバー体制 
・基地病院が整備すべきドクターヘリ出動マニュ
アル 

・都道府県や基地病院・災害拠点病院等が平時から
備えておくべきドクターヘリ受援計画 
■出動したドクターヘリコプターのフライト数の
増加 
・災害時被災地内で運用する全国共通運航要領 
・災害時の出動要領（いわゆるCSCA） 
 
■その他考慮すべきこと 
・新生児、妊婦、集中治療患者等の災害時のドクタ
ーヘリ搬送のあり方 

・新興感染症や放射線複合災害時のドクターヘリ

運航のあり方 

 

2）患者等搬送事業車両（福祉タクシー、民間救急

車）に関して 

研究成果を表1に示した。 

 

表１ 医療搬送必要数と救急車、患者等搬送事業車

両の関連 

 
 

 

D. 考察 

平成16年厚生労働科学研究「災害時における広域

緊急医療のあり方に関する研究」（分担研究担当者

 大友康裕）を契機に、平成17年からの厚生労働科

学研究「災害時医療体制の整備促進に関する研究」

（主任研究者 辺見弘）、平成19年からの厚生労働

科学研究「健康危機・大規模災害に対する初動期医

療体制のあり方に関する研究」（主任研究者 辺見

弘）において、省庁横断的に広域医療搬送の諸課題

について検討し広域医療搬送の具体的計画につい

て検討されてきた。平成23年3月11日に発生した

東日本大震災において、わが国で初めての広域医

療搬送が実行され、多くの教訓と反省点が得られ、

厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基

盤開発推進研究事業）「国土強靭化計画をふまえ、

地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する

研究」（研究代表者小井土雄一）等で現在までに

検討されてきた（図3）。 

 

  



 

図3 

 
医療搬送については、これまで国が保有する自衛

隊の航空機を主体に検討が行われてきた経緯があ

る。2007年の「救急医療用ヘリコプター（以下ド

クターヘリ）を用いた救急医療の確保に関する特

別措置法」制定以降の全国整備により現在全国4

7都道府県に配備され総機体数は56機となりドク

ターヘリによる搬送能力は格段に向上してきた。 

令和5年度は南海トラフ地震防災対策推進基本計

画の策定(平成26年3月)から10年が経過すること

から、ドクターヘリの活動を主体とした基本計画

の見直しが必要となる。 

ドクターヘリの機能を最大限に発揮するために

は、①最大限のドクヘリを被災地に派遣できるこ

と②被災地に入ったドクヘリが最大限回数フラ

イトを行うことが必要であるが、①②を同時に達

成するための課題を抽出した。なお、大規模災害

時のドクターヘリ運用に関しては、関連学会や都

道府県、ドクヘリ基地病院、ドクヘリ運航会社の

合意を得て進める必要があるため、日本救急医学

会、日本臨床救急医学会、日本航空医療学会、日

本災害医学会当関係団体やドクヘリ基地病院、ド

クヘリ運航会社からの専門家が一堂に会し討議

し、かつ課題を分担して解決できる体制を構築し

て４学会の承認を得つつALL JAPANの体制整備

をすべきであると提言し、厚生労働省や日本災害

医学会に働きかけた。今後はドクヘリに関しては

本分担研究では扱わないこととした。 

 

本研究のテーマである「地域連携BCPの観点から

みた医療搬送」について、地域の搬送リソースとし

て地域が保有する「患者等搬送事業車両（福祉タク

シー、民間救急車）」「病院車」に着目した。 

本年度は新型コロナ感染症蔓延の影響もあり、イン

ターネット等から入手可能な公開情報や関係省庁

の担当者への電話による情報収集を行った。各県と

も救急車の1.93〜3.91倍の患者等搬送事業車両（福

祉タクシー、民間救急車）を保有しており、搬送手

段として重要な搬送資源と考えた。特に、ドクター

ヘリが運航不能な悪天時や夜間において重要と考

えられる。なお、福祉タクシー・民間救急車を用い

た災害時の重症患者搬送はこれまで計画されてい

ないので、ドクヘリの代用として福祉タクシー・民

間救急車で重症患者を搬送する場合の課題を表2に

示した。病院が保有する病院車に関して警察に確認

したが、緊急車両登録の廃止が適切に行われていな

いため、実際に活動している病院車は把握されてい

ないことが判明した。来年度は、対象県を広げると

ともに、病院車やDMAT車両について調査する予定

である。 

 

表2 災害時の福祉タクシー・民間救急車利用の課

題 

• 緊急走行できない 

• 緊急車両でない→災害時緊急通行証が必要 

• 重症者搬送を対象としていない 

➢ 医療従事者（DMAT等)の同乗が不

可欠 

➢ 医療資機材がない 

➢ 酸素がない 

• 災害時に使用できる枠組みがない 

 

E. 結論 

地域連携BCPの観点からみた医療搬送から、南海ト

ラフ地震の重点受援県である高知県、徳島県、大分

県、宮崎県、愛媛県、香川県を対象に患者等搬送事

業車両（福祉タクシー、民間救急車）について調査

した。現行では災害急性期の運用は想定されておら

ず、体制整備が望まれる。特にドクターヘリが運航

不能な悪天時や夜間においての運用が重要と考え

られる。ドクターヘリに関しては、厚生労働省や関

係学会に働きかけを行い、ALL JAPANの体制整備

体制を整えることができるように調整した。 

F.健康危険情報 

該当なし  

G. 研究発表 

１．論文発表 

該当なし 
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Emergency Radiation Exposure (One local city 

in Japan)、WADEM Congress 2023(国際学会) 

 

２）YOKO OKUI, CHIAKI CYUTA, HAYATO 

YOSHIOKA, TOMOFUMI OGOSHI, 

TAKAHIRO UEDA, MASATO HOMMA 

Issues of the nuclear disaster core facility 

through nuclear disaster training、WADEM 

Congress 2023(国際学会) 



令和4年度厚生労働科学研究 地域医療基盤開発推進研究事業 

国土強靭化計画を踏まえ、地域の実情に応じた災害医療供給体制に関する研究 

研究代表者：小井土 雄一（国立病院機構災害医療センター 臨床研究部長） 

 

研究課題：「災害医療コーディネートに関する研究」 

分担研究者  森野一真 

山形県立中央病院 

 

研究要旨 

 

実際に被害が発生する市区町村における課題や需要の状況を、二次医療圏の拠点を通じ、外部

支援の窓口である都道府県庁にいち早く集約する三層構造を原則とする、コーディネートモデル

に基づいた体制が構築されてきた。本研究では、災害医療コーディネーターや班員の具体的な活

動に関する要領を策定した。災害医療コーディネーターは医療の提供に関する調整のみならず、

保健や福祉の分野とも協力する必要があることから、平時における活動が非常に重要である。調

整には様々な課題が伴うが、その解決は、「人（ひと）、物（もの）、場所（ばしょ）、システム、

ルール、時（とき）である（頭文字をとり「ヒモバシルトキ」と覚える）」を検討することで解

決策を見出すことができる。

A 研究目的 

 感染症の流行にはアウトブレイク

outbreak、エンデミックendemic、エピデミッ

クepidemic、パンデミックpandemicなどの用

語がある*が、医療の需要と供給の不均衡が生

じ、相対的に資源が不足し、社会の混乱やそ

の機能が制限されることから、特殊な災害と

いえる。今後も未知の新興感染症パンデミッ

クの発生の蓋然性は低くはないと考えられ

る。しかしながら、パンデミックは災害対策

基本法や災害救助法などの災害関連の法律に

記述されておらず、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（以下、感

染症法）においてもパンデミックが災害であ

るとは記述されていない。また、2019年12月

に始まった新型コロナウィルス感染症の流行

の主因である新型コロナウィルスは、新たに

出現したウィルスであり、それによる感染症

の流行に対する対策の根拠となる法律とし

て、2012年に制定された新型インフルエンザ

等対策特別措置法（以下、特措法）が適応さ

れたが、法律の名称の「等」を一般人が読め

るまでにはしばらく時間を要したと思われ

る。この特措法には、災害対策基本法の規定

による備蓄、訓練についての記載があり（第

十一条、第十二条）、医療の提供に支障が生ず

ると認める場合には、その都道府県行動計画

に基づき都道府県知事が、医療施設における

医療の提供を求める内容の記述はあるもの

の、（自然）災害における調整業務や、患者移

送に関する記述は見当たらない。このような

背景がある中で、医療機関や介護施設等では

急激に増加する患者への対応を余儀なくさ

れ、パンデミックレベルでは、全国がいわゆ

る被災地となるため、医療従事者の応援も難

しくなる。 

 

（参考） 

感染症の流行に関する用語の定義はおよそ以

下の通りとする。 

a. アウトブレイク outbreak：一定の期間内に

特定の地域、特定の集団で、予想されるよ

り多く感染症が発生した場合、もしくは新

興感染症を含む公衆衛生上重要な感染症

が発生した場合 

b. エンデミック endemic：地域や季節周期に

おいて一定の割合の感染症が発生してい

る状態 

c. エピデミック epidemic：エンデミックの範

囲（想定される地域や季節周期）を超えた



感染症の流行 

d. パンデミック pandemic：エピデミックが世

界の広範な地域で同時に発生している状

態、またはアウトブレイクが長期にわたり

多数の国や地域で連続して発生している

状態 

 

B 研究対象と方法 

パンデミックへの対応と自然災害における対

応とを比較考察し、パンデミックへの対応にお

ける災害医療コーディネーターの関与の要否

について検討する。 

 

C 結果 

自然災害とパンデミックの比較を表 1 に示す

が、以下の（1）から（3）に挙げた状況から、

パンデミック等の感染症流行時の調整業務に

災害医療コーディネーターを活用すべきと考

えられた。 

 

（1） 医療に係る需要と供給の不均衡 

自然災害では、発生した災害の事象による傷

病者の大量発生し、住居の倒壊や浸水、そし

てインフラストラクチャーやライフラインの

障害などにより、医療需要の増大や医療への

アクセスの障害をきたす。感染症の流行では

感染者が大量発生するため医療需要は増大す

る一方、住居やインフラストラクチャーの障

害は発生しない。しかし、感染症のまん延を

防止するために、感染者との接触を避け、隔

離を必要であり、接触する職員の制限やゾー

ニングに伴う部屋（病室）や通路の制限され

ることから、医療機関や施設における受け入

れ可能人数の減少による医療へのアクセスが

障害される。このような需要と供給が不均衡

となる状況では、自然災害と同様、医療に係

る資源の分配、すなわち調整（コーディネー

ト）が必須である。 

（2） 情報管理と調整体制 

自然災害では都道府県庁、二次医療圏・政令

市、市区町村の三階層の各拠点における調整

が原則となり、二次医療圏の層では保健所が

拠点となることが多い。感染症流行時は、保

健所が中心となることが多く、都道府県庁、

二次医療圏・政令市・保健所設置市の二層で

行われることが多い。情報管理は自然災害で

は EMIS、感染症では G-MISが用いられる。オ

ンライン会議の普及により、会議の効率が上

昇している。 

（3） 自然災害と感染症流行時における調

整（分配）すべき医療に係る資源 

1） 医療従事者 

自然災害では主に非被災地で編成された医

療救護班が派遣され、平時から研修や訓練が

なされている。一方、感染症法や特措法には

医療救護班という概念がなく、パンデミック

のレベルでは国内全てが被災地となるため、

医療救護に従事する医療従事者の確保が困難

となり、自衛隊の派遣などを除き、都道府県

内での確保が原則となる。直接診療や看護に

従事する医師や看護師は、感染対策に関する

知識が求められ、また PPE 装着も自在である

必要がある。医療従事者の感染による人的医

療資源の減少は医療提供体制に深刻な影響を

及ぼすため、病院や施設における支援調整が

重要となる。 

2） 医薬品 

 医薬品は災害、感染症いずれも欠くことは

出来ず、調整が求められる。自然災害では想

定される傷病に対する医薬品が様々な様式で

送られるが、新興感染症流行時は当該疾患の

治療薬は存在しないことから、対象療法に必

要となる薬剤の確保と分配が行われる。しか

し、全国での感染者数の増加の程度により、

薬剤の不足が生じることが稀ではない。 

3） 検査機器と検査薬 

 自然災害では特殊な機器や検査薬が必要と

なる機会は稀であるが、停電や断水により検

査できない期間が発生する。一方、感染症で

は、診断のための特異的な試薬と検査機器を

必要となり、検査規模の拡大が感染者数の増

加に追いつけない場合、診断が遅れることに

なる。 

4） 個人防護衣（PPE）と消毒薬 

 感染症の流行における PPE の必要量は、自

然災害と比較にならないほど増加し、医療従

事者の保護という観点から、その調整は非常

に重要であり、平時からの備蓄が必要である。 

5） 入院病床等 

 自然災害では建物倒壊や浸水による病床数



減少が生じるが、空きスペースへの臨時病床

増設や被災地外への患者搬送等により医療へ

のアクセスを確保する。一方、感染症流行時

は、物理的な病床数の減少は認められないも

のの、感染症指定医療機関に確保された病床

のみでは対応困難で、非感染症指定医療機関

における病床確保や臨時医療施設の設置等で

対応せざるを得ないが、感染対策としてのゾ

ーニングと PPE 装着等の場所を確保しなけれ

ばならず、医療機関の機能分担が進む中、機

能相応の患者以外の患者の入院対応（例えば、

高度急性期病院への地域包括ケア病院や介護

老人施設入院入所中の患者の入院）を PPE 装

着下で行う診療や看護の疲弊やストレスは著

しく、確保された物理的病床数通りの運用は

難しい場合が少なくない。また、医療を提供

する場は、医療機関以外にも在宅や介護施設

が存在し、それぞれに感染対策が求められる。 

6） 搬送資源と搬送調整（病院選定） 

 自然災害では、ほぼ平時に準じた病院選定、

あるいは限られた搬送先への救急搬送がなさ

れる。一方、感染症流行時の入院病床の項に

ある状況では病院選定や搬送調整は救急隊と

医療機関だけでは成り立たなくなる可能性が

高い。また、救急搬送を必要としない患者の

搬送手段の確保が別途必要となる。 

 

D 考察 

自然災害における医療の対応の原則は、トリア

ージ、治療、搬送であるが、これらを行うため

には安全が確保され、指揮、情報管理、各種調

整が機能することが前提である。近年、都道府

県庁、二次医療圏・政令市、市区町村の三層に

おける災害対策本部下での保健、医療、福祉に

関するコーディネート体制が構築されつつあ

り、情報管理や調整には都道府県から委嘱を受

けた災害医療コーディネーターならびにスタ

ッフが関与している。一方、感染症の流行程度

の著しいパンデミック等も、医療の需要と供給

の不均衡が生じ、相対的に資源が不足し、社会

の混乱やその機能が制限されることから、特殊

な災害と考えられ、災害に準じた情報管理と調

整が求められる。パンデミックが発生した際に

まず行うべき対応は、1.患者の重症化の回避と

死亡率の抑制, 2.感染拡大防止, 3.医療従事

者や施設職員の保護, 4.感染症とそれ以外の

傷病双方の医療提供体制の維持が挙げられる。

これらは、感染症専門医や個々の医療機関や施

設で実施可能な部分もあるが、都道府県、二次

医療圏、市区町村における情報管理と調整業務

なしには困難である。我が国の感染症対応は保

健所が中心であることから、新型コロナウィル

ス感染症パンデミックにおいて、災害対応の是

非を問わないまま、二次医療圏内で保健所中心

の調整がなされた。DMAT等の災害対応人材が支

援に入る場合もあったが、体制としての枠組み

に基づくとはいえない。これら情報管理と調整

業務において、都道府県と保健所設置市や特別

区との間において、入院調整が円滑に進まない、

応援職員の派遣のニーズを共有できない、迅速

な情報共有ができないなど、連携に課題が生じ

たことから、2022年年12月に成立した改正感染

症法において、都道府県と管内の保健所設置市

や特別区を構成員とする都道府県連携協議会

の設置が決められたが、その場でのパンデミッ

ク等への対応として、自然災害対応に準じた体

制の構築の検討も協議されるべきである。また、

医療法の改正により、厚生労働大臣から委託を

受けた者が実施する研修の修了等厚生労働省

令で定める基準を満たした医療従事者を「災

害・感染症医療業務従事者」として登録する制

度が2024年4月から施行される予定であるが、

養成された災害・感染症医療業務従事者を調整

機能のないまま活用することはできない。よっ

て、パンデミック等への対応においも、自然災

害における資源の配分調整等の知識や経験の

ある災害医療コーディネーターを活用する体

制を検討すべきである。ただし、パンデミック

等への対応は感染症対策の知識が必須である

ことから、災害医療コーディネーターに対して

も感染症対策に関する研修が必要である。 

 

E 結論 

 パンデミック等の感染症の流行への対応にお
ける情報管理や調整業務は、自然災害同様の調
整が求められることから、災害医療コーディネ
ーターを活用する体制が必要と考える。 
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分担研究報告書 

「EMIS 関する研究」 

 

研究分担者  中山 伸一 （兵庫県災害医療センター 名誉院長・顧問） 

 

 

研究要旨 

 （目的） 広域災害・救急医療情報システム（EMIS）に求められる機能が多様化する

に従い繰り返してきた機能拡張により、かえってその使いにくさが目立つようになり、

EMIS の操作性向上が喫緊の課題となっているものの、その課題解決が迅速に行われてい

ない現状が問題となってきた。そこで、本分担研究初年度では、これまでの EMIS の機能

改善（改修）の要望事項を再整理し、その改善（改修）が未達成な項目を洗い出しを行

う。その上で、改善（改修）に向けて、EMISを活用しながら災害対応を実践するユーザ

ーの立場から優先順位を明らかにすることを目標として設定した。 

 （結果）2014 年 2 月から 2022年 9 月までに、EMIS ユーザー側（行政担当者、DMAT 関

係者など）から機能改善を提案され実現されていない項目項目は総計 181 項目に達し

た。内容的には、都道府県庁や被災地災害拠点病院の活動拠点本部などで時に活用する

本部活動関連の機能が 41、DMAT 関連が 33、医療機関状況関連が 28 項目と合わせて全体

の半数以上を占めた。これら 181 項目のうち、優先度と実現性を勘案しながら改修を優

先すべき事項の抽出し、25 項目に絞った。さらにこれを最優先すべき 7 項目と続いて優

先すべき 18 項目に分けた。 

 （結語） 2014 年 2 月から 2022 年 9 月までにわたって EMIS ユーザーを中心とした関

係者から指摘してきた EMIS の機能改善（改修）の実態についてを再調査した結果、改善

（改修）未達成であったものが 181項目に達していた。本来ならこれら 181項目で全てに

関してどう善処するのかを直ちにベンダーは検討し、しかるべき対応方針を示すべきで

あるが、特に 25 項目についてはベンダーによる早急な改善（改修）を改めて要望する。

かかる事態が長期にわたって繰り返されてきたことは大いに問題であり、ベンダーの責

任は大きい。EMIS に代表されるような国家挙げての災害時対応情報システムの開発や改

修とメンテナンスの区別がつきにくい契約形態について再検討し、かつ混乱を招かぬよ

うに次世代 EMIS のシステム構成や契約のあり方について関係者で検討を始める時期に来

ているといえる。 
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Ａ 研究目的 

 広域災害・救急医療情報システム

（EMIS）は、災害時の医療対応を迅速か

つ効果的に実施するための情報共有ツー

ルとして、阪神・淡路大震災以後、機能

追加を繰り返しながら進化を遂げ、今や

被災地での地域実情に応じた災害医療対

応の調整になくてはならない情報共有ツ

ールをとなっている。しかし、求められ

る機能が多様化するにしたがって繰り返

してきた機能拡張により、かえってその

使いにくさが目立つようになり、EMIS

の操作性向上が喫緊の課題となっている

ものの、その課題解決が迅速に行われて

いない現状が問題となってきた。そこ

で、今年度から開始する本分担研究初年

度では、これまで指摘してきた EMIS の

機能改善（改修）の要望事項を再整理

し、その改善（改修）が未達成な項目を

洗い出しを行い、その上で、これ以上の

放置を避けるために、改善（改修）に向

けての優先順位を明らかにすることを目

標として設定した。 

 

Ｂ 研究方法 

 １：本分担研究班にワーキンググルー

プ（以下、WG）を再結成して、過去に提

案してきた EMIS 機能改善（改修）項目

とその改善（改修）状況について調査

し、未達成なものの項目を明らかにす

る。 

 ２：明らかとなった EMIS 機能改善

（改修）未達成項目に関して、具体的道

筋として能改善（改修）の優先順位を示

す。 

 ３：上記の結果分析から、今後の EMIS

の機能改善のあり方について考察を加え

る。 

 

Ｃ 研究成果 

 １：WG による調査結果 

 表１に再結成した WG のメンバー構成

を示す。WG 会議と分担班会議を合計 6

回開催し、過去に EMIS ユーザー側（行

政担当者、DMAT 関係者など）から機能

改善を提案され実現されていない項目と

その内容などについて分析した結果、

2014 年 2 月から 2022 年 9 月にわたり、

総計 181 項目に達していた。内容的に

は、都道府県庁や被災地災害拠点病院の

活動拠点本部などで時に活用する本部活

動関連の機能が 41 項目、DMAT 関連が

33 項目、医療機関状況関連が 28 項目

と、合わせて全体の半数以上を占めた

（表２）。181 項目の内容を表３に載せ

る。 

 

 ２：EMIS既存機能改善（改修）未達成

項目のうち改修を優先すべき事項の抽出 

 優先度と実現性を勘案して、25 項目に

絞った。さらにこれを最優先すべき 7 項

目（表４）と続いて優先すべき 18 項目

（表５）に分けた。 

 

Ｄ 考察 

 今回の研究結果から、EMIS を災害対

応において活用するユーザーから寄せら

れた様々な EMIS 機能改善要求項目のう

ち、なんと総計 181 項目（2014 年 2 月か

ら 2022 年 9 月まで）がそのまま放置され

ていたという事実が明らかとなった。こ

の事実をどう解釈するか？ 

 そもそも EMIS は、阪神・淡路大震災

以降、災害が発生するたびに、厚生労働

省や地方行政担当者と私達医療関係者な

どが知恵を出し合いながら、ベンダーと

協議を重ねつつ、またわが国の災害医療

体制の進歩（例えば DMAT 体制など）に

合わせて進歩してきたといえよう。この

間、EMIS は災害時の医療対応を迅速かつ

効果的に実施するための情報共有ツール

として、ユーザー側からの要望も取り入

れながら機能追加やバージョンアップを

繰り返しながら進化を遂げて来たことは

事実であり成果と言って良い。最近にお

いても、DMAT 管理機能スマートフォン

アプリ、訓練準備管理ツール、医療機関

状況モニター分析ツール、そしてデータ

分析・可視化ツールである Tableau との

データ連携による災害時データの可視化



への取り組みの導入など、ようやく災害

時に単にデータ収集、共有を図るだけで

なく、それを実対応に活用しやすくする

ためのツールとしての進化に着手できた

ともいえよう（181 項目の中にはこのよう

なスマートフォンアプリの導入によって

別の形で課題が解決されたものもある程

度存在する）。しかし、その一方で、災害

対応や訓練・研修等でユーザーが実際に

使用してみて明らかとなった様々な要望

が、無視され改善されぬまま放置されて

いたわけである。 

 一般的に日進月歩の情報システム（い

わゆるソフトウェア）においては、機能

追加や使いやすいようにする目的から、

頻回のバージョンアップの必要性に迫ら

れるが、そのバージョンアップにあたっ

ては、バグの発生トラブルや使って見て

初めて明らかになる問題への様々な修正

が必要となることは事実上不回避であ

り、一般的にはベーター版として一定期

間の試用によるプログラム修正などの過

程を経て正式に世の中にリリースされる

のが常で、その上でより使いやすいソフ

トを目指して柔軟にバージョンアップを

繰り返す、というのが常道である。しか

るにユーザーが限られているとはいえ、

EMIS において同じような過程を踏みなが

らバージョンアップを行っているかとい

うと、決してそうではない。システムの

開発や改修とメンテナンスの区別がつき

にくい制限のある中、システム改修とい

う位置づけでしか予算化されない項目

（言い換えると予算化の名目が立たない

行政受けしない項目とも言える）につい

ては、対応されぬまま放置され続けた結

果が、この”181”という数字であると言

えるのではないか !? 実は、これまで分

担研究班としても、その都度この根源的

問題にも指摘しながら、メンテナンスの

予算内でそのプログラム修正を実現する

よう要望を繰り返してきた経緯があり、

かかる修正をメンテナンスの一環とし

て、当情報システムのベンダー側が処理

しないことが繰り返されてきたことを物

語っている。今回は、現実的対応とし

て、この 181 項目を、緊急性の高い 25 項

目とそれ以外の 156 項目に分けたが、せ

めてこの優先順位を参考に機能改善を実

現させる姿勢を見せて欲しいものであ

る。本来なら、この 181 項目全てに関し

て、どう善処するのかを直ちにベンダー

は検討し、しかるべき対応方針を示すべ

きであることは言うまでもない（優先度

を落とさざるを得なかった 156 項目を放

置して良いという意味ではなく、簡単に

対応できるものもあるはずで、それらに

ついてはメンテナンスの範囲内での積極

的な改修をベンダーに要求する）。 

 

 一方、災害時対応に必要な情報をスタ

ンドアローン的に何もかも EMIS 上で収

集し対応につなげるという設計思想で

EMIS は進化を遂げてきたが、一方では

それが EMIS そのものを肥大化させ、操

作性の悪化を招くという悪循環を招く副

作用につながってしまっていた。この流

れを食い止めるためには、外部とのシス

テム連携を上手く図って、いかにスリム

化した EMIS を実現させるか、がキーポ

イントとなることはこれまでも指摘して

きた。ちなみにこの 3 年間、COVID-19 感

染症の医療対応の一環として、各医療機

関の対応状況や医療資機材の充足状況に

ついて、厚生労働省は G-MIS による情報

共有を図り、一定の成果を挙げてきた。

医療機関にとっては、様々な情報システ

ムに多重に情報入力することは非常に手

間がかかることであるため、その情報を

いかに G-MIS と EMIS で共有可能とさせる

かについて、今年度必要経費を予算化し

て EMIS 側でこの G-MISとの設計変更に取

り組んでいる。このような他の情報シス

テムと EMISのいわゆる相互乗り入れを、

EMIS の肥大化をむしろ軽減するためにも

今後も追求するべき方向性であることは

強調しておきたい。しかしながら、その

一方で EMISのベンダーがその G-MIS と連

携するシステム設計を行うために、この

度の研究から最優先で機能改善（改修）



すべしという７項目に関しても今年度は

棚ざらしとなり、その結果として来年度

以降となった事実を指摘しておく。 

 

 最後に、今年度の研究で明らかになっ

た結果の問題の原因は、かかる国家を挙

げての情報システムの開発とその契約形

態にあり方に根本的な問題があることを

物語っていることに他ならない。厚生労

働省も次世代 EMIS のシステム構成や契約

のあり方について、見直す時期に来てい

るとも言える。 

 

Ｅ 結論 

 2014 年 2月から 2022年 9 月までにわた

って EMIS ユーザーを中心とした関係者

から指摘してきた EMIS の機能改善（改

修）の実態についてを再調査した結果、

改善（改修）未達成であったものが 181

項目に達していた。内容的には、都道府

県庁や被災地災害拠点病院の活動拠点本

部などで時に活用する本部活動関連の機

能、DMAT 関連機能や医療機関状況関連の

項目が目立った。181 項目のうち、最低で

も特に 25 項目についてはベンダーによる

早急な改善（改修）を改めて要望する。

かかる事態が長期にわたり繰り返されて

きたことは大いに問題であり、ベンダー

の責任は大きい。EMISのような国家挙げ

ての災害時対応情報システムの開発・改

修とメンテナンスの区別がつきにくい契

約形態について再検討し、かつ混乱を招

かぬように次世代 EMISのシステム構成や

契約のあり方について関係者で真剣な検

討・議論を始める時期に来ているといえ

よう。 

 

 （謝辞）終わりにあたり、今年度の目

標達成のために、全力でご協力いただい

た当分担研究班のワーキンググループメ

ンバーの方々に心から感謝申し上げた

い。 

 

 
F．健康危険情報 

 特になし 

 

G.研究発表 

1.  論文発表 
・日本災害医学会雑誌に投稿予定 

2.  学会発表 

・第 28 回日本災害医学会学術集会シンポ

ジウム 3-6：医療機関へのライフライン支

援の重要性と変化、今後の展望 、

Importance, changes, and future 

prospects of lifeline support for 

medical institutions  

鈴木 教久 Norihisa Suzuki，若井 聡智 

Akinori Wakai，近藤 久禎 Hisayoshi Kondo 

独立行政法人国立病院機構 本部 DMAT 事

務局 

・第 28 回日本災害医学会学術集会-学会主

導研究委員会企画-5)：J-SPEED の手法を

活用した災害医療 / 健康危機管理活動のデ

ータ化、 Health Data Collection at Health-

Emergency and Disaster Risk Management 

using the Emergency Medical Team Minimum 

Data Set, 久保 達彦 Tatsuhiko Kubo 広島大

学大学院医系科学研究科 公衆衛生学  

・第 28 回日本災害医学会学術集会-一般

演題 口演 O24-4：EMIS 医療機関基本情

報の入力状況について、Input status of 

medical institutions in each prefecture 

for the Emergency Medical Information 

System  

田坂 勇太 Yuta Tasaka，若井 聡智 Akinori 

Wakai，鈴木 教久 Norihisa Suzuki 国立病院

機構本部 DMAT 事務局  

H．知的財産権の出願・登録状況 

1.特許取得 

  該当なし 

2.実用新案登録 

  該当なし 

3.その他 

  該当なし

  



機能グループ 項目数 

本部活動 
41 

DMAT・救護 33 

医療機関状況 28 

共通 13 

医療機関情報 10 

隊員管理 9 

MATTS 6 

避難所・救護所 5 

連絡 4 

Tableau 2 

モード切り替え 2 

練習管理 1 

その他 27 

合計 181 

 



 

氏名 所属 

稲村広敏 
北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院  

薬剤部、北海道病院前・航空・災害医学講座 

藤井貴文 北見赤十字病院 

佐藤大 東北医科薬科大学 

田代雅実 福島県立医科大学 

山内延貴 日本医科大学千葉北総病院 

丸山林土 獨協医科大学 日光医療センター 

島崎 哲弥 富山市立富山市民病院 

向井 慎治 鈴鹿中央総合病院 

山田 裕太朗 山梨県立中央病院 

 

氏名 所属 

西島章 大阪府立中河内救命救急センター 

西健太 大阪急性期・総合医療センター 

高山良光 南奈良総合医療センター 

末永利一郎 
綜合病院山口赤十字病院 

企画課情報システム係 

渡邉 暁洋 
岡山大学学術研究院医歯薬学域 災害医療マネジ

メント学講座 

大田 理恵子 鳥取赤十字病院 

吉田 誠治 香川県立中央病院 

一番ヶ瀬 智和 
独立行政法人国立病院機構 

嬉野医療センター 

黒木愼治 
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 

宮崎県済生会日向病院 

 

表１. 分担研究班 WG メンバー 

＊WG 統括担当：中田正明（兵庫県災害医療センター） 

表２. EMIS 機能改善（改修）要望未達成な 181 項目の機能別種類（2014/2/7〜2022/9/14） 



 
No 申告日 機能グルー

プ 
機能名 要望内容 

1 2014/2/7 共通 統合地図ビ

ューアー 
本部管轄を面で把握できるようにしたい。（google マップで「江東区」などと検索したときに地

図上に表示される網掛けのようなイメージ） 
さらに、その網掛けごとに DMAT が不足、水が不足などの情報が視覚的にわかるような仕組み

（網掛けの色を変えるなど）も実現したい。 

2 2014/2/7 共通 統合地図ビ

ューアー 
地図上の任意の場所にメモを残せるようにしたい。 

3 2014/2/7 共通 統合地図ビ

ューアー 
地図で表示した場所情報などを一覧と連動させて表示したい。 
※『「地図」⇔「一覧」』で切替えて表示できることが重要。 

4 2014/2/7 DMAT・救護

班 
DMAT 活動状

況入力 
次の目的地までの移動手段を２つ登録できるようにしたい。 

5 2014/8/4 共通 統合地図ビ

ューアー 
支援要否・入院病棟倒壊状況などの検索条件を指定したときの反転が見づらい。背景色も反転す

べき。（薄青色に黒フォント文字⇒クリック⇒薄青色に白フォント文字） 

6 2014/8/4 本部活動 本部活動記

録・体制参照 
この機能にて、DMATの状況を確認できるため、ここから活動状況の代行ができるようにしたい。 

7 2014/8/4 DMAT・救護

班 
DMAT 活動状

況入力 
活動場所の選択画面で、検索をする前に所属本部のリンクが表示されていてほしい。 
（検索しないと、所属本部リンクが表示されない。なお、検索結果 0 件時にも表示されないため

不便。初期表示として、画面の上部に表示されるべき。） 

8 2014/8/7 その他 その他 （モニタ―機能共通） 
見出し（ヘッダ部分）を固定で表示できないのか？ 

9 2014/8/7 本部活動 本部・参集拠

点・ 
医療搬送拠

点登録 

地図を表示しなくても操作できるようにしたい。 
※地図表示後に操作を行う仕様だが、通信状況等が厳しい場合、操作可能となるまで時間を要する、もし

くは、操作できない。よって、一覧のみでも操作可能とできること。 

10 2014/8/7 本部活動 本部・参集拠

点・ 
医療搬送拠

点登録 

下位組織の選択が地図上しかできないため、土地勘がないとできない。（表だけでも住所入力等で設定可

能としてほしい） 

11 2014/8/7 本部活動 本部・参集拠

点・ 
医療搬送拠

点登録 

機関種別（災害拠点病院、救命救急センター、DMAT指定医療機関）で絞り込みができるとよい。 

12 2014/8/7 本部活動 本部・参集拠

点・ 
医療搬送拠

点登録 

本部の管轄が固定となっているが、隣の二次医療圏も管轄することがあるので、管轄は複数選択できな

いといけない。また、県を超えて管轄することも大いにありえる。 

13 2014/8/7 本部活動 本部活動記

録・体制参照 
組織図画面から、各種情報の更新画面へ遷移できるとよい。 
（本部・参集拠点・医療搬送拠点登録の下位組織選択画面、本部活動記録・体制管理の管下活動場所選

択、ＤＭＡＴの活動状況入力などができるとよい） 

14 2014/8/7 本部活動 本部活動記

録・体制参照 
組織図で、本部内で活動する DMATが別の箱で表現される点と、他の本部と同列で並ぶことは非常に誤

解を与えるため、改善してほしい。（本部の箱と結合する等にする） 

15 2014/8/28 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【本部体制関連】 
災害拠点病院を活動拠点本部とする場合、拠点本部としての体制と、医療機関の病院内支援体制の２種

表示が望ましい 
災害拠点病院を活動拠点本部とした場合、本部としての体制と、活動場所（病院内支援先）としての体制

の２種が存在するため、これらを別種の体制として管理できるようだと良い。 

16 2014/8/29 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【組織図関連】 
（今後の検討課題） 
活動場所の登録について 
現状のＥＭＩＳでは、 
・ＤＭＡＴ本部は必ず都道府県と紐付く。 
・紐付く都道府県外の下位本部や活動場所を、本部にぶらさげることはできない。 
よって、ＤＭＡＴ事務局の下位に、太宰府ＩＣや山江ＳＡをぶら下げることができない。ＤＭＡＴ事務局くらい

かもしれないが、広域の本部という考え方を整理する必要がありそう。 

17 2014/8/30 DMAT・救護

班 
活動状況モ

ニター 
活動状況モニタ 検索条件 目的地で検索できるとよい。 
「DMAT が足らない！⇒後、どれくらいの DMAT が○○病院に向かっているのか調べる」という要

件があったが迅速に対応できないケースが多々あった。 （全都道府県選択して目的地でソート

をかけたが、見づらい。） 



 
18 2014/8/30 共通 統合地図ビ

ューアー 
地図ビューアーの地図を見ながら、事故や通行止め等の情報を紙の地図を張り出して書き込んで

いるが、地図ビューアでできるようになったら便利。 
⇒本部参集拠点としては、カバーする範囲が決まっているため全国の地図情報が見える必要はな

い。（オーバースペック） そのかわり、カバーする範囲については、大きな地図を表示、上記

情報を書き込める（プロットできる）ようにしてほしい。さらに、その情報も共有が目的。 

19 2014/8/30 共通 掲示板 上位管理者（国、厚労省）から指示・周知を掲示版でやっていた。しかし、情報受領側は自分に

関係している所とどうかわからない。本部内の動きは、１人専担で掲示版監視者を設けて、関係

ある周知があるか確認を実施していた。 （自本部に関連するないようかわからない、みづら

い・・・のご発言が多数） 

20 2014/8/30 本部活動 本部・参集拠

点・医療搬送

拠点登録 

本部指定で、”広域”がない。今回のケースだと、内閣府で対応していた DMAT（DMAT事務局メンバーの

チーム）が該当する。国で対応する本部がないと、本部連絡メール送信でメール送信ができない。 

21 2014/8/30 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【本部体制関連】 
１つの本部内に、複数の体制は組めると良い。（今回、大分 SCU本部では、２つの病院がそれぞれに体

制を組んでいたため、本部長も 2人いるという想定になっていた。） 

22 2014/8/30 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【本部体制関連】 
本部活動記録・体制管理の体制設定時に選べるメンバーが、システム上は「その所属本部の DMATのメ

ンバー」になっていると思うが、「次の目的地・活動場所」にその所属本部が設定されている DMATのメン

バーも選べることができるようになってると良い場合がある。 

23 2014/8/30 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【本部体制関連】 
・本部活動記録・体制管理で体制のメンバー検索時、所属の隊員がたくさんでてきて選ぶのに時間がか

かっていた。 

24 2014/8/30 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【クロノロ関連】 
⇒クロノロの入力でフォーカスの移動を工夫してほしい、入力に手間がかかって使いづらいとの意見があ

った。 

25 2014/8/30 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【クロノロ関連】 
本部体制管理の活動記録について登録するための Excelテンプレートがどこにあるかわかりづらい（現

状、現時点で入力済みの活動記録を Excel ファイル出力を行ったものがテンプレートとなっている） 
宮崎の本部では活動記録を Excelに転記する選任のメンバがいた。最後に一括で登録しようとしていた

が、専用のテンプレートを使用していないことによる Excel→Excel の転記等余計な作業をさせてしまった。 

26 2014/8/30 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【クロノロ関連】 
・本部活動記録・体制管理で、本部クロノロの EXCEL反映で、入力形式の制限がわかりづらい。ある程度

EXCELの機能で制限できないか？ 

27 2014/8/30 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【クロノロ関連】 
本部活動記録・体制管理で、クロノロ記録を行うが、DMAT活動状況入力のように随時入力、というより、

ホワイトボードで記録された、膨大な量を一度に入力する、という運用であったため、不便であった。エクセ

ルファイル登録でもうまくいかず。また、記録量が多くなると、正しく入力している（年のリストボックス）はず

が、”年の入力は必須です”と入力チェックにかかり、空になっていることが多くあった。（PCは Win7 ie10） 
⇒クロノロ記録係りと体制関連の編集の役割で PC も人も分かれていたが、編集対象の機能（データ）が

同一であるため、排他制御にもかかっていた。完全に並行して運用されていたため、クロノロは別処理に

したほうがよい。 

28 2014/8/30 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【画面構成関連】 
本部活動記録・体制管理 
⇒体制図の反映を終えた後、ポップアップが閉じてその下にある登録(更新）ボタンを押さないと体制図が

保存されないのは不便。 

29 2014/8/30 本部活動 本部活動記

録・体制参照 
活動状況モニターの集計画面の集計結果と本部活動記録・体制参照の集計仕様を統一すべきである。

（仕様が分かりにくい） 

30 2014/8/30 本部活動 本部活動記

録・体制参照 
本部・体制管理の組織図 
⇒ハコがみづらい。（誰がどこにいるかパッとわかるようにしてほしい。現状ボックスの横枠が広がらず縦

に連なって表示されてしまうので誤解しやすい。場所とチームで表示のレベル間がわかるとよい。下に連

なっているため場所が足りていない、もしくはこの場所にこんなに派遣指示をしていないと勘違いが発生し

ていた。（データが表示されていることは説明の後に確認いただいた。） 

31 2014/8/30 DMAT・救護

班 
DMAT 活動状

況入力 
DMAT 活動状況入力 ★ 
⇒その他活動場所をどこから登録するのかが分かりづらい。 
“「その他活動場所」を作成”のリンクが小さく、見落としてしまう。 



 
32 2014/8/30 DMAT・救護

班 
DMAT 活動状

況入力 
DMAT 活動状況入力 ★ 
⇒その他活動場所の初回登録時、被災県と関係のない場所の地図が初期表示されて戸惑ってい

た。 
 DMAT の現在位置を初期表示位置とする方が良いのではないか。 

33 2014/8/30 DMAT・救護

班 
出動 DMAT

登録 
出動 DMAT 登録 
⇒DMAT として、ログインした方がチームが作れないと相談された。病院権限でログインをさせて

作成してもらい、再編成の機能（やりたいことはチーム内の分割）の説明もしたが、権限と機能

の関係が複雑との意見があった。 

 

34 2014/8/30 DMAT・救護

班 
活動状況・

医療搬送情

報等クリア 

データクリア機能に、時間指定が必要（例：ｘｘ以降の更新データ削除）。そのため、別日での

訓練時入力データと、別日での訓練時入力データが混在し、業務で削除できなかった。 

35 2014/9/4 その他 その他 ポップアップウィンドウの初期表示が大きすぎるため、弊害がある 
初期表示のウィンドウサイズが大きいものがあり、ノート PC 等で画面上に収まらないものがあ

る、その場合、画面外に「検索」や「選択」ボタンが下にあると、ユーザは気が付かない。ま

た、スクロールバーをホイールマウス等でしたまで移動しても画面内に表示されていないため、

分からない。 

 

36 2014/9/10 DMAT・救護

班 
活動状況モ

ニター 
活動状況入力詳細画面の履歴表示に関して、別の災害で入力した情報まで遡れる点は不要な情報

である。 
個別の災害発生時にチームを作成したタイミングが履歴としてスタート状態であるため、チーム

名が「DMAT1」である過去の災害の入力状況は不要。（見えても意味はない） 

37 2014/9/11 MATTS 医療搬送患

者モニター 
医療搬送患者モニターの更新画面で、広域医療搬送の場合、「搭乗者名簿作成／航空機搬送モニ

ター」で出発到着空港を紐づけると、出発空港は変更不可となるが、到着空港は変更不可となっ

ていない。（変更できてしまう） 
医療搬送患者モニターの更新画面で、「搭乗者名簿作成／航空機搬送モニター」で患者と航空機

を紐づけた後も、搬送先の空港が変更できてしまう。よって、「搭乗者名簿作成／航空機搬送モ

ニター」で作成した名簿と医療搬送患者モニターで表示される経路に矛盾が生じる。 

38 2014/9/26 DMAT・救護

班 
出動 DMAT

登録 
出動 DMAT 登録の「検討中」は、活動状況のタブにすべきではないか。 
出動 DMAT 登録の「検討中」は、活動状況のタブにすべきではないか。 
また、メンバー登録は「準備」タブの中にあるべきではないか。 

39 2014/10/6 DMAT・救護

班 
活動状況モ

ニター 
活動状況モニターで、活動中の際は移動手段が表示されない。 
現状は活動状況に合わせて、表示の有無が定まっている。 
ただし、後続の DMAT が同じ活動場所へ向かう際に、先行の DMAT がどの移動手段で移動したか

を把握しずらい形であるため、仕様については、再考が必要。 

40 2014/10/8 共通 掲示板 掲示板の記事削除仕様について 
10/1 に火山噴火の対応で掲示板に個人情報が記載されていたため、記事削除依頼が DMAT 事務局

から来ていたが、削除キーに関して入力者しか分からない状態のため削除できなかった。 
よって、現状は、運用として、削除キーを入力しない、としている状態。 

41 2014/10/29 共通 統合地図ビ

ューアー 
統合地図ビューアーと医療機関等支援状況モニターは、同様の操作が出来るべきと考える。統合

地図ビューアから、医療機関代行入力が出来るようにしてもらいたい。 

42 2014/10/29 共通 統合地図ビ

ューアー 
統合地図ビューアーについて、災害後に特定のエリアで一時的に停電が発生した際に、一帯の医

療機関が全て赤色表示となってしまう。これについては、どのような表示があるべき姿なのか検

討が必要である。（近藤先生） 

43 2014/10/29 その他 その他 デザイン面について、フォントが小さく、画面のスペースが空きすぎている。 

44 2014/10/29 その他 その他 （運用（データベース化）） 
医療機関名について、各都道府県で名称の付与基準がバラバラである。厚生労働省との調整が必

要とは思うが、入力する医療機関名が標準化されるようにしてもらいたい。 
例）「県立病院」 という機関名称は比較的多い。他都道府県と並行して閲覧する機会が多い、

EMIS では、分かりにくい。（どの機能でも都道府県名も記載はしている） 

45 2015/2/7 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

支援チームに関する機能追加要望 
⇒・支援モニター等で支援チームが存在する医療機関だけをピックアップして表示等。 

46 2015/2/7 DMAT・救護

班 
活動状況・

医療搬送情

報等クリア 

支援チームに関する機能追加要望 
⇒・支援チームの一括削除。（研修のおける一時的な初期化等にも利用できる） 



 
47 2015/2/14 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【クロノロ関連】 
クロノロのアップロードの形式を自由にできるようにしてほしい 
⇒現在はクロノロの様式がダウンロードでき、アップロードする際は指定の形式を満たさないとアップロー

ドができないようになっているが、用途に応じて変更したいので、アップロードの形式を自由に変更できる

ようにしてほしい。 

 

48 2015/2/14 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【クロノロ関連】 
本部クロノロの項目に TODO項目がほしい。 
⇒本部のクロノロは数が多く、また、本部長や副本部長の交代時等は全てを確認するのは困難である。

そのため、TODO項目を設け、申し送り事項等が把握できるとよい。 

49 2015/2/14 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【クロノロ関連】 
本部クロノロを Excel ファイルから反映して登録する際、エラーに気づきずらいため、分かりやすくしてほし

い。 
⇒Excel 側で”内容”欄に空白がある場合、反映処理は可能であるが、「登録」ボタンクリック時に必須入力

チェックとなる。その際、画面上部に表示されるため、分かりにくい。また、”反映”で登録が完了していると

認識しているロジの方も多数存在した。 

50 2015/2/14 本部活動 本部活動記

録・体制参照 
本部活動記録・体制参照にて、本部毎のクロノロ参照ボタンがないのは不自然である。 
⇒体制参照、組織図、の参照ボタンは存在するのに、クロノロ参照ボタンがない。「活動記録参照」ボタン

で参照する機能のみで個別参照が無いのは不自然である。（「活動記録参照」は必要） 

51 2015/2/14 MATTS 医療搬送患

者モニター 
医療搬送患者モニターの検索項目である医療機関、SCU 選択画面の基準設定に関して。 
⇒現在の表の構成が、「基準」「医療機関または SCU」となっているが、選択や操作の流れは、

『「医療機関または SCU」の選択→選択後、基準の選択』である。基準が先頭に来ているが、「医

療機関や SCU」を選択しないと基準を選択できない点等、分かりにくい点である。 

52 2015/2/16 本部活動 本部・参集拠

点・ 
医療搬送拠

点登録 

本部・参集拠点・医療搬送拠点登録で下位組織の設定が使いづらい。 
⇒下位組織の設定画面について、マスタ登録された拠点すべてが候補としてあがってしまう。量が多いう

えに検索もできないため探すのが大変。 

53 2015/2/16 本部活動 本部・参集拠

点・ 
医療搬送拠

点登録 

本部・参集拠点・医療搬送拠点登録で本部のマスタ登録が重複する。 
⇒本部・参集拠点・医療搬送拠点登録で本部のマスタ登録をする際、住所指定で新規登録をすると以前

登録したものとアイコンが重なって表示されるため同じ場所に複数本部を登録してしまうことがある。 

 

54 2015/2/16 本部活動 本部・参集拠

点・ 
医療搬送拠

点登録 

本部・参集拠点・医療搬送拠点登録に関して、一括で削除できるようにしてほしい。 
⇒削除だけでなく、指定の有無等も、一括で反映できるようにしてほしい。現在、1件ずつシステムに反映

される動きとなっているが、他機能同様、「チェックボックスで複数選択→反映ボタンクリック」の動きがよ

い。 

55 2015/2/16 DMAT・救護

班 
DMAT 活動状

況入力 
DMAT 活動状況入力にて、次の目的地・活動場所選択画面が使いづらい。 
⇒DMAT 活動状況入力の「次の目的地・活動場所選択画面」が使いづらい。できれば検索での絞り

込みができるといい。ソート順についても検討してほしい。 

56 2015/2/16 その他 その他 全般的にリンクの文字色が淡すぎて見づらい。 
⇒特にプロジェクターで表示した際、リンクの文字がとても見づらい。 

57 2015/6/27 DMAT・救護

班 
活動状況モ

ニター 
活動集計タブにて、「目的地・活動場所別」欄に、同じ本部が表示されることがある。本部側に

カウントしてほしい。 
※活動状況入力で、「所属本部と目的地を一緒にしている場合」で、日時設定により、以下の３

つの表示となる。 
 ①「到着日時」設定が”済”となっている集計値は、”本部活動チーム”に表示、 
 ②「到着日時」設定が”予定” となっている集計値は、”到着予定チーム”に表示、 
 ③「到着日時」設定がないもの集計値は、”目的地・活動場所別”に表示 
ご申告時の状況は、③の場合に該当する。「「到着日時」設定がない」という状態に関して、例

えば、本部表示欄に１行（”状況未確認チーム”項目等として）追加し、集計したほうがよい。 

58 2015/7/2 DMAT・救護

班 
活動状況モ

ニター 
活動集計タブにて、表示される「目的地・活動場所別」欄に関して、DMAT が自由に登録できる”

その他活動場所”が表示されるが、名称が、本部や医療機関と同名の場合、区別がつかずに、間違

った認識となってしまう。 
※この件も、「本部・参集拠点・医療搬送拠点登録」で”指定無し”であるのに、表示されていた

ため、状況が分からなかった。調査したところ、原因としては、”その他活動場所”として登録さ

れているものであった。 



 
59 2015/9/18 その他 その他 （オフライン対応） 

【サイトアクセス不可時の代替運用対策案】 
緊急時入力、詳細入力、DMAT 情報（チーム、活動状況）、医療搬送情報は、一括登録機能が必要

である。運用イメージは以下の通り。 
①サイトアクセスできない場合に、ローカル PC で、エクセルファイル等で一覧表として作成す

る 
②サイトアクセス可能時に、作成したファイルを EMIS にアップロードし、EMIS 側で一括反映す

る。 
60 2015/9/18 その他 その他 （オフライン対応） 

【サイトアクセス不可時の代替運用対策案】 
一斉連絡は、各種指示・情報共有に欠かせない。EMIS 上でも利用できない機能として最も運用に

支障が出るのは、一斉連絡である。そのため、一斉連絡の送信対象メールアドレスの取得ダウン

ロードは必要である。ローカル PC に保存できていれば、個別のメールソフト等で一斉連絡の変わ

りに周知することが可能となる。 

61 2015/12/26 本部活動 本部・参集拠

点・ 
医療搬送拠

点登録 

登録拠点に関して、全て削除できる仕様になっているが、”元々登録されている医療機関・拠点”は削除で

きないようにしてほしい。 

 
⇒都道府県担当者や統括 DMATにより、削除できてしまうため、例えば、事務局権限で追加したデータ

は、他の権限では削除はできない、等の制御が考えられる。 

62 2016/1/26 DMAT・救護

班 
DMAT 活動状

況入力 
目的地・活動場所は、初期は未設定だが、一旦設定すると未設定状態にできない。未設定も可能

としてほしい。 
63 2016/1/26 避難所・救

護所 
避難所状況

入力 
避難所の入力項目に関して、災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT: Disaster Health Emergency 

Assistance Team）が情報収集する項目を、現在、検討中である（石井先生中心に検討中）。よっ

て、決定次第、EMIS の本機能にも対応させる必要がある。 

64 2016/1/26 その他 その他 頻繁に各県で訓練や研修が実施され、システム上で閲覧する場合に、混同して表示されるため、

入力状況把握が難しい。（DMAT 入力では災害種別で訓練１…20とあるが）区別できるようにし、

閲覧ならびにクリアが、区分毎に可能としたい。 

65 2016/1/26 隊員管理 DMAT 登録者

管理 
DMAT 指定医療機関外に異動した隊員は、EMIS にログインすることができないが、災害時はもと

より平時の事務連絡資料等も閲覧できないのは、運用上支障がある。 
指定医療機関外の隊員がログインできるよう、早急にアカウントを払い出してほしい。アカウン

トは参照権限でよい。 
※以前から提唱している、隊員毎の ID を作成すれば、この問題も解決できる。また、更新手続き

も可能になる。 

 

66 2016/1/26 その他 その他 EMIS サイト内に、利用状況（※）が見え、負荷度合がユーザで分かるとよいのでは。そうするこ

とで不用意にアクセスされることを削減できるのではないか。 
※ログインユーザ数、CPU 利用率等を利用してなんらかの形で負荷状況を表現する機能 

67 2016/4/25 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【本部体制関連】 
副本部長等の人数制限をなくしてほしい。 
仕様上、「本部長：1名、副本部長：5名、連絡係・記録係・資材準備係それぞれ 6名」で合計 24名設定可

能となっているが、熊本地震では、これ以上のメンバーが対応したため、全てを設定できなかった。 

68 2016/4/25 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【クロノロ関連】 
活動記録の内容がサイズオーバー（1001バイト以上）となると、エラーになるため、エラーチェックの機能

を追加してほしい。 

69 2016/4/25 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【画面構成関連】 
クロノロ（活動記録）を別機能（別画面等）にしてほしい。 
本部が長期化するに伴い、クロノロの記録量が多くなっているが、表示に大変時間がかかっている。その

影響からか、他の操作（同一画面の本部体制設定）等も動作が重くなっている。 
また、更新画面は、「体制図」「クロノロ」が同一画面となっているが、作業者は異なるため、情報が混在し

てしまう。 

70 2016/7/12 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

モニター内の医師数パーセント表示に関して、場合によっては、100％以上で表記されている（計

算処理に問題はないが、災害拠点病院管理における医師数の入力が無い場合に、発生する）。誤

解を与える表示となってしまうため、災害拠点病院管理での入力状況が充足するまでは、仕様を

見直す必要がある。 



 
71 2016/8/9 本部活動 本部・参集拠

点・ 
医療搬送拠

点登録 

下位組織設定画面に関して、対象が多いため、アイコンが重なっており、選択操作が困難。表示を切り替

える等の対応がほしい。 
※現状は、他本部にて下位組織指定されているものが分かるのみ。自本部で設定している下位組織が何

かも画面上では分からない。 
具体的には、以下の通り。 
・指定有無での表示切替。（例：本部指定中のみ表示） 
・下位組織有無が分かる表示切替。（例：下位組織設定中のみ表示） 
・他本部で既に設定されている本部の表示切替。（例：他本部のものは非表示） 等。 

72 2016/8/20 本部活動 本部活動記

録・ 
体制管理 

【組織図関連】 
組織図作成で県境を越えた本部を入れる事が出来ない。熊本地震の際、大分から阿蘇地域を見るのに

熊本県庁の調整本部の下に入れる必要があったが、できなかった。 

73 2016/10/3 避難所・救

護所 
避難所状況

入力 
避難所状況のクリアに関して、以下の対応をお願いしたい。 
①現仕様延長上の対応 
避難所の基礎情報入力→クリアー不可にしていただき 
（将来的には指定避難所は消せなくして、臨時指定外避難所はクリアー出来るようにする） 
②発展系 
避難所の状況入力したデーターは日付、モードにリンクして入力項目をクリアー出来るようにし

てください。 

 
※現仕様では、「活動状況・医療搬送情報等クリア」で避難所をクリアすることができるが、避

難所基礎情報もクリアされる。リニューアル時の構想（仕様）として、「指定避難所に該当する

避難所基礎情報は科学院様からデータ提供いただき、クリアしない」、「EMIS 側の入力は臨時開

設の意味合いから、クリアする」となっている。現運用上、EMIS のみの登録となっているため、

全てクリアされている状況から、本依頼が発生している。 

74 2016/11/12 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【クロノロ関連】 
活動記録の入力でのエラーメッセージに関して、以下が分かりにくい。素人ではエラーに関して、指摘され

ている部分が分からない。 
①Web 画面で、エラー箇所の表示があるが、エクセルファイルを示しているのか、Web画面を示している

のかが分からない。 
②「～はセットで入力してください」とあるが、セットが示すものがよくわからない。 
※実際、訓練中にこのエラーが表示されたが、エラー箇所を特定するのに時間を要したとのこと。 

75 2017/4/2 DMAT・救護

班 
活動状況・

医療搬送情

報等クリア 

都道府県の権限でもクリアできるようにしてほしい。 

76 2017/4/17 避難所・救

護所 
避難所状況

入力 
上記と関連するが、昨年度末に正式にフォーマット（項目）が確定した。 
よって、EMIS 側の項目の早々に変更する必要がある。 

 
⇒11/29 中山班会議 
  現在のフォーマットは Web サイト上に掲載されているため、差分を確認すること。（「避難

所情報 日報」、「避難所避難者の状況 日報」） 

77 2017/5/30 MATTS 医療搬送患

者モニター 
患者の経路・移動状況が一覧や個票で表示されるが、”最終搬送先”が分からない。”最終経路”設定

があるので、その設定が成されている場合は、画面上で色を付ける等してほしい。 

78 2017/9/8 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
【組織図関連】 
組織図に関して、指揮所が不可欠となっている。 
（DMAT病院支援指揮所、DMAT現場活動指揮所） 
※組織図は、現在の運用（医療圏管轄等を配慮したもの）に沿ったものとなっていないため、全体としての

検討が必要。 

79 2017/11/17 本部活動 本部・参集拠

点・医療搬送

拠点登録 

本部の名称について、現在、以下のような形式となっている。 
『医療県 ｘｘ本部 （本部立ち上げ施設名）』 
例） 神戸圏域 活動拠点本部 (神戸大学医学部附属病院内)   

 
現在は、上記の名称を入力しているが、管轄エリア指定の仕組みを運用に合わせることで名称も自動付

与可能である点や、地図上へのエリア範囲の描写等に活用できると考える。 

80 2017/11/17 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
災害医療において、超急性期含め、本部は DMATだけでなく、他団体（JMAT、DPAT等多数）の本部も立

ちあがっている。そのため、DMAT以外も EMISで共有できる仕組みが必要。 



 
81 2017/11/17 DMAT・救護

班 
DMAT 活動状

況入力 
派遣チームの所属本部の考え方に関して、現在、以下のように検討されている。 

 
----行動範囲------------     --所属本部-- 
①自機関→A参集拠点到着まで：    自機関 
②A参集拠点→B本部到着まで：     A 参集拠点 
③B本部→目的地（本部管轄内）：    B 本部 
④B本部→C本部到着まで：        B 本部 
⑤C本部から撤収→自機関到着まで： 自機関 

 
上記が現在の EMIS 仕様では、表現ができない。 
また、モニターの集計機能では、本部が指定されている目的地が集計されるため、以下のような

集計ができない状況となっている。例） ①で、A 参集拠点に向かっている DMAT の情報を事前

に確認ができない 

82 2017/11/29 共通 統合地図ビ

ューアー 
都道府県指定して検索した場合、1 県だけであれば、結果表示時には、自動で指定した県まで地図

を移動してほしい。 
83 2017/11/29 医療機関情

報 
医療機関情

報検索 
検索結果が、1000 件以上になると検索ができない。 
（医療機関等・支援状況モニターや災害拠点病院状況表示については制限はなく、全件表示可

能） 

84 2017/11/29 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
≪2017 年 11月時点での本機能に対するご意見≫ 
本部機能への登録方法・情報の見直しが必要。 
①体制図・クロノロ作成・登録方法の見直し 
 →エクセルファイルで作成し、EMISへファイルをアップロードする形式 
   基本様式は、登録画面等でダウンロードできるようにし、各本部で編集の上、アップロードする手順等

が考えられる。 
   クロノロには、写真もアップできるとよい。ただし、画面で閲覧できればよいため、写真ファイル登録時

に、小さい容量でリサイズすることが必要。 
②活動方針・管轄エリアでの搬送フロー図等の情報追加 等。 
 →現在、活動方針に関して優先順位を付与したリストや、自管轄の搬送フローの共有が必要となってい

るため、本部機能で登録できることが必要。 

85 2017/11/29 本部活動 連絡メール送

信 
連絡メール送信でも、添付ファイルを設定できるようにしてほしい。 

86 2017/12/11 隊員管理 DMAT 登録者

管理 
研修受講歴が EMIS 上に登録されているが、現状、1 隊員毎の全累計履歴しか把握できない。隊員

更新が 2 回以上の隊員もおり、以下の情報が必要である。 
 『直近の隊員証更新後にどの研修を何回受講したか』 
 例） 技能維持研修を過去 2 回受講していたとしても、隊員更新前の受講の場合、有効ではな

い。現状の「累計」のみでは、有効かどうか判断できない。 
その情報が、次回の更新要件の判断になるほか、技能維持研修等、応募者が多数となる場合に、

優先する隊員を選定する判断等に活用できる。 
隊員個人としても、次回更新のために、どの研修が必要かを確認できる仕組みが必要。 

 

87 2017/1/1 MATTS MATTS 前橋赤十字病院 高度救命救急センター 集中治療科・救急科 中村 光伸 Dr より 
HEM-NET からの助成金で災害時のドクターヘリの細かい運用方法を研究している中で、 EMIS の航

空機搬送登録にドクターヘリ等の地域医療搬送計画も入力できるようにした方が、Dr ヘリの運航

管理が効率的になる 
現状は、EMIS：掲示板に UP しており、管理や更新・共有が煩雑 

88 2018/3/8 DMAT・救護

班 
活動状況モ

ニター 
活動状況モニターの目的地活動場所検索できるようにしてほしい（前回の機能追加で目的地活動

場所に本部を設定できるようになった）。 

 
キーワード検索で検索すると、目的地活動場所がない旨のエラーが出る。 
但し、災害拠点病院等を指定し（もしくは無指定で）検索すると、「本部」、「他本部」が表示

される 
※本部の表示は、検索結果があった場合に表示される 
キーワードで検索できないと、「その他活動場所」を作成し、それを設定する隊員がいるため 
キーワード検索でも本部が検索できるようにしてほしい 



 
89 2018/3/15 連絡 派遣要請・

一斉連絡 
・グループに関して、詳細検索してから送信する場合（画面下の都道府県を選択して送信先を絞

る場合）、以下のような誤った操作を行ってしまう。画面レイアウトが分かりにくいのが原因。 

 
①「グループ」欄で、送信したいグループをチェック 
②画面下の「都道府県」「広域」「キーワード」を入力。 
③ここで画面下の「検索」をクリックするのが正しい操作であるが、「検索」ボタンではなく、

「グループのみ指定して送信」をクリックしてしまう。 
④利用者側では、そのまま、詳細検索したものと認識して、内容入力、送信まで実施。 
⑤結果、選択したグループ全てに対して、送信することとなってしまっている。 

90 2018/4/23 医療機関情

報 
基礎情報管

理 
災害医療コーディネータの一覧は、統括 DMAT 権限で参照できたほうがよい。（被災県での活動

において、コーディネータが誰か等を把握するため） 
91 2018/5/17 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

医療機関の表示順に関して、各二次医療圏内でカナ順に表示されるが、この場合、地域（地区町

村等が挙げられる）で纏まった表示とならないため、自地域の情報が分かりずらい。 
今後、診療所も追加していく方針となった場合、今以上にわかりずらくなってしまうと考えられ

る。 

92 2018/6/19 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

「医療機関」タブ、「避難所」タブ、「救護所」タブでの 
「都道府県名称を表示している行」に関して、各項目での合計値が表示されているが、この値

は、検索範囲の合計ではなく、検索条件に関係なく、対象都道府県の合計値を表示すべきではな

いのか。 
※二次医療圏行の合計値も同様。 

 

93 2018/7/9 連絡 派遣要請・

一斉連絡 
・初期画面表示で、詳細検索して送信する場合、画面下の「都道府県」を選択する必要がある

が、厚労省や DMAT 事務局等を送付先にする際、『「広域」を選択しなければならない点』が分

かりにくい。 
（本災害活動時に、情報共有で、厚労省のグループは選択していたが、「広域」を選択していな

かったため、送信先となっていなかった） 

94 2018/9/3 避難所・救

護所 
避難所状況

入力 
避難所の事前登録を実施するにあたり、災害時に、どの避難所が開設しているかの区別ができな

い。よって、以下のような区分を持たせ、入力・参照の両機能で、判別ができるとよい。 
入力機能： 避難所状況に「開設済・未開設」の区分を追加 
参照機能： モニターの検索条件に上記条件を追加 

95 2018/10/3 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

・”要支援”のみを表示できる条件がほしい。 
※支援モニターの条件については、医療機関データベース化と併せて、医療機関の区分（病院、

有床診療所、無床診療所等）、市区町村の指定・ソートでの条件設定を行うこと。 

96 2018/10/3 その他 その他 ・医療機関の一覧を EMIS 上で取得することが困難であるため、定期的に全医療機関のリストファ

イル（エクセル形式）を作成し、EMIS 内の事務局権限でのみアクセス可能な場所へ掲載しておく

運用が必要。 
※大阪や北海道地震では、医療機関リストが必要となっており、弊社から事務局様へ提示するま

でに時間を要している。 
※直近では、運用（弊社で月初に一覧作成を行い、お知らせ管理へオープンにしない記事として

掲載しておく等）で対応する必要がある。 
※機能観点では、一覧ファイル作成機能が必要。 

97 2018/10/4 その他 その他 各種災害対応の発生により、研修サイトの開放期間が長くなっていることから、検索サイト

（Google・Yahoo）で EMIS を検索すると、研修サイトもヒットする。 
検索サイトから EMIS へアクセスする際、本番サイトと誤って研修サイトにアクセスしてしまうこ

とがあることから、研修サイトは、検索エンジンでヒットしないようにしてほしい。 

98 2018/10/11 本部活動 本部・参集拠

点・医療搬送

拠点登録 

指定中の本部に DMATが紐づいている（DMAT活動状況入力で本部に設定している）場合、一部の項目

がブロックされる（変更不可となる）仕様を無くしてほしい。 

99 2018/10/11 DMAT・救護

班 
DMAT 活動状

況入力 
DMAT 活動状況入力は、1 画面上に各種入力を行っていくが、順番に入力していかないと目的の入

力（選択）ができなかったり、システムへの読み込みが入ったりする。通信状況が悪いと、入力

完了までに時間を要してしまうため、複数の操作を一括して登録できるようにしてほしい。 

100 2019/1/18 その他 その他 日々の研修が多くなっている状況下で、本番機への訓練番号割り当てや 1 つの研修サイトで運用

していくことが困難になってきている。以下のように構築してほしい。 

 
・研修サイトをコンパクトにし、利用依頼毎にサイトを立てる。（例： A 県訓練には X サイト

を提供。B 県の DMAT 研修は Y サイトを提供。（X、Y 内容は同じ） 
・設定した時間で、自動的に初期化・DB 作成を行う。（例： AM0 時にデータクリア・データベ

ース最新化、等（現在手動で当社や D 事務局が準備している作業を自動で）） 



 
101 2019/6/4 その他 その他 SIP 連携に関して、現在の連携方式は、実証向けとして提供しており、出力も自動ではない。その

ため、将来的な連携方式を検討する必要がある。 
（現在の連携は、通常でデータ提供は停止しており、市川様からの依頼で、出力先都道府県を指

名いただいた上で、NTTD で出力開始している。） 

 

102 2019/7/26 その他 その他 更改時に、サービスを取りやめた機能である、DMAT 隊員帳票出力に関して、事務局から、復活要

望が挙がった 
103 2019/8/22 DMAT・救護

班 
出動 DMAT

登録 
「派遣可否」の選択で、「検討中・派遣不可」を選択した際、”未選択”が登録されるのは不自

然。「検討中・派遣不可」であるため、そもそも選択させない、入力不要が正しい。 
104 2019/8/23 DMAT・救護

班 
活動状況モ

ニター 
DMAT がどのような移動手段で現地入りしているかが注目ポイントであるため、活動状況モニター

の詳細一覧上に、”移動手段”とは別に、チーム情報で登録される”被災地内での移動手段”も表示し

たほうがよい。 

105 2019/8/23 その他 その他 （DMAT の病院支援） 
医療機関のアカウントに関して、医療機関の被災状況を発信するユーザと、DMAT 関連を行うユー

ザとで、アカウントが共通となっているが、利用状況を考慮すると、分けたほうがよい。 
分けることで、DMAT の病院支援のよる代行入力における操作ミスの防止や、入力者の特定、隊員

管理等の住み分けが可能となる。 
※詳細については、8/23 会議資料を参照。（考え方等を整理している） 

106 2019/8/23 DMAT・救護

班 
DMAT 活動状

況入力 
移動部隊である DMAT に対して、スマートフォンアプリは必須。チーム登録、活動状況入力、医

療機関代行の基本機能の実装と、アプリでならではの機能（GPS、カメラの活用、オフライン対

応）を盛り込むべきである。 

107 2019/8/23 DMAT・救護

班 
DMAT 活動状

況入力 
上記のアプリ化に伴い、活動状況入力において、一部、見直しが必要。★ 

108 2019/8/23 DMAT・救護

班 
出動 DMAT

登録 
上記のアプリ化に伴い、出動 DMAT 登録において、一部、見直しが必要。★ 

109 2019/12/26 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

医療機関状況モニターの一覧には「基礎情報１」を全て表示する一覧に表示してほしい。 イメー

ジは、被災状況の状況と、必要な物や量が横並びになり、オーダーシートが作成できるようにし

たい。 

110 2020/7/16 医療機関状

況 
緊急時入力

／詳細入力 
医療機関の被災情報（緊急時入力、詳細入力）に対して、実態なのか訓練なのかの判断ができる

とよい。 
※災害終息直後等に訓練が実施されるようなケースでは、入力されている情報が実態のものなの

かシミュレーションによるものなのかが判断できないため。 

111 2020/7/28 連絡 派遣要請・

一斉連絡 
各都道府県の権限で自県の DMAT に出した一斉連絡が、上位権限（DMAT 事務局権限）では見る

ことができない。 
112 2020/7/28 モード切替 災害運用切

替 
各都道府県の権限では、他の都道府県に一斉連絡ができない。 
現状では厚労省が他県に対しての代理要請をしていますが、これはあくまでも代理で被災都道府

県からも連絡ができるような形にしておいたほうがいいのではないか。各都道府県担当者がどの

ような災害でどんな協力を要請しているのか見える必要がある。 
※モード切り替えは災害時には「応援協力を依頼する都道府県を選択してください。」と表現し

てあるのに・・・ 

113 2020/8/26 医療機関情

報 
医療機関基

本情報表示 
CSV 出力全体に関して、二次医療圏がない。必要な情報のため、追加してほしい。また、エクセ

ルファイル出力もほしい。（他システム取り込み用には CSV でいいが、DMAT は現場で利用する

ため、エクセルファイルのほうがいい） 

114 2020/10/29 医療機関情

報 
医療機関基

本情報管理 
医療機関基本情報 CSV で出力時、項目が数値で記載されており、フラグ一覧がないと解らない。

数値ではなく、名称での出力に変更して欲しい。 
115 2020/10/29 医療機関情

報 
医療機関基

本情報管理 
施設情報の給油口規格は何を記載すればいいかわからない。自由記載でなく、プルダウン選択式

に変更して欲しい。 

116 2020/10/29 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

医療機関入力数、要支援数等の項目を一番下ではなく上部に表示して欲しい。 

117 2020/10/29 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

医療機関情報モニターにおいて、詳細情報で水枯渇の場合、◆と表示される。枯渇と表示してほ

しい 

118 2020/10/29 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

医療機関等状況モニターで【緊急時入力】からチェックを外して表示した項目は、エクセル出力

した際でも同じように出力して欲しい。 

119 2020/10/29 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

詳細項目の表示位置を変更してほしい。 



 
120 2020/10/29 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

医療機関状況モニターに活動状況入力にあるような集計タブ機能が欲しい。 

121 2020/10/29 医療機関状

況 
医療機関状

況集計 
医療機関状況集計：住所等の項目を表示して欲しい。 

122 2020/10/29 医療機関情

報 
医療機関基

本情報管理 
基礎情報登録に関する 17 種類の Q&A を見やすく周知してください（項目別） 

123 2020/10/29 医療機関情

報 
医療機関基

本情報管理 
自家発電装置及び貯水槽が複数ある場合について 

124 2020/10/29 医療機関情

報 
医療機関基

本情報管理 
医薬品・衛生資機材の備蓄の項目に、「帰宅困難者への対応」の文言を無くして欲しい。 

125 2020/12/18 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

Excel ファイル出力が都道府県単位でしかできないため、全国一括出力できるようにして欲しい。

また、出力されたファイルは、フィルタ設定がされている状態（ソートできる状態）にして欲し

い。 

126 2020/12/18 共通 TOP ページ TOP ページ？の用語集などの見直し、更新が必要である。 
また、対外的な説明などの場合に参照先を案内できるように、EMIS 概要などの資料も掲載して欲

しい。 

127 2020/12/18 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

災害時、一定間隔でファイル取得しており、出力した Excel ファイルに関して、前回取得したファ

イルと比較して、どこの情報が変わっているかを手作業で調べているため、差分が一目で分かる

ようにして欲しい。（時系列での変化が追えるように） 

128 2020/12/18 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

詳細な入力率等などを見れるようにして欲しい。グラフ表示なども欲しい。 
（例えば、全体医療機関が何件で、そのうち 24 時間以内に入力した機関が何件で、さらに要支援

が必要な機関が何機関かなど、二次医療圏単位レベルで分かるとよい。） 

129 2020/12/18 DMAT・救護

班 
活動状況モ

ニター 
DMAT の活動状況モニターに関して、Excel ファイル出力に関して、フィルタ設定がされている状

態（ソートできる状態）にして欲しい。 
130 2020/12/18 DMAT・救護

班 
活動状況モ

ニター 
コロナで活動しているかどうか分かるようにして欲しい。 
（コロナモード？種別の追加？など） 

131 2020/12/18 その他 その他 EMIS は個人情報の扱いに関して、対応の強化が必要と思われる。 
（詳細ログの記録、項目の表示・非表示の制御、権限管理など） 

132 2020/12/18 DMAT・救護

班 
DMAT 活動状

況入力 
しばらく移動中のままとなっていたりするなど、活動状況入力の更新がなされていない時があ

る。前回更新日時から、一定時間更新が無い場合は、更新を促すメッセージ通知をすることはで

きないか。 
医療機関状況の情報に関しての督促も必要かもしれない。（未入力機関への督促とか） 

133 2020/12/18 医療機関状

況 
緊急時入力

／詳細入力 
訓練シナリオをボタン一つで自動反映できるような仕組みなどを準備して欲しい。 

134 2020/12/18 その他 その他 G-MIS の連携も考慮して欲しい。 
G-MIS との連携になる場合、EMIS もしくは G-MIS のアカウントどちらかに統一したとして、シン

グルサインオンなどへ対応が必要になる。 
また、ID は保険医療機関番号に統一していくべきである。 

135 2020/12/18 その他 その他 柔軟な項目追加などスピード感ある対応ができるようにするなど、現状の EMIS の課題に対応でき

るようにしておくべきである。 
136 2020/12/18 その他 その他 J-Speed についても機能追加の予算がついており、今後拡張されてくる。 

J-Speed との連携も視野に入れておいて欲しい。 

137 2020/12/22 医療機関情

報 
医療機関基

本情報表示 
医療機関基本情報表示の種別に【被ばく】とあるが、現在名称（２種類）と対象施設が増えてい

る為、更新が必要 
名称 
①原子力災害拠点病院：50 
②原子力災害医療協力機関：308 

138 2021/1/26 練習管理 合同練習管

理 
合同練習モードで練習を実施した後、「終了」切り替えずに「練習中」のままで放置している練

習が多くなっている。このままだと、練習に参加していた医療機関が、次の合同練習モードに参

加できなくなります。 
現状の合同練習管理画面だと訓練日も不明なので、上位権限で無断に消すわけにもいかない。 
改善案 
①合同練習新規登録画面に、訓練日時を入力できるようにする 
 【訓練開始日時】【訓練終了日時】 
②「終了」への変換について※下記のどちらか 
 ②-１上記の終了日時を 24 時間過ぎたら、自動で「終了」に変換される 
 ②-２下記のコメントを合同練習新規登録の際に画面に表示してもらう 
「訓練終了日時を 24 時間過ぎた場合、管理側で終了にさせていただきます」 
また、医療機関が複数の合同練習に同時に参加できるようにしてほしい。 



 
139 2021/2/10 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

医療機関等状況モニターに「医療機関基本情報管理」の「施設情報１」タブの情報をすべて表示

できるようにしたい。 
※見せ方は工夫が必要。（表示項目を細かく取捨選択できるようにするなど） 

140 2021/2/10 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

「支援要否凡例」、「医療派遣ステータス凡例」に関して、トリアージタグの配色に合わせる形

とし優先度や緊急度が直感的に把握できるよう、以下のように変更したい。 
ü 「支援要否凡例」 
Ø “－”は、“否”に変更する。 
Ø セル背景色に関して、“否”は薄緑に、“未”は黄にしたい。 
ü 「医療派遣ステータス凡例」 
Ø “－”は、“不要”に変更する。 
Ø セル背景色に関して、“不要”は薄緑にしたい。 
ü 上記の変更に伴い、既存の配色と重複する点もあるため(例：医療機関の行を選択すると薄緑に

変わる点等)、重複しないよう考慮した形でのデモ画面を作成し、提示してほしい。 

141 2021/2/10 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

「表示項目を選択する」内の項目について、「ライフライン支援ステータスを表示する」と「所

属本部を表示する」のチェック項目を表形式に変更したい。 

142 2021/2/10 医療機関状

況 
緊急時入力

／詳細入力 
基本情報である「医療機器等の保有状況」と比較する形で、詳細入力に「医療機器の利用状況」

を示す入力項目を追加したい。 

143 2021/2/10 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

既存の EXCEL 出力と、検討中の「オーダーシート（仮称）」を別々に設置するのは混乱しそう。

既存の EXCEL 出力ボタンでオーダーシートが出力できればよいのではないか？ 

144 2021/2/10 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

検討中の「オーダーシート（仮称）」ファイルの出力に関して、利用者が必要な項目だけを出力

できるようにしてほしい。（「表示項目を選択する」で選択した項目だけを出力する。なお、選

択項目について、現状のライフライン関連は細かく分ける必要有り。） 

145 2021/3/9 医療機関状

況 
緊急時入力

／詳細入力 
医療機関被災状況入力の内容（緊急時入力、詳細入力）を、エクセルシートで作成したものを、

EMIS にインポートできるようにしてほしい。 
※本部クロノロのイメージ 
想定：訓練企画時の作業、院内本部でエクセルで被害状況一覧を作成し、それをインポートした

い 

146 2021/3/23 連絡 派遣要請・

一斉連絡 
現状、全角 1000 文字までの入力制限となっているが、この制限文字数を増やしてほしい。 
派遣要請等の発出の際に、この文字制限にひっかかることがままあり。そのたびに文章の一部を

添付ファイルに変更するなどを実施しており、大変手間であるため、制限文字数を増やせない

か。 
希望としては 2000 文字。 

147 2021/4/15 その他 その他 （※以前より要望。今回再度要望） 
研修システムの開発要望 
DMAT 教育で、オンライン化を進めていく中で EMIS 実習の指導のオンライン化が一番困難な状態

である。 
現在は ZOOM を活用し何とか工夫しているが、EMIS 機能にオンラインでの研修機能を追加し、

ZOOM 等を活用せずに、EMIS 単独でオンラインでの実習を実現したい。 

148 2021/4/15 本部活動 本部活動記

録・体制管理 
（※以前より要望。今回再度要望） 
本部機能を根本的に開発の要望 
現状分析機能と活動方針共有機能の追加が必要 
※具体的なイメージは早急に近藤先生に確認 

149 2021/4/15 MATTS MATTS （※以前より要望。今回再度要望） 
EMIS 機能の中で、患者の個人情報が共有される機能のため、活用が困難なケースが発生してい

る。（COVID19 感染者の対応等） 
今後、緊急な事案や秘密性の高い事案の場合に、イベント限定の活用ができるように開発するこ

とが必須となる。 

150 2021/4/15 本部活動 その他 DATA 保管機能 
各災害の際に、関連資料を関係者に共有する為の、保管機能が必要 
現在は、各災害発生の都度、Google ドライブを活用して運用しているが、セキュリティーが甘す

ぎて、ダイヤモンドプリンセス号でのコロナ対応の際に苦労した。 

151 2021/4/16 その他 その他 DMAT ロジスティックチーム関係の表示・機能追加 
・DMAT 登録者管理における DMAT ロジスティックチーム隊員認定有無の記載 
・派遣要請・一斉連絡機能での DMAT ロジスティックチーム隊員への発信 
・具体案作成が必要となる 

152 2021/4/16 その他 その他 DMAT ロジスティックチーム隊員（インストに限る）への統括 DMAT と同様の権限付与 
・かなり以前に厚労省了承済み、NTTD からも可能と聞いているので、関係機関での調整済と認識 
・名簿を NTTD に送付して進めたい 



 
153 2021/4/16 その他 その他 厚生労働省 DMAT 事務局及び DMAT 事務局員の表示 

・現時点では DMAT 事務局員は指定医療機関外の DMAT 隊員 
・EMIS での何らかの表示は必要 
・具体案作成にあたっては近藤先生との調整必要 
・EMIS 改修が必要なので、厚労省との調整必要 

154 2021/6/25 DMAT・救護

班 
その他 アプリで位置情報を細かく収集可能であれば、今後 WEB 側で移動のルート履歴を確認できるとよ

い。 

155 2021/6/25 その他 その他 GPS 情報を取得したことで生まれる新たな価値について、別途ワーキングで検討したい。 

156 2021/6/28 隊員管理 DMAT 登録者

管理 
＜現状＞ 
更新の際の「更新拒否」がわかりづらい 
＜現状に対する不具合＞ 
更新のボタンのみ表示 
＜改善策＞ 
文言の変更もしくは、更新希望と更新拒否のボタンを表示 

157 2021/6/28 隊員管理 DMAT 登録者

管理 
＜現状＞ 
登録者管理内の写真登録がわかりづらい 
＜現状に対する不具合＞ 
ー 
＜改善策＞ 
ー 

158 2021/6/28 隊員管理 DMAT 登録者

管理 
＜現状＞ 
技能維持研修など修了証を受講生、講師すべて印刷し郵送 
紛失した際でも印刷し郵送 
＜現状に対する不具合＞ 
ー 
＜改善策＞ 
印刷機能の追加を希望（DMAT 登録者管理ページに） 

159 2021/6/28 隊員管理 DMAT 登録者

管理 
＜現状＞ 
研修受付を手作業で行っている。 
＜現状に対する不具合＞ 
人的ミスが発生する 
＜改善策＞ 
個々に QR コードを設けるなど研修受付、出席の EMIS 自動反映を希望 

160 2021/6/28 隊員管理 DMAT 登録者

管理 
＜現状＞ 
今後、技能維持研修において、e ラーニング、オンライン、集合型の 3 つを受講して１回の受講と

なる。 
＜現状に対する不具合＞ 
個々の受講履歴管理が煩雑化 
＜改善策＞ 
受講申し込み、参加など管理業務を自動化 

161 2021/6/28 隊員管理 DMAT 登録者

管理 
＜現状＞ 
研修前に受講者「受講承認」「受講済み」にすることで、DMAT 登録者管理に追加され、研修毎に

受講者が紐付けられており、一度確定（受講済みに）すると戻せず、受講者の変更があった場合

でも変更前の者を削除することができず、広域に移動させる対応となる。 
＜現状に対する不具合＞ 
受講者の変更、キャンセルに対して、データ上柔軟な対応ができない。 
受講しなかった者を広域に移動させる対応により、必要以上に広域のデータが増大する。 
＜改善策＞ 
各研修と受講者の直線的な紐付けをはずす。 
それにより、受講者変更の場合は受講者のデータを削除できるようにする。延期等によりその回

の研修は受講できなかった場合でも、次回の研修には前回の入力データを流用できるようにす

る。 



 
162 2021/6/28 隊員管理 DMAT 登録者

管理 
＜現状＞ 
「受講済み」の処理をしたことで、結果として受講しなかった者も研修受講履歴には受講したの

と同様に表示される。 
（DMAT 登録者管理から加えた氏名の修正等は反映されない） 
＜現状に対する不具合＞ 
研修参加者登録・閲覧＞研修受講履歴では正確な受講者を確認できない。 
＜改善策＞ 
研修前には「受講承認」のみで DMAT 登録者管理に追加され、研修終了後に「受講済み」にする

ことでデータを確定するようなシステム 

163 2021/6/28 その他 その他 災害時にシステムで取り扱う項目を動的に追加できるようにしたい。 
主に MATTS と病院の情報を想定。 
災害によって情報収集が必要となる項目が異なるので、ユーザーが集めたい任意の項目を自分で

設定できるようになるとよい。 

164 2021/7/16 共通 ログイン・

ログアウト 
医療機関アカウント⇒DMAT アカウントなど、ログインし直すというオペレーションはあまりも煩

雑ではないか。そのため、簡易にログインし直せるようにしてほしい。 
165 2021/7/16 DMAT・救護

班 
活動状況・

医療搬送情

報等クリア 

【要望内容】都道府県の権限でもクリアできるようにしてほしい。 
⇒都道府県に権限をあたえても、結果的には、クリアする前に事務局へ確認する運用になると思

われる。そのため、実現してもあまり意味はないと考える。 
⇒しかし、種別「訓練１～２０」の活動状況データだけは、都道府県が出来てもよいかもしれな

い。 

166 2021/7/16 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

【要望内容】「医療機関」タブ、「避難所」タブ、「救護所」タブでの「都道府県名称を表示し

ている行」に関して、各項目での合計値が表示されているが、検索範囲の合計ではなく、検索条

件に関係なく、対象都道府県の合計値を表示すべきではないのか。 
※二次医療圏行の合計値も同様。 
⇒ここは、現状通り、検索範囲内での合計値でよいと判断した。 
 ⇒しかし、現状では県の欄にあるので、結果が県全体にも見えてしまう。絞込みの結果である

ことが分かるように「全体」と「検索範囲内」の２つの表記があってもいいかもしれない。 

167 2021/8/3 Tableau Tableau 震度分布/ハザードマップ/etc の各種データを取り入れて EMIS のデータと合わせて分析できるよ

うにしたい。 
168 2021/8/3 医療機関状

況 
緊急時入力 「その他」欄に誤情報が登録され、要支援になってしまうのを防ぎたい。 

169 2021/8/3 DMAT・救護

班 
DMAT 活動状

況入力 
「活動種別」の見直し。 
改善案※４つの活動に絞る 
【本部活動】【診療活動】【搬送活動】【その他】 

170 2021/10/20 MATTS MATTS 機体として「C-2」を選択できるようにしたい。 

171 2021/10/13 医療機関情

報 
基礎情報管

理 
基礎情報 2 タブの医療機関区分にて、「その他」を選択した際、入力欄が表示されるようにして

ほしい。各医療機関の状況（「病床廃止」や「休床」など）を記載したい。 

 
NTTD 補足： 
上記の理由で、該当医療機関を EMIS で一時的に利用停止（例：ログイン停止、モニターに表示さ

せない、等）する機能がない（現在はマスタ削除が必要で、再開時に新規登録する操作が必要と

なる）ことから出てきている要望と想定。 

172 2021/11/18 モード切替 災害運用切

替 
モード切り替えの際、プッシュ通知時に任意のメッセージを表示させる機能がほしい。各医療機

関に対して、ＥＭＩＳの入力依頼をする旨のメッセージを表示させる等を行いたい。 

173 2022/2/2 避難所・救

護所 
避難所状況

入力 
避難所状況のみを一括で削除する機能がほしい 

174 2022/2/17 Tableau Tableau ①集計値を活動拠点本部管轄単位で表示できないか 
②二次医療圏が多い都道府県についても、集計値を 1 画面で収まるよう表示できないか。 
③「取り纏めたい表」の通りにダッシュボードで集計表示したい。 

175 2022/2/28 医療機関状

況 
詳細入力 詳細入力のライフライン・サプライ状況入力欄で水道の使用状況選択においてアプリ版では【-残

り(貯水・給水対応中のみの場合)-】と記載あったが、PC 版では【残り】のみで、”(貯水・給水対

応中のみの場合)”記載がない。 
PC 版では、記載がないため、どういう条件で”残日数”を入力できるのか、分からなかった。その

ため、アプリ版同様に表記してほしい。（他の”残り”項目も同様に統一してほしい） 

176 2022/6/6 DMAT・救護

班 
出動 DMAT

登録（アプ

リ） 

構成メンバー選択で医師が男性、看護師が女性のアイコンとなっているのが気になる。現代にお

いて偏った視点でのアイコン設定は不適当と感じる。 

177 2022/6/22 医療機関状

況 
医療機関等

状況モニタ

ー 

避難所や救護所の情報もＣＳＶ形式で出力できるようにしてほしい。市として、１００ヶ所以上

ある避難所情報の分析に利用したい。 



 

178 2022/7/4 共通 その他 医療機関等の機関名称について、アルファベット表記がある場合、全角や半角が混在するため、

検索でうまくヒットさせることができない。 
特に、検索時は、半角入力が一般的であるため、全角で登録されていると検索できない 
NTTD 補足： 
機関名の登録で半角に統一したほうがよいのではないか、とのご意見であったが、登録は都道府

県で実施する点、救急システムから連携している場合は、データ受領時、全角をチェックで排除

できない点、届出で全角となっているケースもある点（厚生局のデータを参照）から、登録側で

の制御は難しいと想定。検索時に、アルファベットが入力された場合は、全半角両方で検索する

等が対処方法としては考えられる。 

179 2022/7/12 その他 その他 市区町村でも一斉連絡と緊急時入力ができるようにしてほしい。現在、市区町村とのやりとりは

防災 FAX か衛星電話のみになっているため、EMIS 上でやりとりができると大変ありがたい。ま

た、市役所庁舎の被害を把握できるように市区町村にも緊急時入力をしてほしい。 

180 2022/8/3 DMAT・救護

班 
活動状況モ

ニター 
活動状況モニターの活動場所名の先頭に表示される、 
【他医】は 
災害拠点病院（【災拠】）、救命救急センター（【救命】）、DMAT 指定医療機関（【Ｄ指】）以

外の 
医療機関（病院、診療所、歯科診療所、その他医療機関）に対して、【他医】が表示される仕様

のため、一般病院か診療所かの区別がつかない。 

181 2022/9/14 DMAT・救護

班 
出動 DMAT

登録 
活動拠点本部が参集チームの活動場所を振り分ける際に必要な情報を登録項目に加えることはで

きないでしょうか。 
理想的にはロジチームで通信班を作ることですが、今の段階では持ってるチームを振り分けるし

かないので持っている物を把握したい。 
●チーム情報の追加項目（案） 
・高速衛星通信の有無 ※スカパーや ipstar など 
・赤十字無線の有無 
・統括 DMAT の同行の有無 

  

表３. EMIS 機能改善（改修）要望未達成な 181 項目とその内容 （2014/2/7〜2022/9/14） 



 
 
表４. EMIS 機能改善（改修）最優先７項目（遅くとも来年度には改修すべき） 

 
 
 
 
  

No 申告元 申告日 機能グル

ープ 機能名 要望内容 優先度 優先順

位 コメント 

168 中山班ワ
ーキング 2021/8/3 医療機関

状況 緊急時入力 「その他」欄への誤情報入力により要支援になってしまう

のを防ぎたい ◎ 1  

137 中山班会
議メンバー 2020/12/22 医療機関

情報 
医療機関基本情

報表示 

医療機関基本情報表示の種別に【被ばく】とあるが、現在

名称（２種類）と対象施設が増えている為、更新が必要 
名称 
①原子力災害拠点病院：50 
②原子力災害医療協力機関：308 

◎ 2  

17 医療機関 2014/8/30 DMAT・救

護班 
活動状況モニタ

ー 

活動状況モニタ 検索条件 目的地で検索できるとよい。 
「DMATが足らない！⇒後、どれくらいの DMATが○○病

院に向かっているのか調べる」という要件があったが迅速

に対応できないケースが多々あった。 （全都道府県選択

して目的地でソートをかけたが、見づらい） 

◎ 3 

検索条件に入れ

る 
目的地・活動場所

でチームカウント

できる 
Excelのフィルタ

のように使えると

良い 

111 中山班会
議メンバー 2020/7/28 連絡 派遣要請・一斉

連絡 
各都道府県の権限で自県の DMATに出した一斉連絡が、

上位権限（DMAT事務局権限）では見ることができない ◎ 4  

126 厚生労働
省 2020/12/18 共通 TOPページ 

TOPページ？の用語集などの見直し、更新が必要 
また、対外的な説明などの場合に参照先を案内できるよう

に、EMIS概要などの資料も掲載可能とする 
◎ 5 更新内容を提出

すれば可能 

148 中山班会
議メンバー 2021/4/15 本部活動 本部活動記録・

体制管理 

（※以前より要望。今回再度要望） 
本部機能を根本的に開発の要望 
現状分析機能と活動方針共有機能の追加が必要 
※具体的なイメージは早急に近藤先生に確認 

◎ 6  

85 中山班会
議メンバー 2017/11/29 本部活動 連絡メール送信 連絡メール送信でも、添付ファイルを設定できるようにする ◎ 7 容量制限は要検

討 

 



 

表５. EMIS 機能改善（改修）優先 18 項目（遅くとも再来年度には改修すべき） 

 

No 申告元 申告日 機能グ

ループ 機能名 要望内容 優先度 優先順位 コメント 

52 
中山班会

議メンバ

ー 

2015/2/1

6 
本部活

動 

本部・参集拠点・ 
医療搬送拠点登

録 

本部・参集拠点・医療搬送拠点登録で下位組織の

設定が使いづらい 
⇒下位組織の設定画面について、マスタ登録された

拠点すべてが候補としてあがってしまう。量が多いう

えに検索もできないため探すのに労力を要する 

◎ ― No.10 と同じ 

67 
中山班会

議メンバ

ー 

2016/4/2

5 
本部活

動 
本部活動記録・体

制管理 

【本部体制関連】 
副本部長等の人数制限をなくす 
仕様上、「本部長：1名、副本部長：5名、連絡係・記

録係・資材準備係それぞれ 6名」で合計 24名設定

可能だが、熊本地震ではこれ以上のメンバーが対応

したため、全てを設定できなかった 

◎ ― 
どこまで組織図づ

くりが必要かは要

検討 

84 
中山班会

議メンバ

ー 

2017/11/

29 
本部活

動 
本部活動記録・体

制管理 

≪2017 年 11月時点での本機能に対するご意見≫ 
本部機能への登録方法・情報の見直しが必要。 
①体制図・クロノロ作成・登録方法の見直し 
 →エクセルファイルで作成し、EMISへファイルをア

ップロードする形式 
   基本様式は、登録画面等でダウンロードできる

ようにし、各本部で編集の上、アップロードする手順

等が考えられる。 
   クロノロには、写真もアップできるとよい。ただ

し、画面で閲覧できればよいため、写真ファイル登録

時に、小さい容量でリサイズすることが必要。 
②活動方針・管轄エリアでの搬送フロー図等の情報

追加 等。 
 →現在、活動方針に関して優先順位を付与したリ

ストや、自管轄の搬送フローの共有が必要となって

いるため、本部機能で登録できることが必要 

◎ ― 掲示板での共有

は埋もれてしまう 

9 
中山班会

議メンバ

ー 
2014/8/7 本部活

動 

本部・参集拠点・

医療搬送拠点登

録 

地図を表示しなくても操作できるようにしたい。 
※地図表示後に操作を行う仕様だが、通信状況等

が厳しい場合、操作可能となるまで時間を要する、

もしくは操作できないため 

◎ ― 
統合地図ビューア

ーには違う方法で

紐づけられないか 

24 医療機関 2014/8/3

0 
本部活

動 
本部活動記録・体

制管理 

【クロノロ関連】 
⇒クロノロの入力でフォーカスの移動を工夫してほし

い、入力に手間がかかって使いづらい 
◎ ― 

日時→発→受→

内容で遷移する

べき 

10 
中山班会

議メンバ

ー 
2014/8/7 本部活

動 

本部・参集拠点・ 
医療搬送拠点登

録 

下位組織の選択が地図上しかできないため、土地

勘がないとできない。（表だけでも住所入力等で設

定可能としてほしい） 
 

◎ ― 

文字の一覧でい

いのでは？ 
キーワード検索も

ほしい 

12 
中山班会

議メンバ

ー 
2014/8/7 本部活

動 

本部・参集拠点・

医療搬送拠点登

録 

本部の管轄が固定となっているが、隣の二次医療

圏も管轄することがあるので、管轄は複数選択でき

ないといけない。また、県を超えて管轄することも大

いにありえる。 
 

◎ ―  

156 
中山班会

議メンバ

ー 

2021/6/2

8 
隊員管

理 
DMAT登録者管

理 

＜現状＞ 
更新の際の「更新拒否」がわかりづらい 
＜現状に対する不具合＞ 
更新のボタンのみ表示 
＜改善策＞ 
文言の変更もしくは、更新希望と更新拒否のボタン

を表示 

◎ ― DMAT事務局運

営機能 



 

157 
中山班会

議メンバ

ー 

2021/6/2

8 
隊員管

理 
DMAT登録者管

理 

＜現状＞ 
登録者管理内の写真登録がわかりづらい 
＜現状に対する不具合＞ 
ー 
＜改善策＞ 
ー 

◎ ― DMAT事務局運

営機能 

158 
中山班会

議メンバ

ー 

2021/6/2

8 
隊員管

理 
DMAT登録者管

理 

＜現状＞ 
技能維持研修など修了証を受講生、講師すべて印

刷し郵送 
紛失した際でも印刷し郵送 
＜現状に対する不具合＞労力 
＜改善策＞ 
印刷機能の追加を希望（DMAT登録者管理ページ

に） 

◎ ― DMAT事務局運

営機能 

159 
中山班会

議メンバ

ー 

2021/6/2

8 
隊員管

理 
DMAT登録者管

理 

＜現状＞ 
研修受付を手作業で行っている。 
＜現状に対する不具合＞ 
人的ミスが発生する 
＜改善策＞ 
個々に QR コードを設けるなど研修受付・出席の

EMIS自動反映を希望 

◎ ― DMAT事務局運

営機能 

160 
中山班会

議メンバ

ー 

2021/6/2

8 
隊員管

理 
DMAT登録者管

理 

＜現状＞ 
今後、技能維持研修において、e ラーニング、オンラ

イン、集合型の 3つを受講して１回の受講となる。 
＜現状に対する不具合＞ 
個々の受講履歴管理が煩雑化 
＜改善策＞ 
受講申し込み、参加など管理業務を自動化 
 

◎ ― DMAT事務局運

営機能 

161 
中山班会

議メンバ

ー 

2021/6/2

8 
隊員管

理 
DMAT登録者管

理 

＜現状＞ 
研修前に受講者「受講承認」「受講済み」にすること

で、DMAT登録者管理に追加され、研修毎に受講者

が紐付けられており、一度確定（受講済みに）すると

戻せず、受講者の変更があった場合でも変更前の

者を削除することができず、広域に移動させる対応

となる。 
＜現状に対する不具合＞ 
受講者の変更、キャンセルに対して、データ上柔軟

な対応ができない。 
受講しなかった者を広域に移動させる対応により広

域のデータが増大 
＜改善策＞ 
各研修と受講者の直線的な紐付けをはずす。 
それにより、受講者変更の場合は受講者のデータを

削除できるようにする。延期等によりその回の研修

は受講できなかった場合でも、次回の研修には前回

の入力データを流用できるようにする 

◎ ― DMAT事務局運

営機能 



 

162 
中山班会

議メンバ

ー 

2021/6/2

8 
隊員管

理 
DMAT登録者管

理 

＜現状＞ 
「受講済み」の処理をしたことで、結果として受講しな

かった者も研修受講履歴には受講したのと同様に

表示される。 
（DMAT登録者管理から加えた氏名の修正等は反

映されない） 
＜現状に対する不具合＞ 
研修参加者登録・閲覧＞研修受講履歴では正確な

受講者を確認できない。 
＜改善策＞ 
研修前には「受講承認」のみで DMAT登録者管理

に追加され、研修終了後に「受講済み」にすることで

データを確定するようなシステム 

◎ ― DMAT事務局運

営機能 

151 
中山班会

議メンバ

ー 

2021/4/1

6 その他 その他 

DMATロジスティックチーム関係の表示・機能追加 
・DMAT登録者管理での DMATロジスティックチー

ム隊員認定有無の記載 
・派遣要請・一斉連絡機能での DMATロジスティック

チーム隊員への発信 
・具体案作成にあたっては近藤先生との調整必要 

◎ ― DMAT事務局運

営機能 

152 
中山班会

議メンバ

ー 

2021/4/1

6 その他 その他 

DMATロジスティックチーム隊員（インストに限る）へ

の統括 DMAT と同様の権限付与 
・かなり以前に厚労省了承済み、NTTDからも可能

と聞いているので、関係機関での調整済と認識→名

簿を NTTDに送付して進めたい 

◎ ― DMAT事務局運

営機能 

153 
中山班会

議メンバ

ー 

2021/4/1

6 その他 その他 

厚生労働省 DMAT事務局及び DMAT事務局員の

表示 
・現時点では DMAT事務局員は指定医療機関外の

DMAT隊員 
・EMISでの何らかの表示は必要 
・具体案作成にあたっては近藤先生との調整必要 

◎ ― DMAT事務局運

営機能 

135 

厚生労働

省 
中山班会

議メンバ

ー 

2020/12/

18 その他 その他 
柔軟な項目追加などスピード感ある対応ができるよ

うにするなど、現状の EMISの課題に対応できるよう

にしておくべきである。 
◎ ―  

 

 

 

 



 

令和４年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 
「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研究」 

分担研究報告書 
 

「災害時のロジスティクスに関する研究」 

 

研究分担者  近藤 久禎（国立病院機構本部ＤＭＡＴ事務局次長） 

 

 

研究要旨 

本研究班の目的は、大規模災害時における、被災地の医療機関に対するライフライン支

援（電力、水）について問題点を整理し、医療機関の機能維持に必要となる電力（電源

車派遣、燃料補給）、水の確保（給水）について検討することである。 

研究方法は、ロジスティックに関わる学識経験者により研究班を組織し、医療機関に対

するライフライン支援（電力、水）の研究として、大規模地震時医療活動訓練をはじ

め、DMATブロック訓練等の機会に、直近の大規模災害対応での教訓も踏まえた医療機関

に対する病院の機能維持に必要な、供給すべき量と供給可能量の検証を行うものであ

る。 

本年度においては、令和４年１０月１日実施の大規模地震時医療活動訓練において、南

海トラフ地震を想定し、被災想定県（静岡県、愛知県、三重県、和歌山県）にて実施さ

れた。本訓練では、地震・津波被害想定に基づいた医療機関の被害状況から、病院の機

能維持のために、供給すべき量の検証を行った。 

事前に、補給に必要となる情報をＥＭＩＳ医療機関基本情報に集約を促進し、入力率平

均 86％で実施した結果、電源車派遣 207施設、燃料補給 271施設、給水 435施設に及び

ことがわかった。 

これらの結果より、被災都道府県でのライフライン支援体制の準備等に貢献するものと

考えられる。各医療機関においては、節電、節水計画を事前に立て、BCPへ反映してお

くことが重要であるが、とりわけ補給に必要な情報は、ＥＭＩＳを通じて、平時に共有

されていることが重要である。 

政府の計画においても、具体的に病院への補給の想定、重要性の記載しておくべきであ

る。 

 

本間正人（鳥取大学医学部） 

森野一真（山形県立救命救急センター） 

楠 孝司（国立成育医療研究センター） 

中田敬司（神戸学院大学） 

中田正明（兵庫県災害医療センター） 

藤原弘之（岩手医科大学医学部） 

小澤和弘(愛知医科大学) 

高橋礼子(愛知医科大学) 

和泉邦彦（新潟大学医学部） 

田治明宏（広島大学） 

市原正行(国立病院機構本部 DMAT事務局) 

大野龍男(国立病院機構本部 DMAT事務局) 

豊國義樹(国立病院機構本部 DMAT事務局) 

小森健史(国立病院機構本部 DMAT事務局) 

齋藤和之(国立病院機構本部 DMAT事務局) 

千島佳也子(国立病院機構本部 DMAT事務

局) 

鈴木教久(国立病院機構本部 DMAT事務局) 

柴田智子(国立病院機構本部 DMAT事務局) 

田坂勇太(国立病院機構本部 DMAT事務局) 

小塚 浩(国立病院機構本部 DMAT事務局) 

増留流輝(国立病院機構本部 DMAT事務局) 

 

 



 

Ａ．研究目的 

本研究の目的は、前年度研究において、Ｄ

ＭＡＴの指揮系統、地域における運用につ

いて問題点を整理し、ＤＭＡＴの自己完結

性を補完するロジスティックの課題を検討

することであった。そのうち、ロジスティ

ック要員の研修のあり方に関する研究にお

いて、災害時の医療機関への電力や水の補

給のオペレーションについてその手法につ

いて整理を行い、研修内容に反映された。 

今年度においては、大規模災害時におけ

る、被災地の医療機関に対するライフライ

ン支援（電力、水）について問題点を整理

し、医療機関の機能維持に必要となる電力

（電源車派遣、燃料補給）、水の確保（給

水）について検討することである。 

 

Ｂ．研究方法 

研究方法は、ロジスティックに関わる学識

経験者により研究班を組織し、医療機関に

対するライフライン支援（電力、水）の研

究として、大規模地震時医療活動訓練をは

じめ、ＤＭＡＴブロック訓練等の機会に、

直近の大規模災害対応での教訓も踏まえた

医療機関に対する病院の機能維持に必要

な、供給すべき量と供給可能量の検証を行

うものである。 

本年度においては、令和４年１０月１日実

施の大規模地震時医療活動訓練において、

南海トラフ地震を想定し、被災想定県（静

岡県、愛知県、三重県、和歌山県）にて実

施された。本訓練では、地震・津波被害想

定に基づいた医療機関の被害状況から、病

院の機能維持のために、供給すべき量の検

証を行った。 

 

Ｃ．研究成果 

訓練実施県においては、県、保健所、県内

のＤＭＡＴ等により、事前に、自家用発電

機の有無及び稼働時間、受水槽の有無及

び、１日必要量等の病院機能を維持するの

に必要な情報をＥＭＩＳ医療機関基本情報

に集約を促進した。訓練実施までの入力率

は、４県平均 86％（静岡県 90.6％、愛知

県 74.7％、三重県 93％、和歌山県 87％）

であった。 

訓練における想定重症者数は、４県で

62.718人（静岡県：24.000人、愛知県

26.000人、三重県 2.810人、和歌山県

9.908人）とした。 

電力供給及び、完全断水となった場合、病

院機能を維持できないものと仮定し、自家

発電機の無い医療機関は電源車が派遣され

なければ避難、自家発電機があっても稼働

時間が半日で燃料が供給されなければ避

難、水にあっては、受水槽なし及び、受水

槽があっても 24時間以内に給水されなけ

ば避難とし、搬送が必要となる患者数を算

出した。 

その結果、電源車が派遣されなければ避難

となる病院数４県で 46病院、搬送患者数

4.316人となり、燃料補給がされなければ

161病院 19.197人となった。また水の補給

がされなければ避難となる病院数は 448病

院 79.795人となった。 

 

Ｄ．考察 

これらの結果、病院で受け入れるべき重症

患者数が４県で 62.718人に対して、ライ

フライン支援がなされなければ、避難とな

る病院は 913病院であり、搬送となる患者

数は 162.178人にのぼることがわかった。 

災害によって受傷した傷病者を受け入れる

ためにも病院機能の維持は必要であり、ラ

イフライン支援が重要である。 

また、今回は支援に必要となる情報の入力

率が 80％であったが、早期支援及び、効率

的に支援するためにも、医療機関基本情報

の入力率を 100％にする必要がある。 

 

Ｅ．結論 

本研究においては、ライフライン支援のあ

り方、方向性を明示できたもと考える。今

後は、災害時に関わる関係業界との連携を

強化すべく、継続して災害時の協力体制の

構築に向けた意見交換を幅広い関係業界団



 

体と行うとともに、各関係業界団体、関連

民間事業者との連携訓練を実施し、民間と

の連携の具体的なあり方、手法について引

き続き検討を行うことが求められる。 

これらの成果は、被災都道府県でのライフ

ライン支援体制の準備等に貢献するものと

考えられる。各医療機関においては、節

電、節水計画を事前に立て、BCPへ反映し

ておくことが重要であるが、とりわけ補給

に必要な情報は、ＥＭＩＳを通じて、平時

に共有されていることが重要である。 

政府の計画においても、具体的に病院への

補給の想定、重要性の記載しておくべきで

ある。 

 

 
Ｆ．健康危険情報 

 

 
Ｇ．研究発表 

1．論文発表 

 

2．学会発表 

１） 高橋礼子,2023;3/9～事前リストによ

る戦略的対応に向けて～災害時病院

対応と病院籠城支援 ｼ ﾐ ｭ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ 

(Damaged Hospital Continuation 

Support:DHCoS) の 開 発  [ 第  2 

報 ] 

２） 鈴木教久,2023;3/10,第 28 回日本災

害医学会学術集会「医療機関へのライ

フライン支援の重要性と変化、今後の

展望」 
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  （予定を含む。） 
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2. 実用新案登録 
 
3.その他



令和４年度大規模地震時医療活動訓練における被災県想定

病院数 搬送患者数 病院数 搬送患者数 病院数 搬送患者数 病院数 搬送患者数 病院数 搬送患者数

19 1,826 49 4,354 9 2,104 17 1,203 94 9,487

13 2,006 50 7,921 23 2,907 31 3,731 117 16,565

11 1,331 23 2,013 4 449 8 523 46 4,316

53 6,437 60 7,264 24 2,879 24 2,317 161 19,197

64 7,768 83 9,277 28 3,328 32 2,840 207 23,513

3 357 2 61 2 58 6 583 13 1,059

47 7,694 38 7,850 12 2,658 16 1,824 113 20,026

94 17,742 166 30,328 38 7,027 24 3,613 322 58,710

144 25,793 206 38,239 52 9,743 46 6,020 448 79,795

想定される搬送数（4県合計） ※現時点でのEMIS病院基礎情報入力率

病院数 211 静岡 愛知 三重 和歌山

搬送患者数 26,052 自家発有無入力率 96.5% 74.7% 93.0% 90.0%

病院数 207 自家発稼働時間入力率 90.6% 60.0% 76.0% 87.0%

搬送患者数 23,513 受水槽有無入力率 96.5% 74.7% 93.0% 90.0%

病院数 271 休日の平均使用量入力率 88.2% 37.8% 55.0% 75.0%

搬送患者数 59,929

病院数 435

搬送患者数 78,736

燃料が供給されなければ搬送

水が供給されなければ搬送

64,894

即時避難（倒壊・津波浸水）

24,000 26,000

総病床数（床）

想定傷病者総数（人）

想定重症者数（人）

建物倒壊の可能性（震度6弱以上、耐震性無し、耐震診断未）

ライフライン（自家発電なし）

ライフライン（自家発電あり、燃料半日未満）

4県合計

133,277

231,796

62,718

電源車がなければ搬送

9,908

36,469

静岡県 愛知県 三重県 和歌山県

18,866 13,048

74,000 100,000 17,810 39,986

津波浸水

ライフライン（電力） 計

ライフライン（断水、受水槽なし）

ライフライン（断水、受水槽あり、24時間未満）

ライフライン（断水、受水槽あり）

ライフライン（水） 計 

2,810



令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

分担研究報告書 

「大規模災害時における医療コンテナ活用に関する研究」 

研究協力者 神戸学院大学 教授 氏名 中田 敬司 （所属/役職） 

研究要旨 

 本研究の目的は、大規模災害時における医療コンテナ活用といった観点から、如何にすればそれを最大限

に活用できるのかについて具体的提言をすることである。よって医療コンテナの定義や活用事例など現状を

明らかにするとともに、それらの必要性及び過去の災害活用における課題、大規模災害時活用への課題抽出

に向けて実証訓練の検証項目の検討と結果の検討を実施し課題抽出を実施する。以下の3点に関して研究を

実施する。 

1.国内の医療コンテナ等の活用事例の収集・分析に関する研究 

 国内で現在使用されているタイプ・種類等の比較・分析・整理を実施する。またどのようにその役割果た

しているのかを確認し、タイプ・種類等の比較分析やその法的手続きについて課題抽出と分析を行う。 

2.海外における医療コンテナ等の活用事例の収集・分析に関する研究 

 海外で現在使用されているタイプ・種類等の比較・分析・整理を実施する。またどのようにその役割果た

しているのかを確認し、タイプ・種類ごとの比較分析や国内活用へ向けての課題抽出と対応策について研

究を行う。 

3.災害訓練や実災害時おける医療コンテナ等の有用性と今後の体制整備に関する研究 

 災害訓練や実災害時・感染症対策おけるその有用性の検証並びに課題抽出と対応策の分析及び法的手続

きの検証を行う。 

A. 研究目的 

 本研究の目的は、大規模災害時における医療コン

テナ活用といった観点から、如何にすればそれを最

大限に活用できるのかについて具体的提言を実施

することである。そのために、現状を明らかにする

とともに、それらの必要性及び過去の災害時におけ

る活用の課題の整理・大規模災害時活用への課題抽

出に向けて実証訓練の検証項目の検討と結果の検

討を実施し、それらの課題抽出を実施する。 

B. 研究方法 

 令和3年度有識者会議資料および医療コンテナ

に関する議員連盟での説明内容及び実習訓練、学

会発表から分析・検討を実施する。 

C. 研究成果 

令和3年度、有識者会議における医療コンテナ調

査報告書によると以下のように示されている。 

1. 医療コンテナの定義について

(1) トレーラーハウス 

「トラベルトレーラー・パークトレーラー・カー

ゴトレーラ ー・コンセッショントレーラー・オ

フィストレーラー等のトレ ーラーを一定の場所

に定置し、土地側の給排水配管電気等の接 続が

工具を使用しないで脱着できる構造体であり、公

道に至る 通路が敷地内に確保されており、障害

物がなく随時かつ任意に 移動できる状態で設置

したもの」を指す。 

(2)フラットパックコンテナ 

 輸送と展開を容易に行うことのできる構造を有

したコンテナ を指す。輸送時に平らに折りたたみ、

活用時に現場で組み立て て用いるコンテナであり、

折りたたまれたコンテナを４台重ね ることで、IS

O20 フィートコンテナと同サイズになる。窓やド 

ア等の基礎建設物品がコンテナの間に収納されて

搬入される。 フラットパックコンテナ１台当たり 

15 ㎡であり、コンテナを 複数連結することで用途

に応じた床面積に拡張可能である。 

(3)医療コンテナについて 

医療コンテナは、コンテナ等の中に医療資機材を

搭載することで、医療機能を運搬可能 にする「医

療モジュール」の一種として位置付けられている6。

医療コンテナは、車輪と一 体型のトレーラーシャ

ーシ型である「移動型」と、現場にて組立・設置を

行う「設置型」 に大別される。医療資機材の運搬

のみならず、コンテナ内で医行為を行うことができ

るものとした。 

 移動型の例としては、東千葉メディカルセンター 

のCoMUⓇ（Container Medical Unit、陸上自衛

隊の野外手術システム、設置型の例としては、ノル

メカエイシアのフラットパックコンテナ、EMCcor

eオフグリッド型簡易陰圧 PCR 検査室などがあげ

られる。 



2. 活用事例 

 令和3年現在、災害医療分野で活用された事例は

以下のとおりである。 

(1) 岩手県立大槌病院 

2011年、フラットパック型 

東日本大震災で発生した大津波災害に より病院

機能を喪失した岩手県立大 槌病院の代替仮設診療

所として活用された。 

今後の展開においては、日本国内での実績の積み

上げ、認知度の拡大、国内の活用環境 に即したス

ペックの設定やアレンジ等が必要になる。ただし、

基本的にフラットパックコ ンテナの供給はオーダ

ーメイドであり、メーカーではユーザーの要求に応

じて柔軟に対応 できるとしている。 また、医療機

器・医療資機材の全般的な課題として、ユーザー（医

療従事者）の意見を より色濃く反映した製品品質

の実現が望ましい。海外の医療機器・医療資機材メ

ーカーで は、開発・設計の段階で医療資格を持つ

医療従事者の声を幅広く取り入れており、医療コ 

ンテナをはじめとした災害時の医療機器・医療資機

材についても、品質の全体的な向上が 普及の上で

望ましい。 この他、災害時の活用においては、医

療コンテナの輸送、展開等のロジスティック面を 

誰が担い、どのように運用するかを平時から検討す

べきとされる。 法手続きについては、災害時であ

っても一定の手続きが必要であることについては

理解 が示されている。一方で、より円滑な手続き

（書類等のやり取りの簡素化、テストデータ の提

出）のために平時から事業者、行政の連携と災害時

に必要となる手続き等の明確化が必要との意見が

あった。と示されている。 

(2) 大阪赤十字病院 

2012年、コンテナ型  

dERU 医療資機材の輸送に加え、エックス線 検

査室としても活用可能な医療コンテ ナが導入され

ており、東日本大震災、 熊本地震にて活用された。 

今後の活用方 針として、大阪府等からの要請に

応じて 2025 年の大阪万博での活用も可能として

おり、G20 大阪サミットでの活用ノウハウを生か

すこともできるとしている。今後はレントゲン装置

 の買い替えが必要であるので、こういった災害救

護用設備への補助金制度があれば活用し たいとの

ことである。 なお、化学汚染事故や原子力災害等

の特殊災害への活用は、dERU チームの運用面、安

全 面で課題があることから検討されていない 

(3) 薗小学校 

2018 年 トレーラー ハウス  

西日本豪雨災害で発生した水害により甚大な被

害を受けた倉敷市 真備町の避難所にて、仮設の野

外診療所として活用された。 

医療モジュールとしてテントと比較した場合、ト

レーラーハウスは一定の耐候性が維持 され、外部

との空間も区別することができる。また、空調設備

の設置により快適な診療空 間を保つことができる。

診療が終わると、医療従事者の休憩室として活用も

可能となった。 休憩室として活用する場合におい

ても、テントよりも快適な環境を維持することがで

きた。問題点としては、牽引車がないと移動できず、

機動性に欠ける点が挙げられる。また、テントは複

数台を並置することでスペースを拡張することが

できるが、トレーラーハウス は一台ごとに独立し

ており連結することができないため、拡張性の面で

劣る。また、車両であるため地面との段差が生じタ

ラップを必要とする。と示されている。 

(4) 自衛隊 

野外手術 システム  

2004 年の新潟県中越地震、2011 年の東 日本大

震災、公的イベント（G20 サミ ット等）における

ダメージコントロー ル手術のために活用された。

また自衛隊の海外派遣（イラク復興支援、スマトラ

島沖地震、ルワンダ難民救援等）においても活用さ

れた。 

医療モジュールとして野外手術システムをテン

トと比較すると、野外にて外科手術を行 う上で、

気密性や清浄性の面でテントよりも優れている。 

一方で可搬性（持ち運びやすさ）の観点で医療コン

テナとテントを比較すると、輸送に トレーラーや

船舶、輸送機等を必要とすることからテントに劣る。

特に野外手術システム は、複数のコンテナ、電源

車等の組み合わせにより起動が可能となるため、自

衛隊のよう な輸送手段を有する特別な組織でない

と扱うことは難しい。と示されている。 

(5) 熊本市民病院 

2016 年 MC-Cube  

喪失した病院機能のバックアップとし て、CT 

検査装置を搭載した医療コンテナが活用された。 

2.これまでの活用実績のまとめ 

 国内の災害医療分野にて医療コンテナが活用さ

れている事例は、東日本大震災、熊本地 震、平成 

30 年７月豪雨（西日本豪雨災害）にとどまる。ま

た、災害医療を想定した平時の イベント活用とし

ては、2016 年の G7 伊勢志摩サミット、G20 大

阪サミットが挙げられる。 

 災害の種類としては地震がメインであり、この他

西日本豪雨災害にて水害における活用 （トレーラ

ーハウス）実績が確認できる。 導入された機材に

ついては、日本赤十字の dERU が最も多く、大阪

赤十字病院の医療コン テナ（コンテナ型 dERU）

が検査目的で活用されるケースが多い。熊本地震で

は、CT 検査を 目的とした CT コンテナ（車）が

導入されている。活用開始までの日数では、dERU

 が最長３ 日以内となっており、急性期以降の医療

ニーズに対応可能である。病院機能 のバックアッ

プ目的で導入された事例については、１ヶ月以上が

経過した段階で導入され、活用期間も数ヶ月を超え

るケースが多い。と示されている。 



 

3.医療コンテナの役割と活用方法 

(1)医療コンテナの役割について 

医療コンテナは、医療モジュールであることから、

医療機能を輸送できるという基本的な 役割を果た

す。コンテナを用いてモジュール化することで、現

場での建設や機器の設置、接 続等の工程を省くこ

とができることから、医療機能を素早く立上げ・展

開することができる。 医療コンテナは、医療機能

の輸送に加え、診療機能を有する。診療機能として

は、検査、 外傷処置・小外科手術がメインである。

検査としては、エックス線検査や CT 検査、血液検

 査を行うことができる。この他、陸上自衛隊の野

外手術システムでは、外科手術（ダメージ コント

ロール手術）が可能である。フラットパックコンテ

ナは、診療所の機能を代替することができる。活用

目的によってさまざまな設備を組み込むことがで

き、病床の設置も可能である。一方でフラットパッ

クコンテナについては、広範な診療機能を担うこと

ができる反面、現場での建設を必要とする。 

避難所に仮設診療所を設置する場合、医療コンテ

ナを活用することで、避難所生活と診療 所の運営

を両立することができる。避難所は被災者の生活ス

ペースとなるため、仮設診療所 を設置する場合に

は、生活スペースと空間的に区別することが望まし

い。テントによる仮設 診療所の設置も可能ではあ

るが、耐候性や気密性の面で懸念が残る。この他、

仮設診療所と 生活スペースを区別することにより、

仮設診療所の診療時間を自由に設定できる。災害か

ら １週間程度が経過した段階で、夜間の診療ニー

ズが拡大する。仮設診療所を生活スペースと 区別

することで、被災者の生活リズムに支障をきたすこ

となく夜間診療を行うことができる。 西日本豪雨

では、これらの背景を踏まえ、トレーラーハウスが

採用されている。 医療コンテナは、被災した病院

機能の補完目的でも活用されている。熊本地震では、

被災 した熊本市民病院にて、CT 検査装置を搭載

した医療コンテナが導入されたことで、新規外 来

患者の受入れ再開が可能となった。 その他、災害

時の機能として、医療従事者の宿泊・休憩スペース

としての活用も可能であ る。災害時には、被災地

外から様々な医療チーム、ボランティア等が援助と

して参集するた め、宿泊・休憩用のスペースの確

保が困難となる場合が想定される。医療コンテナは、

気密 性・耐候性に優れ、空調設備が活用可能であ

ることから、医療従事者の宿泊・休憩スペース と

して有効活用されている。 

 

 

4.医療コンテナ等代替医療施設の必要性 

 神戸学院大学現代社会学部前林教授による関係

議員連盟での説明資料によると、「ワールドリスク

報告書2016」（国連）から自然災害に遭いやすい国

かどうか（被災可能性）で、日本は世界４位と示さ

れている。種類も多く、地震、津波、台風、豪雨、

土砂崩れ、洪水、火山噴火、竜巻、豪雪による災害

などである。 

 将来必ず発生する地震として、以下が示されてい

た。 

◇海溝型 
・南海トラフ巨大地震 
マグニチュード9.1 震度７ 津波最大高３４ｍ 

・北海道沖の千島海溝における地震 
内閣府が「巨大地震の発生が切迫している」と発
表。マグニチュード９．３ 震度７ 津波最大高
約２８ｍ 死者10万人  

・東北沖の日本海溝における地震 
内閣府が「巨大地震の発生が切迫している」と発
表。マグニチュード９．１ 震度７ 津波最大高
約３０ｍ 死者19万９千人  

◇内陸型 
・首都直下地震  

30年以内70％   
マグニチュード7クラス 最大震度７ 
南海トラフ巨大地震の前兆としての内陸地震 
の多発 

 また、南海トラフ地震による津波想定浸水域にあ

る災害拠点病院数は119施設あり、内44施設が浸水

もしくは浸水の可能性ありと示されている。 

 よってそれに代わる緊急災害拠点となり得る緊

急医療施設が必要となる。それも診療所規模ではな

く、医療コンテナを十数個から数十個組み合わせた

病院規模が求められる。と示されていた。 

5.実証訓練の必要性と検証項目案について 

研究協力者中田は関係議員連盟で実証訓練の必

要性と検証項目案の説明を実施した。 
医療コンテナについては、現在まで様々な調査団

体により調査が実施されて以下の内容が明らかに
なっている。 
・定義 仮称 トレーラー車両型  

組み立て据え置き型ほか 
・有効な活用法   
コロナ対策検査・発熱外来等 災害時医療支援等

 スポーツイベントほか・・ 
・法的規制について  
建築基準法 医療法ほか・・  
(仮設建築物・診療所開設) 

・具体的運用 立地・電源・給排水・人ほか 
今後は、実証実験もしくは実証訓練を積極的実施
していく必要がある。特に災害時における医療コ
ンテナ活用の検証は急務である。 
以下検証項目案を示す。 

◇想定(前提) 
被災地内主要医療機関が機能喪失。当面の間の代
替え医療施設としての役割を担う・・ 

◇設営関係 
〇立地条件    
安全性・機能性・プレゼンスほか 

〇医療支援活動プランと医療コンテナのタイプ
選択  

 仮称トレーラー車両型or組み立て据え置き型
ほか ※ニーズやプランによる・・ 

〇設営時間及び必要人数  



〇ライフライン関係 電気・給排水・通信・空調・
医療廃棄物・トイレほか  

〇法的規制の確認 
 必要な手続き 建築基準法 医療法ほか・・ 

(仮設建築物・診療所開設) 
◇運用関係 
〇運用主体 組織体制・当該病院職員ほか支援医
療機関他機関連携について 

(DMAT・救護班・地域医師会・看護協会・薬剤師
会・民間医療団体ほか) 
〇診療内容 診療内容の検討 
(各医療圏との連携を含む) 
〇物資供給 薬・医療資機材ほか 
〇導線管理 患者・カルテ・検査・医療資機材 
ほか 

〇撤収条件 被災地状況・撤収時間・必要人数 
ほか 

◇その他 
〇広報 〇移動手段(バスほか) 〇その他 
これらを示した。 
 

5. 医療コンテナ実証訓練実施について 

 以下の通り、DMAT事務局の協力を得て医療コン

テナ実証訓練を実施した。 

(1) 訓練概要 

・背景 

厚生労働省単独での訓練時期・場所・資機材・人

員等の確保が困難であることから、関係機関の協力

を得て、令和４年度大規模地震時医療活動の場を活

用して検証するに至った。既製品としての「医療コ

ンテナ」は存在しないため、本訓練では茨城県でコ

ンテナホテルの一部で会議室と展示されてい るコ

ンテナをレンタルし、設置後に医療資機材を配置し

て医療コンテナとしての有用性を検証する。 

・目的 

静岡空港ＳＣＵに医療コンテナを設置し、災害時

における医療コンテナによる診療能力の有用性を

検証する。この際、医療 法人伯鳳会曳舟病院の検

査車両及び電源車両を増強し医療コンテナの運用

能力を確保する。 

・日時  

令和４年１０月１日（土） ８：００～１７：００

（予定） ※入場時間について要調整 

・場所 

 富士山静岡空港 別紙「中部ＳＣＵ（富士山静岡

空港）」 

「富士山静岡空港関連施設図（その１・２）」 

・参加者他人数 

検証責任者：厚生労働省厚生労働省医政局地域医

療計画課 西竜一 以下３４名 

・検証項目 

① 医療コンテナの搬送  

② 医療コンテナの設置及び撤収  

③ 医療コンテナの運用  

④ 他施設等（空港事務所、格納庫内のＳＣＵ診

療部門、検査車両等）との連携  

・主な資機材 

コンテナ（エアコン付き）、搬送用ユニック車両

 医療コンテナ内配置配置器材（モニター、人工

呼吸器、輸液ポンプ、ＡＥＤ、ストレッチャー、

機械台等） ・検査車両（ＣＴ検査）、電源車両

（臨床検査、電源） 別紙「医療コンテナ」、「検

査車両」 

・訓練上の留意事項 

①空港入場者及び車両の確実な把握と表示 →申

請書類の確実な提出、集合時間・場所の厳守、参

加者の識別表示（ビブス着用）の徹底 ②訓練間

の安全管理の徹底 →移動経路・訓練地域・立入

禁止区域の周知徹底、コンテナ設置路面の養生、

ヘルメットの着用、安全係の配置等 ③本来の静

岡空港SCU訓練を阻害防止 →担当コントロー

ラー等との緊密な連携 

・服装・携行品 

身分証明証、活動しやすい服装、ヘルメット、

職務識別用ビブス（DMAAT事務局で全員分を準

備）、昼食、雨具（降雨時） 

・安全管理 

 関係規則を遵守し、訓練事故の絶無を期す。 

(2) 訓練結果と考察 

・各所要時間 

 

 
 ・コンテナ及び検査車活用について 

厚労省・内閣府防災・内閣官房の意見 

●訓練における運用 

【コンテナ】 

・SCU医療班の運用と整理し、SCUの18床にコ

ンテナの2床を増床し20床として運用した。 

・コンテナ内に簡易ベッドを2床設置し2床運用

としたが、１床と比べて２床は狭い印象を受け

た。２床ではストレッチャーから簡易ベッドへ

の患者移動は困難なため、ストレッチャーをベ

         
    

            
      

                



ッドとしてそのまま活用した方がいいのでは

ないか。 

・コンテナ内の患者を診療する医療従事者につ

いては、人手不足や事前の調整 

不足によりSCU診療班から配置することはで

きなかった。事前にSCU診療班との調整が必要。 

・訓練時にコンテナを活用した症例は、頭部外

傷・意識障害、CT撮影後不搬 

送となった傷病者に対して、地域医療搬送まで

コンテナ内で待機した。 

 
【検査車】 

・CT撮影依頼は10件程度あり、SCUにおいて検査

車両は一定のニーズはあると考えられた。 

・対象患者は、現場から直接搬送された傷病者やS

CUに直接来られた傷病者に対し診断目的で活用 

・また、頭部外傷・意識障害の患者において、不搬

送の判断基準としてCTを活用した。  

○ SCU班からいただいたご意見 

【メリット】 

・プライバシーが確保できるため、乳幼児に対する

授乳室として有用。 

・空調があるのは非常に良い。低体温や熱中症対策

として有用。 

【デメリット】 

・入り口の段差が急。 入り口が狭い。 

・内部環境も狭いので壁を除去し横幅を拡張でき

ないか。暗いので無影灯の設置が必要。 

・医療ガスや吸引等の配管の整備が必要→酸素ボ

ンベやポータブル吸引器で対応可。 

・血液付着等に対応するための床の材質の検討が

必要。 

・SCUと距離が遠い。可能な限り近い方がいい。→

前日に意見をいただき、空港と調整したが緊急搬

送経路を確保することを理由に許可を得ること

ができなかった。また、SCU内への設置が良いと

いう意見もあったが、SCUに屋根もあるためユニ

ックでの設置が困難であった。 

また、実現はしなかったが、訓練参加者が熱中症

になった際の経過観察室としての活用も検討さ

れた。 

 ○関係府省庁からの意見 

【メリット】 

・画像撮影後の処置室として有用。（胸腔ドレーン、

気管挿管等） 

・CT撮影のニーズはあるがSCUの機能を拡張しす

ぎて患者がスタックする可能性があるため留意 

 が必要。 

・今回、実際に会議室として使用しているものが準

備されたが、管理状態は良好であり、株式会社デ

ベロップは「レスキューホテル」を広域に展開し

ていることから現実的な活用も比較的考えやす

いと思われる。 

・災害対応の観点からは、エアコンが備えられてい

るので酷暑時や寒冷地における活用が考えられ

る。ほか、傷病者の処置のみでなくSCUなど現地

本部としての活用等も考えられる。 

・役割を分担するためにテントとの併用が有用。 

・医療従事者等の宿泊・休憩施設としての活用も検

討できるのではないか。 

・CT車は、電源車との一体運用を前提にしている

が、災害時に自己完結できることまでを考えて 

 おり適切。 

・CT撮影以外の機能としてはどのようなものがあ

るか。（他の機能が備わっていればさらに活用の

幅が広がることも考えられる。） 

 【デメリット】 

・直置きで設置したものの10ｃｍ程度の段差はあ

るため、トレーラー型を設置し段差に対応するた

めにリフトを設置した方が効率的ではないか。 

・医療コンテナ内のスペースが限定されることか

ら、医療コンテナ内で実施する災害時医療活動等

を取捨選択しなければならない制約が見て取れ

た。そのため、医療コンテナ内でどのような医療

活動等を実施することにより、医療コンテナの有

効性を最大限発揮して災害時医療全体に貢献で

きるかを検討していくことが必要と考える。具体

的には、災害時医療全体の中における医療コンテ

ナの有効な活用方法（医療コンテナ内で実施する

医療活動内容等）について、引き続き検証を行っ

ていく必要があるものと思われる。 

・また、大規模災害の発災時、現地に到着するまで

一定の時間を要することが考えられるため、発災

後のどの時期に行う医療活動に適しているのか、

といった事項についても災害時医療全体の時間

の流れの中で検証を行う必要があるものと思わ

れる。 

・フォークポケットがついている方が、災害現場で

臨機応変に設置できるため、便利と思われる。 

・コンテナ診療室が有用なのは、酷暑の夏や厳寒の

冬であって、春夏は利便性やコストの観点からも

テント（空調機能付き）の方が有用ではないか。 

・19Ftコンテナでの２床運用は狭い印象。基本１床

運用とし、２床目は同伴家族用等と考えるのが現

実的ではないか。ただし、この場合、コストパフ

ォーマンスが悪くなるため、テントの活用が現実

的ではないか。 

      

          



・直置きの場合、排水のために穴を掘る等の対応が

必要であることを踏まえると、コンテナ内では水

は使わないように運用してはどうか。 

・訓練においてCTは需要があったが、CT撮影を実

施してまでのトリアージがSCUで真に必要であ

ったか、SCU側からの評価が知りたい。 

・CT所見はその場のスクリーンで確認できるが、

印刷もできるのか。印刷にはどの程度時間を要す

るか。 

以上のような結果と意見があった。今後はそれら

を踏まえ今後の活用について検討を加えていく。 

 

6.第28回日本災害医学会総会・学術集会 

 上記の学術集会において、「医療コンテナ」関す

るシンポジウム及びイブニングセミナーを企画・実

施した。 

(1) シンポジウム7 

テーマ「災害時における医療コンテナの活用につい

て」座長 中田 敬司(神戸学院大学 現代社会学

部 社会防災学科)  山下 和範(長崎大学病院災害

医療支援室) 

SY7-1 岩手県立大槌病院仮設診療所建設と医療コ

ンテナの今後について 神戸学院大学 現代社会

学部 社会防災学科 中田 敬司 

SY7-2  大規模災害の切迫性と医療コンテナ配置

の必要性 神戸学院大学 現代社会学部 社会防

災学科 前林 清和 

Sy7-3 海外における医療コンテナの活用について 

一般社団法人 医療コンテナ推進協議会事務局 

徳丸 周志 

SY’-4 COVID-19院内感染・地域医療崩壊の防止を

企図したコンテナ医療ユニット(CoMU)開発とその

効果的な運用法 愛知医科大学病院 高度救命救

急センター 渡邊 栄三 

SY7-5 SCUにおける医療コンテナ及び災害医療車

両を活用した実証訓練の紹介 

国立病院機構本部 災害医療センター 臨床研究

部 小森 健史 

SY7-6 防疫機能を活かした新たな医療コンテナ活

用について 

日本大学 医学部 救急医学系 救急集中治療医

学分野 山口 順子 

 以上6名からの発表の後、ディスカッションを実

施した。詳細の発表スライドは別添1のとおり。 

(2)イブニングセミナー 

 テーマ「医療コンテナ活用における行政上の課題

を考える」 

 座長 中田 敬司(神戸学院大学 現代社会学部

 社会防災学科) 

  総評 古屋 圭司 衆議院議員(コンテナ利用の

緊急時医療施設議員連盟会長・元防災大臣・初代

国土強靭化担当大臣) 

  ・参加関係省庁 

  内閣官房国土強靭化推進室 

  厚生労働省 

  国土交通省 

  総務省 消防庁 

  警察庁 

  環境省 

 上記、担当省庁への事前質問の後、回答とディス

カッションを実施した。 

  関係スライドは別添2のとおり。 

   

D. 考察 

1 災害発生と医療コンテナの必要性について 

災害医療は実災害体験の積み重ねと共に急速に

進歩した。DMAT や災害拠点病院・広域医療搬送・

EMIS などが整備され、現在、スムーズな支援、本

部機能強化及びロジスティクス、病院支援、医療搬

送、避難所対応等の課題に取り組んでいる。さらに

豪雨災害、感染症(複合災害)における医療支援体制

の在り方が問われており、首都直下や南海トラフ

地震等では、圧倒的に医療提供の需要が供給を上

回ると想定されている。 

中でも、現在平成 30 年 12 月に改定された国土

強靭化基本計画の保健医療に関する骨子に従い

様々な体制強化が進められてきた。 

一方で災害・防災に関する技術も進歩した。例え

ば、SIP4D、J-SPEED、通信衛星・映像記録・計

測、ドローン、医療コンテナ、遠隔医療、発電、浄

水、照明機器等である。 

特に医療コンテナは、災害による病院機能喪失

を含む医療空白地帯へのフィールドホスピタルや

SCU の臨時医療施設等の役割が期待されている。

先行研究では、医療テントと医療コンテナの比較

分析の報告はあるが、それを最大限に活用する具

体的提言は未だなされていない。 

特に、国内外の活用事例の収集・分析・船舶活

用への検討、仕様の標準化、災害訓練や実災害

時・感染症対策の有用性の検証並びに課題抽出、

保有機関の検討及び大規模災害時における国全体

や自治体の必要台数等の試算、災害時及び訓練時

の活用マニュアル作成、輸送・移動を含む設置に

必要な法的解釈と手続き、平時を含むイベント等

多数傷病者事案等の有用性の検証並びに課題抽出

と対応策の分析・検討が必要と考察する。 

 特に、前述の前林氏の報告のように、南海トラフ

地震発生の想定を考えると、災害拠点病院にも多

大なダメージが考えられるため、医療提供が極め

て根幹な状態になることは容易に予想できる。こ

のことから、これらについては早急に整備を実施

していく必要があると考察する。 



 

2.実証訓練について 

 富士山静岡空港でSCUをサポートする施設とし

ての実証訓練を実施できたことは有意義なもので

あった。その上で、様々な意見が抽出され、今後は

それらを活かしながら今後の在り方を検討してい

く必要がある。特に今回の医療コンテナの使用に

ついては、利用価値はあるものの必要性のあるも

のとは言えない結果となった。 

 今後の実証訓練については、標準化の検討をし

たうえで、単発的訓練よりも、被災病院の代替医療

施設として、その役割を確実にしていくことを目

的とし、部分訓練を積み重ね、その上で病院へと展

開につなげる医療施設展開を段階的に実施してい

くことが必要であると考察する。 

  

3. 行政上及び法的課題の検討について 

 前述の岩手県立大槌病院の仮設診療所の建設の

際には、様々な法的制限が被災地への仮設診療所

提供に時間を要すこととなった。今後は、事前にど

のような法的制限があるのか、あるいはそれらの

緩和措置は可能であるのか、などについて検討し

ておく必要がある。 

 そこでイブニングセミナーでは、以下のような

内容について関係省庁に確認を実施した。 

Q  災害発生時「医療コンテナ」は 

  緊急車両通行許可の対象になるか? 

  対象の申請・手続き等について  

   通行時の表示方法及び許可書の発行について 

Q 国際海上コンテナ車（40ft背高） 

  特殊車両通行許可不要区間について 

  規制緩和されているが・・・ 

   医療コンテナ（ISOコンテナ）は 

  海上コンテナ車と同等の理解でよいか? 

Q 災害発生後の道路通行情報の 

  収集方法は? 

Q 酸素ボンベ（医療ガス搭載コンテナ） 

  ヘリウムガス（MRIコンテナ）等の 

  高圧ガス等の通行規制について 

  （トンネル等） 

Q 医療コンテナは車両と地上に設置可能な 

 ハイブリッドタイプ。仮設もしくは 

 常設の設置許可・申請およびその他の 

 届け出・設置期間等 

（車両より外しグランドレベルに設置） 

Q 医療コンテナ、車両タイプ、 

   地上設置タイプの消防法等の規制 

   申請、届出について 

Q  発電機コンテナ等（軽油燃料）等の 

    運搬に対する規制、届け出について 

Q  災害時の医療コンテナ使用時の 

    開設等の申請・確認（保健所の検査等） 

Q 医療コンテナに設置する機器の 

   固定等取扱いに関する課題について 

Q  医療コンテナの周知・連携のための 

  通信規制・手段について 

 (ドクヘリ・救急車等への通信) 

Q 遠隔医療を含む通信環境の課題 

   (災害拠点病院との連携及び 

    通信制限等の規制について) 

Q 医療行為に対する診療報酬の取り扱い 

Q 医療コンテナで使用した医療廃棄物について 

Q 医療コンテナ設置時の排水に関する規制 

Q 今後「医療コンテナ」推進に向けどのように取

り組んでいくのか 

一応の回答は得られたが、これらについては

災害時に機能するのか否かが大きな課題である。 

東日本の教訓を次の災害発生時には活かしてい

くべきであり、今後も法的制限の確認や緩和措

置について検討を進めていく必要があると考察

する。 

 

E. 結論 

 大規模災害時において「医療コンテナ」の有益性

は大いに期待できる。今後は、各都道府県等で活用

できるように、標準化とともにその必要台数や展

開プランの検討、搬送・輸送及び実証訓練が必要で

ある。 

 また、法的制限や緩和措置についても行政機関

とともに継続した検討を進めていく必要がある。 

 

G. 研究発表 

１．論文発表 

    無し 

 

２．学会発表 

 テーマ「災害時における医療コンテナの活用につ

いて」座長 中田 敬司(神戸学院大学 現代社会

学部 社会防災学科)  山下 和範(長崎大学病院災

害医療支援室) 

SY7-1 岩手県立大槌病院仮設診療所建設と医療コ

ンテナの今後について 神戸学院大学 現代社会

学部 社会防災学科 中田 敬司 

SY7-2  大規模災害の切迫性と医療コンテナ配置

の必要性 神戸学院大学 現代社会学部 社会防

災学科 前林 清和 

Sy7-3 海外における医療コンテナの活用について 

一般社団法人 医療コンテナ推進協議会事務局 

徳丸 周志 

SY’-4 COVID-19院内感染・地域医療崩壊の防止を

企図したコンテナ医療ユニット(CoMU)開発とその

効果的な運用法 愛知医科大学病院 高度救命救

急センター 渡邊 栄三 

SY7-5 SCUにおける医療コンテナ及び災害医療車

両を活用した実証訓練の紹介 

国立病院機構本部 災害医療センター 臨床研究



部 小森 健史 

SY7-6 防疫機能を活かした新たな医療コンテナ活

用について 

日本大学 医学部 救急医学系 救急集中治療医

学分野 山口 順子 
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令和４年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究 

研究代表者：小井土雄一（独立行政法人国立病院機構本部 ＤＭＡＴ事務局長） 

 

分担研究報告書 

「DMATの効果的な運用に関する研究」 

 

研究分担者 阿南英明 （ 藤沢市民病院 副院長/ 神奈川県 理事 ） 

 

研究要旨 

【目的】南海トラフ地震などの巨大地震を前提として、以下 2点を目的とした。1）病院

行動評価群 Ver3の改定、２）迅速に支援活動を開始できるように、南海トラフ地震にお

ける、全域被災、東部中心被災、西部中心被災、それぞれにおける DMATの初動派遣計画

を策定すること。 

【方法】１）病院行動評価群改定：病院行動評価群 Ver3について病院避難に限らない一

部患者の搬送や、病床拡張の困難性に配慮した用語の整理と、判断項目の絞り込みに関し

て精査検討した。２）ＤＭＡＴ初動計画：①全国を 3つの地域に分類した内閣府想定に準

じて DMAT所属の都道府県を分類した。②DMAT派遣に関する基本的方針の整理③重点受援

県の災害拠点病院数と全病院入院患者数を医療支援の需要としての半定量化④高速道路

ルートなど地勢的要素と受援需要の大きさと支援チーム数を基本に、過去の経験から本部

運営経験のある研究担当者が合議して組み合わせの配置案を作成⑤全域被災（プラン A）、

東部中心被災（プラン B）、西部中心被災（プラン C）毎に策定した。 

【結果】１）病院行動評価群改定：病院行動評価群０は「緊急避難」とした。病院行動評

価群Ⅰは「避難」へ変更し、24時間の機能維持の判断に酸素の供給と電気供給とし、水

は削除した。病院行動評価群Ⅱは、「機能維持」へ変更した。病院行動評価Ⅲ群は、「通常

運用/病床拡張」とした。これらの検討結果から Ver4とした。２) DMAT 初動計画：受援重

点 10県の DMATを DMATアルファ（Al）、被災が想定されない DMATブラボー（Br）、重点受

援県に近接し、被害が想定される DMATチャーリー（Ch）とした。DMAT派遣に関する基本

的方針について①緊急時に派遣できる DMAT 数は、災害拠点病院数を用いた②各受援県に

対して支援 DMATは原則県単位で組み合わせた。③Ｂｒは迅速に定められた地域へ派遣す

る④Ｃｈは所属都道府県が高度被災状況にない限り、重点受援県へ出動する⑤被災地域が

想定全体でなく東部や西部地域中心だった場合には重点受援県以外は待機をせず被災地

域に対する全力支援を実施する。３）受援県の需要を、プランごとに重点受援県地域の災

害拠点病院数と入院患者数および全体に占める割合算出した。4）プラン毎の重点受援県

に対するＢｒおよびＣｈそれぞれの初動派遣ＤＭＡＴ案を策定した。 

【結論】南海トラフ地震などの巨大地震を想定した場合にも有用な病院行動評価群 Ver4

を策定し、迅速な支援を開始するために、DMAT初動派遣計画として、受援地域と支援地

域の組み合わせ案を策定した。 

【研究協力者】 

山崎元靖 済生会横浜市東部病院 

市川学  芝浦工科大学 

高橋礼子 愛知医科大学 

村田沢人 神奈川県庁 

澤畑良一 藤沢市民病院 

Ａ  研究目的 

１．【病院行動評価群改定】 

被災地における医療継続のためには事

前に病院の Business Continuity 



 

Plan ;BCPとして、各病院が被災地内で

医療を継続できるか否かの判断の項目や

手順を標準化しておくことが求められる。

平成 30年度厚生労働科学研究費補助金

（地域医療基盤開発推進研究事業）「首都

直下型地震・南海トラフ地震等の大規模災

害時に医療チームが効果的、効率的に活動

するための今後の災害医療体制のあり方

に関する研究」（研究代表小井土雄一）の

分担研究「DMATの効果的な運用に関する

研究」において、被災病院の自己判断手順

と判定結果を定型化した「病院行動評価

群」策定した。その後、現場活用などの要

望を受けて改変を加え、現在「病院行動評

価群 Ver3」が現在全国の DMAT研修や災害

訓練等により活用されている。南海トラフ

地震などの巨大な災害において患者の移

送は容易ではないことや、近年の実災害対

応においても一部患者の搬送を実施して

いる。こうした実態を踏まえ、全患者を転

院させる「病院避難」との差別化を図るこ

とや、病床拡張の困難性に配慮した用語の

整理と、避難の要否判断項目を絞り込む改

定を目的にした。 

２．【ＤＭＡＴ初動計画】 

平成 27年度厚生労働科学研究費補助金

（健康安全・危機管理対策総合研究事業）

（研究代表小井土雄一）の分担研究「研修

のあり方に関する研究」において、筆者は

南海トラフ地震などの巨大地震発生時に

は、迅速に支援活動を開始できるＤＭＡＴ

数は限られること、広域医療搬送、地域医

療搬送ともに航空搬送力は相対的に不足

すること、非被災地域の重症患者収容力は

比較的小さいことなどの理由から、一定期

間、被災地内における医療継続が必要であ

ることを示した。（Anan H. et al. 

Investigation of Japan Disaster Medical 

Assistance Team (DMAT) response 

guidelines assuming catastrophic 

damage from the Nankai Trough 

Earthquake. Acute Medicine & Surgery 

4( 3).300-305 2017）。より一層の事前計

画策定と初動の迅速化が求められること

から、南海トラフ地震における、全域被災、

東部中心被災、西部中心被災それぞれにお

ける DMATの初動派遣計画を策定すること

を目的にした。 

 

Ｂ  研究方法 

１． 【病院行動評価群改定】 

台風被害による停電や中京地域での津波

による浸水被害想定を踏まえて検討した。

津波浸水等の被害を想定した場合の病院行

動評価群 Ver3の使用実績から、患者の避難

行動と病床拡張に関連する各病院行動評価

群に関して、用語変更を検討し、病院行動

評価群Ⅰの判断に影響するライフライン項

目に関して精査検討した。 

2．【ＤＭＡＴ初動計画】 

１）被災の可能性から全国を 3つの地域に

分類した内閣府想定（重点的に受援が必要

な地域、被災が想定される地域、被災が想

定されない地域）に準じて、DMAT所属の都

道府県を 3エリアに分類した。使用する各

県 DMAT数や災害拠点病院数は 2022年 4月

時点のものを使用した。 

２）DMAT派遣に関する基本的方針を整理し

た。 

３）DMATの優先活動として「災害拠点病

院・一般病院支援」があることから、重点

受援県の災害拠点病院数、全病院入院患者

数を医療支援の需要として半定量化した。

全病院の入院患者数は厚生労働省 2020年

患者調査の概要、都道府県別受療率

（https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin

/hw/kanja/20/index.html）より算出した。 

４）被災が想定されない地域の DMATは、高

速道路ルートなど地勢的要素と受援需要の

大きさと支援チーム数を基本に、過去の経

験から本部運営経験のある研究担当者が合

議して３）で検討した需要に対して、最適

な組み合わせの配置案を作成した。 

５）被災が想定される地域の DMATは、近接

県を優先し、上記 3)に加えた支援チーム数

と重点受援県の需要比率に合わせ、過去の



 

経験県から本部運営経験のある最適な組み

合わせの配置案を研究担当者が合議して作

成した。1受援県に対して複数支援県を配

置する計画にした。 

６）全域被災（プラン A）、東部中心被災（プ

ラン B）、西部中心被災（プラン C）毎に組

み合わせを策定した。 

Ｃ  研究成果 

【病院行動評価群改定】 

「病院行動評価群０」に関して、火災・

建物倒壊・津波・原子力・土砂・水害など、

場の安全評価の観点からリスクを評価する

ことは変更不要であり、危険と判断された

場合の行動の用語を「即時避難」から「緊

急避難」とした。 

「病院行動評価群Ⅰ」に関しては、当面

24 時間の機能維持の判断に不可欠なのは、

患者の生命維持機能を大きく左右するのは、

酸素の供給と集中治療特有の機器（モニタ

ー、輸液ポンプ、人工呼吸器、腎代替療法

機器、人工心肺装置、IABPなど）の停止に

関わる電気供給であると考えた。水に関し

ては、透析以外に関しては、供給停止が他

に比べて切迫した要素とは言えないと考え

られた。また、この群の避難に関しても、

酸素や電気供給に依存した患者に限定した

避難であることから、「病院避難」から「避

難」へ変更した。 

「病院行動評価群Ⅱ」に関しては、入院

病床だけでなく、外来を含めた医療提供機

能を維持するので、「病床維持」から「機能

維持」へ変更した。 

「病院行動評価Ⅲ群」に関しては、急性期

病院では入院病床拡張可能である一方、療

養型病院等では必ずしも容易でないことか

ら通常運用前提としつつ、可能な範囲での

受入を行うことが現実的である。よって「病

床拡張」から「通常運用/病床拡張」とした。

これらの検討結果から Ver4を図 1とし、改

定内容を反映した実施マニュアルを参考資

料１に示した。 

【DMAT初動計画】 

１）①DMATアルファ（Al） 

受援重点 10県の DMATを指し、東部または

西部中心の地震においもこの DMATは他の

地域へ派遣できず自院または周辺での対応

に終始することを想定した。 

➁DMATブラボー（Br） 

重点受援県から遠方に位置し、被災が想定

されない 18県の DMATであり、発災 1時間

後程度の迅速さで出発することを想定した。  

③DMATチャーリー（Ch） 

重点受援県に近接し、被害が想定される 19

県の派遣 DMA Tであり、発災後出発できる

時間や出動できるチーム割合は被災状況に

より大きく変動する可能性がある。 

（図 2） 

２）DMAT派遣に関する基本的方針について

以下のようにまとめた。 

①緊急時に派遣できる DMAT数は1病院あた

り 1チームとして、派遣チーム数は、災害

拠点病院数で代用できる。 

②各受援県に対して支援 DMATは県単位で

プランに基づいて派遣先へ出動する。 

例）宮崎県（受援）に対して長崎県 DMAT

派遣   

例外）東京都はチーム数が多いので、2つ

または 3つに分割 

③北海道を除く、被災が想定されないＢｒ

17県はプランに基づいて迅速に定められ

た地域へ派遣開始する。北海道は被災エリ

アなど一定程度の確定的な状況が判明して

から派遣先を判断する。 

④沖縄県を除く、被災が想定されるＣｈ18

県は所属都道府県が高度被災状況にない限

り、重点受援県へ出動する。沖縄県は被災

エリアなど一定程度の確定的な状況が判明

してから派遣先を判断する。 

⑤被災地域が南海トラフ地震被害想定域全

体でなく東部や西部地域中心だった場合に

は重点受援県以外は待機をせずプランに基

づき被災地域に対する全力支援を実施する。 

プラン Bでは重点受援県は静岡県・愛知

県・三重県・和歌山県とし、香川県、徳島

県、高知県、愛媛県、大分県、宮崎県の DMAT

は Br・Chのどちらにも含めない。西部中心



 

被災のプラン Cでは、重点受援県は香川県、

徳島県、高知県、愛媛県、大分県、宮崎県

とし、静岡県・愛知県・三重県・和歌山県

の DMATは Br・Ch のどちらにも含めない。 

３）受援県の需要を、プランごとに①重点

受援県地域の災害拠点病院数と全体に占め

る割合②入院患者数（2020年実績）と全体

に占める割合として表 1、２、3に示した。 

4）上記 3）の結果と突合してプラン毎の重

点受援県に対するＢｒおよびＣｈそれぞれ

の初動派遣ＤＭＡＴ案を表 4、５、6のよう

に策定した。 

 

Ｄ  考察 

東日本大震災以降、病院避難の概念は浸

透し、DMATの教育に反映され（Hideaki Anan, 

etc. Experience from the Great East Japan 

Earthquake Response as the Basis for 

Revising the Japanese Disaster Medical 

Assistance Team (DMAT) Training Program. 

Disaster Medicine and Public Health 

Preparedness 2014.12;8(6):477-484）、そ

の後発生した水害事案においてもしばしば

実施された。訓練や実災害の対応として、

被害内容に応じた個別対応により効率的な

支援の在り方を追求する意義は大きい。病

院行動評価群Ⅰに相当する病院に対して、

短時間かつ少ない支援体制で実施できる患

者の避難は、全入院患者を移動させる概念

が固定化した「病院避難」に限定しない柔

軟な思考が肝要である。特に、被災地域が

広域に及び、医療需要が巨大に膨らむ南海

トラフ地震を想定した場合に、全病院患者

を移動、転院させることは容易ではない。

比較的短時間での回復が見込める事態にお

いては地域での連携協力を前提に、限定し

た患者の移動など、柔軟かつ効果的な運用

が有効である。用語に関しても、このよう

な共通の概念を想起しやすい転換の必要性

から今回の改定が有意義だと考えられる。 

南海トラフ地震において被害が想定され

地域は非常に広範囲であり、さらに、全割

れと称される、東海から九州に及ぶ地域が

同時に被災する想定と、東部地域または西

部地域をおのおの主たる被災地域とする半

割れと称される被害想定など想定に幅があ

る。自衛隊、消防、警察などの救助支援に

あたる各組織団体は事前に派遣の計画を策

定している。一方、DMATは伝統的に発災状

況に応じて適切な派遣調整を行う方針をと

ってきた。これは事前の組み合わせ計画の

策定が、受援県と支援 DMATの組み合わせを

固着化させ、他地域への支援意識を希薄化

させることへの懸念があったことによる。

しかし、実際に地震が発生してから、被害

状況を判断し、都度の判断として DMATの派

遣調整を実施することは容易ではない。そ

うした困難性は、支援開始や派遣開始を遅

らせる要因になることが懸念される。基本

計画として早期に被災地へ出発をすること

を主たる目的とし、時間経過とともに得ら

れた情報から本部が変更の必要性を判断し

た場合には DMATの配置の変更を決定し伝

達することで、より柔軟な対応を期待でき

る。 

南海トラフ地震想定の複雑さは、東部地

域または西部地域に偏在した震源の可能性

があることに加え、どちらか一方が生じた

後に高い確率で他方の地域を震源とする地

震が続発する可能性があることである(Yo 

Fukushima,etc.High probability of 

successive occurrence of Nankai 

megathrust earthquakes. Scientific 

Reports 2023. 13(1):63 )。この時間間隔

は過去の地震においても様々であり、それ

を正確に予想することは困難であるが、比

較的短時間で続発する可能性は十分に検討

しておく必要がある。こうした背景を考慮

しながらも、今回のシミュレーションでは、

プラン Bやプラン C のように、まず発生し

た地震の被災地域に対して支援可能なチー

ムはすべて投入する方針とした。続発する

地震のために一部 DMATを待機させる方針

を取らないということである。東部地域ま

たは西部地域いずれの震源であっても、被

災地域が広範囲であり、支援 DMATに余裕が



 

ないためである。続発する地震の確率が高

いとはいえ、100％ではない上に、その時間

差も不明である。そうした不確実な想定に

対して、待機する猶予はないと考える。実

際に他方地域の地震が続発した場合に、い

まだ出発していないチームの派遣先の変更

や、すでに被災地入りしたチームの移動な

どの対応をする方法が妥当だと考えた。 

チームの移動は基本各病院が保有する

DMAT車両などの陸路移動を基本とした。

2011 年に発生した東日本大震災において、

被災地から遠方にある九州、中四国、近畿

地域の DMATの派遣に自衛隊機を用いた航

空機による派遣を行った。しかし、被災地

内の空港から各地域への移動手段が確保で

きないことや、救急車両でないと患者の搬

送ができないなどの課題があった。その後

の 2016年熊本地震においても、民間航空機

を利用して東日本地域の DMATが九州内の

空港に派遣されたが、空港からレンタカー

を用いて被災地内移動をすることも行われ

た。南海トラフ地震の広域で甚大な被害が

生じたときに、民間航空機の運航が継続さ

れるか不確実である上に、レンタカー確保

も困難である蓋然性が高い。これらのこと

から、自院保有の患者搬送機能を有する

DMAT車両による派遣を前提とした検討を

選択した。 

陸路移動を前提とした場合に、移動時間

の長期化は不可避となり、特に DMATブラボ

ー（Br）は迅速に出動できるとはいえ、目

的地到着には時間を要し、結果的に被災地

内での実活動期間の短縮、2次隊の派遣の

遅延や交代の支障が生じる可能性が懸念さ

れる。また、DMAT チャーリー（Ch）の支援

活動は重点受援県に近接しているために、

被害の程度により迅速に派遣できる場合と、

時間を要する場合、派遣自体が困難な場合

など様々な可能性があり、物理的に近くて

も早期の支援開始が確約できない可能性を

念頭に置く必要がある。 

 

Ｅ  結論 

南海トラフ地震などの巨大地震を想定し

た場合にも有用な病院行動評価群 Ver4を

策定した。また、迅速な支援を開始するた

めに、DMAT初動時の受援地域と支援地域の

組み合わせ案を策定した。 
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図 1 病院行動評価群 Ver4 

  被災地域で各病院が自己評価を行い、定型化した行動評価群を表明する 

図 2 想定される被災状況から DMAT をアルファ（Al）ブラボー（Br）チャーリー（Ch）に分類 



 

 

プランA
災害拠点
病院数 割合

入院患者
数 割合

静岡県 23 15.0% 29.1 15.1%
愛知県 36 23.5% 53.6 27.9%
三重県 17 11.1% 15.3 8.0%
和歌山県 10 6.5% 10 5.2%
徳島県 11 7.2% 11.6 6.0%
香川県 10 6.5% 11.5 6.0%
愛媛県 8 5.2% 16.8 8.7%
高知県 12 7.8% 13 6.8%
大分県 14 9.2% 16.5 8.6%
宮崎県 12 7.8% 14.9 7.7%
合計 153 100.0% 192.3 100.0%  
表 1 プラン A における重点受援 10 県における災害拠点病院数（割合）と入院患者数（割合） 

 

 

プランB 
災害拠点
病院数 割合

入院患者
数 割合

静岡県 23 26.7% 29.1 26.9%
愛知県 36 41.9% 53.6 49.6%
三重県 17 19.8% 15.3 14.2%
和歌山県 10 11.6% 10 9.3%
合計 86 100.0% 108 100.0%  
表 2 プラン B おける重点受援４県における災害拠点病院数（割合）と入院患者数（割合） 

 

 

プランC  
災害拠点
病院数 割合

入院患者
数 割合

徳島県 11 16.4% 11.6 13.8%
香川県 10 14.9% 11.5 13.6%
愛媛県 8 11.9% 16.8 19.9%
高知県 12 17.9% 13 15.4%
大分県 14 20.9% 16.5 19.6%
宮崎県 12 17.9% 14.9 17.7%

67 100.0% 84.3 100.0%  
表 3 プラン C おける重点受援 6 県における災害拠点病院数（割合）と入院患者数（割合） 



 

 
 

 

 

表 4 プラン A における重点受援 10 県と支援県の組み合わせ 



 

 
 

 
表 6 プラン C における重点受援 6 県と支援県の組み合わせ 

表 5 プラン B における重点受援 4 県と支援県の組み合わせ 



 

（酸素・電気に依存する患者を選定して避難） 

被災地域の病院行動評価 STEP 運用マニュアル  
病院行動評価群 Ver4 の分類 

STEP0  平時の準備・調査・把握 

① 日常病院での使用量を把握： 

・水（L）  ・酸素（L）  ・電気（W/h） 

②非常時の備蓄・非常時代替： 

・水備蓄、井戸水・雨水（L） 

・非常電源時燃料備蓄（平時何％出力で持続時間）（L）；油種・補給口形状 

 

③職員参集：職種毎、時間毎に災害時参集可否予測調査 

 

 
 

STEP1  場の安全評価（緊急避難の要否）火災・建物倒壊・津波・原子力・土砂・水害 

リスク あり     

なし 

 

STEP2  患者の生命維持機能評価（当面 24 時間の評価） 

・酸素：配管からの酸素供給可能か、または電気供給によるさんそ酸素濃縮器対応が可能 

・電気 ：電子カルテ・画像検査や臨床検査実施可能か、集中治療特有の機器（モニター、輸液ポンプ、人

工呼吸器、腎代替療法機器、人工心肺装置、IABP など）の使用が可能か否か。※透析病院などで、水が生命

維持に大きく関わる患者が多数入院している場合は、STEP2 での評価に水を考慮しても良い 

 リスク あり                

 

なし 

 

STEP3  衛生・生活機能評価と将来予測評価（長期的な機能維持ができるか否か） 

１）初日の評価をいつまで継続できるのかについての検討し、翌日、翌々日などに関して残存資源を基に算

出する。以下に算出例を示す。 

① 自家発電燃料：燃料残量÷1 日の使用量（規定最大出力時）＝予想稼働日数 

② 酸素：タンク内残存液体酸素量÷1 日使用量（平時の 80%程度を想定）＝予想稼働日数    

③ 水：貯水量÷1 日使用量（平時の 80%程度を想定）＝予想稼働日数 

＊雨水・地下水利用が可能な場合は適宜、1 日使用量から削減 

④職員の参集状況予測や支援予測に基づいて、翌日以降の行動評価群を検討する 

２）衛生・生活機能に関わる評価と将来予測の評価を行い、長期的な機能維持の可否を判断する。  

 

・水：透析（頻度・内容の変更を検討）、長期的には機器の洗浄に必要 

・空調 ：特に夏季・冬季は必須で依存する燃料 （電気・ガス・石油燃料）から判断      

病院行動評価 Ⅰ 

病院行動評価 0 

発
災
前 

発
災
後 



 

（当面従来の医療を継続） 

（療養型病床：普段の病院機能として通常運用を継続。急性期医療機関など：、

病院行動評価群０やⅠの患者受け入れなど機能を拡大） 

・臨床検査：3 系統（血算・一般化学・凝固能）全て可能か、1 系統でも欠落するのか  

      ＊集中治療には臨床検査 3 系統が必須                                                       

 ・X 線撮影：実施可可否を判断 

・CT 検査 ：実施可否を判断（非常電源使用可否と床面歪みや機器不具合） 

＊集中治療には必須 

 ・薬剤/医療資機材：入院患者の管理を維持することの可否を判断する 

＊外来処方の可否に関して院外処方箋薬局機能を加味して判断 

  ・入浴： 1 週間以上の滞在では衛生上必要 

・リネン：1 週間以上では衛生管理上交換が必要。自院での洗濯の可否も加味して判断  

・トイレ：停電時水洗トイレ使用禁止、簡易トイレ準備、雨水・地下水活用下の水洗検討 

・電気  ：可能な範囲では消灯・節約、エレベーター使用の可否 

・食料・飲水  ：患者及び職員分（時に職員家族） 

 

一時的に障害あるが回復の可能性ある＊ or 一部機能障害がある 

＊台風・落雷などによる一時的停電など、一定の時間経過により機能回復が見込める場合 

 

                      

 

 
大きな制限なく機能維持可能 

                        

 

 

病院行動評価 Ⅱ  
 

病院行動評価 Ⅲ 



 

令和４年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

分担研究報告書 

 

「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震への具体的な対応に関する研究」 

 

研究分担者  三村 誠二（国立病院機構本部ＤＭＡＴ事務局 次長） 

 

研究要旨 

【目的】令和４年５月に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法が改正され、本改正に伴い、令和４年９月には日本海溝・千島海溝周辺

海溝型地震防災対策推進基本計画が改訂されることとなった。今後は、本基本計画に基づ

き、南海トラフ地震、首都直下地震とならぶ大規模災害である「日本海溝・千島海溝周辺

海溝型地震における具体的な応急対策活動に関する計画が政府全体として策定を計画さ

れるにあたって、近年の災害対応全般を踏まえた研究成果や、積雪寒冷地特有の課題や北

海道・東北地方の沿岸地の特性等への個別の対処方法等を反映させていく必要があり、特

に医療面、DMAT の活動という観点で、課題の整理とその対処方法について研究を行う。【方

法】１）⽇本海溝・千島海溝沿いの巨⼤地震対策検討ワーキンググループ 報告書から、

「積雪寒冷」環境に関する検討項目の中から、寒冷地特有の課題を抽出し、「病院の機能

復旧阻害につながる要素」「二次被害としての低体温症患者が増加することで医療機関へ

の負担が増加する要素」の二要素に分けて課題整理と対応方針の検討を行う。２）令和４

年度に実施した北海道地区 DMAT ブロック訓練では、千島海溝周辺海溝型地震を想定した

訓練が、2023 年３月に実施された。その中で、被災地への参集、病院支援、SCU 設置等の

中で抽出された北海道特有の課題について整理、検討を行う。【結果】１）「病院の機能復

旧阻害につながる要素」は５項目。「二次被害としての低体温症患者が増加することで医

療機関への負担が増加する要素」は２項目が抽出され、それぞれについて各地域のデータ

に基づいた課題抽出を実施した。２）釧路地区を中心とした DMAT ブロック訓練の結果「津

波浸水によるアクセスの課題」「広大な面積の結果、被災地内及び被災地外とのアクセス

の低下」「被災想定地区内の病院数の少なさに伴う拠点となる医療機関への負荷の集中」

が挙げられた。また、北海道特有の課題として、「陸路での他都府県からの参集ができな

い」という点も検討の課題として挙げられた。【結論】日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震への医療対応における課題を、積雪寒冷地特有の課題と北海道・東北沿岸地方特有の課

題の両側面から抽出・整理した。 

研究協力者 

眞瀬智彦（岩手県立医科大学 教授） 

水野浩利（札幌医科大学 助教） 

葛西毅彦（札幌医科大学 助教） 

小谷聡司（国立病院機構本部ＤＭＡＴ事務

局 新興感染症対策課長） 

赤星 昂己（国立病医機構本部ＤＭＡＴ事

務局 ） 

 

Ａ  研究目的 

令和３年度、中央防災会議「日本海溝・千

島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキング

グループ」により、最新の科学的知見に基

づく最大規模の地震・津波の想定に加え、

積雪寒冷地特有の課題や北海道・東北地方

の沿岸地の特性等を踏まえた被害想定（令

和３年 12 月）及び防災対策（令和４年３月）

が取りまとめられ、それに基づき令和４年

５月に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

に係る地震防災対策の推進に関する特別措



 

置法が改正された。本改正に伴い、令和４

年９月には日本海溝・千島海溝周辺海溝型

地震防災対策推進基本計画が改訂されるこ

ととなった。 

今後は、本基本計画に基づき、南海トラフ

地震、首都直下地震とならぶ大規模災害で

ある「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

における具体的な応急対策活動に関する計

画（以下「具体計画」という。）が政府全体

として策定を計画されている。具体計画に

は、近年の災害対応全般を踏まえた研究成

果や、積雪寒冷地特有の課題や北海道・東

北地方の沿岸地の特性等への個別の対処方

法等を反映させていく必要があり、特に医

療面、DMAT の活動という観点で、課題の整

理とその対処方法について研究を行う。 

 

Ｂ  研究方法 

１）⽇本海溝・千島海溝沿いの巨⼤地震対

策検討ワーキンググループ 報告書（※１）

から、「積雪寒冷」環境に関する検討項目の

中から、寒冷地特有の課題を抽出し、「病院

の機能復旧阻害につながる要素」「二次被害

としての低体温症患者が増加することで医

療機関への負担が増加する要素」の二要素

に分けて課題整理と対応方針の検討を行う。 

２）令和４年度に実施した北海道地区 DMAT

ブロック訓練では、千島海溝周辺海溝型地

震を想定した訓練が、2023 年３月に実施さ

れた。その中で、被災地への参集、病院支

援、SCU 設置等の中で抽出された北海道特

有の課題について整理、検討を行う。 

なお、本年度は年度末に追加交付で開始

した研究であり、課題の整理を行い、次年

度以降整理された課題の対応についての検

討と、DMATの具体的な運用等について精査

していく。 

 

Ｃ  研究成果 

１）⽇本海溝・千島海溝沿いの巨⼤地震対

策検討ワーキンググループ 報告書から、

「積雪寒冷」環境に関する検討項目の中か

ら抽出。 

＜病院の機能復旧阻害につながる要素＞ 

ⅰ）積雪・凍結等による家屋の倒壊やライ

フライン等の被害増大の恐れ（P.13） 

建築基準法については、平成 26 年 2 月の

大雪により、積雪後に降雨がある場合、大

スパン（棟から軒までの水平投影長さが

10m 以上）・緩勾配の屋根（15 度（約 2.68

／10）以下）にはこれまで想定していた以

上の荷重がかかることが判明しました。こ

のような屋根を持つ建築物について、積雪

後の降雨を見込んで割増係数を乗じた積雪

荷重により構造計算を行うように告示が改

正され、去る平成 31 年 1 月 15 日に施行さ

れている（※２）法 3 条 2 項により、施行

日より前に着工している建築物は、改正後

の規定が適用されず、新しい基準に適合し

ない場合は「既存不適格建築物」となる。 

積雪荷重については、各都道府県によっ

て規定が異なっており、本規定に基づいた

建築がされている場合、基本的には問題が

発生する可能性が低いと考えられるが、実

態については、自治体へのヒアリング等を

含めて次年度以降検討する。 

 

ⅱ）吹雪・積雪・凍結等が輸送・復旧等の

活動の阻害要因となる（P.13） 

ⅲ）積雪寒冷下では、救助・物資運搬等の

活動に時間を要す（P.22） 

 

 北海道の道路については、豪雪・地吹雪 

・雪崩等の要因で毎年最低 20 回は道路封

鎖・通行止めとなっている。過去には、北

海道における道路に関連する暴風雪災害で

多くの立ち往生事案等が生じるなどの、支

援物資・支援人材の移動に際して、輸送・

復旧等の阻害要因となる可能性が考えられ

る。（参考１） 

 一方で、東北地方については、降雪量の

点（※３）でも日本海側での道路封鎖等の

雪害の可能性が考えられ、今回の被害想定

地区では比較的可能性は低いと考えられる

が、日本海側からの被災地内への支援とい

う点でのリスク、さらには後述の北海道特



 

有の課題である「陸路での到達が不可能」

という課題への解決策の一つとして検討が

必要な、日本海側の海港へ途中道路のアク

セスの問題で到達できない、というリスク

も懸念される。 

 また、広大な北海道や東北地域において

医療搬送等の観点で非常に大きな役割が担

うことが想定されるドクターヘリについて

も、昨年度の運行実績を評価した。（※４）

（参考２～６） 

・岩手県（岩手県立医科大学）では、冬期

（12 月～２月）の出動率は、41.2％

（49/119）で、最も高い秋期（９月～11 月）

の 76.3％（129/169）の約半分となってい

る。運行不可理由が「天候不良」の件数を

全要請件数との比率で評価（「天候不良率」

と記載する。）すると、冬期は 43.7％

（52/119）と秋期の 11.2％（19/169）の４

倍近い数値を示している。 

・北海道では、 

① 道央 

冬期の出動率は、34.5％（49/142）で、最

も高い夏期（６月～８月）の 67.0％

（124/185）の約半分となっている。「天候

不良率」で比較すると、冬期は 53.5％

（76/142）と夏期の 17.3％（32/185）の５

倍近い数値を示している。 

② 道北 

冬期の出動率は、50.9％（55/108）で、最

も高い夏期の 72.7％（104/143）の約７割

となっている。「天候不良率」で比較すると、

冬期は 35.2％（38/108）と夏期の 3.5％

（5/143）と 10 倍近い数値を示している。 

③ 道東 

冬期の出動率は、61.3％（49/80）であり、

最も低いのは夏期の 53.6％（52/97）とな

っている。「天候不良率」で比較すると、冬

期は 21.3％（17/80）であり、最も高いの

は夏期の 34.0％（33/97）となっている。 

④ 道南 

冬期の出動率は、59.2％（84/142）で、最

も高い春期（３月～５月）の 89.9％

（134/149）と約７割となっている。「天候

不良率」で比較すると、冬期は 23.2％

（33/142）と春期の 3.4％（5/149）と 8 倍

近い数値を示している。 

という結果となった。道東地区を除きいず

れの地方も冬季は要請があっても天候不良

等の理由で運用することができない可能性

がそれ以外の時期と比較して高いといえる。 

特に、被害が大きいことが想定される道

東に医療資源が豊富な道央から向かおうと

した場合、途中の気候条件にも左右されて

しまうという点は大きな課題と考えられる。 

 

ⅳ）本州等からの広域支援が装備面・経験

面から十分に機能しない懸念（p.22） 

ⅴ）救助・物資運搬等に必要な人員や防寒

のための装備・資機材の確保、医薬品等の

備蓄の確保等が必要（p.22） 

 

この課題については、ヒト・モノ・場所の

側面で検討が必要。 

ヒト：寒冷環境での活動については、当然

支援者自身が低体温症のリスクを背負って

いる。同時に、冬季の雪道運転は経験のな

い者にとっては、交通事故のリスクが極め

て高くなることが想定される。 

モノ： 

医療機器と動作環境（温度・湿度）に関し

ては、メーカーの取り扱い説明書（or 添付

文書）に記載があり、概ね、保管温度は-10

～60℃、動作温度は 10～40℃となっている。

寒冷地での問題は特にバッテリーの性能低

下があげられる（一般的にリチウム電池で

は 5℃以下になると、容量の削減、自己放

電率の増加、出力電力の損失、サイクル寿

命の短縮などが起こり、過放電や電池損傷

の危険性も高まる。万が一、北海道の寒冷

地（野外・空調コントロール不能な場所）

では、保管や動作温度が問題になってくる

ことが想定される。 

一方、医薬品については、寒冷環境下で

は、医薬品、特に点滴類についての低温化・

凍結や医療機器の機能低下が想定される。

実際、北海道地区 DMATブロック訓練におい



 

て、特別な保温対策をとらずに持参された

生理食塩水の温度を経時的に測定したとこ

ろ、活動開始時の輸液温は６℃まで低下し

ていた。 

場所：大規模地震時において、地域医療搬

送・広域医療搬送時に設置されることがあ

る SCU は多くの場合空港内の倉庫等で設置

されるが、積雪寒冷期においては、北海道

地区ブロック訓練において多くの課題が確

認（参考７）され、現実的に患者・支援者

両方の側面から難しいことが判明した。基

本的には、航空機等へのアクセスはやや落

ちるが、屋内（空調設備あり）で設置する

ことが適切である。 

釧路空港 SCU で空港の消防車庫に開設し

たが気温（外気温 2 度／倉庫内 10～11 度）

で患者もスタッフも危険との評価であった。 

 

＜二次被害としての低体温症患者が増加す

ることで医療機関への負担が増加する要素

＞ 

ⅵ）冬季は吹雪や積雪寒冷により避難に時

間を要する（p.13）  

ⅶ）冬季は屋外や寒い屋内での避難は低体

温症のリスクが生じる （p.13） 

 

地震・津波等の被害から逃れ、避難所へ

避難された方の健康管理は重要である。特

に、寒冷環境下での避難所等における低体

温患者の増加は、結果的に医療機関へ搬送

される患者の増加につながり、さらなる医

療機関の負荷となりうる可能性がある。 

（参考） 

●被害想定の避難者数（１日後最大数）： 

合計 約 901,000 人 

（うち最大北海道 約 413,000 人） 

 

●低体温症の患者の発生想定数： 

 低体温症要対処者数 

日本海溝モデル：約 42 千人 

 千島海溝モデル：約 22 千人 

 

さらに、医療機関等においても、停電等

の際に、燃料の優先的な供給等適切な対応

が行われず温度管理ができなくなった時点

で、避難所等から搬入された患者だけでは

なく、既に入院中の全入院中の患者が低体

温症となるリスクが当然見込まれる。 

（参考）（2022 年 11 月時点）（※５） 

釧路医療圏の病床数：4,054 床 

介護施設数及び定員：424 施設、3516 人 

 

２）令和４年度に実施した北海道地区 DMAT

ブロック訓練で抽出された北海道特有の課

題について整理 

〇訓練概要 

・目的：大規模な被害が想定される千島海

溝沿いでの地震災害急性期を想定し、DMAT

の役割、域内医療機関、行政や民間との連

携の確認、拡張施設設置の可能性の検討等

を行い、可能な限り多くの負傷者を救護で

きる体制を構築する。 

・日時：令和 5 年 3 月 18日（土）09:00-17:00 

/ 3 月 19 日（日） 09:30-12:00 

・会場：釧路地域、道内４空港（丘珠駐屯

地、函館空港、稚内空港、中標津空港） 

参加機関等、人数、模擬患者数、コントロ

ーラー人数： 

・参加ＤＭＡＴ指定医療機関数：26 機関、

参加ＤＭＡＴ隊員数：129 人 

・訓練プレイヤー（DMAT）チーム数: 29 隊、

訓練コントローラー（DMAT）数: 28 人 

・訓練想定：3 月 17 日午前 1 時，千島海溝

沿いを震源とする M9.3の地震が発生。厚岸

町で震度 7、釧路市や根室市で震度 6 強。 

同日午前 1 時 30 分に太平洋沿岸部で最大

30m 近い津波が発生。釧路市内は地震によ

る建物の倒壊，火災，津波による甚大な被

害。 

 

〇訓練の中から抽出された、北海道特有の

課題について 

＜活動拠点本部＞ 

・外部支援が浸水の影響で遅れる場合は院

内 DMAT 等で本部運営を一定期間実施する

ことが余儀なくされる可能性が高いことか



 

ら本部活動の強化が重要。 

＜病院スクリーニング＞ 

・地震・浸水による道路交通混雑、病院間

距離が長いことにより 1 日あたりに対応可

能な医療機関数はさらに限定される 

＜拠点となる災害拠点病院について＞ 

・2 つの救急病院以外は全て浸水する想定

であることから、市立病院に患者が集中す

る一方で、近隣医療機関への陸路搬送も難

しい可能性が高い。 

・外部支援が浸水の影響で遅れ、院内 DMAT

が活動拠点本部と院内本部の双方を運営す

ることが余儀なくされる可能性が高い。 

＜病院避難＞ 

・実際には浸水により外部支援が入れない、

患者は搬出できない、ライフラインの支援

が困難である可能性が極めて高く、その場

合にどうするのか。どのように備えるかの

準備が必要。 

＜避難所＞ 

・地震・浸水による道路交通混雑、避難所

間距離が長いことにより 1 日あたりに対応

可能な避難所数は他地域と比較してもさら

に限定される。 

＜釧路ＳＣＵ＞ 

広範囲が浸水する場合に釧路空港の限定さ

れた資機材でキャパあり SCU の運用が可能

か要検討。 

以上挙げられた課題を大きく分類すると、 

・津波浸水によるアクセスの課題 

：今回の訓練では 1－2 日で水が引いた想

定で活動を開始したが、本来は道路浸水

等がある時点で被災地内へアクセスでき

ない。 

・広大な面積の結果、被災地内及び被災地

外とのアクセスの低下 

：医療機関・避難所等を評価するために

訪問するにも、都内ならば複数個所１隊

が回ることも可能だが、北海道等の場合

は一か所間の移動に２時間以上必要な例

も多々ある。 

・被災想定地区内の病院数の少なさに伴う

拠点となる医療機関への負荷の集中 

：具体的なデータ（※５）でみると、医

療機関及び病床は地域医療構想に基づき、

各都道府県の医療計画の定めるところに

より調整されているため、人口比の観点

では差が認めにくいが、実数として病院

数が少ない場合、拠点となりうる病院の

候補がそもそも限られてしまうことから、

災害対応の拠点であると同時に病院避難

者、新たに発生する傷病者の受入という

負荷が集中する可能性がある。 

（以下データ） 

・北海道：釧路医療圏では、人口 222,613

人に対し病院数 22、うち災害拠点病院１ 

（対人口 10万人あたり施設数 9.88、病床数

1,746.08） 

一方で、札幌医療圏では人口 2,396,732人に

対して病院数 228、うち災害拠点病院５ 

（対人口 10万人あたり施設数 9.51、病床数

1,712.12） 

・岩手県：宮古医療圏では、人口 76,474

人に対いし病院数６，うち災害拠点病院

１ 

（対人口 10 万人あたり施設数 7.85、病

床数 1,505.09） 

一方で、盛岡医療圏では、人口 463,186人に

対し病院数 39、うち災害拠点病院２ 

（対人口 10万人あたり施設数 8.42、病床数

1,547.76） 

の３つに分類できると考えられる。こちら

は北海道・東北地方いずれにおいても検討

課題と考えられる。 

また、北海道特有の課題として、 

・陸路での他都府県からの参集ができない、

という点も検討の課題として挙げられる。 

こちらについては、積雪寒冷地の課題とも

関連するため、次年度以降、北海道内の空

港（特に道東地区の中標津空港等）、港湾の

状況も踏まえて調査が必要と考えられる。 

 

Ｄ  考察 

 南海トラフ地震、首都直下地震とならぶ

大規模災害である日本海溝・千島海溝周辺

海溝型地震における具体計画の策定にあた



 

り、近年の災害対応全般を踏まえた研究成

果や、積雪寒冷地特有の課題や北海道・東

北地方の沿岸地の特性等への個別の対処方

法等を検討するにあたり、本年度は、両課

題の抽出・整理を含めた検討を行った。 

 積雪寒冷地特有の課題については、＜病

院の機能復旧阻害につながる要素＞におい

て、最大の課題は「積雪・風雪・雪崩等に

より、陸海空のいずれにおいても被災地内

外へのアクセスが制限されること」である。 

〇外部からの支援についてのアクセス低下 

➢ 道路封鎖、空路参集が空港不可による

被災地内へ物理的にアクセスできない

可能性 

➢ 雪道・凍結路を経験のない者が運転す

ることによる事故のリスクや、経験者

であっても移動速度の低下 

➢ 被災地内外への患者搬送における資源

であるドクターヘリも、そもそも被災

地内への参集ができない可能性 

➢ 近隣の海港等が使用できない、あるい

はアクセスできない可能性 

〇被災地内から被災地外へのアクセス低下 

➢ 道路封鎖・ドクターヘリの飛行不可に

よる患者の搬送能力の低下  

➢ 一般的な屋外での SCU 設置は患者・ス

タッフ両者の安全確保の観点からも設

置は適切ではないため、屋内（温度管

理下）での対応が必要 

その他、適切な温度管理が行われなかっ

た場合に医療機器・医薬品等に不備が生じ

る可能性なども指摘されている。 

「二次被害としての低体温症患者が増加

することで医療機関への負担が増加する要

素」としては、避難所等において十分な温

度管理ができる環境下でなければ想定され

ている低体温症患者が生じる可能性がある。   

その一方で、受け入れ先となる医療機関

についても、停電となれば同様に入院中の

患者や既に受け入れている患者に低体温症

の極めて高いリスクが生じる。拠点となる

医療機関がそのような状況になった場合、

当然それ以降発生した患者の受入はできな

くなる。 

 今回の被災想定地域には拠点となる医療

機関数はそもそも都市部と比較しても多く

なく、当該医療機関がそのような状況に陥

った場合、地域全体の保健医療体制自体が

破綻する危険性も考えられる。 

 次に、北海道・東北地方の沿岸部特有の

課題としては、大きく両者に共通する事項

として「津波浸水によるアクセスの課題」 

「広大な面積の結果、被災地内及び被災地

外とのアクセスの低下」「被災想定地区内の

病院数の少なさに伴う拠点となる医療機関

への負荷の集中」と考えられる。また、北

海道特有の課題として、「陸路での他都府県

からの参集ができない」という点も検討の

課題と考えられた。 

 これらの課題から考えられるのは、日本

海溝・千島海溝周辺海溝型地震が主に津波

を中心とした被害であることからも、外部

からの迅速な支援はそもそも困難であり、

一定期間は「被災地内のみでの対応」を求

めざるをえないという点だと考えられる。 

 そのためには、被災地内において拠点と

なる医療機関を事前に訓練等で抽出したう

えで、その医療機関の更なる拠点化を事前

に十分に準備しておく、ということが重要

だと考えられる。 

 両課題抽出から見えてきたものとしては、

本災害において、時期が積雪寒冷期に合致

した場合、被災地内への外部支援を迅速に

行うことは極めて困難なオペレーションと

なる可能性が高く、一定期間は「被災地内

のみでの対応」を求めざるをえない。その

ため、DMAT 等の人材育成とともに、事前に

拠点となることが想定される医療機関のさ

らなる拠点化を目的とした、自家発電機等

の整備、燃料の優先供給対象としての協定、

医薬品等の備蓄強化などの検討が今後必要

と考えられる。 

また、当然その一方で、どのようにすれ

ば、可能な限り迅速に被災地外から被災地

内への支援が可能となるかの検討は次年度

以降実施する必要がある。 



 

 

Ｅ  結論 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震への

医療対応における課題を、積雪寒冷地特有

の課題と北海道・東北沿岸地方特有の課題

の両側面から抽出・整理した。 
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出動率 全要請に対する天候不良率
令和4年 4⽉ 45 36 150 116 77.3% 80.0% 9 6 16 10.7%

5⽉ 47 37 78.7% 10 6
6⽉ 56 39 167 110 65.9% 69.6% 17 10 41 24.6%
7⽉ 51 36 70.6% 15 10
8⽉ 60 35 58.3% 25 21
9⽉ 65 48 169 129 76.3% 73.8% 17 8 19 11.2%
10⽉ 54 43 79.6% 11 7
11⽉ 50 38 76.0% 12 4
12⽉ 43 15 119 49 41.2% 34.9% 28 23 52 43.7%

令和5年 1⽉ 29 14 48.3% 15 10
2⽉ 47 20 42.6% 27 19
3⽉ 58 43 74.1% 15 4
合計 605 404 66.8% 201 128

出動率 全要請に対する天候不良率
4⽉ 80.0% 13.3%
5⽉ 78.7% 12.8%
6⽉ 69.6% 17.9%
7⽉ 70.6% 19.6%
8⽉ 58.3% 35.0%
9⽉ 73.8% 12.3%
10⽉ 79.6% 13.0%
11⽉ 76.0% 8.0%
12⽉ 34.9% 53.5%
1⽉ 48.3% 34.5%
2⽉ 42.6% 40.4%
3⽉ 74.1% 6.9%

要請回数 出動回数 未出動回数
(未出動のうち
天候不良)
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岩⼿県ドクターヘリ

出動率 全要請に対する天候不良率

参考2



出動率 全要請に対する天候不良率
令和4年 4⽉ 49 27 173 93 53.8% 55.1% 22 15 60 34.7%

5⽉ 73 38 52.1% 35 25
6⽉ 63 42 185 124 67.0% 66.7% 21 12 32 17.3%
7⽉ 73 51 69.9% 22 9
8⽉ 49 31 63.3% 18 11
9⽉ 47 33 138 85 61.6% 70.2% 14 7 32 23.2%
10⽉ 56 34 60.7% 22 12
11⽉ 35 18 51.4% 17 13
12⽉ 52 18 142 49 34.5% 34.6% 34 26 76 53.5%

令和5年 1⽉ 43 12 27.9% 31 28
2⽉ 47 19 40.4% 28 22
3⽉ 51 28 54.9% 23 20
合計 638 351 55.0% 287 200

出動率 全要請に対する天候不良率
4⽉ 55.1% 68.2%
5⽉ 52.1% 71.4%
6⽉ 66.7% 57.1%
7⽉ 69.9% 40.9%
8⽉ 63.3% 61.1%
9⽉ 70.2% 50.0%
10⽉ 60.7% 54.5%
11⽉ 51.4% 76.5%
12⽉ 34.6% 76.5%
1⽉ 27.9% 90.3%
2⽉ 40.4% 78.6%
3⽉ 54.9% 87.0%

要請回数 出動回数 未出動回数
(未出動のうち
天候不良)
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出動率 全要請に対する天候不良率

参考3



出動率 全要請に対する天候不良率
令和4年 4⽉ 46 37 117 85 72.6% 80.4% 9 3 16 13.7%

5⽉ 37 27 73.0% 10 3
6⽉ 40 29 143 104 72.7% 72.5% 11 2 5 3.5%
7⽉ 56 37 66.1% 19 1
8⽉ 47 38 80.9% 9 2
9⽉ 44 30 129 85 65.9% 68.2% 14 2 23 17.8%
10⽉ 37 27 73.0% 10 7
11⽉ 48 28 58.3% 20 14
12⽉ 34 14 108 55 50.9% 41.2% 20 16 38 35.2%

令和5年 1⽉ 44 25 56.8% 19 11
2⽉ 30 16 53.3% 14 11
3⽉ 34 21 61.8% 13 10
合計 497 329 66.2% 168 82

出動率 全要請に対する天候不良率
4⽉ 80.4% 33.3%
5⽉ 73.0% 30.0%
6⽉ 72.5% 18.2%
7⽉ 66.1% 5.3%
8⽉ 80.9% 22.2%
9⽉ 68.2% 14.3%
10⽉ 73.0% 70.0%
11⽉ 58.3% 70.0%
12⽉ 41.2% 80.0%
1⽉ 56.8% 57.9%
2⽉ 53.3% 78.6%
3⽉ 61.8% 76.9%

要請回数 出動回数 未出動回数
(未出動のうち
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出動率 全要請に対する天候不良率

参考４



出動率 全要請に対する天候不良率
令和4年 4⽉ 40 24 93 57 61.3% 60.0% 16 4 17 18.3%

5⽉ 30 16 53.3% 14 9
6⽉ 40 23 97 52 53.6% 57.5% 17 12 33 34.0%
7⽉ 33 12 36.4% 21 17
8⽉ 24 17 70.8% 7 4
9⽉ 24 15 87 54 62.1% 62.5% 9 3 17 19.5%
10⽉ 34 23 67.6% 11 6
11⽉ 29 16 55.2% 13 8
12⽉ 27 15 80 49 61.3% 55.6% 12 5 17 21.3%

令和5年 1⽉ 34 21 61.8% 13 7
2⽉ 19 13 68.4% 6 5
3⽉ 23 17 73.9% 6 4
合計 357 212 59.4% 145 84

出動率 全要請に対する天候不良率
4⽉ 60.0% 25.0%
5⽉ 53.3% 64.3%
6⽉ 57.5% 70.6%
7⽉ 36.4% 81.0%
8⽉ 70.8% 57.1%
9⽉ 62.5% 33.3%
10⽉ 67.6% 54.5%
11⽉ 55.2% 61.5%
12⽉ 55.6% 41.7%
1⽉ 61.8% 53.8%
2⽉ 68.4% 83.3%
3⽉ 73.9% 66.7%

要請回数 出動回数 未出動回数
(未出動のうち
天候不良)
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出動率 全要請に対する天候不良率

参考５



出動率 全要請に対する天候不良率
令和4年 4⽉ 47 45 149 134 89.9% 95.7% 2 0 5 3.4%

5⽉ 50 43 86.0% 7 2
6⽉ 50 37 159 115 72.3% 74.0% 13 6 18 11.3%
7⽉ 52 38 73.1% 14 6
8⽉ 57 40 70.2% 17 6
9⽉ 55 45 158 129 81.6% 81.8% 10 1 8 5.1%
10⽉ 59 50 84.7% 9 2
11⽉ 44 34 77.3% 10 5
12⽉ 49 26 142 84 59.2% 53.1% 23 16 33 23.2%

令和5年 1⽉ 51 33 64.7% 18 6
2⽉ 42 25 59.5% 17 11
3⽉ 52 46 88.5% 6 3
合計 608 462 76.0% 146 64

出動率 全要請に対する天候不良率
4⽉ 95.7% 0.0%
5⽉ 86.0% 28.6%
6⽉ 74.0% 46.2%
7⽉ 73.1% 42.9%
8⽉ 70.2% 35.3%
9⽉ 81.8% 10.0%
10⽉ 84.7% 22.2%
11⽉ 77.3% 50.0%
12⽉ 53.1% 69.6%
1⽉ 64.7% 33.3%
2⽉ 59.5% 64.7%
3⽉ 88.5% 50.0%

要請回数 出動回数 未出動回数
(未出動のうち
天候不良)
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参考６



北海道DMATブロック訓練
釧路 2023

検証課題抽出資料

参考７



令和４年度北海道DMATブロック訓練 訓練概要

• 目的：大規模な被害が想定される千島海溝沿いでの地震災害急性期を想定し、
DMATの役割、域内医療機関、行政や民間との連携の確認、拡張施設設置の可能
性の検討等を行い、可能な限り多くの負傷者を救護できる体制を構築する。

• 日時：令和5年3月18日（土）09:00-17:00 / 3月19日（日） 09:30-12:00

• 会場：釧路地域、道内４空港（丘珠駐屯地、函館空港、稚内空港、中標津空港）

• 参加機関等、人数、模擬患者数、コントローラー人数：

• 参加ＤＭＡＴ指定医療機関数：26機関、参加ＤＭＡＴ隊員数：129人

• 訓練プレイヤー（DMAT）チーム数: 29隊、訓練コントローラー（DMAT）数: 28人

• 参加関係機関：北海道開発局（2名）、釧路保健所（3名）、釧路市消防本部（１
名）、釧路市防災センター（２名）、コア大空（釧路東部地区コミュニティセンター）
（１名）、釧路労災看護専門学校（１３名）、札幌医科大学（１２名）、釧路空港（多
数）、北海道防災航空室 （数名）、丘珠駐屯地（多数）、函館空港（多数）、稚内
空港（多数）、中標津空港（多数）



訓練想定：

• 3月17日 午前1時，千島海溝沿いを震源とするM9.3の地震が発生。

• 厚岸町で震度7、釧路市や根室市で震度6強。

• 同日午前1時30分に太平洋沿岸部で最大30m近い津波が発生。釧路市内は地震による

建物の倒壊，火災，津波による甚大な被害。

実施項目：

• ＤＭＡＴ都道府県調整本部または都道府県保健医療調整本部

• ＤＭＡＴ活動拠点本部

• ＤＭＡＴ本部及びＤＭＡＴによる医療機関の調査、被害状況の把握

• ＥＭＩＳによる医療機関の被害状況の共有

• 医療機関への必要な支援活動の実施

• 衛星電話・無線等の通信手段活用

• ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所

• ＤＭＡＴ域外拠点本部

• ＤＭＡＴ参集拠点本部



釧路での津波の被害

昨年公表された被災想定に基づく
ハザードマップはまだない



二次救急指定 輪番 浸水深（m） 十勝沖の地震 根室・釧路沖の地震 三陸沖北部の地震

釧路市

釧路北病院 - 6強 6弱 5強

釧路孝仁会記念病院 ○ ● 0.1～0.35 6強 6弱 5強

釧路三慈会病院 ○ ● - 6強 5強 5弱

釧路谷藤病院 4.02～4.86 6強 6弱 5強

釧路第一病院 2.54～4.08 6弱 5強 5弱

釧路中央病院 4.77～5.89 6弱 5強 5弱

釧路優心病院 6.35～6.54 6強 6弱 5強

釧路労災病院 ○ ● 2.46～3.06 6強 6弱 5強

清水桜が丘病院 - 6弱 5強 5弱

白樺台病院 - 6弱 5強 5弱

市立釧路総合病院 ○ ● - 6弱 5強 5弱

釧央脳神経外科病院 1.55～2.42 6強 6弱 5強

総合病院 釧路赤十字病院 ○ ● 2.45～3.23 6弱 5強 5弱

太平洋記念 みなみ病院 - 6弱 5強 5弱

道東勤医協釧路協立病院 ○ ● 2.65～3.39 6弱 6弱 5強

東北海道病院 ○ 4.73～5.17 6弱 5強 5弱

星が浦病院 ○ 3.62～4.18 6強 6弱 5強

厚岸町 町立厚岸病院 ○ 0.12～1.55 6弱 6弱 5弱

鶴居村 つるい養生邑病院 - 6弱 5強 5弱

標茶町 標茶町立病院 ○ - 6弱 5強 5弱

弟子屈町
摩周厚生病院 ○ - 5強 5強 5弱

川湯の森病院 - 5弱 5弱 4以下

釧路管内の被害想定に基づく医療機関の被害



訓練サイト別 課題抽出（１）

＜参集拠点＞

○非常に現実的な想定。内陸の丹頂鶴公園に１度参集し、情報収集して市立病院に向かう。特に大き

な問題はなかった。

→ 釧路管内への陸路投入の場合、浸水が引くタイミングが読めないことから1-2日間、参集拠点にいる

ことも考えうるが、その場合の車両燃料、隊員用の食料等どうするか。

→積雪による道路状況不良の場合に道外チームは運転してアクセス可能か

＜活動拠点本部＞

○釧路で津波の被害が起きた場合、本部活動のほか救護所活動、搬送支援、避難所スクリーニング等

を行うため、DMATは少なくとも150隊必要と試算。

○本部活動に不慣れなため、段取り等ほとんどDMAT事務局の皆さんに教えてもらった。今後自分たち

でどのように対応していくか、改めて検討する必要がある。

→外部支援が浸水の影響で遅れる場合は院内DMAT等で本部運営を一定期間実施することが余儀な

くされる可能性が高いことから本部活動の強化が重要か

＜病院スクリーニング＞

○スクリーニングは滞りなく行い、衛星電話の通話やEMISの入力も問題なかった。

○電気・水道が止まった状況で透析継続できるのか、透析患者の搬送どうするのか課題。

○移動距離が長く時間がかかった。実災害では避難する方の車両等で道路が混雑し、もっと時間がか

かると思う。

→地震・浸水による道路交通混雑、病院間距離が長いことにより1日あたりに対応可能な医療機関数は

さらに限定される

○ 訓練で出された検討課題
ー 北海道・釧路地域特有の事項
ー 寒冷地特有の事項



訓練サイト別 課題抽出（２）

＜病院スクリーニング（続き）＞

○最初は、スクリーニングに派遣した隊は出しっ放しだった。本部で出した隊のモニタリングが重要。

○EMISに緊急時入力をした後、修正しようとしたが一度入力すると未入力に戻せない。

＜市立病院の支援＞

○市立病院でも患者対応できると思い当初、できる人はやろうと考えた。その後、難しい・できないという

判断に変わったが、院外に出すことも困難になった。早めに出さないとまずいことを実感。

→2つの救急病院以外は全て浸水する想定であることから、市立病院に患者が集中する一方で、近隣

医療機関への陸路搬送も難しい可能性が高い

○活動拠点本部が設置された場合、院内DMATがそちらに取られる。

→外部支援が浸水の影響で遅れ、院内DMATが活動拠点本部と院内本部の双方を運営することが余

儀なくされる可能性が高い

＜病院避難＞

○周産期の患者の支援方法が全くわからなかった。周産期医療関係者の隊員が必要。

○病院の本部と活動拠点本部との役割分担がイメージできてなかった。病院の本部は内部のこと、活動

拠点本部は各拠点との連絡調整を行うことを改めて認識。

○避難経路等の患者移送を病院スタッフと情報共有すれば、もっとスムーズに運営できた。

→実際には浸水により外部支援が入れない、患者は搬出できない、ライフラインの支援が困難である可

能性が極めて高く、その場合にどうするのか。どのように備えるかの準備が必要。

○ 訓練で出された検討課題
ー 北海道・釧路地域特有の事項
ー 寒冷地特有の事項



訓練サイト別 課題抽出（３）

＜避難所＞

○１日２～３箇所回るのが限界。５箇所行くことは道路事情や避難者数から無理。

→地震・浸水による道路交通混雑、避難所間距離が長いことにより1日あたりに対応可能な避難所数は

他地域と比較してもさらに限定される

○避難所日報が各地域で違うことがわかった。

○JSPEEDについては、入力は簡単だが避難所の名前を本部が設定する必要がある。半角と全角の違

いで別の避難所になってしまい、そこが非常にネック。

＜釧路ＳＣＵ＞

○空港の消防車庫に開設したが寒い。低体温の方も来ることから現実的には困難。• 気温（外気温2度 倉庫内10～11度）• 持参した生食は6度まで冷えていた• 消防倉庫では冬は無理（火気厳禁）• 患者もスタッフも危険• 今回より温度を上げることは可能。灯油を利用するため、資源の枯渇に注意が必要

→3月中旬でも運営困難であることから、12月ー2月の発災の場合は寒冷対策なくしてSCU設置不可

○搬送で出動すると診療や運営に支障が出る。もう少し人数が必要。

○調整本部のすぐ下にSCU本部がある場合と、今回のように活動拠点本部の下にSCUが立つ場合とで

運用の仕方が変わると思う。今回活動拠点本部が間に入ったため、話がややこしくなってしまった。

○今回は現場からも患者が搬送されることを想定した。その点ではキャパありSCUとしての運営だった。

→広範囲が浸水する場合に釧路空港の限定された資機材でキャパありSCUの運用が可能か

○釧路空港がいいか、駐屯地がいいか。ヘリの拠点にもなっている空港をどのように使うか検討必要。

○ 訓練で出された検討課題
ー 北海道・釧路地域特有の事項
ー 寒冷地特有の事項



令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

 

分担研究報告書 

「災害時おける地域包括ケアに関する研究 災害時死亡と地域包括ケアシステム」 

 

研究分担者 小早川 義貴（国立病院機構本部ＤＭＡＴ事務局 災害医療専門職） 

 

研究要旨 

 現在、高齢者等の避難行動要支援者名簿の整理や個別避難計画作成の市町村努力義務が災害対策基本法

の改正で進められている。この背景には避難しない・できないことによる災害時死亡の存在があるが、そ

の数については明らかでない。今回、２０１７年以降の災害で災害死亡における避難しない・できないこ

とによる災害時死亡を推計しようと試みたが情報の不足から推計が困難であった。先行研究によれば１９

９年以降の風水害に限っては犠牲者のうち約４７％が屋内遭難とされ、避難しない・できない災害時死亡

である可能性が示唆された。避難行動による犠牲者の発生も想定され、避難行動要支援者名簿の整理や個

別避難計画作成を推進する一方で、避難行動の安全管理についても言及する必要性がある。避難しない・

できないことによる災害時死亡の発生予防にどの程度地域包括ケアシステムが関与しているかについても

不詳であり、今後精査が必要である。この背景には危機管理・防災系と保健医療福祉系の連携不足が考え

られる。また災害時死亡に関する統計が不十分であり、災害時の医学的な死因とその予防に関する知見が

集積できない状況にあり改善が必要と考えられた。 

 

A. 研究目的 

高齢者等の災害時死亡が高い理由のひとつとし

て、避難行動の難しさが挙げられる。そのため、災

害対策基本法の改定により避難行動要支援者名簿

の整備や、個別避難計画策定の努力義務化などさ

まざまな方策がとられてきた。しかしこれまでの

災害で実際に避難をしないことで死亡した住民が

どの程度いたかは明らかではない。地域包括ケア

システムが避難行動要配慮者の避難と死亡回避に

どう寄与できるかを検討するため、本年度は近年

の災害において「避難しない・できないことによる

死亡」数を推計したいと考えた。 

 

B. 研究方法 

「避難しない・できないことによる災害時死亡数」

の公的な統計はなく推計する必要がある。 

２０１９年台風１９号で被災した福島県では、死

者40名のうち、自宅内もしくは敷地内で発見され

た死者の数はすべて６５歳以上で１４名であった

（図 福島県発表「令和元年台風第１９号等によ

る被害状況即報第１１５報」１）をもとに作成）。こ

の１４名については発見場所が自宅内もしくは敷

地内であったことから、「避難しない・できないこ

とによる死亡」であった可能性がある。ただし、自

宅内もしくは敷地内で発見されたとしても、自宅

内でいわゆる垂直避難をして被災し死亡したケー

スが含まれる可能性や、近隣に様子を見に行き死

亡し、敷地内へ水流で運ばれたケース、自宅内で被

災したが水流で敷地外に運ばれたケースなども想

定されることから、あくまで推計であることに注

意を要し、同時に推計はあくまで「水平避難（立退

避難）をしない・できないことによる災害時死亡」

であることに注意を要する。 

本研究では2016年熊本地震以降、死者が発生した

主要な自然災害を対象とすることとし、都道府県

や国、市町村の発表した本部資料等入手可能な情

報のうち、自宅内もしくは敷地内で発見された死

者数を、「避難しない・できないことによる災害時

死亡」として推計することとした。具体的には内閣

府防災の災害発表から死者数の概要を把握し、そ

の後、被災都道府県の本部資料等、インターネット

で入手できる範囲の検索を行った。 

 また先行研究として牛山が「風水害時の避難に

伴う犠牲者について」として、１９９９年から２０

２０年の風水害８８事例の犠牲者１４６５人につ

いて評価している２）。これによれば犠牲者１４６

５名のうち、遭難状況の情報が得られ避難行動が

あったと推定されるもの（避難行動あったもの）が

１３２名（９％）、避難行動ありに分類されず遭難

状況の情報が得られたもの（そのほか）が１２８３

名（88%）、不明５０名（３％）であったという。

この研究は避難行動ありの犠牲者に注目し分類し

たものであるが、「そのほか」１２８３名の中に「屋

内遭難」６９４名（４７％）が含まれ、これが本研

究で把握したい数である可能性がある。牛山らの

研究は彼らがさまざまな検索や現地調査により構

築した「高精度位置情報風水害人的被害データベ

ース」に基づく。 

 

C. 研究成果 

 ２０１６年熊本地震以降の災害で主要な１２災

害の災害種別は豪雨７、地震４、台風１であった。 

災害関連死も含めた死者数は５８０名であり、そ

のうち７つの豪雨災害による死者は３８８名であ



った（表）。 

台風１９号福島県発表資料以外の資料で、自宅内

もしくは敷地内での死亡と推定できる情報を得る

ことは他の災害、地域ではできず「避難しない・で

きないことによる死亡」数、は台風１９号の福島県

に限っての１４名と推定するにとどまった。 

  

D. 考察 

避難しない・できないことによる災害時死亡 

 ２０１９年９月台風１９号災害では、分担研究

者が住む福島県において被災都道府県の中で最も

多くの死者を出し、東日本大震災以降、災害医療体

制を整備してきた中にあっては衝撃的な出来事で

あった。死者４０名のうち、関連死は８名であり、

３２名が直接死と考えられる。東日本大震災およ

び東京電力福島第１原子力発電所事故のように多

くの住民が長期間にわたって避難を行う形態では

ないことから、関連死数もこの数に収まった可能

性がある。一方、この死者数の中で、注視したのは

自宅または敷地内の死者数が１４名いるというこ

とであり、溺死等の直接死災のインパクトは大き

いこと、そして風水害等では地震などの突発災害

と異なりある程度危険の予測ができることから避

難行動がその死亡発生に大きく影響することはこ

れまでの指摘の通りである。 

そのため、同様に他の災害でも自宅または敷地

内での死亡がどの程度あるか、内閣府防災や各自

治体のホームページから、福島県と同様の情報を

収集したが、他ではほぼ入手できず本研究では台

風１９号福島県以外の情報を得ることができなか

った。 

福島県１４名のうち、６名がいわき市で発生し

ており、時に被害が大きかった平地区を牛山らは

現地調査をしている３）（、2021）。 この地区では

７名の死者が出ているが1名は河川敷でいた発見

されており、上記６名には計上していない。現地調

査で牛山らは①いずれの家屋も外観上大きな損壊

はみられなかったこと②１箇所以外はいずれも平

屋であったこと ③浸水深は基礎部分から約１．

５〜２．５m程度で、１階天井近くまで浸水したこ

と ④ 被災者は７９歳〜１００歳の後期高齢者

でありうち４名は明らかに歩行困難だったと考え

られたこと、を指摘している。その上で「平家の後

期高齢者といった脆弱性の高い対象で被害が生じ

た可能性」を指摘している。 

いわき市では陣内な被害が生じたことから「い

わき市台風１９号における災害対応検証委員会」

を設置、令和２年８月に最終報告書４）をまとめた。 

情報伝達については、多様な伝達手段を用いて情

報伝達を図ったものの、エリアメールなどの文字

制限から流域名などを利用し。字名などの具体的

な地域名が掲載できかったこと、高齢者等への災

害情報伝達方法のあり方などが検討された。当時

は現在の避難警戒レベルと異なるが、１０月１２

日午前１０時に避難準備・高齢者等避難開始発令

（当時の警戒レベル３）があり、同日２１時４２分

に避難指示（緊急）発令：夏井川（当時の警戒レベ

ル４）となり。２、３時２０分には警戒レベル５と

なった。この報告書の中では特に死者の特性等に

ついての検討はない。 

前述した先行研究・牛山の犠牲者１４６５名のう

ち、遭難状況の情報が得られ避難行動があったと

推定されるもの（避難行動あったもの）が１３２名

（９％）、避難行動ありに分類されず遭難状況の情

報が得られたもの（そのほか）が１２８３名（８

８%）、不明５０名（３％）であったという。この

研究は避難行動ありの犠牲者に注目し分類したも

のであるが、「そのほか」１２８３名の中に「屋内

遭難」６９４名（４７％）が含まれている。これら

の中には a) 実際には、垂直避難等何らかの避難

行動はとっていた b) 避難行動を取る意思があ

ったが、地震や家族の健康状態など何らかの阻害

要因があった c) 避難行動をとる必要性を認識

していなかった d) 避難行動をとる意思がなか

った、などにさらに分類できるとしているが、客観

的情報を得ることが難しく「屋内遭難」としてまと

めざるを得ないとしている。 

 分担研究者の考える「避難しない・できないこ

とによる災害時死亡」は、牛山らの屋内遭難と同義

であると考えられる。 

  

災害時死亡と地域包括ケアシステム 

台風１９号の福島県１４名において、地域包括ケ

アシステムがどのように関わったのか、具体的に

は行政発表情報や検討会報告書からは得ることは

できなかった。いわき市台風１９号災害における

災害対応検証委員会報告書でも同様であった。こ

れは検証対象が主として発災直前から発災後の初

動対応期における災害対応としていることもある

が、委員も防災、心理、気象、地域などの専門家や

住民であり、医療保健福祉の専門家はいないと思

われ、その点も影響しているかもしれない。 

災害医療の文脈では、災害時の死亡を撲滅するこ

とが目的のひとつであり、避難をしない・できない

ことによる災害時の死亡もその対象のひとつであ

る。これまで、災害時死亡＝直接死＋間接死（関連

死とすると災害弔慰金支払い認定に関わり社会的

因子が大きくなるため）であると整理してきたが、

避難しない・できないことによる死亡は、水害の場

合は特に浸水等に巻き込まれ溺水により死亡する

可能性が高いことから、主に直接死に分類される

可能性が高いと考えられる。また地震等の突発災

害においては、発災により家屋の倒壊等の状況で、

避難を行うかどうかが判断されるため、避難を要

する場合には八歳直後に生存していることが前提

となるから、主に避難行動の有無は主として間接



死の発生に影響すると考えられる。災害の種別に

より、避難行動の有無は直接死および間接死の増

減に影響する。 

 一般に直接死を減らすためには、災害を引き起

こすハザードからの防御が有効であり、建物の耐

震化や家財の固定、ハザードマップの浸水エリア

外に住む・避難するなどの方策が有効であろう。間

接死に関しては、避難生活に伴うADL低下や原疾

患の治療継続困難がその原因となるから、避難環

境整備や避難生活をいかに良好に維持するかとい

う点が重要となる。 

 地域包括ケアシステムを医療・介護・住まい・

介護予防・生活支援・認知症総合支援・地域包括

支援センターの体制・住民参画・自治体の推進体

制などの評価指標がある５）。これらの観点から直

接死を減らそうと思えば、「住まい」という観点

では、介護保険によって要介護者の住宅改修費の

支給はあるが、災害に強い住宅への改修費の支給

は現行制度ではない。住宅躯体の耐震化は費用が

かかるが、家具の固定のための改修やガラス飛散

防止のための措置など比較的廉価である。また間

接死を防ぐという観点では、原疾患の治療継続の

ために常用薬を常に余分に処方してもらうこと

や、避難先でも治療やリハビリ等を継続できるこ

となどが重要であろう。高齢者等の避難について

は、地域包括支援センターの体制、住民参画、自

治体の推進体制などの中で整備される必要があ

る。 

個別避難計画策定の努力義務や避難行動要支援

者名簿作成の背景には、災害時の避難しない・でき

ないことによる高齢者等の死亡が背景にあり、そ

れを防ぐため災害対策基本法改正によって進めら

れてきた。牛山の指摘で注意しなくてはならない

ことは、避難することで死亡する事例もあるとい

うことである２）。前述の犠牲者１４６５人のうち、

避難行動ありの１３２人は避難中に８４名（６７

＆）、避難先で２４名（１９％）、 避難後移動で

１７名（１４％）が被災し死亡している。また避難

行動あった１３２名のうち、自宅等避難元の建物

被害が事後の調査でなかったのは６９件あり、こ

れらは避難しなければ死亡しなかった可能性があ

る。ただし、それらの住居は土砂災害警戒区域・土

砂災害危険箇所東または浸水想定区域等の立地や、

指定がなくとも洪水の可能性のある低地であるた

め、結果的に住居の被災はしなかったとしても避

難をしないほうが安全であったとはいえないとし

ている。 

現在、避難行動要支援者名簿の作成義務化と個別

避難計画策定の努力義務となり、高齢者等が避難

すること、特に立ち退き避難をすることに大きな

ベクトルが向いているが、一方で避難行動の安全

管理も重要な課題であることを認識する必要があ

り、計画を策定するだけでは不十分である。 

 

災害死の統計に関わる課題 

今回、避難しない・したことによる死亡を集計しよ

うとしたが、自治体により公表データのばらつき

があり、一元的に情報を収集することが困難であ

った。 

一般の死亡統計は市町村が把握する。災害時も同

様である。ただ、市町村本部や都道府県調整本部で

は消防、警察との連携の中で災害による死亡数が

集計される。急性期のこの時期に集まる情報はほ

ぼ直接死である。災害関連死の定義については、平

成３１年に内閣府が災害関連死を定義した。これ

によれば、災害関連死とは、「当該災害による負傷

の悪化又は避難生活等における身体的負担による

疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法

律(昭和 48 年法律第 82 号)に基づき災害が原因

で死亡したものと認められたもの(実際には災害弔

慰金が支給されていないものも含めるが、当該災害

が原因で所在が不明なものは除く。) 」とある。一

方でこれまで一般に関連死というイメージは、「避

難生活の中で元疾患の悪化や生活不活発病の発症

で死亡した」というものである。直接死が災害を引

き起こしたハザードそのものによる死亡とすれば、

平成３１年の定義では、「当該災害による負傷の悪

化」とあるから、この定義であると直接死も含まれ

る可能性がある。関連死認定はその背景に生活再建

のための災害弔慰金の支給があるため、直接死が関

連死に含まれても被災家族からすれば弔慰金が支

給され生活再建のプラスになれば、その目的は達し

ている。その一方で、災害による死亡の医学的な死

因判断に混乱をきたす。災害弔慰金審査会において

も、家族の申請書と死亡診断書（死体検案書）を元

に判断をしていくが、国では内閣府から認定・不認

定例の事例集の提供などもあり参考になるが、とて

も困難な作業である。 

 米国CDCはアウトカムを分類するプロトコール

を作成することを試みてきた。具体的には直接死と

してDirectly-related disaster deathという用語が

用いられ、間接死としてIndirectly- related  disa

ster deathという用語が用いられている。災害関連

の死亡統計は災害死を減らすためには重要であり、

判断のためのフローチャートや研修も用意されて

いる６）。 

 本法では前述のように災害関連死については定

義が示されたものの、直接死も入りうる概念であり、

かつ災害弔慰金支給を背景とした概念であること

から真に医学的な死因同定のプロセスではなく、災

害時死亡の統計について今後も改善が必要と考え

られた。 

 

E. 結論 

・２０１８年以降の災害において「避難しない・で



きないことによる死亡」を推計しようとしたが、台

風１９号の福島県における１４名以外には推計が

難しかった。 

・風水害に関しては先行研究で犠牲者１４６５名

のうち、６９４名が「避難しない・できないことに

よる死亡」である可能性が示唆された。 

・避難行動を行う場合には安全管理が重要であり、

現時点でこの視点が欠如している可能性がある。 

・避難しない・できないことによる死亡について、

地域包括ケアシステムがどの程度関与できたかは

福島県いわき市の事例でも不明であった。防災・危

機管理系と医療保健福祉系の乖離が検証レベルで 

もある可能性がある。 

・災害時死亡の統計整備が必要である。 

・災害時死者の追跡は個人情報保護の観点からも

難しい。次年度以降、台風１９号災害で避難できな

かった高齢者が発生したと考えられる地域で、そ

の後、どのような地域包括ケアシステムが構築さ

れ、災害時死亡を防ぐために地域包括ケアシステ

ムがどう機能できるか精査予定である。 

 

G. 研究発表 

１．論文発表 なし 

２．学会発表 なし 
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令和四年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 
「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

分担研究報告書 
 

「周産期・小児医療提供体制に関する研究」 

 

研究分担者  海野 信也（北里大学 名誉教授） 

 

 

研究要旨 

・災害時の小児・周産期領域の地域連携 BCPを策定する上での課題についての検討を行

った。次年度以降、小児・周産期領域の地域連携 BCP策定のためのマニュアル作成を進

める。 

・災害時小児周産期リエゾン養成研修の開催支援活動を行い、その結果についての総括

をおこなった。次年度以降、研修の充実のための支援活動を継続する。 

・災害時小児周産期リエゾン技能維持研修のモデル開催に参画し、その評価を行った。

2023年度に開始される技能維持研修の支援を行う。 

・内閣府訓練時の大規模災害情報システム（PEACE）の活用状況を検討し、システムの課

題、システム運用上の課題を整理した。次年度以降、より有効に機能できるようにする

ための方策の検討を進める。 

 

研究協力者 

1. 井田孔明：帝京大学溝口病院小児科・

教授 

2. 伊藤友弥：あいち小児保健医療総合セ

ンター 救急科 医長 

3. 伊藤隆一：日本小児科医会・会長 

4. 今井一徳：名古屋市立大学病院・救急

科 

5. 祝原賢幸：大阪母子医療センター新生

児科・医長 

6. 大木茂：聖隷福祉事業団 在宅・福祉

サービス事業部聖隷こども家庭総合

支援センター・センター長 

7. 清水直樹：聖マリアンナ医科大学小

児科・教授 

8. 菅原準一：東北大学大学院医学系研究

科・教授 

9. 鈴木真：国保旭中央病院・参与 

10. 芹沢麻里子：浜松医療センター周産

期・メディカルバースセンターセンタ

ー長 

11. 津田尚武：久留米大学医学部産科婦人

科学・准教授 

12. 德久 琢也：鹿児島市立病院新生児内

科・部長 

13. 中井章人：日本医科大学多摩永山病

院・院長 

14. 西ヶ谷順子：東京共済病院・婦人科・

医長 

15. 服部響子：北里大学医学部産婦人科 

16. 平川英司：鹿児島市立病院新生児科医

長 

17. 藤井祐子：全国保育園保健師看護師連

絡会 

18. 牧 尉太：岡山大学医学部産科婦人科

学 

19. 宮川 祐三子：大阪母子医療センター

看護部長 

20. 岬美穂：国立病院機構 DMAT事務局 

21. 吉田穂波：神奈川県立保健福祉大学・

教授 

22. 米倉竹夫：奈良県総合医療センター小

児外科・部長 

23. 和田和子：大阪母子医療センター・新

生児科主任部長 

24. 和田雅樹：新潟県福祉保健部・参事 



 

25. 渡邊理史：高知県・高知市病院企業団

立高知医療センター産科・医長 

 

Ａ．研究目的 

広域的な連携体制、医療資源の供給体

制、医療資源を適切に配分調整するロジス

ティクスに関しては、各保健医療施設、各

保健医療活動チームの個々の対応だけでは

限界があり、被災地域全体としての連携調

整が必要である。 

医療提供においても、単独の医療機関が

行うだけでなく、面的に地域の医療機関が

連携する必要がある。そのためには、地域

における被害想定を考慮した地域連携ＢＣ

Ｐの作成が重要である。 

本研究は、これまで構築してきた災害医

療体制を基礎として、いかに多機関・多組

織・多職種が連携すれば、医療資源を最大

限に活用できるのかを提言することを目的

としており、その中で本分担研究では、特

に小児領域、周産期領域の地域連携 BCPに

ついての検討を、行う。 

具体的な主なテーマは、小児領域及び産

科・周産期領域の地域連携 BCPにおける諸

課題の検討、連携調整を担う災害時小児周

産期リエゾン（リエゾン）の養成・技能維

持・活動支援ツールに関する研究である。 

Ｂ．研究方法 

 日本小児科学会災害対策委員会、日本産

科婦人科学会災害対策・復興委員会、日本

周産期新生児医学会災害対策委員会、日本

災害医学会小児周産期委員会と連携して、

4グループに分かれて平行的に研究を進め

る（各研究協力者の担当 Groupを表に示

す。） 

・Group A：小児領域の地域連携 BCPにお

ける諸課題の検討 

・Group B: 産科・周産期領域の地域連携

BCPにおける諸課題の検討 

・Group C: 災害時小児周産期リエゾンの

養成・技能維持・活動支援ツールに関する

研究 

・Group D: 災害時の産科・周産期領域及

び小児領域の情報システムの活用方法に関

する研究 

 



 

Ｃ．研究成果 

・Group A：本 Group では、3年間の研究期

間に、「都道府県の小児領域の地域連携 BCP

策定マニュアル」及び「災害時の在宅医療

ケア児等への対応に関する提言」を成果物

としてとりまとめる方針で研究を進めた。 

 2022年度は、都道府県が公開している第

７次医療計画をレビューし、５事業に含ま

れる「災害医療」、「小児医療（小児救急を

含む）」、「周産期医療」の計画のなかで、

どのように災害医療と小児医療が扱われて

いるかを抽出した。その上で、特色のある

記載を提示しつつ、地域連携 BCPを構築す

る際に課題となる事項を列挙した。災害時

小児領域の施設間連携については都道府県

ごとに検討状況に大きな差があることが明

らかになった（別紙 1）。小児医療における

地域連携 BCPを策定するためには、災害時

小児周産期リエゾンの十分な数の養成と委

嘱、地域の実情に応じた災害時小児医療圏

の想定、個々の小児医療機関の災害時にお

ける役割付与、等が行われる必要があると

考えられた。 

 

・Group B:本 Group では、3年間の研究期

間に、「都道府県の産科・周産期領域の地

域連携 BCP策定マニュアル」と「周産期母

子医療センターにおける災害対策のあり方

に関する提言」を成果物としてとりまとめ

る方針で研究を進めた。 

 2022年度は、都道府県の産科・周産期領

域の地域連携 BCP 策定マニュアル（第 1

版）として、高知県を対象とした災害時の

産科領域の医療需要に関する先行研究につ

いて検討を行い、マニュアル案を作成し

た。（別紙 2） 

 

・Group C: 本 Group では、3年間の研究期

間に、「持続可能な災害時小児周産期リエ

ゾン養成・技能維持体制の構築」「災害時

小児周産期リエゾンの活動におけるロジス

ティック機能確保策に関する提言」「小児

周産期領域の災害情報システムの改善策の

提言」「災害時小児周産期リエゾン活動マ

ニュアルの改定」を成果物としてとりまと

める方針で研究を進めた。 

2022年度は以下の活動をおこなった。 

① 厚生労働省主催災害時小児周産期リエ

ゾン養成の開催支援と評価（別紙 3） 

② 災害時小児周産期リエゾン技能維持研

修のモデル開催と評価（別紙 3） 

 

・Group D：本 Groupでは、3年間の研究期

間に、「産科・周産期領域の災害情報システ

ムの活用マニュアルの作成」「小児領域にお

ける災害情報システム活用マニュアルの作

成」を成果物としてとりまとめる方針で研

究を進めた。 

 2022年度は、次年度以降に予定されてい

る日本産科婦人科学会大規模災害対策情報

システム（PEACE）の改修に可能な範囲で

反映させる目的で、2022年度内閣府大規模

地震時医療活動訓練での実際の PEACE運用

を踏まえ、現状課題の抽出を行った。 (別

紙 4) 

 

Ｄ．考察 

・小児・周産期領域の地域連携 BCPについ

て：今年度は、小児・周産期領域の地域連

携 BCPの策定に向けて、課題の整理を行っ

た。 

小児・周産期領域は、大規模災害発生時

にも平時の医療需要の抑制が難しいという

共通の特性を有していることが広く知られ

ている。自然陣痛の発来は抑制できないの

で、災害時にも一定数の分娩への対応が必

要になる。予定されていた帝王切開を延期

できる時間的余裕は、他の領域の予定手術

と比べて非常に限定されている。小児の急

性疾患、特に感染症の発症を抑制すること

は難しく、避難所生活が必要な場合には、

むしろ増加することを想定する必要があ

る。また在宅の医療的ケア児に対するケア

の継続は必要不可欠である。こうした医療

需要の多くについては、被災地内で対応可

能な体制を整備する必要があり、平時より



 

そのための準備を行っておくことが求めら

れる。その意味で地域連携 BCPの策定は、

小児・周産期領域において特に必要性が高

いと考えられる。 

周産期領域については、平時からハイリ

スク症例、緊急症例への医療提供が可能な

施設は限定されており、発災時にはその中

で、地域で機能維持されている施設に投入

可能な医療資源を集中して必要な医療提供

体制を確保する、というのが基本戦略とな

る。地域の妊産婦数及び対応が必要な医療

需要は想定可能である。このため、地域連

携 BCPの策定にあたって比較的具体的なイ

メージを描きやすい。そのような背景もあ

り、今年度、マニュアルのモデルとして、

先行的に検討が進んでいる高知県のマニュ

アルを示すことができた（別紙 2）。地域連

携 BCPは各地域の特性に即して作成される

必要があり、次年度以降は、より普遍的な

モデルを提示できるように検討を進めてい

く。 

小児領域の地域連携 BCPの策定に際して

は、周産期領域とは異なり、必要な医療提

供の多重的な多様性が大きな課題となる。

まず、対象者が急性疾患に罹患した児から

在宅の医療ケア児までと多様である。ま

た、対応すべき環境が、避難所、福祉避難

所、在宅と多様である。必要な医療の内容

も多様であり専門性の高い医療提供も必要

になる。このような多様性に対応する必要

があることを十分に理解した上できめ細か

い対応が求められることになるが、地域に

予め存在する医療資源は、特に専門性の高

い分野の人的資源が限定されていることが

多い。災害時の医療機能へのダメージの及

び方によっては、こうした弱点が露呈して

地域連携体制が機能不全となる状況も想定

する必要があり、その場合は被災地外から

の専門家の緊急的な投入が必要になる可能

性もある。小児領域の地域連携 BCPの策定

にあたっては、このような様々な課題を考

慮した上で、その地域において優先的に整

備すべきことを抽出する作業も必要になる

と考えられる。本分担研究では Group A

で、さらに検討を進めていく。 

・災害時小児周産期リエゾンの養成と技能

維持、リエゾン活動支援ツールの開発につ

いて：厚生労働省の災害時小児周産期リエ

ゾン養成研修は 2016 年度に開始され、7年

件で医師 1099名を含む 1303名が修了して

いる。都道府県にはそれぞれ 20名以上の

研修修了者が存在する状況になった。都道

府県から任命されたリエゾン数も増加しつ

つある。各地域に発生している地震災害、

台風災害等でリエゾンは活発に活動してお

り、10県程度では、COVID-19感染拡大時

の陽性妊産婦の受入先調整活動をリエゾン

が担い、地域での活動の実績を蓄積してき

ている。しかし、比較的長期にわたって活

動が必要となる大規模災害を想定したと

き、リエゾンの養成数はまだ十分とは言え

ず、今後も養成を継続する必要がある。ま

た、リエゾンの技能維持のための訓練を安

定的に提供する体制は未整備のままと言わ

ざるをえない。 

リエゾン養成研修は、コロナ禍での開催

形式の変更を経て、少しずつその内容を充

実させるための努力が続けられてきた。今

後は事前の動画視聴を活用することを通じ

て実開催時の研修内容の充実を進めていく

必要がある。 

リエゾンの実災害での活動経験は限定さ

れており、養成研修会修了者の技能維持研

修の実施は、これまで課題として残されて

いた。2022年度に技能維持研修のモデル開

催が行われ、その具体的イメージがある程

度明確化された。この成果を元に、2023年

度は、正式に事業化される方向で検討が進

められている。技能維持研修は、統括 DMAT

の技能維持研修に一部参加して行われるこ

とが想定されており、リエゾンが保健医療

福祉調整本部内で活動する上で、非常に有

用な経験となることが期待される。今後、

各地域でリエゾン活動の核となる人材の養

成につながるような研修となるために、本

研究班として積極的に支援を行うことが重



 

要と考えられる。 

リエゾンは、DMAT のような実働部隊を持

たないという条件下で、本部での調整業務

を担うことが想定されており、現場からの

情報収集と適切な情報の共有が非常に重要

となる。EMISの機能を補完し、小児周産期

領域で必要となる情報を収集する情報シス

テムとして日本産科婦人科学会を中心に、

日本小児科学会等の関係学会・団体との連

携下に大規模災害情報システム（PEACE）

が開発されてきている。本システムは、現

在、大規模なバージョンアップが計画され

ており、その具体的な内容は 2023年度に

検討され、決定される予定となっている。

今年度に実施された内閣府訓練の際、現行

の PEACEを活用した諸活動が行われ、小

児・周産期各領域で様々な課題の抽出が行

われた。明らかになった諸課題について

は、Group Dがその内容を総括し、別紙 4

にまとめている。次年度以降、本分担研究

班の研究協力者が PEACEの改修作業に参画

する予定となっている。次年度以降、本分

担研究班では、実災害の際に、PEACEを有

効活用するための運用方法についても、検

討を進めていく。 

 

Ｅ．結論 

・災害時の小児・周産期領域の地域連携

BCPを策定する上での課題についての検討

を行った。次年度以降、小児・周産期領域

の地域連携 BCP策定のためのマニュアル作

成を進める。 

・災害時小児周産期リエゾン養成研修の開

催支援活動を行い、その結果についての総

括をおこなった。次年度以降、研修の充実

のための支援活動を継続する。 

・災害時小児周産期リエゾン技能維持研修

のモデル開催に参画し、その評価を行っ

た。2023年度に開始される技能維持研修の

支援を行う。 

・内閣府訓練時の大規模災害情報システム

（PEACE）の活用状況を検討し、システム

の課題、システム運用上の課題を整理し

た。次年度以降、より有効に機能できるよ

うにするための方策の検討を進める。 

 
Ｆ．健康危険情報 

 とくになし。 

 

 
Ｇ．研究発表 

1．論文発表 

・Takafumi Watanabe, Chiaki Katata, 

Sachio Matsushima, Yusuke Sagara, 

Nagamasa Maeda.(2022) Perinatal Care 

Preparedness in Kochi  Prefecture for 

When a Nankai Trough Earthquake 

Occurs: Action Plans and Disaster 

Liaisons for Pediatrics and Perinatal 

Medicine. Tohoku J. Exp. Med., 257, 

77-84 

・那須保友, 牧尉太, 櫻井淳, 増山寿, 前

田嘉信 吉備中央町が本邦発の革新的事業

連携型国家戦略特区指定を受けて―デジタ

ル田園健康特区と規制改革の実現に向けた

大学の役割―  岡山医学会雑誌 134 115-

118. 2022 

・栗山千晶, 牧尉太, 三苫智裕, 横畑理

美, 三島桜子, 大平安希子, 桐野智江, 谷 

和祐, 衛藤英理子, 早田桂, 増山寿 産科

危機的出血搬送例に救急外来で緊急大動脈

バルーン遮断を使用した 2症例 現代産婦

人科 70(2) 327-333.2022. 

・牧尉太, 三苫智裕, 横畑理美, 三島桜

子, 大平安希子, 谷和祐, 衛藤英理子, 早

田桂, 増山寿 COVID-19 妊産婦緊急搬送

補助システム"iPicss"を用いた救急隊との

搬送連携/災害発生後や COVID-19妊婦の連

携体制の構築  日本周産期・新生児医学

会雑誌 57(4) 826-828 2022 

・井田孔明 乳幼児と災害 月刊母子保健 

763：4-5 2022年 11月号 

・吉田穂波．新型コロナウィルス感染症対

策をふまえた災害時の母子保健支援．新型

コロナウィルス関連情報特設サイト．新型

コロナウィルス関連 e-ラーング教材・参考



 

資料．日本公衆衛生学会．

https://www.jsph.jp/covid/files/838AE7

.pdf 

・吉田穂波．災害時に母子を支えるために

―心理的安全性を築く拠点づくりの重要性

―．In: 特集「避難所の現状と課題」．地

域保健. 7:28-34. 2022 

・吉田穂波．「だれひとり取り残されな

い」災害支援―東日本大震災後のリプロダ

クティブヘルス―．In: 特集 公衆衛生・

医療の新たな世界観．保健の科学. 

64(3):165-170 (2022) 

2．学会発表 

・今井一徳 座長「災害関連」第 125回日

本小児科学会学術集会 2022年 4月 16日 

福島県郡山市 

・上田浩平, 平山隆浩, 牧尉太, 那須保

友, 中尾篤典 在宅救急医療における、メ

ディカル・スタッフ(看護師・薬剤師・ケ

アマネ・MSW・救急救命士など)の重要性と

さらなる活躍の可能性 救急救命士の処置

拡大に向けた取り組み 日本在宅救急医学

会シンポジウム  2022年 9月 11日 常陽

藝文センター（茨城県水戸市）    

・大羽輝,  牧尉太,三苫智裕, 三島桜子, 

大平安希子, 桐野智江, 谷和祐, 衛藤 英

理子, 早田桂, 赤木憲明, 平山隆浩, 上田

浩平, 中尾篤典, 増山寿 デジタル田園健

康特区での移動中の遠隔超音波検査システ

ムの開発と実証調査(受信者側視点)  第

74回 中国四国産科婦人科学会学術講演会 

ザ クラウンパレス新阪急高知 2022年 9

月 17-18日（高知県高知市） 

・三苫智裕, 牧尉太, 大羽輝, 三島桜子, 

大平安希子, 桐野智江, 谷和祐, 衛藤英理

子, 早田桂, 赤木憲明, 平山隆浩, 上田浩

平, 中尾篤典, 増山寿 デジタル田園健康

特区での移動中の遠隔超音波検査システム

の開発と実証調査(救急車側視点)  第 74

回 中国四国産科婦人科学会学術講演会 ザ 

クラウンパレス新阪急高知 2022年 9月

17-18日（高知県高知市） 

・牧尉太, 増山寿 情報連携による周産期

医療体制のレジリエンスの強化〜平時に利

用するシステムこそが災害時に活きる〜 

日本産科婦人科学会学術講演会 災害・復

興委員会企画 災害に強靭でしなやかな産

婦人科医療体制を構築する シンポジウム 

福岡国際会議場 8 月 5日~7日 

・渡邊理史 「災害時の周産期医療強靭化

計画～高知県の南海トラフ巨大地震への備

え～」第 75回日本産科婦人科学会学術講

演会 災害対策・復興委員会企画 2022年

8月 6日 福岡市 

・渡邊理史 「災害対応〜災害時妊産婦を

守るために平時から必要なこと〜」 2022

年度助産師中国・四国地区研修会 基調講

演 2022年 10月 8 日 WEB講演 

・渡邊理史 「高知県における災害時の小

児医療を考える」令和 4年度高知県小児保

健協会学会・総会 基調講演 2022年 8月

4日 高知市 

・宮川祐三子 災害時に自分の命と要配慮

者を守るための減災対策ツール 「災害に

備える助産師のための減災ドリル～日本助

産学会作成～」 第 63回 日本母性衛生

学会 シンポジウム「災害と周産期医療」

2022年 9月 9日 神戸 

・宮川祐三子 「病院内での災害対策の取

り組み 小児・NICU での災害時の対応や日

頃の備えはできていますか？」第 32回日

本小児看護学会 2022年 7月 10日 福岡 

・海野信也 いつでも、どこでも、どんな

ときでも－感染症対策を取り込んだこれか

らの周産期救急医療― 横浜市産婦人科医

会月例研究会 2022 年 6月 22日 WEB 

・吉田 穂波．災害時小児周産期リエゾン

の取組について．第 28回日本集団災害学

会総会．2022年 3月 11日 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
1. 特許取得 
 なし 
2. 実用新案登録 
 なし 
3.その他 
 なし



令和四年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 
「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

分担研究報告書 

「周産期・小児医療提供体制に関する研究」 

GroupＡ 小児領域の地域連携 BCPにおける諸課題の検討 

研究分担者  海野 信也（北里大学 名誉教授） 

研究協力者  井田 孔明（帝京大学溝口病院） 

研究協力者  伊藤 友弥（あいち小児保健医療総合センター） 

研究協力者  伊藤 隆一（日本小児科医会） 

研究協力者  大木 茂（聖隷こども家庭総合支援センター） 

研究協力者  清水 直樹（聖マリアンナ医科大学） 

研究協力者  德久 琢也（鹿児島市立病院） 

研究協力者  藤井 祐子（全国保育園保健師看護師連絡会） 

研究協力者  宮川 祐三子（大阪母子医療センター） 

研究協力者  岬 美穂（国立病院機構 DMAT 事務局） 

研究協力者  和田 和子（大阪母子医療センター） 

研究協力者  和田 雅樹（新潟県福祉保健部） 

研究協力者  米倉 竹夫（奈良県総合医療センター） 

研究要旨 

 本研究の目的は、小児領域の地域連携 BCP における諸課題を明らかにすることであ

る。そのため、全国の医療計画の５事業のうち、「災害医療」、「小児医療（小児救急を含

む）」、「周産期医療」を確認し、災害医療や小児医療、周産期医療がどのように記載され

ているかを確認した。災害医療の項目の中で小児医療に触れていたのは 41の都府県であ

った。「小児医療（小児救急を含む）」の項目で災害医療について触れていた自治体は 31

の都道府県であった。「周産期医療」の項目の中で災害医療に触れていた自治体は 45の

都道府県であり、「小児医療（小児救急を含む）」の項目よりも多かった。記載のされ方

として最も多かったのは災害時小児周産期リエゾンの養成・確保についてであった。地

域連携 BCPについて記載のある自治体はなかった。「小児医療」で地域連携 BCP の策定に

至らない理由として、現時点では災害時小児周産期リエゾンの養成・確保の優先順位が

高いこと、小児医療では医療機関への機能付与が明確でないことが考えられた。一方

で、地域連携 BCPに発展させることが期待できる記載も見られた。それらの記載から、

地域連携 BCPを策定する際の課題として、災害時小児周産期リエゾンの十分な数の養成

と委嘱、地域の実情に応じた災害時小児医療圏の想定、個々の小児医療機関の災害時に

おける役割付与、等が行われる必要があると考えられた。 

Ａ．研究目的 

災害時の医療提供のための地域連携 BCP

の構築は、地域での医療の需要と供給のバ

ランスが崩れた中で、速やかに適切な医療

の提供をするために必要な概念である。 

小児周産期医療領域での災害対策として

は、コーディネーター機能として災害時小

児周産期リエゾンを中心としたシステムが

ようやく構築され始めたところである。 

同時に、小児周産期医療は災害時でも継

続して提供が必要な医療であるため、地域

別紙1



 

連携 BCPの概念と合致する診療領域であ

る。 

しかし、小児周産期医療領域で地域連携

BCP についての実態は把握されていない。 

本研究では、小児周産期医療領域で、地

域連携 BCPにおける諸課題を明らかにする

ことを目的に、検討を行った。 

Ｂ．研究方法 

 都道府県が公開している第７次医療計画

をレビューし、５事業に含まれる「災害医

療」、「小児医療（小児救急を含む）」、「周

産期医療」の計画のなかで、どのように災

害医療と小児医療が扱われているかを抽出

した。その上で、特色のある記載を提示し

つつ、地域連携 BCPを構築する際に課題と

なる事項を列挙した。 

 

Ｃ．研究成果 

 47 都道府県の医療計画をレビューした。

「災害医療」の項目で小児の医療に触れて

いた自治体は 41の都府県であった。その

内容としては、災害時小児周産期リエゾン

を調整役として医療保険福祉調整本部等に

配置することを明記するものが多かった。 

 「小児医療（小児救急を）含む」の項目

で災害医療について触れていた自治体は 31

の都道府県であった。その内容としては、

災害時小児周産期リエゾンの養成・確保が

主な内容ではあった。具体的には、災害時

小児周産期リエゾンの養成を、災害時小児

周産期リエゾン 2人が最大３日間活動でき

るような、交代制も視野に入れている自治

体（熊本県）や、医療的ケア児の対応を行

う市町村の数を増やすことを目指していた

り（沖縄県）などがあった。 

 「周産期医療」の項目の中で災害医療に

触れていた自治体は 45の都道府県であ

り、「小児医療（小児救急を含む）」の項目

よりも多かった。また、総合周産期母子医

療センターに災害拠点病院と同等の機能を

求める自治体（茨城県）や、隣接する自治

体が被災したことを想定した記載がされて

いる自治体（秋田県、山形県など）もあ

り、「小児医療」での記載内容よりも多様

な切り口が見られた。 

 「小児医療（小児救急を含む）」、「周産

期医療」のどちらでも、地域連携 BCP に関

する記載は認められなかった。 

 

Ｄ．考察 

 「小児医療（小児救急を含む）」、「周産

期医療」のどちらにも、地域連携 BCP に関

する記載は認められなかった。ここからは

「小児医療（小児救急を含む）」の項目で

地域連携 BCP について触れられていない理

由について考察する。 

まず、地域連携 BCP の策定に至る前段階

の整備をしているから、が挙げられる。災

害時小児周産期リエゾンの養成研修、およ

び研修受講後の配置自体が新しい制度であ

るため、その配置の優先度を高くしている

自治体がほとんどである。小児・周産期医

療領域のコーディネーター機能が用意され

ることが、現場には求められていると考え

られる。 

 次に、総合／地域周産期母子医療センタ

ーというような分類がされている周産期医

療と異なり、小児医療では医療機関への機

能付与が明確でないことが多いから、が考

えられる。医療計画の中で、日本小児科学

会が提案する分類で記載している自治体は

散見されたものの、災害医療にそのまま当

てはめることは難しい。そのため、地域の

中で災害時に中心となる小児医療機関を明

示しにくく、地域連携の枠組みをつくりに

くい可能性がある。 

 一方で、地域連携 BCPに発展させること

ができる取り組みを記載している自治体も

あった。 

 静岡県では県を東部、中部、西部に分け

てそれぞれに災害時小児周産期リエゾンを

配置することを立案している。また、鳥取

県では各保健医療圏と全県に１名ずつ災害

時小児周産期リエゾンおよび、災害医療コ

ーディネーターとして任命された小児科医

や産科医を配置することを計画している。



 

これらは、都道府県全体をコーディネート

するのではなく、自治体の実情に応じた、

より動きやすいエリアを想定しているた

め、地域連携 BCPの概念に近いと思われ

る。 

 さらに、医療機関に災害時の役割を付与

することを決めている自治体もある。山口

県では小児救急医療拠点病院等において

BCP の策定を促進させる取り組みをしてい

る。結果として、その病院が置かれている

地域で果たすべき役割が反映されるはずで

ある。大阪府では４ヶ所の特定診療災害医

療センターを指定しており、その中に、大

阪母子医療センターが含まれている。この

事例は、大阪府内の小児・周産期医療の司

令塔的役割が大阪母子医療センターに付与

されることが示されており、必然的に大阪

府全体の中で小児・周産期医療拠点として

の機能を果たすことが求められることとな

ろう。 

 以上のことから、小児医療での地域連携

BCP を策定するために必要なこととして

は、 

① 災害時小児周産期リエゾンの十分な養成

と委嘱 

② 地域の実情に応じた災害時小児医療圏の

想定 

③ 個々の小児医療機関の災害時における役

割付与 

等が挙げられる。 

 

Ｅ．結論 

小児医療における地域連携 BCP を策定する

ためには、災害時小児周産期リエゾンの十

分な数の養成と委嘱、地域の実情に応じた

災害時小児医療圏の想定、個々の小児医療

機関の災害時における役割付与、等が行わ

れる必要がある。 

 
Ｆ．健康危険情報 
なし 

 
Ｇ．研究発表 
1．論文発表 

なし 

 

2．学会発表 

なし 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

なし 
 
 
 
1. 特許取得 
 
2. 実用新案登録 
 
3.その他



 

 



都道府県番号 都道府県

災害に
⼩児に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

⼩児
（⼩児
救急を
含む）
に災害
対策に
ついて
の記載

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

周産期
に災害
対策に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例 備考

1 北海道 なし なし なし あり なし なし

「災害時に⼩児患者に適切な医療
や物資が提供され、また、被災地
からの搬送受け⼊れや診療に係る
医療従事者の⽀援が適切に⾏われ
る体制の構築が必要です」

あり なし なし

「災害時に周産期に係る適切な医
療や物資が提供され、また、被災
地からの搬送受け⼊れや診療に係
る医療従事者の⽀援が適切に⾏わ
れる体制の構築が必要」

2 ⻘森県 あり なし なし

 災害医療コーディネーターのサ
ポートとして、⼩児・周産期分野
の調整役である災害時⼩児周産
 期リエゾンの養成が進められてい
ます。
  災害時⼩児周産期リエゾンは、東
⽇本⼤震災後の研究や検討で、被
災地や周辺地域における情
 報伝達網の遮断や、⼩児・周産期
医療に精通した災害医療従事者の
不⾜等を原因として、現状の災害
医療体制では⼩児・周産期医療に
関して準備不⾜であることが指摘
されたことから、平成 28 年度から
その育成が始まり、県内では2名
(平成 28 年度末現在)が認定されて
いますが、今後は 災害時⼩児周産
期リエゾンに係る体制整備を図っ
ていくことが必要
災害時における⼩児・周産期医療
の調整役を担う災害時⼩児周産期

あり なし なし

災害医療コーディネーターのサ
ポートとして、⼩児周産期分野の
調整役であ る災害時⼩児周産期リ
エゾンの配置が求められており、
本県では現在5名(平成 29 年度末現
在)が、災害 時⼩児周産期リエゾン
養成研修を修了しています。今後
は、災害時の⼩児・周産期医療対
策を踏まえ、災害 時⼩児周産期リ
エゾン養成研修の修了者を増やす
とともに、災害時⼩児周産期リエ
ゾンとしての役割を適 切に果たす
ことができるよう、取組を⾏う必
要があります。
災害時における⼩児・周産期医療
対策の実施に備え、災害時⼩児周
産期リエゾン養成研修の修
了者を増やすとともに、同リエゾ
ンの役割を適切に果たすことがで
きるよう、体制の構築に取組 みま
す。(県)

あり なし なし

これまでの震災や現状の災害医療
体制では⼩児・周産医療に関して
準備不⾜であることや、周産期医
療 においては災害時でも平時から
の独⾃のネットワークを活⽤する
ことの必要性が指摘されていま
す。
そのため、災害医療コーディネー
ターのサポートとして、⼩児周産
期分野の調整役である災害時⼩児 
周産期リエゾンの配置が求められ
ており、本県では現在5名(平成 29 
年度末現在)が認定されていま す。
今後、災害時周産期リエゾンとし
ての役割を適切に果たすことがで
きるよう、体制整備を図ってい く
必要があります。
災害時に災害時周産期リエゾンと
しての役割を適切に果たすことが
できるよう、体制整備に努め
  ます。(県)

3 岩⼿県 あり あり

2023年
にリエ
ゾンを
23名に
する
（2017
年は５
名）

災害時に⼩児・周産期医療に係る
保健医療活動の総合調整を適切か
つ円滑に⾏えるよう、災害医療
コーディネーターをサポートする
ことを⽬的とした「災害時⼩児周
産期リエゾン 」を養成するため、 
産科医や⼩児科医を国の研修会に
派遣
災害時の⼩児・周産期医療に係る
コーディネート体制を強化する必
要があります。
重点施策の政策ロジックに中間ア
ウトカム、最終アウトカムとして
リエゾンの関わりを明記

あり なし なし

災害時において、⼩児や⼩児患者
に適切な医療や物資を提供できる
体制を整備することが求められ ま
す
災害時に⼩児・周産期医療に特化
した情報収集、関係機関との調整
等を担う「災害時⼩ 児周産期リエ
ゾン」の養成を進める必要があり
ます。
災害時において⼩児及び⼩児救急
患者に適切な医療や物資を提供で
きる体制を構築します。
災害時に⼩児・周産期医療に特化
した情報収集や関係機関との調整
等を担う「災害時⼩児周産期リ エ
ゾン」を養成し、平時からの訓練
や災害時の活動を通じて、地域の
ネットワークを有効に活⽤する 仕
組みを構築します

あり あり

2023年
にリエ
ゾンを
23名に
する
（2017
年は５
名）

岩⼿県周産期医療情報ネットワー
クシステム「いーはとーぶ」に登
録されていた妊産婦の健 診・診療
情報が、被災した妊産婦の安否確
認や搬送先での適切な医療の提
供、流失した⺟⼦健康⼿帳 の再交
付等に役⽴つなど、平時から形成
されていた本県の周産期医療ネッ
トワークが、災害時におい ても有
効に機能
災害時に⼩児・周産期医療に特化
した⽀援・調整を⾏う「災害時⼩
児周産期リエゾン」 を 養成するた
め、平成 28(2016)年度から国が実
施している研修会に産科医及び⼩
児科医を派遣していま す。
災害時に災害対策本部等において
⼩児・周産期医療に関する情報収
集、関係機関との調 整等を担う
「災害時⼩児周産期リエゾン」の
養成を進める必要があります。

中間⾒直し後

4 宮城県 あり なし なし

専⾨性の⾼い分野の助⾔や調整を
⾏うため，精神分野，透析分野，
周産期分野に関してはそれぞれ専
⾨の コーディネーターを委嘱して
います。また，⼩児周産期分野に
関しては，災害医療コーディネー
ターを⽀
援するため，「災害時⼩児周産期
リエゾン」を養成しています。
国が実施する，災害時⼩児周産期
リエゾン養成研修により，⼈材を
育成し，医療救護体制の整備を図
りま
す。

あり なし なし

災害時の体制強化を図るため，災
害時⼩児周産期リエゾンを育成
し，地域におけるネットワークの
構築や情報収集等の体制を整備し
ます。

あり なし なし

災害が発⽣した際に，関係機関と
の調整を⾏う災害時⼩児周産期リ
エゾンを育成・配置し，平時から
⽇本産科婦⼈科学会⼤規模災害時
⼤規模災害対策情報システムを活
⽤し，各周産期⺟⼦医療センター
等と連携を図りながら災害時の体
制整備を進めています。
平時は周産期救急搬送コーディ
ネーター事業で搬送調整を⾏って
いますが，災害時は，東北⼤学病
院を中⼼とした搬送調整体制の整
備を進めています。
災害時⼩児周産期リエゾンを育成
し，災害訓練等を定期的に⾏い，
平時から地域のネットワークづく
り， 情報の収集等の体制整備を図
ります。

周産期につ
いては災害
時の搬送調
整体制に⾔
及

5 秋⽥県 あり なし なし

災害時に妊婦や⼩児に適切な医療
や物資を提供できるよう、周産期
医療に係る保健 医療活動の総合調
整を適切かつ円滑に⾏うため、災
害時⼩児周産期リエゾンを養成 ・
配置しました
妊産婦や新⽣児の医療に特化した
災害時の調整役として、災害時⼩
児周産期リエゾン
  を養成・配置する必要がありま
す。
災害時⼩児周産期リエゾンの養成
を進めるとともに、平時から訓練
等を通じて保健医
  療調整本部の災害医療コーディ
ネーター等との連携を図ります。

あり なし なし

災害時に⼩児に適切な医療や物資
を提供できるよう、⼩児医療に係
る保健医療活動 の総合調整を適切
かつ円滑に⾏うため、災害時⼩児
周産期リエゾンを養成・配置する 
必要があります。
災害時⼩児周産期リエゾンを養
成・配置する必要があります。
災害時に⼩児及び⼩児患者に適切
な医療や物資を提供できるよう、
災害時⼩児周産期
  リエゾンを認定し、平時より訓練
を実施する体制
 ◆ ⾃県のみならず近隣県の被災時
においても、災害時⼩児周産期リ
エゾン等を介して被
  災県からの搬送受⼊れや診療に係
る医療従事者の⽀援等を⾏う体制
災害時⼩児周産期リエゾンの養成
を進めるとともに、平時から訓練
等を通じて災害医

あり なし なし

災害時に妊婦や⼩児に適切な医療
や物資を提供できるよう、周産期
医療に係る保健医
療活動の総合調整を適切かつ円滑
に⾏うため、災害時⼩児周産期リ
エゾンを養成・配置
する必要があります。
災害時⼩児周産期リエゾンを養
成・配置する必要があります
災害時⼩児周産期リエゾンによる
搬送受⼊れや診療に係る医療従事
者の⽀援等を⾏う 体制の構築
災害時⼩児周産期リエゾンの養成
を進めるとともに、平時から訓練
等を通じて災害医
  療対策本部の災害医療コーディ
ネーター等との連携を図ります。

中間⾒直し後
隣県の受け
⼊れや⽀援
にも⾔及



都道府県番号 都道府県

災害に
⼩児に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

⼩児
（⼩児
救急を
含む）
に災害
対策に
ついて
の記載

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

周産期
に災害
対策に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例 備考

6 ⼭形県 あり あり

R2年現
在13⼈
のリエ
ゾンを
2023年
には21
⼈する

県は、災害医療コーディネート体
制の整備推進を図るため、県・⼆
次保健医療圏ごと 等に、医師に加
え、看護師、薬剤師、⻭科医師、
災害時⼩児周産期リエゾン等さま
ざま な専⾨分野のコーディネー
ターを養成し、体制整備に向けた
検討を進めるとともに、市 町村の
災害医療コーディネート体制のあ
り⽅について、市町村と情報交換
を⾏っていき ます。また、災害医
療コーディネーターの⽀援体制を
強化するため、研修会等を通じ資 
質向上に努めます。

あり あり

R2年現
在13⼈
のリエ
ゾンを
2023年
には21
⼈する

熊本地震では、県災害対策本部
に おいて県内や近隣県の周産期医
療関係機関等との連携の調整を担
う⼈材が活動し、スム ーズな
患者搬送等に有効であったと評
価されており、災害時において⼩
児・周産期医療 に関する情報収集
や関係機関との調整等を⾏う⼈材
の確保が求められています。 
県災害対策本部等に⼩児医療に特
化し調整を担う⼈材を配置しま
す。
県は、⼩児・周産期医療に特化し
た災害対策の調整役として、「災
害時⼩児周産期リ エゾン」を養成
し、認定するとともに、県災害対
策本部等に配置し、災害医療統括
コー ディネーターのサポート等を
⾏います。
県及び関係機関は、認定した災害
時⼩児周産期リエゾンを平時から

あり あり

R2年現
在13⼈
のリエ
ゾンを
2023年
には21
⼈する

熊本地震では、県災害対策 本部に
おいて県内や近隣県の周産期医療
関係機関等との連携の調整を担う
⼈材が活動し、 スムーズな患者搬
送等に有効であったと評価されて
おり、⼩児・災害時医療に関する
情 報提供や関係機関との調整等を
担う⼈材の確保が求められていま
す。
⽇本産婦⼈科学会では、県内外の
⼤規模災害発⽣時における全国規
模の周産期医療機 関の被害状況等
を共有する「⼤規模災害対策情報
システム」を平成 29 年5⽉から運
⽤し ています。
県災害対策本部等に周産期医療に
特化し調整を担う⼈材を配置しま
す。
周産期⺟⼦医療センターを有する
医療機関における診療機能の早期
回復及び⽀援体制を確⽴します。

中間⾒直し後

周産期⺟⼦
医療セン
ターの早期
機能回復に
⾔及
隣県の被災
⽀援にも⾔
及

7 福島県 あり なし なし

東⽇本⼤震災後、情報伝達網の遮
断や、 ⼩児・周産期医療に精通し
た災害 医療従事者の不⾜等を原因
として、現状の災害医療体制では
⼩児・周産期医 療に関して準備不
⾜であることが指摘されました。 
また、災害時にも既存の ⼩児・周
産期医療のネットワークを活⽤す
る必要性が指摘されました。
そのため、災害医療コーディネー
ターのサポートとして、⼩児・周
産期医 療に特化した調整役である
「災害時⼩児周産期リエゾン」を
養成するため、 国は「災害時⼩児
周産期リエゾン研修事業」を開始
し、これまでに2名が認 定されて
います。今後、認定者を増やすと
ともに、平時からの訓練や災害時 
の活動を通じて、地域のネット
ワークを災害時に有効に活⽤する
仕組みを構 築することが求められ

あり なし なし

災害発⽣時、⼩児・周産期医療の
患者搬送や物資等の⽀援を円滑に
⾏うた め、県災害対策本部等にお
いてこれらの調整を⾏う災害時⼩
児周産期リエゾ ンの養成を進めま
す。
また、災害時には、各関係機関や
団体等と情報を共有し、連携して
対応す ることが重要であることか
ら、平時からのネットワーク形成
を進めます。

あり なし なし

災害時への対応については、第2節
「⼩児医療」に記載しています
が、災 害発⽣時、⼩児・周産期医
療の患者搬送や物資等の⽀援の調
整を⾏う災害時 ⼩児周産期リエゾ
ンの養成を進めるとともに、各関
係機関や団体等と情報を 共有し、
連携して対応できるよう、平時か
らネットワーク形成を進めます。

⾒直し前のもの
（⼤きな変更な
し）

8 茨城県 あり あり

20名の
任命者
を20名
に（現
状維
持）

⼩児・周産期医療に特化した調整役と
して，災害医療コーディネーターをサ
ポートする「災害時⼩児・周産期リエ
ゾン(注2)」を委嘱し，養成を推 進し
ます。

あり

これまでの震災の研究や検討か
ら，現状の災害医療体制では⼩
児・周産期医療に関して準備 不⾜
であることが指摘されています。
⼩児に対応する医療機関は，平時
から訓練等に協⼒するとともに，
災害時には⼩児・周産期 リエゾン
と連携し，⼦どもの安全確保に努
める必要があります。

あり なし なし

（総合周産期⺟⼦医療センター
は）災害時においても，災害時⼩
児・周産期リエゾンと連携しなが
ら⾼度な周産期医療を提供できる
体制を構築すること。
被災時においても，診療機能等を
早期に回復できるよう，業務継続
計画(BCP)の策定を推進します。
被災時に，災害時⼩児・周産期リ
エゾンと連携しながら，⺟体・胎
児・新⽣児の安全確保に努めま
す。
 全ての総合周産期⺟⼦医療セン
ターにおいて，災害拠点病院と同
等な施設を備えるよう推進しま
す。

⾒直し後

総合周産期
⺟⼦医療セ
ンターを災
害拠点病院
と同等の施
設にするこ
とを推進

9 栃⽊県 あり なし なし

⼩児・周産期医療に特化した調整
役として期待される「災害時⼩児
周産期リエゾン」を養成していま
す。
災害時の医療チーム等の受け⼊れ
も想定した災害訓練を実施するこ
とにより、災害医療コーディネー
ター（災害時⼩児周産期リエゾン
を含む。）を中⼼とした災害時の
コーディねーと体制を確認する

あり あり

リエゾ
ンを
2017年
10⽉現
在2⼈を
2023年
度には
17⼈に

⼩児・周産期に特化した調整役と
して「災害時⼩児周産期リエゾ
ン」の養成が始まっている
災害時に⼩児患者に適切な医療や
物資を提供できるよう、災害時⼩
児周産期リエゾンを認定し、平時
から訓練を実施
近隣都道府県の被災時において
も、災害時⼩児周産期リエゾン等
を介して被災件からの搬送受け⼊
れや診療に係る医療従事者の⽀援
等を⾏う体制を構築
災害発⽣時に⼩児周産期医療に関
わる情報収集や関係機関との調整
等を⾏う災害時⼩児周産期リエゾ
ンの養成を推進
（中間⾒直し後の記載）
災害時⼩児周産期リエゾン認定
者数については、災害時⼩児周産
期リエゾン研修への 医師の派遣
を⾏い、2020 年3⽉現在で 14 名

あり あり

リエゾ
ンを
2017年
10⽉現
在2⼈を
2023年
度には
17⼈に

災害時の⼩児・周産期医療体制に
ついて、さまざまな課題が指摘さ
れています。妊産婦・新⽣児の搬
送や必要な物資の供給など、災害
時を伊m据えた体制の整備が必要
妊産婦・新⽣児の搬送や必要な物
資の供給など、災害時に適切かつ
円滑な対応が可能な体制
災害時に早期に診療機能を回復で
きるよう、業務継続計画の整備を
⾏うように努めるとともに、整備
された「業務継続計画に基づき被
災した状況を想定した研修及び訓
練を⾏うことが望ましい
災害時⼩児周産期リエゾン等を介
して物資や⼈員の⽀援を積極的に
担うこと
災害発⽣時に周産期医療に関わる
情報収集や関係機関との調整等を
⾏う災害時⼩児周産期リエゾンの
養成を推進するとともに、周産期

中間⾒直し

周産期につ
いてはBCP
に⾔及
被災時に周
産期医療連
携センター
を中⼼に連
携体制を構
築すると記
載

10 群⾺県 あり なし なし

特定の専⾨分野(透析、⻭科、薬剤、
看護、柔道整復、⼩児・周産期)に係
る調整 ＝ サブコーディネーターと
して記載

あり

中核病院⼩児科等に従事する医師
を、災害時に⼩児医療に関する情
報集約や⼩児 の搬送調整等を⾏う
コーディネーター(災害時⼩児周産
期リエゾン)として委嘱し ます。
中核病院⼩児科及び地域⼩児科セ
ンター等における災害時の連携体
制の構築や、 平時からの訓練の実
施等に取り組みます。

あり なし なし

総合周産期⺟⼦医療センター等に
従事する医師を、災害時に周産期
医療に関す る情報集約や⺟体・新
⽣児の搬送調整等を⾏うコーディ
ネーター(災害時⼩児周 産期リエゾ
ン)として委嘱します。
周産期⺟⼦医療センター等におけ
る災害時の連携体制の構築や、平
時からの訓 練の実施等に取り組み
ます。

⼩児・周産
期での災害
時の連携体
制の構築に
ついて⾔及
している



都道府県番号 都道府県

災害に
⼩児に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

⼩児
（⼩児
救急を
含む）
に災害
対策に
ついて
の記載

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

周産期
に災害
対策に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例 備考

11 埼⽟県 あり なし なし

妊産婦、新⽣児及び⼩児や⼈⼯透
析患者への対応についても、コー
ディネ ート機能を担う体制の整備
が必要
災害医療コーディネーターや災害
時⼩児周産期リエゾンなど、災害
時医療のコー ディネート機能を担
う体制の整備

なし あり あり

令和2年
度15⼈
のリエ
ゾンを
令和5年
度には
27⼈に
する

⼩児・周産期医療に精通した災害
医療従事者が不⾜していること
などか ら、現状の災害医療体制
では⼩児・周産期医療に関して
準備不⾜であることが指摘 さ
れています。このため、災害時に
おける⼩児・周産期医療体制の整
備が必要 
災害時には近隣都県との連携も必
要
災害時における周産期医療ネット
ワークを構築します。

中間⾒直し後

12 千葉県 なし あり なし なし

災害時⼩児周産期リエゾン*等を災
害医療本部に配置する等、災害時
の医療体制 について強化を図りま
す。

あり なし なし

災害時⼩児周産期リエゾン*等を災
害医療本部に配置する等、災害時
の医療体制 について強化を図りま
す。

13 東京都 あり なし なし

災害時⼩児周産期リエゾン養成
研修(厚⽣労働省実施)へ医師等を
派遣し、災害時 に災害医療コーテ
゙ィネーターをサポートし、⼩
児・周産期医療に特化した調整役
を担 う「災害時⼩児周産期リエソ
゙ン」を養成します。また、災害
時⼩児周産期リエゾンと 災害医
療コーディネーターが連携し
た総合防災訓練などを実施しま
す。

あり

⾸都直下型地震などの⼤規模災害
に備え、平常時だけでなく災害時
においても⼩児 患者に適切に対応
できるよう、災害時を⾒据えた⼩
児救急医療体制の整備が必要で
す。
⼩児周産期災害リエゾン研修(厚⽣
労働省実施)へ医師等を派遣して、
災害時に災害医療コーディネー
ターをサポートし、⼩児・周産期
医療に特化した調整役を担う「災 
害時⼩児周産期リエゾン」を養成
します。また、災害時⼩児周産期
リエゾンと災害医療コーディネー
ターが連携した総合防災 訓練など
を実施します。

あり なし なし

⾸都直下地震などの⼤規模災害に
備えて、災害時においても機能す
る周産期医療体 制を平時から構築
する必要があります
災害時⼩児周産期リエゾン養成研
修(厚⽣労働省実施)へ医師等を派
遣し、災害時 に災害医療コーディ
ネーターをサポートし、⼩児・周
産期医療に特化した調整役を担 う
「災害時⼩児周産期リエゾン」を
養成します。また、災害時⼩児周
産期リエゾンと 災害医療コーディ
ネーターが連携した総合防災訓練
などを実施します。

14 神奈川県 あり

県保健医療調整本部に県災害医療
コーディネーターのサポートとし
て⼩児・周産期医療に特化した調
整役である「災害時⼩児周産期リ
エゾン」を配置し、医療救護体制
における⼩ 児・周産期分野の体制
強化を進めていきます。「災害時
⼩児周産期リエゾン」は、厚⽣労
働省 の実施する養成研修を修了し
た者を中⼼に、災害発⽣時に県保
健医療調整本部に参集可能な医 師
を指定します。

なし あり

東⽇本⼤震災において⼩児・周産
期に関する患者の把握や搬送、情
報共有が円滑になされな かったこ
とから、⼩児や周産期に特化した
コーディネート機能を強化する必
要性が指摘されて います。
東⽇本⼤震災で明らかになったよ
うに、災害時における⼩児・周産
期医療に関する準備が不 ⾜してお
り、対策が求められています。
県保健医療調整本部に県災害医療
コーディネーターのサポートとし
て、⼩児・周産期医療に 特化した
調整役である「災害時⼩児周産期
リエゾン」は厚⽣労働省の実施す
る養成研修を修了した 者を中⼼
に、災害発⽣時に県保健医療調整
本部に参集可能な医師を指定しま
す。
⾼度な医療機能を有する総合周産
期⺟⼦医療センターについて、災

総合周産期
のBCP策定
について⾔
及

15 新潟県 あり なし なし

災害医療コーディネート体制の構
築要員(都道府県災害医療コーディ
ネーター、災害時 ⼩児周産期リエ
ゾン*を含む。)の育成に努めるこ
と。

あり なし なし

災害時にも対応可能な⼩児医療体
制
平時のネットワークを整備し、そ
れを活⽤した災害時における⼩児
医療体制の構 築を促進します。
その中で、⼩児・周産期医療に特
化した調整役である「災害時⼩児
周産期リエゾ ン」の活⽤の検討を
進めます。

あり なし なし

平時から形成されている周産期医
療のネットワークを災害時にも有
効に活⽤する必要 性が指摘され
ています。 
地域の周産期医療ネットワークを
災害時に有効に活⽤できる体制
⼩児・周産期医療に特化した調整
役である「災害時⼩児周産期リエ
ゾン」を活⽤した 災害時における
周産期医療体制の構築を検討して
いきます。

16 富⼭県 あり なし なし

災害医療コーディネート体制の構
築要員(都道府県災害医療コーディ
ネーター、災害時 ⼩児周産期リエ
ゾンを含む。)の育成に努める

なし あり なし なし

災害時を⾒据えて業務継続計画を
策定すること。また、⾃都道府県
のみならず近隣都道
 府県の被災時においても、災害時
⼩児周産期リエゾン等を介して物
資や⼈員の⽀援を積極
的に担うこと。
2016(平成28)年度に災害時⼩児周
産期リエゾン研修を受講した医療
従事者は4名です。
災害医療コーディネーターのサ
ポートとして、⼩児・周産期医療
に特化した調整役であ
る「災害時⼩児周産期リエゾン」
を育成します。

総合周産期
はBCPを策
定し、隣県
が被災した
ときにも⽀
援可能な体
制にするこ
とを⾔及。
BCP策定
は、総合周
産期の必須
項⽬として
いる

17 ⽯川県 あり なし なし

災害医療コーディネーターのサ
ポートとして、⼩ 児・周産期に特
化した調整役となる災害時⼩児周
産期リエゾンの養成等にも取り組
ん でいる。
災害医療コーディネート体制の充
実に向けて、災害医療コーディ
ネーターや災害時
    ⼩児周産期リエゾン等の専⾨的
⽴場から調整等を担う⼈材の養
成・確保に努める。

あり なし なし

災害医療⽀援室等に災害医療コー
ディネーターのサポートとして⼩
児・周産期医 療に特化した調整役
である「災害時⼩児周産期リエゾ
ン」を配置し、防災訓練に 参加す
るなど、災害医療体制における⼩
児・周産期医療分野の体制強化を
推進す る。

あり あり

H28年
度は2⼈
である
がそこ
から増
加させ
る

ストラクチャー指標に災害時⼩児
周産期リエゾン認定者数が含まれ
ている
災害医療⽀援室等に災害医療コー
ディネーターのサポートとして⼩
児・周産期医 療に特化した調整役
である「災害時⼩児周産期リエゾ
ン」を配置し、防災訓練に 参加す
るなど、災害医療体制における⼩
児・周産期医療分野の体制強化を
推進す る。

周産期には
ストラク
チャー指標
としてリエ
ゾンが含ま
れている
が、⼩児に
は含まれて
いない
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18 福井県 あり

R３年10
名を年
間２名
ずつ任
命する

災害時の⼩児医療体制について、
医療⽀援が必要となる発達障害や
医療的ケア児といった⼩児の要⽀
援者について、適切に対応できる
よう、⼩児・周産期医療に特化し
た調整役である災害時⼩児周産期
リエゾンを養成します。

あり

R３年10
名を年
間２名
ずつ任
命する

災害時の周産期医療体制を充実さ
せるため、⼩児・周産期医療 に特
化した調整役である「災害時⼩児
周産期リエゾン」の養成を開始し
ました。
災害時の周産期医療体制につい
て、医療⽀援が必要となる妊産
婦・新⽣児・⼩児等について、適
切に対応できるよう、⼩児・周産
期医療に特化した調整役である災
害時⼩児周産期リエゾンを養成し
ます。
 また、災害時⼩児周産期リエゾン
を県の災害時医療体制の⼀部とし
て位置づけるとともに、その具体
的な役割について検討を⾏います

中間⾒直しで数
値修正

医療的ケア
児の災害対
応について
⾔及
ストラク
チャー項⽬
でリエゾン
の⼈数を⼊
れている

19 ⼭梨県 あり なし なし

災害発⽣時における要配慮者(※
10)及びハイリスク者対応につい
て、平時から
保健所、市町村、医療・福祉施設
等関係機関が連携した情報収集・
共有に取り組 むなど⽀援するため
体制を整備しておく必要がありま
す。
要配慮者として周産期医療を受け
ている患者として記載されている

なし あり あり

R28年で
２⼈を
12⼈に
増加

東⽇本⼤震災において⼩児・周産
期に関する患者把握や搬送、物資
⽀援等の情報共有が円滑になされ
なかったことから、災害時におい
て、⼩児や周産期に特化したコー
ディネート機能を強化する必要が
あります。
このため、平時から保健所、市町
村、分娩取扱医療機関が連携し、
情報収集・共有に取り組むなど、
災害発⽣時における⼩児・周産期
に関する患者を⽀援するため体制
を整備しておく必要があります。
災害発⽣時における⼩児・周産期
に関する患者⼗分な⽀援をするた
め、平時から
県・市町村及び分娩取扱医療機関
等が情報交換や連携体制を協議で
きる場を設置する などし、災害発
⽣時における医療救護活動指揮調
整や役割分担を⽰す、「⼭梨県⼤ 

⼭梨県⼤ 規
模災害時医
療救護マ
ニュアルと
の連携強化
に⾔及して
いる。
PEACEにつ
いても⾔及

20 ⻑野県 あり

災害時においては、特に医療のサ
ポートが必要となる妊産婦・新⽣
児等に対する災害医療体 制の構築
が必要です。本県では平成28年度
(2016年度)から2⼈の医師が災害時
⼩児周産期 リエゾンとして活動し
ています。今後、⼩児・周産期医
療に特化した災害時の調整役であ
る災 害時⼩児周産期リエゾンの養
成を進めていく予定です。

あり なし なし

災害時を⾒据えて、医療的ケア児
(⾼度医療依存児)等に対する医
療・福祉関係者等が連携し 災害医
療体制の構築を図ります。
災害時において、特に医療のサ
ポートが必要となる、医療的ケア
児(⾼度医療依存児)等に対す る災
害医療体制の構築を図り、災害時
⼩児周産期リエゾンの養成を推進
します。
災害時における医療的ケア児(⾼度
医療依存児)等への⽀援体制につい
ては、医療・保健・福祉・ 教育機
関の連携により検討を進めます。

あり あり
2016年
2⼈から
6⼈へ

災害時において、特に医療のサポー
トが必要となる妊産婦・新⽣児等に
対する災害医療体制の 構築が必要
です。

災害時においては、特に医療のサポー
トが必要となる妊産婦・新⽣児等に対
する災害医療体制 の構築を図りま
す。
災害時において、特に医療のサポート
が必要となる妊産婦・新⽣児等に対す
る災害医療体制の 構築を図り、災害
時⼩児周産期リエゾンの養成を推進し
ます。

医療的ケア
時について
⾔及

21 岐⾩県 あり なし なし

⼩児・周産期医療に特化した調整
役となり災害医療コーディネー 
ターのサポートを⾏う「災害時⼩
児周産期リエゾン」を養成する⽅
針としていま す。
本県においては、災害時⼩児周産
期リエゾンを活⽤したコーディ
ネート体制の 構築が進んでいない
ため、今後、災害時⼩児周産期リ
エゾンの養成と活⽤の仕組 みづく
りが必要
災害時⼩児周産期リエゾンについ
ては、活⽤体制の構築が進んでい
ないこ とから、平時からのネット
ワークを災害時にも有効に活⽤で
きる仕組みを構築するとともに、
認定を進める

なし あり あり

H28年
度に2⼈
をH35
年度に
16⼈以
上

⼆次・三次周産期医療機関(13 機
関)における業務継続計画策定状況
(BCP)は、 平成 29 年9⽉ 30 ⽇現
在で策定済みが9機関(69.2%)、策
定予定が4機関(30.8%) となってい
ます。
被災地における⼩児・周産期医療
ニーズの情報収集や患者搬送、物
資の供給⽀援等 を円滑に⾏う役割
を持つ「災害時⼩児周産期リエゾ
ン」について、厚⽣労働省が開催 
する養成研修の修了者は県内で2名
となっています
災害時に災害対策本部等におい
て、⼩児・周産期医療に特化した
コーディネータ ーとして、災害医
療コーディネーターをサポートす
る機能が重要となります。その た
め「災害時⼩児周産期リエゾン」
を配置し、災害時の⼩児・周産期
医療体制の充 実を図る必要があり

ストラク
チャー指標
にリエゾン
の数

22 静岡県 あり あり

16名の
リエゾ
ンが現
状で任
命され
ている 
ことは
記載

災害時における医療の確保を図る
ため、新たに妊婦や乳幼児にかか
る医療機関との調整を⾏ う災害時
⼩児周産期リエゾンを養成し、⼩
児・周産期医療に特化した調整役
として災害医療 コーディネーター
をサポートする体制を整備しま
す。

あり なし

静岡県
の東
部、中
部、⻄
部に分
けて⼈
数を把
握して
いる、
という
事実の
み記載

本県でも、災害時における⼩児医
療 体制を構築する必要があります
災害時における医療の確保を図る
ため、新たに乳幼児にかかる医療
機関との調整を⾏う災害時 ⼩児周
産期リエゾンを養成し、⼩児医療
に特化した調整役として災害医療
コーディネーターを サポートする
体制を整備します。また、研修・
訓練の実施により、医療資源需給
調整を⾏う災 害医療コーディネー
ター、医薬品等や薬剤師の確保・
調整を⾏う災害薬事コーディネー
ター等 の関係機関との連携体制の
強化を推進します。

あり なし なし

総合周産期⺟⼦医療センター及び
地域周産期⺟⼦医療センターは、
「周産期医療の体制構築に 係る指
針」において求められている災害
時に被害を受けた場合においても
早期に復旧するため の業務継続計
画(BCP)を策定し、通常時の6割程
度の発電容量がある⾃家発電機
等、3⽇分程 度の備蓄燃料、病院
機能を少なくとも3⽇間維持可能な
⽔を確保しています。
○災害時に⼩児・周産期医療に係
る保健医療活動の総合調整を適切
かつ円滑に⾏えるよう、災害 対策
本部等において災害医療コーディ
ネーター等をサポートする災害時
⼩児周産期リエゾン を配置し、訓
練を⾏うことが求められていま
す。本県では、2020 年度末時点で 
16 ⼈に委嘱し ていますが、より多
くの配置が必要です

中間⾒直し後

総合・地域
周産期は
BCPを策定
するよう
に、また、
備蓄等も確
保
県の東部、
中部、⻄部
にわけてリ
エゾンを配
置すること
が⽰されて
いる



都道府県番号 都道府県

災害に
⼩児に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

⼩児
（⼩児
救急を
含む）
に災害
対策に
ついて
の記載

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

周産期
に災害
対策に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例 備考

23 愛知県 あり なし なし

災害医療コーディネーターをサ
ポートする ため、周産期医療及び
透析医療に係るリエゾ ンを任命し
ています。⼩児医療に係るリエゾ
ンについても養 成し任命する必要
があります。
被災地からの医療救護⽀援要請に
対応するため、災害医療コーディ
ネーター、災害薬事コーディネー
ター、リエゾン(周産期)等を 参集
し、災害対策本部の下に保健医療
調整本 部を設置します。
災害時に⼩児患者に適切な医療を
提供できるよう、災害医療コー
ディネーターのサポート役とな
る、リエゾン(⼩児)を養成し任命
します

なし あり なし なし

本県の災害時における周産期医療
については、(公社)⽇本産科婦⼈
科学会による⼤規模 災害対策情報
システム「PEACE」を活⽤し て連
携を取ることとしています。

中間⾒直し後

⼩児と周産
期それぞれ
でリエゾン
を任命して
いるが、⼩
児はこれか
らというと
ころ
PEACEにつ
いて⾔及あ
り

24 三重県 あり なし なし

災害時⼩児周産期リエゾンについ
て、養成数が少ないことから、継
続した養成および体制整備が必要
です
県は、災害時⼩児周産期リエゾン
の養成を図ります。

なし

周産期医療においては平時から独
⾃のネットワークが掲載されてお
り、災害時にも既存のネットワー
クを活⽤することが有効であるこ
とから、平成28年度に災害時⼩児
周産期リエゾンを配置しました。
災害時⼩児周産期リエゾンについ
ては、制度創設から間がないた
め、今後、増員する必要
国の研修制度を活⽤し、災害時⼩
児周産期リエゾンを増員していき
ます。

おそらく⾒直し
後

25 滋賀県 あり なし なし

平時からの⽇本産科婦⼈科学会⼤
規模災害対策情報システムの活⽤
などを含め、今 後県内の医療状
況に沿った体制を検討していくと
ともに、災害時の⼩児周産期医療
の 調整役である災害時⼩児周産
期リエゾン*の⼈材育成に取り組
む必要があります 
平時からの⽇本産科婦⼈科学会⼤
規模災害対策情報システムの活⽤
や災害時⼩児周産期 リエゾンの育
成を進め、防災訓練や研修会等に
参加し、DMAT(災害派遣医療チー
ム) 等と連携することができる体制
を構築していきます

あり なし なし

災害時の⽀援体制も重要な課題で
す。どこの地域に、どのような医
療的ケア児が⽣活しているか把握
することで、災害時に円滑に⽀援
を⾏う体制を構築していく必要が
あります。
平時から災害時の備えができるよ
うに、災害時個別⽀援計画の作成
を⽀援します

あり

平時からの⽇本産科婦⼈科学会⼤
規模災害対策情報システムの活⽤
などを含め、今後県内の医療状況
に沿った体制を検討していくとと
もに、災害時の⼩児周産期医療の
調整役である災害時⼩児周産期リ
エゾンの⼈材育成に取り組む必要
があります。
災害時に備えて、災害時⼩児・周
産期医療体制の検討を進めます。
  ○ 平時からの⽇本産科婦⼈科学会
⼤規模災害対策情報システムの活
⽤や災害時⼩児周産期リエゾンの
育成を進め、防災訓練や研修会等
に参加し、DMAT(災害派遣医療
チーム) 等と連携することができる
体制を構築していきます

医療的ケア
児に￥への
⽀援につい
て⾔及
災害時個別
⽀援計画に
ついても⾔
及

26 京都府 あり なし なし

災害医療コーディネート体制を整備

し、亜急性期を含めた災害医療体制を

強化するため、災 害医療コーディ
ネーター、災害時小児周産期リエゾ

ンや保健医療活動チーム等(DMAT、
日本医 師会災害医療チーム(JMAT)、
災害派遣精神医療チーム(DPAT)、災害時
健康危機管理チーム(DHEAT) 、災害
支援ナース等)専門分野との連携体制
を構築

あり あり

2023年
度に16
⼈のリ
エゾン
を養成

災害時の⼩児・周産期医療ニーズ
への対応や、情報共有、連携を図
るための体制の構築が必要で す。
⼤規模災害時への備えとして、災
害時⼩児周産期リエゾン(※)の養
成など、災害時の連携体制構築を
図る

あり なし なし

災害時の⼩児・周産期医療ニーズ
への対応や、情報共有、連携を図
るための体制の構築が必要で す。
⼤規模災害時への備えとして、災
害時⼩児周産期リエゾンの養成な
ど、災害時の連携体制構築を
図る。

27 ⼤阪府 あり なし なし

災害時に、循環器疾患、消化器疾
患、アレルギー疾患、⼩児・周産
期医療、精神疾患等の専⾨診療が
可能であること を要件に特定診
療災害医療センターを４病院で指
定
今後は、中⻑期の災害医療や、⼩
児・周産期や透析等の多分野での
調整に対応できる災害医 療コー
ディネーターの養成が必要
⼤阪府においても、この教訓をも
とに平常時から災害に備えた⼩
児・周産期医療体制 を整える必要
があります

なし あり なし なし

周産期⺟⼦医療センター、周産期
専⽤病床数等、国の指針及び⼤阪
府周産期医療体制整備計 画に基づ
く量的な整備は充⾜しているもの
の、搬送先選定に時間を要する症
例(精神疾患を 合併する妊産婦)、
災害時医療の対応、NICU ⼊院児の
在宅移⾏⽀援等さらなる医療機能
の強 化が求められています

特定診療災
害医療セン
ターを指定
（⼤阪⺟⼦
医療セン
ターもその
⼀つ）

28 兵庫県 あり なし なし

災害時の⼩児・周産期医療体制の
⽀援及び搬送等に必要な知識及び
技能等の 習得を⽬的として、厚⽣
労働省が平成28年度より実施して
いる災害時⼩児周産 期リエゾン養
成研修に医師等を派遣している。
災害時に⼩児・周産期医療に特化
した調整役である「災害時⼩児周
産期リエ ゾン」を配置し、体制を
整える必要がある。
平時から効率的な情報共有を⾏え
る仕組み作りを⾏い、災害時には
平時の連 携ベースとして、必要な
情報収集・提供の⾏える「災害時
⼩児周産期リエゾ ン」等の⼈材育
成を推進する。(県、医療機関、関
係団体)

あり なし なし

災害時においても、⼩児患者に適
切に対応できる体制の構築が必要
である
災害時⼩児周産期リエゾン養成研
修(厚⽣労働省実施)へ医師、助産
師、看 護師等を派遣し、災害時⼩
児周産期リエゾンを養成するとと
もに、災害時⼩児 周産期リエゾン
と災害医療コーディネーターが連
携した総合防災訓練や研修な どを
実施する。(県、関係団体)

あり あり

H28で3
⼈のリ
エゾン
をR1に
12⼈に
増やす
（すで
に達成
した）

災害時に備えて、平時から周産期
医療関係者が情報共有できる場の
設定によ るネットワークづくり
や、被災地域の医療ニーズや⼩児
周産期に関する情報収 集、関係機
関との調整等を担う「災害時⼩児
周産期リエゾン」の養成が必要に 
なっている。
災害時の周産期搬送を⾒据えて、
患者搬送や物資調達等に関する情
報伝達 の⽅法等について情報交換
できる場を設定し、関係者による
顔の⾒える関係 を築く。(県・医療
機関・関係団体)
災害時にDMAT等と連携して⼩児
周産期医療分野の情報収集・発
信、搬 送コーディネートを⾏う
「災害時⼩児周産期リエゾン」を
養成し、全ての総 合周産期⺟⼦医
療センターに配置する。(県・医療
機関・関係団体)

中間⾒直し後

総合周産期
⺟⼦医療セ
ンターすべ
てにBCP策
定を進める
全ての総合
周産期にリ
エゾンを配
置する
リエゾン養
成数は⽬標
を達成
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29 奈良県 あり

搬送が必要な⼩児・妊産婦の情報
を収集し、被災地内の適切な医療
機関への搬送コーディネートや被
災地外への搬送⽅法、受け⼊れ体
制の情報を収集する⼩児周 産期リ
エゾンの設置を検討

なし なし

30 和歌⼭県 あり あり

2017年
度4⼈を
2023年
度に12
⼈（う
ち⼩児
科医6
⼈）に
する

東⽇本⼤震災時の教訓から、
DMAT、医療救護班との情報共有
及び連携体制の 構築、災害時にお
ける⼩児・周産期医療ニーズの把
握、災害時における⼩児・周産 期
医療に特化した⽀援物資の供給体
制の構築が課題と考えられていま
す。
この課題を解決するため、平成28
年度から厚⽣労働省主催で⼩児・
周産期医療 に特化したコーディ
ネーターである「災害時⼩児周産
期リエゾン」の養成研修が⾏ われ
ています。
今後、県内における災害時⼩児周
産期リエゾン認定者数を増加させ
ることにより、 災害時における⼩
児・周産期医療体制を確保してい
くことが重要です 
厚⽣労働省主催の災害時⼩児周産
期リエゾン養成研修の活⽤によ

あり あり

2017年
度4⼈を
2023年
度に12
⼈（う
ち産科
医6⼈）
にする

東⽇本⼤震災時の教訓から、
DMAT、医療救護班との情報共有
及び連携体制 の構築、災害時にお
ける⼩児・周産期医療ニーズの把
握、災害時における⼩児・ 周産期
医療に特化した⽀援物資の供給体
制の構築が課題です。
この課題を解決するため、平成28 
年度から厚⽣労働省主催で⼩児・
周産期医 療に特化したコーディ
ネーターである「災害時⼩児周産
期リエゾン」の養成研修 が⾏われ
ています。
県内における災害時⼩児周産期リ
エゾン認定者数を増加させること
により、災 害時における⼩児・周
産期医療体制を確保していくこと
が重要です。
分娩施設の被災状況を把握するた
め、分娩を取り扱っている診療所
及び助産所

助産所を
EMISに登録
している

31 ⿃取県 あり なし なし 災害時における小児・周産期医療に対す

る支援体制の検討が必要。
あり なし なし

⼤規模災害時においても、平常時
と変わらず、ま たは平常時以上
に、⼩児・周産期の医療ニーズが 
⾼まるものと推測される。
⼩児・周産期医療に精通した災害
医療従事者が不 ⾜している。

あり あり

災害医
療コー
ディ
ネー
ター
（⼩児
周産期
担当）
を０か
らR5に8
⼈とす
る

⼤規模災害時においては、平常時
以上に、⼩児・ 周産期の医療ニー
ズが⾼まるものと推測される。
⼩児・周産期医療に精通した災害
医療従事者が不 ⾜している。
災害時の交通⼿段や医療従事者の
確保、患者受⼊体制に関する情報
の把握のための体制の整備 ・災害
時⼩児周産期リエゾンを養成し、
災害医療コーディネーター(⼩児周
産期担当)として、⼩児科と産科の
医師を各保健医療圏及び全県で1 
名ずつ継続配置する。
災害医療コーディネーター(⼩児科
と産科の医師)を各医療圏及び全県
で 1名ずつ継続配置する。

中間⾒直し後

各保健医療
圏と全件に
１名ずつ災
害時⼩児周
産期リエゾ
ンを配置
⼩児科医、
産科医を災
害医療コー
ディネー
ターとして
１名ずつ医
療圏および
全件で１名
ずつ継続配
置

32 島根県 あり なし なし

災害が発⽣した場合において、必要
とされる医療を迅速かつ的確に提供て
゙きる体制の構築 を図るため、平成 
31(2019)年3⽉に災害医療コーディ
ネーターを設置するとともに、⼩児 
や周産期に特化したコーディネート
機能を担う災害時⼩児周産期リエゾン
14を設置してい ます。 
災害時⼩児周産期リエゾンを含む災害
医療コーディネート体制の構築要員の
育成に努めま す。
7 災害時に⼩児・周産期患者の搬送な
どを円滑に⾏うためには、⼩児・周産
期に関する平時 のネットワークを活
⽤することが必要であるため、災害時
⼩児周産期リエゾンの役割な ど、災
害時を想定したマニュアルを作成しま
す。

なし なし

33 岡⼭県 あり なし なし

災害時に医療の⽀援が必要となる妊産
婦・新⽣児等について、適切に対応で
きるよう、⼩児周産期医療に特化した
調整役である災害時⼩児周産期リエゾ
ンの養成訓練を通じて、実働可能な体
制を整えます。また、⽇本産科婦⼈科
学会が構築した⼤希望災害対策情報シ
ステムの分娩取り扱い施設の情報を有
効に活⽤できる体制の整備を進めま
す。

あり

令和元年から岡⼭県災害時⼩児周
産期リエゾンを設置しています。
災害時、⼩児周産期医療に係る保
健医療活動の総合調整を適切かつ
円滑に⾏う体制が必要です。

あり なし なし

令和元年から岡⼭県災害時⼩児周
産期リエゾンを設置しています。
災害時、⼩児周産期医療に係る保
健医療活動の総合調整を適切かつ
円滑に⾏う体制が必要です。

34 広島県 あり なし なし

現状の災害医療体制では，⼩児・
周産期における特有のニーズに対
応する体制が⼗分取られてい ると
は⾔えない状況が指摘されていま
す。
災害時において，適切な⼩児・周
産期医療や物資を提供するための
コーディネーター(災害時 ⼩児・周
産期リエゾン)を配置するととも
に，平時からDMATの活動と連携
した訓練を実施す る等，被災時を
⾒据えた体制の整備に取り組みま
す。

あり なし なし

災害時における医療体制に基づ
き，全体の医療体制の中で対応を
⾏っています
これまでの災害時における問題点
として，現状の災害医療体制で
は，⼩児・周産期における特有 の
ニーズに対応する体制が⼗分取ら
れているとは⾔えない状況が指摘
されています。
災害時において，適切な⼩児医療
や物資を提供するためのコーディ
ネーター(「災害時⼩児周産期 リエ
ゾン」)を配置するとともに，平時
から，DMATの活動と連携した訓
練の実施や，災害対策情 報のシス
テムを活⽤するなど，被災時(近隣
府県を含む。)を⾒据えた体制の整
備に取り組みます。

災害時における医療体制に基づ
き，全体の医療体制の中で対応を
⾏っています
これまでの災害時における問題点
として，現状の災害医療体制で
は，⼩児・周産期における特有 の
ニーズに対応する体制が⼗分取ら
れているとは⾔えない状況が指摘
されています。
災害時において，適切な周産期医
療や物資を提供するためのコー
ディネーター(「災害時⼩児周産 期
リエゾン」)を配置するとともに，
平時から，DMATの活動と連携し
た訓練の実施や，災害対策 情報の
システムを活⽤するなど，被災時
(近隣府県を含む。)を⾒据えた体
制の整備に取り組みます。
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35 ⼭⼝県 あり なし なし

⼩児周産期の医療救護活動を円滑
に実施するための調整等を⾏う、
⼩児周産期医療に特化した「災害
時⼩児周産期リエゾン」の養成確
保を⾏う必要があります。

あり なし なし

災害時における連携体制の確保
災害時における⼩児医療の確保が
図られるよう、平時から災害を念
頭に置いた関係者の連携体制の構
築を進めます。
⼩児救急医療拠点病院等におい
て、継続的に医療機能を確保でき
るよう、⼩児医療に係る業務継続
計画の策定を促進します。
 災害時⼩児周産期リエゾンの養成
確保に取り組みます。

あり なし なし

ハイリスク妊産婦・新⽣児の搬送
体制の強化、災害時によける連携
体制の確保（医療機関の連携によ
るハイリスク分娩や災害対応でき
る体制の確保）
災害時における周産期医療の確保
が図られるよう、平時から災害を
念頭に置いた関係者の連携体制の
構築を進めます。
周産期⺟⼦医療センターにおい
て、継続的に医療機能を確保でき
るよう、周産期医療に係る業務継
続計画の策定を促進します。
 災害時⼩児周産期リエゾンの養成
確保に取り組みます。

⼩児救急医
療拠点病院
等において
BCPの策定
を促進

36 徳島県 あり なし なし

災害時に⼩児周産期医療に係る保
健医療活動の総合調整を適切かつ
円滑に⾏えるよう、災害医療コー
ディネーターとして「災害時⼩児
周産期リエゾン」を配置する」
災害医療コーディネート体制の構
築要因の育成に努める
⼩児周産期医療の関係者や保健所
等と連携し、災害時における妊産
婦や乳幼児の対応について検討を
始める

あり なし なし

災害時⼩児周産期リエゾンを養
成・確保し、平時より訓練を実施
近隣府県の被災時においても、災
害時⼩児周産期リエゾン等を開始
て被災県からの搬送受け⼊れや診
療に係る医療従事者の⽀援等を⾏
う体制を構築
災害時⼩児周産期リエゾン養成研
修へ医師等を派遣し災害時⼩児周
産期リエゾンを養成確保します。

災害時に⼩児周産期医療に係る保
健医療活動の総合調整を適切かつ
円滑に⾏えるよう、徳島県災害対
策本部の「保健医療福祉調整班」
に、災害医療コーディネーターと
して「災害時⼩児周産期リエゾ
ン」を配置する
災害時を⾒据えて業務継続計画を
策定するとともに、災害時⼩児周
産期リエゾン等を介して災害時の
⽀援を積極的に担うこと
周産期⺟⼦医療センターに求めら
れている医療機能に踏まえ、災害
時においても⾼度な周産期医療を
提供できる体制を構築するため
に、⾮常⽤⾃家発電設備や給⽔設
備の保有等に係る整備について、
総合周産期⺟⼦医療センターの指
定要件として、災害拠点病院と同
等の要件を求めます。また地域州
先⺟⼦医療センターについても、

中間⾒直し後

隣県が被災
したことも
想定
総合周産期
には災害拠
点病院波の
設備を求め
る。
⼩児周産期
医療の関係
者と保健所
等との連携
について記
載

37 ⾹川県 あり なし なし

災害時の⼩児・周産期⽀援体制を
強化するため、⼩児周産期リエゾ
ンを 養成し、9 名(令和 2 年 9 ⽉ 1 
⽇現在)の医師を選任しています。

なし あり なし なし

近年の⼤規模災害等の経験から、
災害発⽣時における周産期の医療
⽀援等は⼀般の災害医療とは異な
る対応が求められことから、平成 
28 年度から国が開始した周産期の 
医療⽀援を調整する「災害時⼩児
周産期リエゾン」養成研修に、周
産期⺟⼦医療セン ターの医師等を
派遣し、研修修了者を「災害時⼩
児周産期リエゾン」に任命しま
す。
また、災害時⼩児周産期リエゾン
による⽀援調整等が円滑に⾏われ
るよう、災害医 療コーディネー
ターやDMAT(災害派遣医療チー
ム)と連携した救護体制を整備し ま
す。

38 愛媛県 あり なし なし

県主催の研修や訓練を通じて、災
害派遣精神医療チーム(DPAT)、透
析医会、 ⼩児・周産期災害リエゾ
ン研修の受講者等と連携を図り、
災害医療体制の充実・強 化を進め
ます
災害急性期を脱した後も避難所等
の被災者に対する感染症のまん延
防⽌、衛⽣⾯の ケア、メンタルヘ
ルスケア等で継続的な⽀援体制を
構築するとともに、⾼齢者、障 が
い者、妊産婦、乳幼児、病弱者等
災害時要配慮者へのサポート体制
の構築に取り 組みます。

なし あり なし なし

災害 時の⼩児・周産期医療の連携
体制の課題から、医療・保健・⾏
政が連動できるような 災害対策
ネットワークの構築が必要です
災害時における適切な周産期医療
機能の確保のため、災害時の情報
システム等を活⽤した連携体制の
検討や災害時⼩児周産期リエゾン
の養成等を含め、関係機関との連
携体制 の構築に努めます

39 ⾼知県 あり なし なし

県保健医療本部及び保健医療⽀部
には、災害医療コーディネーター
が配置され、 災害薬事コーディ
ネーター、災害透析コーディネー
ター、災害⻭科コーディネー
ター、 災害看護コーディネー
ター、災害時周産期リエゾンなど
とともに医療救護活動について 調
整を⾏います
⼩児慢性特定疾患 690名(r３年３⽉
末)

なし あり なし なし

災害対策としては、総合周産期⺟
⼦医 療センターにおける業務継続
計画の策定に向け、取組を始めて
います
平成 29 年度からは⾼ 知県周産期
医療協議会の部会として、意⾒交
換及び体制整備を⾏う「周産期医
療災害ワ ーキング」を設置し、検
討を開始
災害時の周産期医療の対応充実の
ため、 周産期に特化したコーディ
ネーター(災害時周産期リエゾン)
の養成を⾏っており、本 県では産
婦⼈科医師2名、新⽣児担当医師2
名が研修を修了
「周産期医療災害ワーキング」で
関 係者間の情報共有⽅法や災害時
周産期リエゾンの役割及び位置づ
け等を検討し、周産期 医療分野に
特化した災害時の体制整備を進め
る必要があります

⼩児慢性の
⼦どもにつ
いての記載
がある
周産期医療
災害ワーキ
ングで関係
者間の連携
を図ってい
る
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40 福岡県 あり なし なし
国による災害時小児周産期リエゾン

研修を受講した医師 を中心とした調
整体制の構築を進めています。

あり なし なし

重篤な⼩児患者への医療をはじ
め、災害時においても必要な⼩児
医療が円滑に 提供できるよう、国
において災害時における⼩児医療
や周産期医療の調整役(災 害時⼩児
周産期リエゾン)を養成する取り組
みが始まっています。⼩児医療を
担 当する当該リエゾンを中⼼とし
た、災害時における⼩児医療施設
の連携が求めら れています。
災害時⼩児周産期リ エゾン活動の
強化に取り組みます。
⼩児救急医療機関による災害時の
ネットワークを平時から構築する
とともに、 在宅療養児の災害時の
医療ニーズ把握等の⽅策を検討
し、災害時⼩児周産期リエ ゾン(⼩
児担当)を中⼼とした、災害時の⼩
児医療体制の構築に取り組みます

あり なし なし

災害時においても、妊産婦や新⽣
児に対して必要な周産期医療が円
滑に提供で きるよう、国において
災害時における⼩児医療や周産期
医療の調整役(災害時⼩ 児周産期リ
エゾン)を養成する取り組みが始
まっています。周産期医療(産科及 
び新⽣児)を担当する当該リエゾン
を中⼼とした、災害時における周
産期医療施 設の連携が求められて
います
救急医療や⼩児医療など関連領域
との連携も踏まえつつ、周産期医
療関係者へ の研修・訓練などを通
じて、災害時⼩児周産期リエゾン
(周産期医療担当)を中⼼ とした、
災害時における周産期医療ネット
ワークの構築に取り組みます
災害時⼩児周産期 リエゾン活動の
強化に取り組みます

⾒直し後

41 佐賀県 なし あり あり

０から
2023年
には24
⼈へ

災害時⼩児周産期リエゾン研修を
受講させ、増やす

あり あり

０から
2023年
には24
⼈へ

災害時⼩児周産期リエゾン研修を
受講させ、増やす

⾒直し後

42 ⻑崎県 あり なし なし

新⽣児集中治療室(NICU)等での管
理を必要とする⼩児、新⽣児、妊
産婦については、ハイリス ク出産
等への対応のために構成されてい
る⼩児・周産期医療独⾃のネット
ワークを活⽤すること
県は、県コーディネーターのサ
ポートとして、⼩児・周産期医療
に特化した調整役である「災害時
⼩ 児周産期リエゾン」を養成し、
訓練等により、災害医療における
連携体制の強化を図ります。

あり なし なし

災害医療体制下において⼩児・周
産期医療が効果的に機能するため
に は、医療ニーズ等の情報収集及
び医療チーム(DMAT 等)との連絡
調整等を⾏う災害医療コーディ 
ネーターのサポートとして、「災
害時⼩児周産期リエゾン」の養成
を進めていく必要があります

災害医療体制下において周産期医
療体制が効果的に機能するため、
医療ニーズ等の情報収集及び医療 
チーム(DMAT等)との連絡調整等
を⾏う災害医療コーディネーター
のサポートとして、「災害時⼩ 児
周産期リエゾン」の養成を進めま
す。

43 熊本県 なし あり あり

H29年
度3⼈の
リエゾ
ンを
H35年
度12⼈
に増や
す

平成28年熊本地震の際には、熊本
⼤学医学部附属病院をはじめとす
る県内⼩児・周産 期医療機関や、
⽇本⼩児科学会・⽇本産科婦⼈科
学会・⽇本新⽣児成育医学会によ
り派 遣された医師及び県外から派
遣された災害時⼩児周産期リエゾ
ン等の協⼒を得て、患者 搬送、医
師派遣、物資調達の調整や避難所
における保健活動に対応しまし
た。次の災害 に備え、県内で「災
害時⼩児周産期リエゾン」を養成
するなど、災害時の⼩児・周産期 
医療提供体制の強化が求められて
います
災害時における⼩児・周産期医療
提供体制を強化するため、⼩児・
周産期関係学会等 との連携を推進
するとともに、災害対策本部等に
災害医療コーディネーターのサ
ポート 役として⼩児・周産期医療

あり あり

H29年
度3⼈の
リエゾ
ンを
H35年
度12⼈
に増や
す

熊本地震の際には、熊本⼤学医学
部附属病院をはじめとする県内⼩
児・周産期医療機 関や、⽇本⼩児
科学会・⽇本産科婦⼈科学会・⽇
本新⽣児成育医学会により派遣さ
れた 医師及び県外から派遣された
災害時⼩児周産期リエゾン等の協
⼒を得て、患者搬送、医 師派遣、
物資調達の調整や避難所における
保健活動に対応しました。次の災
害に備え、 県内で「災害時⼩児周
産期リエゾン」を養成するなど、
災害時の⼩児・周産期医療提供 体
制の強化が求められています
災害時における⼩児・周産期医療
提供体制を強化するため、⼩児・
周産期関係学会等との連携を推進
するとともに、災害対策本部等に
災害医療コーディネーターのサポ
ート役として⼩児・周産期医療の
調整役となる「災害時⼩児周産期

リエゾン2⼈
が最⼤３⽇
間活動でき
る体制

44 ⼤分県 あり あり
令和元
年0⼈を
15⼈へ

東⽇本⼤震災後の研究や検討で、
被災地や周辺地域における情報伝
達網の 遮断や、⼩児・周産期医療
に精通した災害医療従事者の不⾜
等を原因として、 現状の災害医療
体制では⼩児・周産期医療に関し
て準備不⾜であることが指 摘され
ました。
また、⼩児・周産期医療について
は平時から独⾃のネットワークが
形成さ れていることが多く、災害
時にも既存のネットワークを活⽤
する必要性が指 摘されました。そ
のため、災害医療コーディネー
ターのサポートとして、⼩ 児・周
産期医療に特化した調整役である
「災害時⼩児周産期リエゾン」を
養 成することとされました
今後、災害対策本部等に災害医療
コーディネーターのサポートとし
ての 「災害時⼩児周産期リエゾ

あり あり
令和元
年0⼈を
15⼈へ

災害時に適切な⼩児医療を提供で
きる体制の整備が必要となってい
ます。
  また、平時や災害時における⼩児
医療を提供できるネットワーク体
制を整 備する必要があります。
このため、国では都道府県災害対
策本部において災害医療コーディ
ネータ ーをサポートし、⼩児・周
産期医療に関する調整役となる
「災害時⼩児周産期 リエゾン」の
研修を開始しています。
⼩児・周産期医療に特化した調整
役である「災害時⼩児周産期リエ
ゾン」の養成やあり⽅等につい
て、⼤分県周産期医療協議会(専⾨
部会)等で協議を⾏います。
「災害時⼩児周産期リエゾン」の
任命を⾏い、平時からの訓練や災
害時の活動を通じて、地域のネッ
トワークを災害時に有効に活⽤す

あり あり
令和元
年0⼈を
15⼈へ

⼩児・周産期医療に特化した調整
役である「災害時⼩児周産期リエ
ゾン」の養成やあり⽅等につい
て、⼤分県周産期医療協議会(専⾨
部会)で協議を⾏います。
「災害時⼩児周産期リエゾン」の
任命を⾏い、平時からの訓練や災
害時の活動を通じて、地域のネッ
トワークを災害時に有効に活⽤す
る仕組みを構築します。



都道府県番号 都道府県

災害に
⼩児に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

⼩児
（⼩児
救急を
含む）
に災害
対策に
ついて
の記載

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

周産期
に災害
対策に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例 備考

45 宮崎県 あり なし なし

⼩児・周産期医療に精通した災害
医療コーディネーターのサホ
゚ートとして、災害時⼩児周産期
リエゾンの養成を図ります。

なし あり なし なし

災害時の⼩児周産期医療に関する
把握、搬送、情報共有を円滑に⾏
うため、⼩児周産期医療に特化し
た災害時医療コーディネーターの
サポートをする「災害時 ⼩児周産
期リエゾン」が必要であるとされ
ており、本県では2016年度から国
の研 修事業を活⽤し、災害時⼩児
周産期リエゾンを養成していま
す。
 総合及び地域周産期⺟⼦医療セン
ターにおいて、2017年9⽉現在、
事業継続計 画(BCP)が7か所中3か
所で策定されています。
「災害時⼩児周産期リエゾン」に
ついては、今後も継続して養成し
ます。
 総合及び地域周産期⺟⼦医療セン
ターについては、事業継続計画
(BCP)の策定や訓練の実施など災
害に備えた体制の確保に努めま

46 ⿅児島県 あり なし なし

災害時における⼩児周産期医療に
特化した保健医療活動の調整役で
ある災害時⼩児周産期リエゾンの
養成・確保を進めると共に、平時
から訓練等を通じて災害医療コー
ディネーター等との連携を図りま
す。

なし

次において、特に医療のサポート
が必要となる妊産婦・新⽣児等に
対する災害医療体制の構築に向
け、災害時⼩児周産期リエゾンを
15名任命しているところ
引き続き、⼩児周産期医療に特化
した災害時の調整役であるリエゾ
ンの養成・確保を進める
リエゾンの活動範囲や活動内容を
検討し、その機能を⼗分に発揮で
きる仕組みを構築する必要があり
ます。

47 沖縄県 あり なし なし

薬剤、⼩児、周産期、精神等の専
⾨分野に関するコ ーディネーター
の検討を⾏います。
災害が発⽣し、県内の⽔及び電気
等のインフラが停⽌し、県内では
治療を継続で きなくなった場合に
備えて、⼈⼯透析、在宅酸素、⼈
⼯呼吸器、周産期患者の県外
搬送計画を検討し、患者に対して
周知を図ります。

あり あり

災害時
に医療
的ケア
児の対
応が決
まって
いる市
町村数
を3から
増や
す。そ
のため
に市町
村が医
療的ケ
ア児の
数を把
握して
対応

災害時に医療的ケア児への対応が
決まっている市町村数を評価指標
にしている
災害時に⼩児及び⼩児患者に適切
な医療や物資を提供できるよう、
県内の⼩児科医を対象として災害
時に⼩児医療の調整を⾏う⼈材の
養成に取り組みます。

あり あり

前周産
期⺟⼦
医療セ
ンター
の産科
および
新⽣児
科・⼩
児科を
研修へ
派遣
し、受
講者を
リエゾ
ンとし
て認
定。6⼈
を32⼈
に増員
へ。

⼤規模災害を想定した訓練や、医
療備品等の備蓄を⾏っている周産
期医療施設の状 況等を把握し、災
害発⽣時にも、周産期医療が継続
できる体制を構築するために、⼩
児・周 産期リエゾンの育成と、周
産期医療施設の災害対応マニュア
ルの策定が必要です。また、災害 
発⽣時の役割分担について協議の
場を設定し、沖縄県災害医療マ
ニュアルに内容を反映し、 県全体
で連携及び調整できる体制を構築
する必要があります
現在の周産期空床情報システム
(OPeN)の内容をさらに充実させ、
災害時にも対応可能 な医療情報シ
ステムの整備
全周産期⺟⼦医療センターの産
科、新⽣児科、⼩児科医師に対し
て琉球⼤学を中⼼に ⼩児・周産期
リエゾンを養成し、⽇本産科婦⼈

医療的ケア
児の対応に
ついて指標
を作成して
いる
周産期セン
ターごとの
リエゾン配
置を⾒据
え、養成数
を出してい
る



令和四年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

分担研究課題「周産期・小児医療提供体制に関する研究」 

・都道府県の産科・周産期領域の地域連携 BCP策定マニュアル（第 1版） 

研究協力者：鈴木真 服部響子 平川英司 渡邊理史 

１．はじめに 

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」（平成 

25 年 12 月法律第 95 号）(1)が制定され，必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に

資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに，大規模自然災害等からの

国民の生命，身体及び財産の保護並びに大規模自然災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす

影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うことが必要とされた．厚生労働科学研究

費補助金健康安全・危機管理対策総合研究事業「東日本大震災の課題からみた今後の災害医

療体制のあり方に関する研究」（H26-医療-指定-024）（1）で，減災・防災を目的とした大規模災害

発生時の地域周産期医療の事業継続計画（BCP）策定のための検討を始めておこなっている（表

1）．この中で，BCP 策定には災害医療と周産期医療の密接な連携を前提として，平時の周産期医

療の実態と災害時の地域分娩施設の診療継続能力に関する検討が必要であると提言している． 

２．目的 

 本研究では，具体的に大規模災害時の地域周産期医療の BCPを作成する方法を提言すること

を目的とする． 

３．結果 

 大規模災害時の地域周産期医療の BCP 作成の進め方（表１）にあるように，発災直後の新規発

生患者数の推計と平時・災害時の産科必要病床数の推計は，具体的な対策を立てることを可能と

すると考えられた．災害時新規発生妊婦患者数については、各市町村の 1日平均出生数と各市

町村が推計している大規模災害時の負傷者数を基に妊婦負傷者数の推計を行うことができる．出

生数は人口動態統計から算出できるため，妊娠期間を 10 ヶ月とすると，以下のように算出可能で

ある．

別紙2



 

・各市町村の負傷妊婦  

＝ 各市町村の全体負傷者数 × 各市町村の出生数/人口 × 10/12 か月 

・各市町村 1 日平均出生数 ＝ 各市町村の出生数/365 日 

  ※出生数と人口は人口動態統計から引用可能． 

 

内閣府中央防災会議での検討（2）では災害時の使用可能病床数の算定について以下のように

示している． 

・平常時入院患者数 ＝ 一般病床数 × 一般病床利用率 

・医療機関建物被害率 ＝ 全壊・焼失率 ＋ 半壊率 × 1/2 

（全壊・焼失・半壊率については，非木造の平均建物被害率を使用） 

・ライフライン機能低下による医療機能低下率 

＝ （断水率 or停電率の高い方） ×（震度６強以上の地域：60%，それ以外：30%） 

 

このような考え方に基づいて検討が行われた高知県における先行的取組を以下に示す。 

高知県は南海トラフ地震に備え，上記計算方法に近い推計方法と津波による浸水想定を含め

た被害想定を用いリスク分析を行い，それを基に災害対策を立てている（3）．高知県では妊婦被災

者数として「妊婦重傷数」を，医療提供数として「災害時受け入れ可能産科病床数」を推計してい

る．その結果，高知県全体では 32 名の災害による重症者が発生し，その多くは県庁所在地（高知

市）のある中央医療圏で発生（23名）すると推計された．また，これに 1 日出生数を加えると，発災

当日には 42 床の病床が必要であるとの推計となった．その一方で、中央医療圏の災害時の受入

れ可能産科病床数は 21床と推計されており，平時では最も医療提供体制が整っている中央医療

圏で，深刻な受け入れ困難状態が発生すると想定する必要があることが明らかとなり，周産期領域



の災害対策の最優先課題と考えられた．この推計結果を基に，高知県では以下の対応を行った。

中央医療圏の津波浸水状況を鑑み，中央医療圏を必ず災害拠点病院（いずれも平時に分娩取扱

あり）が含まれるよう 3つのエリアに分ける（図 1）。そのエリア内に住んでいる妊婦は，平時のかかり

つけ産科病院・診療所と異なっていても，被災したエリア内の最寄りの分娩施設のある災害拠点病

院を受診できる体制整備を行う．発災時、各医療機関の共通の認識に基づいた対応を可能にする

ことを目的として、アクションカードを作成(図 2)し、これに基づいて一次対応がなされる体制とす

る。医療機関相互の

情報共有と連携を促進するため，各災害拠点病院の産婦人科医・新生児科医の１名以上に災害



時小児周産期リエゾン（以下リエゾン）研修を修了してもらい，災害発生時は、このリエゾンがエリア

の中心的な存在として，エリアにおける災害時の周産期医療提供の情報共有や調整を行う．３つ

のエリアと二次医療圏間と県全体の調整は災害保険医療福祉調整本部がおかれる高知県庁にい

るリエゾンが行う．  

 

４．考察 

高知県では被害推計を行うことで，平時には医療提供体制が充実している中央医療圏で，大規

模災害発災直後には妊婦受け入れ可能ベッド数が不足するという状況を明らかにすることができ

た．このように，妊婦被災者数や医療提供必要数を推計し，地域全体の被害想定を量として把握

し、検討を行うことは，具体的な災害対策を講じることに繋がる，効果的な方法であると考えられる．

Takahashi らは（4），周産期医療を含めた地域全体の需要数の算定について報告している。平成 28

年度から災害医療と周産期医療の密な連携の重要な役割を果たす，「災害時小児周産期リエゾ

ン」の養成が開始し，災害時小児周産期リエゾンに認定された者は，各都道府県において平時か

らの訓練や災害時の活動を通じて，地域のネットワークを災害時に有効に活用する仕組みを構築

すること，訓練の実施にあたっては，周産期母子医療センターをはじめ，地域の一次医療施設を

含めて地域全体で行うことが必要とされた(5)．平時から災害時の推計を行うことで，具体的なリエゾ

ンの効果的な配置やシステム構築を立案できると考える． 

東日本大震災では，産科病院が分娩や帝王切開後の災害拠点病院の入院期間を短縮し，でき

るだけ多くの妊婦を受け入れた．産院や助産院の大半は，発災直後に分娩取り扱いを再開するこ

とができなかった(6)が，産前産後ケアを行うことで妊産婦の不安解消に努めた(7)．周産期医療のよう

に地域の医療資源が限られている分野では，地域全体での災害医療対策を講じる必要がある(5)．

東日本大震災で行われたように，大規模災害時は災害拠点病院や総合・地域周産期母子医療セ

ンターで分娩や帝王切開を行い，産後・術後の患者を産院や助産院に移送して産後ケアを行うと

いったプランの必要性もでてくる可能性がある．地域内で災害状況に応じたプランを立案するには

発災直後から速やかに医療機関同士が連携し，情報共有することが重要となる．これを実現する

には，災害時に地域連携 BCP やマニュアル等を作成し，それを基に訓練と見直しを行うことが重

要となる．本研究では「各都道府県災害時保健医療福祉調整本部（災害時小児周産期リエゾン）」

（表 2），「総合・地域周産期病院もしくは周産期部門を併設している災害拠点病院」（表 3），「その

他の分娩取り扱い病院，産科有料診療所，分娩取り扱い助産院」（表 4）毎に地域連携に必要な

BCPモデルを作成した．



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 新生児医療の BCP については、今後量的な検討を進める必要がある。妊婦から出生する早産

児や新生児蘇生の頻度，負傷新生児数を含め，NICU への入院頻度については、広域を対象とし

て検討すべき課題であり、来年度以降に検討を進める。 

 

５．結語 

 産科・周産期領域の地域連携 BCP 策定についての検討を行った．医療関係者と行政が連携し

て，各都道府県で BCP 策定が進むことを期待したい． 
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令和４年度 災害時小児周産期リエゾン養成研修 報告書 

１、集合型研修実施日 

第 1回目 令和４年 11月 20日（日）：大阪会場 

第 2回目 令和５年１月 15日（日）：東京会場 

第 3回目 令和５年２月 23日（木）：東京会場 

２、開催形式 

オンデマンド配信による事前学習＋確認テスト 

集合型研修 

３、プログラム 

別紙２＿１ 

４、受講者数 

第 1回目 66名 

（産婦人科医 23名、小児・新生児科医 26 名、助産師・看護師 13名、その他 4名） 

第 2回目 75名 

（産婦人科医 25名、小児・新生児科医 39 名、助産師・看護師 8名、その他 3名） 

第 3回目 72名 

（産婦人科医 22名、小児・新生児科医 36 名、助産師・看護師 11名、その他 3名） 

５、アンケート結果 

133 名より回答を得た。（回収率 62%） 

１）研修内容について 
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２）研修のオンライン化について 

 

 



 

 

 

 

「今後技能維持研修をおこなうとしたら、どのような研修が良いか？」との質問に対し、80 名より回答

をいただいたが、うち 54名（67.5%）が「シミュレーション」や「総合演習」「訓練」と答えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度 佐賀県災害時小児周産期リエゾン技能維持研修 

 

１、研修実施日 

令和 5年 2月 5日（日） 9時 10 分〜13時 20分 

 

２、開催形式 

集合型研修 

（事前に県内分娩施設に対して PEACE 入力訓練を実施） 

 

３、プログラム 

 

 

４、受講者数 

13名（産婦人科医 4名、小児・新生児科医 3名、助産師・看護師 6名） 

 

５、講師 

佐賀県災害医療コーディネーター（医師）4名 

災害時小児周産期リエゾン研修講師（医師）3名 

 

６、アンケート結果 

受講生 11名より回答を得た。（回収率 85%） 
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令和４年度 災害時小児周産期リエゾン技能維持研修（トライアル） 

 

１、研修実施日 

第１回目：令和 4年 12月 6日（火）9時 30分〜12時 45分 

第２回目：令和 5年 1月 10日（火）9時 30分〜12時 45分 

 

２、開催形式 

統括 DMAT技能維持研修の一部に参加しての集合型研修 

 

３、プログラム 

 

 

４、受講者数 

第１回目 7名、  第２回目 6名 

災害時小児周産期リエゾン研修講師や訓練参加経験者から選出 

 

５、アンケート結果 

受講者全員が、「統括 DMAT技能維持研修に参加するメリットがあるか？」との質問に「ある」と回答。 

講師も全員、肯定的な意見であった。 

（受講生） 

・DMAT の資格を持たない小児周産期リエゾンの人は是非とも受けるべき 

・DMAT との小児周産期リエゾンとの立ち位置がお互い理解しようとできた 

・統括 DMATの役割などを理解することで、実災害時に小児周産期リエゾンとして自分がどのような役割

を果たせばよいのか、小児周産期リエゾンが何をもとめられているのかを理解することができた 

・本部立ち上げ、本部機能の理解に大変役立ちます 

（講師） 

・DMAT の研修に参加することに対して個々の考え方や積極性の課題はあるかと思いますが、周産期に限

らず保健福祉医療調整本部や DMAT 調整本部にリエゾンとして入る可能性のある方々が統括 DMAT の研修

に参加することはとても有意義で良い試みだと思います 

・統括 DMAT 技能維持研修へのリエゾン参加について、顔のみえる関係構築となる点で賛成です 

・実働では共同で作業する事になりますので、今回の研修のように DMATの事も理解してもらい、DMATの

先生方も小児周産期リエゾンの先生方の事を理解して頂けると思いますので、個人的にはいい取り組み

だったのではと思います 

 

 



考察 

今年度の災害時小児周産期リエゾン養成研修、災害時小児周産期リエゾン技能維持研修(トライアル)、

佐賀県災害時小児周産期リエゾン研修を踏まえて、今後も技能維持研修の継続実施は必要だと感じられ

た。佐賀県災害時小児周産期リエゾン研修のアンケート結果を見ると、半数以上が年１回の頻度での技

能維持研修の開催が良いと答えている。平成 28年度から開始した災害時小児周産期リエゾン養成研修だ

が、開始してから７年間、技能維持研修は一度も行われていない。技能維持研修のあり方として、災害時

小児周産期リエゾンは自身が所属する都道府県で主に活動することから、地域事情に合わせた研修やシ

ミュレーション、訓練が必要と考えられ、都道府県単位、地域単位での実施が望ましい。 

今回、試行的に行った技能維持の研修形態としては、統括 DMAT 研修の一部に参加して行う形式と、単独

で技能維持研修として開催する形式の二通りで試行した。統括 DMAT研修との合同形式では、本部活動を

協働する統括 DMATと議論を行うことで、本部活動を円滑に行うことにつながる可能性が示唆された。一

方で、単独開催形式では、地域の実情を踏まえた対応（Disaster Imaging Game などの演習）や、災害時

小児周産期リエゾンに必要な項目（EMIS や PEACE を用いた情報収集）の振り返りを中心に行うことがで

きるメリットがあった。統括 DMAT との合同形式では、年間の開催回数を考慮すると、1 回の技能維持研

修に参加できる災害時小児周産期リエゾンが限られるため、すべての要請研修受講者が技能維持研修へ

参加することができない。そのため、現実的には都道府県での技能維持研修を開催することが現実的で

ある。 

しかし、各地域で実施できるだけの人材は充足しておらず、また各自治体においては費用についても課

題がある。今回、佐賀県で実施した技能維持研修は１つのモデルとして、全国でも活用できるものと考え

る。今後、地域単位での技能維持研修を広げていくためにも、全国向けでの災害時小児周産期リエゾン技

能維持研修においては、知識のブラッシュアップやシミュレーション訓練だけではなく、地域単位での

研修方法や訓練の組み立て方についても伝えていく必要があると考えられる。また、災害時には災害医

療コーディネーターや DMATなどの災害医療従事者と小児周産期リエゾンの連携は不可欠であり、双方が

お互いを知る場として、今回、技能維持研修の場の活用は有用であった。実際にアンケート結果を見て

も、双方全員が有意義であったと回答している。今後もこのような取り組みは継続して必要である。 



 
 

 



佐賀県災害時小児周産期リエゾン研修 受講者用アンケート（13 名中 11 名回答） 

 
Q1.災害時小児周産期リエゾン養成研修（厚労省主催）受講年度について 

受講年度 人数 割合 
平成２８年度 1 9% 
平成２９年度 2 18% 
平成３０年度 0 0% 
令和元年度 1 9％ 
令和２年度 6 55％ 
令和３年度 1 9％ 

※県把握の受講年度内訳は H28:1 名、H29:2 名、H31:1 名、R2:4 名、R3:5 名 
 
Q2.職種について 

職種 人数 割合 
産婦人科医師 4 36% 
小児・新生児科医師 3 27% 
助産師 4 36% 
看護師 0 0% 

 
Q3.「災害医療の基本概念・基礎知識」について 

１）講義内容は理解できましたか 
 人数 割合 

かなり理解できた 6 55% 
まあまあ理解できた 5 45% 
あまり理解できなかった 0 0% 
全く理解できなかった 0 0% 

 
 ２）講義時間は適当でしたか 

 人数 割合 
適当だった 11 100% 
長かった 0 0% 
短かった 0 0% 

 
 



Q4.「災害時小児周産期リエゾンの活動概要・近年の活動事例」について 
１）講義内容は理解できましたか 

 人数 割合 
かなり理解できた 6 55% 
まあまあ理解できた 5 45% 
あまり理解できなかった 0 0% 
全く理解できなかった 0 0% 

 
 ２）講義時間は適当でしたか 

 人数 割合 
適当だった 11 100% 
長かった 0 0% 
短かった 0 0% 

 
Q5.「本部運営と記録」について 

１）講義内容は理解できましたか 
 人数 割合 

かなり理解できた 5 45% 
まあまあ理解できた 6 55% 
あまり理解できなかった 0 0% 
全く理解できなかった 0 0% 

 
 ２）講義時間は適当でしたか 

 人数 割合 
適当だった 8 73% 
長かった 1 9% 
短かった 2 18% 

 
Q6.「災害時小児周産期リエゾンが扱う情報システム（EMIS）」について 

１）講義内容は理解できましたか 
 人数 割合 

かなり理解できた 6 55% 
まあまあ理解できた 5 45% 
あまり理解できなかった 0 0% 
全く理解できなかった 0 0% 



 ２）講義時間は適当でしたか 
 人数 割合 

適当だった 10 91% 
長かった 0 0% 
短かった 1 9% 

 
Q7.「災害時小児周産期リエゾンが扱う情報システム（PEACE）」について 

１）講義内容は理解できましたか 
 人数 割合 

かなり理解できた 7 64% 
まあまあ理解できた 4 36% 
あまり理解できなかった 0 0% 
全く理解できなかった 0 0% 

 
 ２）講義時間は適当でしたか 

 人数 割合 
適当だった 9 82% 
長かった 1 9% 
短かった 1 9% 

 
Q8.「総合演習」について 

１）講義内容は理解できましたか 
 人数 割合 

かなり理解できた 6 55% 
まあまあ理解できた 5 45% 
あまり理解できなかった 0 0% 
全く理解できなかった 0 0% 

 
 ２）講義時間は適当でしたか 

 人数 割合 
適当だった 9 82% 
長かった 1 9% 
短かった 1 9% 

 
 



Q9.今回の講義の中で不要と思われた講義があれば教えてください 
 人数 割合 

災害医療の基本概念 1 9% 
なし 10 91% 

 
Q10.今回の講義の他に含めて欲しい講義があれば教えてください 
 

○ 実際のリエゾンの活動内容について、超急性期であれば本部でこういうことを采配
することがあった、急性期を過ぎたころの避難所では実際にこういった需要があっ
たのでその調整を行った、などの事例集を学べると、現実的な自分たちの活動内容
が見えてくるような気がします。今のところ実際にはどうなるのだろう、というと
ころがぼんやりしている印象があり、また個人の資質によって気づける点、気づか
ない点の偏りが発生する気がします。 

 
Q11.このような研修はどれくらいの頻度で開催されると良いと思いますか 

 人数 割合 
1 年に 1 回 6 55% 
1 年に 2 回 2 18% 
2 年に 1 回 3 27% 
3 年に 1 回 0 0% 
5 年に 1 回 0 0% 

 
Q12.研修に関してご意見等あれば教えてください 
 

○ 総合演習は佐賀県の設定になって行ったので、より具体的で学びになりました。 
ありがとうございます。 

○ 今回は事前の連絡がやや遅かったため計画を立てれずに参加できなかった方がい
ました。朝早くだったことも夜勤明けの方が参加できない理由になっていました。
スケジュールの早めな細やかな伝達をお願いします。参加してみて有意義だったと
思いますので、ぜひ全員に参加してほしかったと思えました。 

○ 分かりやすかったです。 



令和四年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

分担研究報告書 

「周産期・小児医療提供体制に関する研究」 

研究分担者  海野 信也（北里大学 名誉教授） 

・Group D: 災害時の産科・周産期領域及び小児領域の情報システムの活用方法に関する研究 

  分担研究者： 久留米大学  産婦人科  准教授 津田尚武 

大阪母子医療センター 新生児科医長 祝原賢幸 

  浜松医療センター周産期・メディカルバースセンターセンター長 芹沢麻里子 

 名古屋市立大学大学院医学研究科 救命救急医療学 講師 今井一徳 

1. はじめに（担当：津田尚武）

災害時には、広域災害情報システム（EMIS）により

迅速に被災地域、支援状況（DMAT の活動状況）な

どが共有され、DMAT をはじめとする災害に関わる

医療従事者だけでなく被災地内の戦略立案のため

に広く活用されている。EMIS は災害時に広く必要な

情報を共有するためのシステムであり、入力されて

いる情報は、小児周産期分野の連携のために必要

な情報は必ずしも十分ではない。これを補うために

開発された、日本産科婦人科学会大規模災害対策

情報システム（PEACE）は、大規模広域災害が発生

し、複数の産婦人科施設が被災した場合に被災情

報をとりまとめ、被災地への早期支援に役立てるた

めに日本産婦人科学会によって開発されたインター

ネット上の情報共有システムである。 

現在では日本小児科学会、日本周産期新生児医

学会等とも連携し、新生児(NICU)に関する情報入力

もできるようになり、災害時に災害時小児周産期リエ

ゾン（DLPPM）などが利用できる強力なツールにな

っている。 

実際2017年にPEACEが開発されて以来、PEACE

は熊本地震、大阪地震、岡山豪雨災害、令和元年房

総半島台風などで実際に活用され、多くの成果を生

んできた（文献）。一方で、PEACE は小児に関する

施設の被災情報を入力できない、掲示板が複数ある、

リアルタイムでの情報通知機能が無い、外傷情報を

持たせにくい、入力率向上のための機能が不十分

である等、システム上の課題、運用上の課題がある。 

PEACE のシステム改修の方向性、運用ルールの

整理を目的として、2022 年度内閣府大規模地震時

医療活動訓練での実際の PEACE運用を踏まえ、現

状課題の抽出を行った。 

２．愛知県での検討（担当：今井一徳） 

(1) 訓練概要 

① リエゾン本部立ち上げおよび連携

・愛知県保健医療福祉調整本部内に 2 名, 名古屋

CD活動拠点本部内に 2名のリエゾンを配置した。 
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② 搬送調整訓練 

・平時より、名古屋 CD 活動拠点本部管轄内の水没

地域にある災害拠点病院（NICU がないため、周

産期母子医療センターのネットワーク外）に先天

性心疾患が集積されている。一部病棟が損壊する

想定に併せて、小児科から先天性心疾患患者のリ

ストが当該災害拠点病院災害対策本部に搬送依

頼として届けられた設定で搬送依頼を発生させた。 

 

③ 県内の小児周産期施設の被災状況把握  

・産科施設：想定を付与し事前入力を依頼、当日情

報収集） 

・小児科施設：ネットワークがないため、事前に災害

拠点病院小児科に依頼し、メーリングリストを設定

した。メーリングリスト産科への協力が得られた病

院に対し、当日メーリングリストで情報提供を依頼

し収集した。 

 

(2) 訓練を通して抽出された課題 

① リエゾン本部立ち上げ及び連携 

・事前に調整本部内リエゾンと活動拠点本部リエゾン

間の連絡方法を確定していなかったため、混乱

を来した。 

・EMIS 掲示板に両本部にリエゾンが配置されたこと

を連絡したが、DMAT側にも十分に周知されず、

情報系統に混乱があった。 

→ 今回のように、都道府県によっては、リエゾ

ンが保健所や活動拠点本部内に配置さ

れていることがある。また、「サテライト」と

称して実作業が本部にいない担当者と分

担されていることがある。 

→ EMIS と異なり、組織図が PEACE内に書き

込めないため、他本部、他県から見たとき

に、リエゾンの指揮命令系統が容易に把

握できない。 

 

② 搬送調整訓練 

・当該の先天性心疾患患者のリストについては、活

動拠点本部内リエゾンの采配で搬送先、搬送手段

などが手配可能であった。 

・この情報はDMATの連絡系統を通して活動拠点本

部内のリエゾンに伝達されたため、PEACEに状況

が反映されていない。 

・個別症例の情報を PEACE に反映する必要はな

いが、当該災害拠点病院で大規模な搬送が起こ

っていることは、PEACE 内で共有する価値があ

るかも知れない。 

→ 今回のケースのように、周産期母子センタ

ーでない、かつ NICUがない病院での事象

の場合、掲示板以外に情報を反映させる場

所がない。一方で、このような個別情報を掲

示板内に反映させると情報が埋没する原因

となる。さらに、どのような情報を何のために

収集し・共有するかはリエゾンの活動内容、

戦略による。 

→ 実際、他県から個別症例の搬送依頼が全

て共有されたことで、掲示板に情報があふ

れ、本ケースのような、戦略に関わる情報が

非常にわかりにくい状況が発生した。 

 

③ 県内の小児周産期施設の被災状況把握  

・PEACEの入力状況 

- PEACE入力 約60施設（約50%） 

    - 事後アンケート 33 施設が回答 75.8%が

PEACE入力に問題なし 

                     39%は入力に困

難を感じた 

            （令和2年度は 29施設 69%が

問題なく入力） 

              



・周産期母子医療センター PEACE、EMIS で情報

収集 

・小児施設 14 時の段階で 11 施設から回答を得

た 

 → 産婦人科施設の訓練参加状況を以下に上が

るかは依然課題である一方で、（特に南海ト

ラフを想定した）災害急性期の訓練において、

開業医を中心とした産科施設で現実的に入

力が行えるかという問題は依然存在する。 

 → DMATの場合、EMISに入力がされない施設

は「被害が大きい」と想定し、状況視察に隊を

派遣することがある。リエゾンの戦略に関わ

る問題であるが、実働部隊を持たないリエゾ

ンはどのように「入力されない施設」の情報

を補完するか、そもそもその必要があるか、

という問題がある。 

・EMIS入力内容と PEACE の入力内容のずれ、担

当者の不在 

 → 今回の訓練では事前準備の段階で、災害対

策本部と連絡を取り合って入力することを

お願いしていたため周産期母子センター

についてはライフラインや患者受入状況に

関する情報が、EMIS と PEACE で大きく異

なることはなかった。 

 → PEACE の入力者が、産科・新生児科「当直

医」となると、回線停止に伴い入力がされな

い、回線が通じてしまった場合には、災害対

策本部と連携がないまま入力し、PEACE と

EMISの入力内容がずれることが容易に想定

されるとの意見があった。また、「当直医」は

非常勤医師であることもあり、そもそもログイ

ンができない可能性も指摘された。 

・周産期施設については、活動拠点本部内リエゾ

ンもPEACEから情報を収集することができたが、

小児施設についてはMLでの情報収集かつ、調

整本部内リエゾンが情報整理を行った。このため、

活動拠点本部内のリエゾンは、小児施設に関す

る情報を PEACE からえることができず、必要時

には都度調整本部内のリエゾンに連絡を取る必

要があった。 

 

④ 広域医療災害における他県の状況の把握 

・南海トラフ地震のように広範囲の被災が想定され

る場合、隣県、あるいは学会本部医などの動向

を共有できることが望ましい。現状はクロノロの

共有方法が掲示板しかなく、現実的に他本部

の情報をリアルタイムにえることは困難である。 

・さらに掲示板を用いた情報収集では常にモニタ

リングをする人員が必要となるため、特に災害

急性期の少ない人員で本部運営を行う状況で

は、情報の見逃しが生じた。さらに、本来、他都

道府県に「共有すべきでない情報」（県内・地域

内で完結できる事案のため）も多く掲示板に上

がったため、「重要な情報」の同定をさらに困難

にした。 

 

(3) 課題を踏まえた提言 

① PEACEに求められる機能の追加 

・各都道府県内の指揮命令系統、連絡先が記入で

きる欄の設定（EMISの機能に準ずる） 

・小児領域の情報を入力できるようにする 

  → 外傷、先天性心疾患、外科、透析など成人

部門と共有できる項目を含む 

・クロノロの共有欄を作成する 

・掲示板は、産科、小児科、新生児科すべて共有で

良い（掲示板の統合） 

 

② リエゾンの戦略の見直し 

・PEACEで共有すべき情報は何かを確定するため

には、リエゾンの戦略に基づき見直しを行う必要



がある。 

  → 情報を集める目的の見直し、そのためにどん

な情報を集約すべきか 

   収集の優先順位付け 

・開業産婦人科医は通常災害急性期に救済の対象

にならない。 

 → 入力を推奨している以上、救済が期待されて

いる可能性がある 

   開業産婦人科医への説明の必要もあるだろう。 

   開業小児科医の情報は現時点で反映されてい

ないが、急性期という意味では不要、 

   亜急性期〜慢性期の対応として PEACE に情

報の集約は必要か、も検討が必要である 

 

③ PEACE 運用に関するルールの策定 

・PEACE で共有すべき情報の整理と層別化を行い、

入力時のルールを明文化する 

 → ルールの例 

- 他県に共有する必要のない個別症例

の情報は入力しない 

      （ただし、ではどこで共有すれば良いか、

という問題が生じる） 

- 各県の情報は一つのスレッドで行う 

     - 定時報告として何をどこに入れるか 

・施設内の PEACE入力担当者の決定を推奨し、研

修会等で周知をする 

 → 推奨の例 

- 産科、新生児科（小児科）担当医が直接

入力しない 

- 施設 IDを用いる 

- 施設災害対策本部内の人員（EMIS入

力担当者が望ましいだろう）が、産科、

新生児科（小児科）当番医に確認をし、

代行入力する 

      - 日勤帯など医師が複数いる場合の連絡

窓口をあらかじめ決定しておく 

 

 

3. 静岡県での検討 (担当：芹沢麻里子） 

(1) 訓練概要 

① 災害時小児周産期リエゾン（以下リエゾン）本部立

ち上げおよび連携 

・リエゾン立ち上げ：訓練時、静岡県には 25 名のリエ

ゾンが任命されておりそのうち24名が参加した。静

岡県は西部・中部・東部と医療圏が 3つにわかれる

ため、災害時に参集可能と思われる部署にそれぞ

れ配置とした。静岡県中部では静岡県災害（医療）

対策本部（静岡県庁：静岡市）4 名、中部方面本部

（藤枝市）4名、西部方面本部（磐田市）5名、西部医

療圏活動拠点本部（浜松医科大学付属病院：浜松

市）4名、東部方面本部（沼津市）7名の 5カ所で活

動をおこなった。静岡県ではリエゾンの参集場所

は原則県庁であり、次いで方面本部としている。 

 

・連携：EMIS、PEACE による情報収集のほか、静岡

県のシステム Fujisan、静岡県リエゾン間の SNS、各

医療圏での SNS、助産師会の SNS を使用した。静

岡県リエゾン共用 Dropbox に県内小児科・産婦人

科・助産所のコンタクトリストなどを作成し共有でき

るようにした。 

 

② 搬送調整訓練 

・リエゾンが配置された 5 カ所において、リエゾン内

の 1名がコントローラーとなった。コントローラー5

名と DMAT コントローラー等と事前打ち合わせを

行い、搬送調整リスト 39例を作成。搬送調整症例

は助産所、診療所、有床診療所、病院、障害福祉

課の協力を得て想定される各部署からの事例を

作成した。 

 



・高度な専門性を持った総合周産期センターの被災

により、限られた施設や広域搬送などを行わなけ

ればならない事例を 8例発生させた。 

 

③ 県内の小児周産期施設の被災状況把握  

・周産期施設：PEACE 入力依頼を事前にアナウンス

した。PEACE 入力状況を静岡県リエゾン共用

Dropbox paperドキュメントを用いて、リエゾンが随

時入力予定とした。 PEACE入力訓練は 2022年

2 月に静岡県内一斉に行い、すべての施設で入

力可能であることを確認しているため、今回は

PEACE未入力施設への連絡は行わなかった。 

 

・そのほか：助産所、医療的ケア児、重症心身障害施

設の災害時のネットワークシステムはないため、

助産師ネットワークや行政からの連絡を手段とし

た。 

 

(2) 訓練を通して抽出された課題 

① 災害時小児周産期リエゾン本部立ち上げおよび

連携 

・リエゾン立ち上げ：各部署に参集次第、PEACE に

立ち上げの入力をおこなった。またリエゾン間の

LINE グループにも立ち上げ報告を行った。参集

にあたり、輸送路となる新東名を使用できることを

県に確認した。 

 

・静岡県災害（医療）対策本部チーム：県内の小児周

産期に関わる組織図の作成、搬送案件の進捗等

の管理、提出を求められていたが、実際には十

分把握できておらず、方面本部と同様に搬送調

整を行っている時間が多かった。静岡県災害（医

療）対策本部チームは県庁本部で行われている

行政や各部署、DMATの活動との連携を考えると、

リエゾン全体の活動を統括しリエゾン間の状況収

集と共有を行うとともに、県や各行政、DMATにそ

の情報を共有する本部機能を行う必要があった。 

 

・方面本部チーム：その役割は市町が対象であり、救

護所や救護病院の把握である。地域で完結でき

ないことは組織図通り県庁に相談すべきである。

しかし、小児・周産期は平時でも常に搬送調整を

行っているため、横のつながりで地域外への搬

送調整を行うことが多くなってしまった。リエゾン

が災害時の組織図を十分理解していない結果で

あるが、横のつながりが強いことは緊急時には強

みでもある。 

 

・災害拠点本部（DMAT 活動拠点本部）チーム：災害

拠点本部で受けた事例を方面本部に連絡すべき

か、搬送調整を行うかなどとの役割分担が把握で

きないまま終了してしまった。患者搬送手段がな

い緊急事例（子宮破裂疑い）では活動拠点本部

の指示で同施設の医師2名が有床診療所へ応援

に向かった事例があった。 

→県庁にある災害対策本部、医療圏方面本部、

DMAT 活動拠点である災害拠点本部における

リエゾンの役割分担が明確にならないまま活動

終了となった。これはそれぞれの県で事前に

決める課題であるが、災害時にはどの活動場

所でも同じことができる技量と知識は必要であ

る。 

 

・連携：連携手段が多くあり、すべてのツールから依

頼が入り錯綜していた。しかし、災害時には 1 つ

のツールが機能ダウンした場合の脆弱性を考慮

すると、複数必要ではある。それぞれの運用方法

を県単位、地域で検討すべきで課題である。

DMAT に依頼をすること、行政と連携することは

行えていたが、リエゾンの組織図を DMAT 側が



把握はできていなかった。 

 →地域内の SNS の運用はそれぞれ検討する。県

全体のリエゾンの組織図を PEACE だけではな

く EMISにて共有する必要がある。 

 

② 搬送調整訓練 

1.PEACE機能 

・訓練開始と同時にPEACEや各SNSに搬送調

整症例の情報が入り、各医療圏の方面本部

が調整を開始した。PEACEには新しい情報

が入ったことを知らせる機能がないため、定

期的に確認しなければならない。また確認

せず新しい支援メッセージが入ると確認で

きないまま埋もれ、見逃す事例がでた。今

回は 24 名のリエゾンが参加していたため、

他地域のリエゾンから見逃している事例を

指摘され確認できた。 

→新しいメッセージを知らせる機能が必要

ではあるが、大規模災害だとその場合も

ただ数が多くなり、結局対応仕切れない

可能性がある。支援メッセージを入れる際

に依頼されている県が表示されるなど、そ

れぞれの県のリエゾンが把握しやすい機

能が必要。 

 

・PEACE では支援依頼しかなく報告のみの情

報を入力することができない。PEACE を関与

せず搬送調整を行った症例があることを共有

するために、どのツールを使用するのか。 

→PEACE で情報共有という掲示板を作るこ

とも検討。 

 

・PEACE に静岡県内病院からの症例情報を入

力した際に、宛先がわかりにくく、支援県の反

応が遅れた。また学会も学会に向けたもので

はないと判断し、対応されなかった。（具体的

には支援県の受け入れ可能と言うスレッドに

以下のコメントが静岡県から入電されたので

以下共有する。 

『静岡県小児周産期リエゾンです。○○病院で

のHLHS症例受け入れお願いできますでしょう

か？よろしくおねがいします。』 

この文章に対しスレッドを立てた支援県リエゾ

ンは○○病院に受け入れを依頼しているかと

読み、小児科学会災害対策委員会は宛先不明

のため対応されなかった。訓練では静岡リエゾ

ンのコントローラーが支援県リエゾンと小児科

学会対策委員会に裏で連絡し、対応方法を決

めた。結論的には対応が遅いと判断した静岡

県新生児医療連絡会代表が新生児医療連絡

会に支援県情報開示を依頼し、そこにこの支援

県スレッドを立てたリエゾンの連絡先があると仮

定し、直接コンタクトさせた。）宛先やスレッドの

中でのコメントなど、今後の課題とした。 

上記事例にも類似するが PEACE に他県へ支

援メッセージをしても支援県リエゾンがメッセー

ジに気づかず、調整が遅れた。 

今回のPEACEは静岡県の依頼メッセージのス

レッド多くを占めたが、大規模災害の場合、他

県と混在し情報が乱立する可能性がある。 

→依頼されている支援県または広域搬送を

依頼していることがわかるような機能が必

要。 

 

・産婦人科関連掲示板/産婦人科・新生児患者

搬送要支援メッセージ/小児科関連掲示板と

あり、どちらにどのような依頼が入っているか

わからない。 

 →すべて同じ掲示板とするか、領域ごと（小

児・新生児・産科・そのほかなど）にわける、



支援ごと（物、患者、そのほか）にわけるな

ど検討が必要。 

 

・PEACEには無床の診療所や助産所の情報が

ないが、助産所からの支援や受け入れ可能

事例もあるため、分娩取り扱い助産所も

PEACE入力は必要と思われる。 

→無床診療所（産婦人科・小児科）と助産所

にも施設 IDを振り分け、施設情報を入力で

きるようにする。支援依頼を出せるかは要

検討。 

 

・支援完了、支援中、依頼中の項目があるが、

すべて同じ掲示板で表示される。 

→支援完了した事例は別の場所に移動でき

ると良い。 

 

・PEACE に個人情報をどこまで記載するかの

ルールが必要。 

→支援要請欄にある程度デフォルトを作る。

（産科なら：イニシャル 年齢 経産 週数 

予定日 状況・支援内容など） 

 

・クリニックからの掲示板でクリニック名だけでは

似たような名前の施設があり、どこの施設か

把握にくい。 

→支援を依頼する場合、施設 IDを入力する。

または施設情報入力画面から入力できる

ようにするなど、どこからの依頼かがわか

り易くなる機能は可能か。 

 

・PEACEの情報とEMISとの乖離がある。リアル

タイムの空床情報は PEACE には反映され

ない。 

→小児周産期情報が EMIS に反映されるよ

うにする、または災害対策本部と周産期の

医師が連携し EMIS 入力者が PEACE 入

力を行えば乖離は減ると思われる。 

 

2.リエゾン活動 

・携帯電話が使えない場合衛星電話を借りる必

要があるため、情報を集約し短時間で通話を

行う。 

→情報シートを使用し必要事項を埋めてか

ら連絡を行う。 

 

・入電・依頼が多くクロノロへの記載が追いつか

ない。 

→活動部署のロジにお願いできないか。 

 

・先に依頼があった軽症症例を高次医療施設

へ搬送し、その後の重症症例を搬送する施

設がなくなった。 

→高次医施設への搬送は、なるべく最終と

する。リエゾンのトリアージの能力も問わ

れる。 

 

・災害薬事コーディネーターとのコンタクトを行

うことができた。 

 

3. 県内の小児周産期施設の被災状況把握  

・2022年 2月に入力訓練を行いすべての施設

が入力できることを確認してあった。今回も入

力依頼は行った。結果、中部 13/21（62％）、

西部 20/20（100％）、東部 10/25（40％）、全体

で 65.2％の入力状況であった。地域による意

識の差があることがわかった。発災時の未入

力は被害が甚大であると判断することもある

ため、訓練でも入力することを啓蒙する必要

がある。 



 

・PEACE は施設 ID もあるため、施設の医師に

被害状況を確認し診療所の事務職員や病院

であれば災害対策本部で入力を依頼すること

も必要である。 

 

③ 課題を踏まえた提言 

1. リエゾン活動 

・今回 24 名のリエゾンが参加した。On-line でし

か訓練を経験したことのないリエゾンも多かっ

た。そのため災害時の組織図の理解が乏しく、

DMAT・行政との連携に慣れていないリエゾン

も多く、実際活動したことは有意義であった。

災害時は 24 名が一度に参集することはない

ため、今回の訓練で得た課題を踏まえ、シス

テムや意識を変え、より有効に活動できる必

要性がある。 

・これからも多くのリエゾンが訓練に参加すること

が必要である。 

2. PEACEの運用 

・PEACEの入力と PEACEの掲示板をどのような

目的で誰が使用するかをもう一度はっきりさせ

る必要がある。 

・入力に関しては助産所まで含めて行ってもよい。 

・掲示板の支援メッセージはリエゾンからの要請

と、個別（有床診療所など）からの要請をわけ

る。 

・また支援依頼先の県や支援県ごと分ける、また

は選択できるようにする。 

・県のリエゾンにその県リエゾンあての掲示板が

立てられた時にアラートがでるような仕組みが

必要。 

・支援の内容（小児・新生児・産科・医療的ケア・物

資など）別に分ける、または選択できるように

する。 

・支援の進捗状況別（依頼、依頼中、完了など）に

分けることができる。 

・PEACEへの支援の入力内容を自由度も持たせ

つつも、必要な情報が把握できるようある程度

統一する。 

・災害拠点病院においては、EMIS入力者が自施

設内で小児周産期の情報を収集して PEACE

の入力も行う様に指導していく。 

 

 

4. 日本小児科学会災害対策委員会における検討（担

当：祝原賢幸） 

(1) 訓練の概要 

①背景 

   令和４年度に内閣府等が実施した大規模地震時医

療活動訓練（以下「政府訓練」）においては、南海ト

ラフ地震を想定した総合的な実働訓練と検証が行

われた。日本小児科学会は、これまでに災害対策

委員会における連絡体制の構築や PEACE 等を活

用した情報共有について検討してきた経緯があり、

この機会に連絡体制の確認を行うとともに、政府訓

練に参加する都道府県の災害時小児周産期リエゾ

ン(以下「リエゾン」)等との連携を含むシミュレーショ

ンを実施する良い機会となることから、以下の要領

で同時並行の訓練を実施した。 

②訓練の目的 

1. 日本小児科学会における既存の連絡体制と

PEACE 等を用いた情報共有のシミュレーション

を行い、これまで認知できていなかった課題等

を把握する。 

2. 1 のシミュレーションに際して、災害対策本部を

設置することとした場合の準備について、今後

さらに取り組むべき事項を検討する。 

 ③訓練の実施日時、形式、事前準備等について 

令和４年９月 30日と 10月１日に、日本小児科学



会災害対策委員会の委員及び事務局員が、電話・

メール・ウェブ会議等を活用して連絡・情報収集・リ

エゾンへの助言・対応の検討等を実施し、その後

に課題抽出と今後の対応を検討した。 

また、訓練目的を踏まえて、予め想定被災県及

び被災地外県のリエゾン５名と事前連絡を取り、当

日のアドリブシナリオを検討した。訓練実施日にシ

ナリオを展開し、当該シナリオに対する訓練参加者

の対応状況等を把握した。 

さらに、訓練に際して災害時小児周産期リエゾン

連絡協議会のメーリングリストにおいて情報共有を

行うことから、予め同協議会の了承を得た上で、同

協議会メーリングリストにおいて訓練実施について

予告・協力依頼を行った。 

 

(2) 訓練を通して抽出された課題について 

  本項においては、訓練の後に抽出した課題のうち、

PEACE に関する事項を抜粋する。なお、日本小児科

学会は現在「小児科関連掲示板」のみを運用しており、

特別な記載のない限り、「小児科関連掲示板」内にお

ける課題である。 

① 各都道府県の体制等について 

   掲示板を閲覧するだけでは、各都道府県の組織体

制や主たる活動者等を把握することが困難であり、

発出されている情報が各都道府県内において集約

された情報であるかどうかも判断しかねる場合があ

る。 

  （意見の例） 

   ・ 小児科関連掲示板の内容のみでは、各都道府

県の組織体制が分かりづらかった。 

   ・ 各都道府県のリエゾンについて、誰が中心とな

っているか、活動しているかの把握が困難で

あった。 

   ・ 被災県内で困った時は、まずは県内リエゾンで

情報を集約し、必要な依頼だけを全体に向け

て発出するよう周知する必要があるのではな

いか。 

② 搬送・支援依頼等について 

   掲示板内に個別の搬送依頼等が雑然と入力され、

発出する側にとっても外部から閲覧する側にとって

も、情報整理（事例のリスト化や対応状況の把握を

含む）が困難であった。また、小児科領域について

は、全国の医療機関における受入れが可能かどう

かの情報がないため、支援要請の際に参考となる

情報がないことも指摘された。 

  （意見の例） 

   ・ 小児科関連掲示板内に、個別の搬送依頼等の

複数の情報が入り、優先順位や関連性が把握

できず、被災都道府県内における情報や県外

に向けた情報が雑然と並んでいるため、情報

整理が困難であった。 

   ・ 宛先不明の広域な搬送依頼の連絡があった。支

援要請に反応してもらえていないことがあった。 

   ・ 搬送については、PEACE内で別枠を設けるべき。 

   ・ 受入れ可能施設（一般）と支援依頼のスレッドが

混在しており判断しにくい。 

   ・ （小児科領域について）実際の受入れ状況（空き

ベッド状況）が、把握できない。 

   ・ 支援対応の経時的変化が見にくい、解決済みな

のかどうかがわかりにくい。 

   ・ 患者搬送要支援メッセージは「支援対応中」「支

援完了」など分類があり良かったが、どの要請

がどの段階か一目で分かるものが供覧できる

と良いと思った。 

   ・ 県外移送が必要なのか県内で対応できるのか、

分からない症例があり迷った（明示した方が良

い）。 

   ・ 支援を申し出る際に、人工呼吸管理の可否だけ

でなく、手術や透析が可能かどうかも含めて情

報提供した方が良かった。 



③ システム等について 

   PEACE 全体に言えることとして、新規情報が掲載さ

れた際の通知機能がないことは以前から指摘され

ており、災害対応に活用するシステムとしての大き

な課題と考えられる。また、PEACE は EMIS と連動

していないため、医療機関の受入れ可能か否かの

情報がない小児科領域については、支援要請する

側にとっても支援する側にとっても、PEACE 単独で

の調整が困難な要因となっている。 

 （意見の例） 

   ・ Auto Reload が機能せず、Real Time での情報

Updateが難しい。 

   ・ 周産期病床の確認はできるが、EMIS と連動して

いないため、被災している施設に対応を依頼

する可能性があると考えられた。 

   ・ 限られた人しかアクセスできないとはいえ、どこ

まで個人情報（患者情報、自分の情報を含め）

を載せてよいのか迷った。 

 

(3) 今後の取組みと提案について 

  日本小児科学会災害対策委員会においては、これま

で PEACEの小児科関連掲示板を活用した情報共有・

災害時対応を検討してきたが、これまでに既に指摘さ

れていた課題や今回の訓練を通じて把握した課題を

踏まえると、自由記載形式の掲示板のみを活用した運

用には限界があるばかりでなく、特に大規模災害時に

は雑然とした情報により一層の混乱が生じる可能性も

想定された。災害時にPEACEを活用して情報共有す

ることが想定される内容のうち優先度の高いものとして

は、各都道府県のリエゾンからの支援依頼が挙げられ、

支援依頼が整理された形で把握でき、依頼に対する

対応状況が容易に把握できるシステムが求められる。

この点については、システム改修に際して必須の検

討事項と考えられ、日本小児科学会災害対策委員会

としては利用者の視点で十分な事前準備を行い、改

修に向けた提案を取りまとめていく。 

  また、被災地域における被災情報や組織体制等の発

信、各種団体の取組み状況の発信などについては、

支援依頼とは別の形式で掲載・閲覧できるシステムと

すること、新着情報の通知機能を追加することについ

ても、同時に検討する必要があると考える。 

  一方で、小児医療機関の被災情報・受入れ情報など

を PEACE内に求めるかどうかについては、EMISとの

役割分担、対象施設の選定、都道府県内において実

際に対応する際の保健医療福祉調整本部内における

搬送調整部門や DMAT との連携のあり方などを踏ま

えて慎重に考える必要がある。 

 

 

5. 今後の PEACE刷新の予定 (担当：津田尚武) 

・公益社団法人日本産科婦人科学会は、令和 5

年度中に提議された現状 PEACE の改修・シ

ステム刷新を予定し令和 6年度から運用開始

を検討している。特に今回の改修では下記の

内容に関しては重点課題として改修を検討す

る方針である。 

 

(1) EMISなど他の情報システムとの連携につい

て 

→EMIS との双方向性の APIによるデータ

連携の構築。 

→EMIS も含めて全国の周産期分野や災

害分野でのシステムとのデータ連携の構築。 

(2) 産婦人科・新生児患者搬送要支援メッセー

ジ掲示板の改修について 

→リアルタイムの掲示板での新規投稿の

通知機能。 

→他県に共有すべき・共有不要の情報の

タグ付け。 

→支援依頼先、依頼元の分類の追加（リエ



ゾン・有床診療所他）の明示。 

(3) リエゾン組織図の共有 

→他の本部、他県、DMAT 側にも伝わる

形式で指揮命令系統・組織図が共有方法

の検討。 

 

令和５年度は、上記のシステム改修を行うことで、

被災施設、支援者側にとってより簡便な入力体

制の構築と迅速な情報共有を達成する方針であ

る。 

 



 

令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

 

分担研究報告書 

「災害診療記録/J-SPEEDの活用に関する研究」 
 

研究分担者 久保達彦 （広島大学大学院医学研究科公衆衛生学 教授） 

 

研究要旨 
 災害診療記録/J-SPEEDを派遣元の異なる全ての医療救護班がオールジャパン体制で利活用する災害医療体制
の確立に向けて、医療救護班向け災害診療記録/J-SPEEDの標準教育資料を開発/改定した。開発された資料はJ
-SPEED情報提供サイトに掲載し、全国の災害医療関係者が広く入手可能とした。教育資料が確立された状況にお
いて、今後は講師を努める人材の質の担保を含めた確保やe-lerningも含めた訓練の提供方法の最適化が課題と考
えらる。本研究では災害医療の学術的エビデンスをリアルワールドデータに基づき構築するため、これまでに集積さ
れたJ-SPEEDデータの解析も進めた。医療救護班が診療した被災傷病者におけるメンタルヘルスケアニーズの推
移を検討することを目的として、西日本豪雨（２０１８年）に集積された一般診療版J-SPEEDデータを解析したところ、
結果として医療救護班は発災直後からメンタルヘルスケア支援ニーズにも対応していることがリアルワールドデータ
に基づき明らかになった。このことは全ての医療救護班がサイコロジカルファーストエイド等の基礎的な研修を受講
しておくことの重要性を示唆するものである。また、超急性期をすぎ救護班撤退時期にはメンタルケアニーズに関係
する診療件数は減少するものの、メンタルケアニーズを有する傷病者の割合は増加していた。このことは、地元の保
健医療体制への引継ぎの際には身体課題のみならず精神課題についても検討することの重要性を改めてデータに
基づき示唆するものである。次年度はJ-SPEEDデータの解析を継続しつつ、受援自治体向け標準教育資料を研究
開発/改定する。 

 

研究協力者 

⚫ 赤星昂己（国立病院機構本部 DMAT事務局） 

⚫ 千島佳也子（国立病院機構本部 DMAT事務局） 

⚫ 田治明宏（広島大学公衆衛生学） 

⚫ Odgerel Chimed-Ochir（広島大学公衆衛生学） 

⚫ 弓屋結（広島大学公衆衛生学） 

 

A. 研究目的 

災害診療記録/J-SPEED を派遣元の異なる全ての

医療救護班がオールジャパン体制で利活用する災害

医療体制を確立することによって、保健医療福祉調整

本部等において医療救護班の活動を可視化し、デー

タに基づく災害医療救護調整及び地域連携を実災害

時に実現すること。本研究では当該目的を達成するた

めに、オールジャパンで利活用可能な災害診療記録

/J-SPEED の標準教育資料を開発/改定する。また、

害医療の学術的エビデンスをリアルワールドデータに

基づき構築するため、これまでに集積された J-SPEED

データの解析を進める。 

 

B. 研究方法 

初年度に医療救護班向け教育資料等の研究開発

を行い、2 年度は受援自治体向けの教育資料等の研

究開発/改定を行い、最終年度はこれらを統合して受

援自治体が利活用可能なマニュアルを研究開発す

る。 

加えて、災害医療の学術的エビデンスをリアルワー

ルドデータに基づき構築するため、これまでに集積さ

れた J-SPEEDデータの解析を進める。他にも、災害医

療分野におけるビッグデータ/IoT/AI の利活用等に

ついても継続的に検討する。 

 
1. 初年度 

⚫ 医療救護班向け標準教育資料を研究開
発 

⚫ J-SPEEDデータの解析・その他 
2. 2年度 

⚫ 受援自治体向け標準教育資料を研究開
発 

⚫ J-SPEEDデータの解析・その他 
3. 最終年度 

⚫ 前年度までの成果物を統合し受援自治体
が利活用可能なマニュアルを研究開発 

⚫ J-SPEEDデータの解析・その他 
 

C. 研究成果 

 

１ 医療救護班向け標準教育資料の研究開発/改定 

医療救護班向けに災害診療記録/J-SPEEDの標準

教育資料を開発/改定した。開発された資料は J-

SPEED 情報提供サイト（https://www.j-speed.org/）に

掲載し、全国の災害医療関係者が広く入手可能とし

た。 

 

⚪ 災害診療記録/J-SPEED標準教育資料 

➢ ⓪訓練準備ガイド 

医療救護班の訓練主催者が参照して訓練を

準備するためのガイダンス。A4一ページに

必要な情報を集約した。 

➢ ①パワーポイント投影資料（PowerPoint） 

訓練時に講師が投影し訓練を進行するプレ

ゼンテーションファイル。以下、８０分の構成



を基本としているが、訓練対象者等に応じて

スライドを追加・割愛できるように設計した。 

１）災害診療記録/J-SPEEDの説明（２０分）

２）J-SPEED電子システム（実習）（２５分） 

３）まとめ（５分） 

４）事例等（３０分） 

➢ ②訓練ガイド 

パワーポイントファイルのなかから、特に電子

システム操作訓練に必要な最小限の情報を

抜粋し、A4一枚にまとめた資料。全てのパ

ワーポイント資料を印刷配布することの準備

負担は少なくなく、何より電子システム操作

訓練時に訓練参加者が投影資料と手元資

料を見比べることで訓練の流れについてい

けなくなることが多多あると判明したために作

成した。 

➢ ③スマホアプリ操作手順書（動画説明） 

医療救護班が J-SPEED データを入力する

J-SPEED＋スマートフォンアプリの操作手順

書。実災害時にも参照できるよう、また印刷

負担を軽減できるよう、A4一枚に収めること

にこだわり掲載内容を厳選した。 

➢ ④ウェブサイト操作手順書（本部用） 

入力された J-SPEED データを参照する

WEBサイトの操作手順書。調整会議におい

て印刷配布する A4一枚の J-SPEED統合

集計報告書資料を出力すること、および J-

SPEEDの最重要機能である「どこで・どこの

ような患者が・何人診療されたか」を地図上

で表示させる操作を優先習得事項として選

定し、A4一枚の分量に収めた。 

 

2  J-SPEEDデータの解析 

災害医療の学術的エビデンスをリアルワールドデー

タに基づき構築するために過去災害で集積された J-

SPEED データの解析を実施した。 

 

〇被災傷病者におけるメンタルヘルスケアニーズの推

移の検討 

【目的】医療救護班が診療した被災傷病者におけるメ

ンタルヘルスケアニーズの推移を検討することを目的

として、西日本豪雨（２０１８年）に集積された一般診療

版 J-SPEEDデータを解析した。 

【結果】メンタルヘルス支援ニーズを有する傷病者人

数（量）については急性期にピーク（同時期に診療件

数が多いため）がある一方で、メンタルケアニーズを有

する傷病者の割合(%)に注目して解析すると、同割合

は発災直後に高く徐々に減少し、その後、診療件数が

減る亜急性期に入ると一転して増加に転じていた（V

字型推移）。 

 
 

D. 考察 
 
医療救護班向けの災害診療記録/J-SPEEDの標準

教育資料を開発/改定した。標準教育資料が確立され
たことは極めて重要なことであるが、災害医療の教育
の多くは、日常業務が終了した夜間や週末に行われ
ていると考えられる。そのようななか派遣元団体の別を
超え全国の医療救護班に教育を提供していくことは容
易なことではない。今後は講師を努める人材の質の担
保を含めた確保や、e-lerningも含めた訓練の提供方
法の最適化についても検討を進める必要がある。 
被災傷病者におけるメンタルヘルスケアニーズの推

移に関するJ-SPEEDデータの解析結果について、超
急性期から活動する医療救護班は発災直後からメンタ
ルヘルスケア支援ニーズにも対応していることがリアル
ワールドデータに基づき明らかになった。このことは全
ての医療救護班がサイコロジカルファーストエイド等の
基礎的な研修を受講しておくことの重要性を示唆する
ものである。また、超急性期をすぎ救護班撤退時期に
はメンタルケアニーズに関係する診療件数は減少する
ものの、メンタルケアニーズを有する傷病者の割合(%)
は増加していたことは、地元の保健医療体制への引継
ぎの際には身体課題のみならず精神課題についても
検討することの重要性を示唆するものである。これらの
結果はInt J Environ Res Public Health誌に投稿さ
れ、英文原著論文としてアクセプトされた。次年度もJ-
SPEEDデータの解析を継続し、災害医療の学術的エ
ビデンスをリアルワールドデータに基づき構築していく。 

 
E. 結論 

- 医療救護班向け災害診療記録/J-SPEEDの標準

教育資料を開発/改定した。 

- 開発された資料はJ-SPEED情報提供サイトに掲

載し、全国の災害医療関係者が広く入手可能とし

た。 

- 今後は講師を努める人材の質の担保を含めた確

保や、e-lerningも含めた訓練の提供方法の最適

化についても検討を進める必要がある。 

- 西日本豪雨（２０１８年）において集積された一般

診療版J-SPEEDデータを解析した結果、医療救

護班は発災直後からメンタルヘルスケア支援ニー

ズにも対応していることがリアルワールドデータに

基づき明らかになった。このことは全ての医療救

                        

  

                    

                                             

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                     

                          
                  

                                                  
                                              

                             
                       

                                

 
 

   

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

     

        



護班がサイコロジカルファーストエイド等の基礎的

な研修を受講しておくことの重要性を示唆するも

のである。 

- また、超急性期をすぎ救護班撤退時期にはメンタ

ルケアニーズに関係する診療件数は減少するも

のの、メンタルケアニーズを有する傷病者の割合

(%)は増加していた。このことは、地元の保健医療

体制への引継ぎの際には身体課題のみならず精

神課題についても検討することの重要性を改めて

データに基づき示唆するものである。 

- 次年度はJ-SPEEDデータの解析を継続しつつ、

受援自治体向け標準教育資料を研究開発/改定

する。 

 

G. 研究発表 

１．論文発表 

- Yumiya Y, Chimed-Ochir O, Taji A, Kishita E,

 Akahoshi K, Kondo H, Wakai A, Chishima K,

 Toyokuni Y, Koido Y, Tachikawa H, Takahas

hi S, Gomei S, Kawashima Y, Kubo T. Preval

ence of Mental Health Problems among Patien

ts Treated by Emergency Medical Teams: Fin

dings from J-SPEED Data Regarding the West

 Japan Heavy Rain 2018. Int J Environ Res P

ublic Health. 2022 Sep 12;19(18):11454. doi: 

10.3390/ijerph191811454. 

 

２．学会発表 
- 久保達彦 J-SPEEDの手法を活用した災害医療/

健康危機管理活動のデータ化 第28回日本災害
医学会総会・学術集会 2023年3月11日 アイー
ナ・いわて県民情報交流センター 

- 久保達彦 J-SPEED－東日本大震災の教訓に基

づく実践的ヘルスデータ収集第74回西日本泌尿

器科学会総会 特別講演 2022年11月5日 北九

州国際会議場 

- 久保達彦 災害時の医療介護連携に向けたJ-SP

EED標準様式の意義 第72回日本病院学会シン

ポジウム 2022年7月7日 島根県民会館 

- Tatsuhiko Kubo. Health Data Collection durin

g Emergencies - the SPEED/J-SPEED/WHO 

EMT MDS. The 30th Korea Japan China Conf

erence on Occupational Health. 2022/6/24 Ki

takyushu International Conference Center

 



令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

 

分担研究報告書 

「国際災害医療チームの受援に関する研究」 
 

研究分担者 久保達彦 （広島大学大学院医学研究科公衆衛生学 教授） 

 

研究要旨 

大規模災害時に国際医療支援を受け入れる必要が生じた場合に、特に地方自治体の受援負担を最小化し

つつ、効率的・効果的な受援を果たすための具体的方策を明らかにすることを目的として、①国内計画等調

査、②国際標準等調査、③米国保健福祉省US-DMAT等との共同を推進した。①国内計画等調査では「大規

模地震・津波災害応急対策対処方針」（2022）をレビューし、国際医療受援ついては直接的な改定がないこと

を確認した。②国際標準等調査においては災害医療チームに関するWHO国際基準やトルコ地震等における

海外からの医療チームの受け入れ状況等について情報収取を行った。③については、米国で開催されたNati

onal Disaster Medical System Training Summitに参加して本研究に関するプレゼンテーションを実施しつつ

関係協議を継続した。国際医療受援について、国際的にはWHOが提唱する方法論が広く活用されており、またそ

の専門人材の供給源となっている。円滑かつ効果的な国際医療の実現するためにはＷＨＯとの連携を深めていく

ことには合理性がある。また、実災害時には複数国医療チームからの申し出を同時並行で受けつける可能性が高

いことから、米国以外のＥＭＴ受援についても併せて検討することはＳＯＰ（案）の実用性を向上させ、関係者の備え

をより実態に即して進めていくことにも役立つと考えられる。次年度は米国保健福祉省と連携を深めつつ、より幅広

い国際関係者の参加を得ることも含めて検討し、訓練の実現に向けての検討を推進する。当該計画にあたっては、

地方自治体の受援負担の最小化にも十分に留意する。 

 

研究協力者 

⚫ 豊國義樹（国立病院機構本部 DMAT事務局） 

⚫ 若井聡智（国立病院機構本部 DMAT事務局） 

⚫ 大野龍男（国立病院機構本部 DMAT事務局） 

⚫ 赤星昂己（国立病院機構本部 DMAT事務局） 

⚫ 小谷聡司（国立病院機構本部 DMAT事務局） 

⚫ 勝部司（ＪＩＣＡ国際緊急援助隊事務局） 

 

A. 研究目的 

大規模災害時に国際医療支援を受け入れる必要が

生じた場合に、特に地方自治体の受援負担を最小化

しつつ、効率的・効果的な受援を果たすための具体的

方策を明らかにすること。 

 

B. 研究方法 

米国保健福祉省USーDMAT等との共同により、大

規模地震・津波災害応急対策対処方針（中央防災会

議）に基づいて先行研究にて開発されたUS-DMAT/E

MT 国際受援標準業務手順書（SOP案）を継続的にブ

ラッシュアップする。 

あわせて、WHO EMT Minimum Standard国際認証

の枠組みにおけるDMATの知見の国際発信について

も検討し推進する。関係知見はJICAが進めるASEAN１

０か国を対象に推進するASEAN災害医療連携強化プ

ロジェクト（ARCHプロジェクト）とも共有し知見の深化を

図る。年度計画は以下の通り。 

 
1. 初年度 

⚫ 国内計画等調査（3か年継続）国際医療チ

ーム受援に関連する我が国の関係計画
等に関する情報を収集。 

⚫ 国際標準等調査（3か年継続）WHO等が
定める国際災害医療受援・調整に係る国
際標準等に関する情報を収集。 

⚫ 米国保健福祉省US-DMATとの共同によ
る課題別検討・知見共有（3か年継続） 

2. 2年度 
⚫ 日米合同訓練について検討 
⚫ 成果をUS-DMAT/EMT 国際受援標準業

務手順書（SOP案）に反映 
3. 最終年度 

⚫ 自治体目線に立った検討を進め、成果を

SOP案に反映（将来的な地域計画への反

映を目指す） 

 

C. 研究成果 

１ 国内計画等調査 

国際災害医療チームの受援に関係する我が国の

計画等に関する調査結果は以下の通り。 

 

⚪ 中央防災会議幹事会（2022）「大規模地震・津波

災害応急対策対処方針」 

⮚ 防災基本計画を踏まえ、大規模地震・津波

災害が発生した際に、各機関がとるべき行

動内容等を定めている。大規模地震以外の

災害についても必要に応じて準用される。今

年度、以下、3 つの計画が連動して改定され

ていた。 

✧ ⅰ：大規模地震・津波災害応急対策対

処方針 



✧ ⅱ：南海トラフ地震における具体的な応

急対策活動に関する計画 

✧ ⅲ：首都直下地震における具体的な応

急対策活動に関する計画 

⮚ 今年度の主な改定項目 

✧ 防災基本計画の修正を踏まえた改定 

● 部隊間の活動調整・災害対策本部

等の活動調整会議等において、活

動方針等の調整を行うことを追加

（ⅰ～ⅲ共通） 

● 〇災害応急対策に従事する航空

機の安全確保・航空機の運用調整

の対象に無人航空機（ドローン）を

追加（ⅰ～ⅲ共通 

✧ 具体的な応急対策活動に関する計画

における防災拠点等の更新 

● 緊急輸送ルートの見直し（ⅱ～ⅲ

共通） 

● 救助活動等の広域応援部隊の派

遣規模、災害派遣医療チーム

（DMAT）数の更新（ⅱ～ⅲ共通） 

● 広域物資輸送拠点の追加（ⅱ～ⅲ

共通） 

● 救助活動拠点の見直し（ⅲ） 

✧ その他最近の施策の進展等を踏まえた

改定の内容 

● 地方公共団体における応急対策

職員の派遣・応急対策職員派遣制

度の円滑な運用のため、あらかじ

め関係機関で協議を行うことを追

加（ⅰ） 

⚪ 国際災害医療チームの受援に関係する事項は

以下の通りで、今年度、直接的な改定はされてい

なかった。なお、対処方針のタイムラインにおいて

は、海外からの支援受け入れに関する考え方の

在外公館等への伝達は発災後 12 時間以内に行

われ、海外からの人的支援を受け入れは 1 日目

から開始するとされている。 

⮚ １５（１） 海外からの支援受入れ 

⮚ １）趣旨  

✧ ① 大規模災害時には、海外から人的・

物的支援の申し出が多数寄せられるこ

とから、このような支援申し出に対して、

これまでの大規模災害の経験を踏ま

え、受入れ手続を明確化することで、海

外からの支援受入れを円滑に行う。 

⮚ ２）海外からの支援受入れの基本的な考え

方  

✧ ① 外務省は、大規模地震等が発生し

た際、我が国の被災状況及び政府の対

応状況と併せて、海外からの支援受入

れに対する我が国の基本的な考え方

（要請主義）を在外公館及び駐日大使

館に速やかに伝える。外交ルートにて

海外からの支援の申入れがあった場合

には、外務省は、緊急災害対策本部に

対し、支援の種類、規模、内容、到着予

定日時・場所等を通報する。緊急災害

対策本部は、外務省からの通報を受

け、被災都道府県又は関係省庁に対し

て当該支援ニーズの有無を確認し、こ

れを踏まえ当該支援の受入れの要否を

判断する。緊急災害対策本部は、外務

省に当該支援受入れの判断結果を通

報し、外務省が当該支援申出国に対し

て回答する。具体的な手続は、原則とし

て、３）及び４）による。  

✧ ② 海外からの物的支援については、

国内の通関手続を終えるまでの輸送手

段の確保、人的支援については、水・

食料等を含む装備品、国内の移動手

段、宿泊先、通訳等の確保を支援申出

国が行うことを、支援申出国及び当該

国の駐日大使館（以下「支援申出国・駐

日大使館」という。）に求めることとする。

ただし、当該国の駐日大使館にて対応

できないことが生じた際には、緊急災害

対策本部において協議を行い、外務省

等の関係省庁において可能な範囲で

支援を行うこととする。  

✧ ③ 海外からの支援を受入れようとする

とき、緊急災害対策本部は、海外からの

義援金を受け入れることを併せて決定

する。このとき、外務省は、支援申出国

に対して、海外からの義援金という支援

の形もあることを周知する。当該義援金

の受入を円滑に実施するため、内閣府

及び外務省は、緊急災害対策本部の

決定に先立ち、海外からの義援金受入

れ口座の開設に必要な関連手続につ

いて、財務省と協議する。 

✧ ④ 緊急災害対策本部は、在日米軍に

よる支援が必要と判断するときは、外交

ルートを通じて米国に当該支援を要請

する。在日米軍による支援の受入れに

際しては、外務省及び防衛省が、２国

間の合意により運用している既存の調

整メカニズムに則り、必要な調整を行

う。  

✧ ⑤ 外務省は、援助活動の実施を目的

とする諸外国部隊の法的地位につい

て、具体的なケースに応じて、個別に調

整する。 

⮚ ４）海外からの人的支援の受入手続 

✧ ② 医療活動に係るチーム（以下「医療

チーム」という。）の受入手続  



✧ ア 厚生労働省は、医師法上の疑義が

生じないよう、東日本大震災の際に発

出したものと同旨の事務連絡文書を速

やかに被災都道府県に対して発出す

る。  

✧ イ 外務省は、外国政府から医療チーム

の支援申し出があった場合には、世界

保健機関（ＷＨＯ）による緊急医療チー

ム（ＥＭＴ：Emergency Medical Team）評

価を受け認定されていることを確認す

る。  

✧ ウ 外務省は、ＥＭＴの認定を受けた医

療チームの支援申し出があることを緊

急災害対策本部に通報し、緊急災害対

策本部は、厚生労働省に対して、被災

都道府県のニーズを確認するよう求め

る。厚生労働省は、被災都道府県にニ

ーズを確認し、医療チームの受入 88 

れの要否及び受け入れる場合には、活

動内容・活動場所等について、緊急災

害対策本部に回答する。  

✧ エ 緊急災害対策本部は、医療チーム

の受入れの要否について、外務省を通

じて、支援申出国に回答する。医療チ

ームの受入れを決定した際には、外務

省は、当該医療チームの活動内容を通

知することと併せて、水・食料、移動手

段、宿泊先、医療通訳、報道対応担当

者等を、支援申出国・駐日大使館にお

いて確保するよう要請し、その旨確認す

る。また、外務省は、医療チームの活動

に必要な医薬品・医療消耗品は、被災

都道府県の医療対策本部が提供し、そ

れらを使用することになる旨を支援申出

国・駐日大使館に連絡する。  

✧ オ 外務省は、医療チームに対して連

絡要員を派遣し、当該医療チームの到

着から出国までの活動を支援する。 カ 

医療チームの現地における活動調整

は、当該都道府県の医療対策本部にて

行う。そのため、医療チームは当該医

療対策本部と必要な調整を行った上

で、指定する避難所・病院等で活動す

る。その際、必要な医薬品・医療消耗品

は、当該医療対策本部が提供する。  

✧ ③ その他  

✧ ア 海外からの支援受入れに際し、法務

省、財務省、厚生労働省、農林水産

省、国土交通省及び空港・港湾管理者

は、緊密な連携の下、通関、検疫、物

資の引き渡し等の諸手続に関し、円滑

な対応が図られるよう配慮する。  

✧ イ 海外からの人的支援チームが行う活

動等に対し、帯同する外務省連絡要員

等又は被災地方公共団体からの苦情

等の報告があったときは、現地対策本

部又は緊急災害対策本部において協

議の上、外務省等の関係省庁において

必要な対応をとる。厚生労働省は、医

師法上の疑義が生じないよう、東日本

大震災の際に発出したものと同旨の事

務連絡文書を速やかに被災都道府県

に対して発出 

✧ 外務省は、世界保健機関（ＷＨＯ）によ

る緊急医療チーム（EMT：Emergency 

Medical Team）評価を受け認定されて

いることを確認 

✧ 外務省は支援申し出を緊急災害対策

本部に通報⇒緊急災害対策本部が厚

生労働省に連絡⇒厚労省は被災都道

府県のニーズ確認⇒厚生労働省は緊

急災害対策本部に回答（医療チームの

受入要否、受け入れる場合は活動内

容・活動場所等） 

✧ 緊急災害対策本部は、医療チーム受入

れ要否を外務省を通じて支援申出国に

回答。受入れる際には、外務省は、当

該医療チームの活 動内容を通知する

ことと併せて、水・食料、移動手段、宿

泊先、医療通訳、報道対応担 当者等

を、支援申出国・駐日大使館において

確保するよう要請し、その旨確認する。

また、外務省は、医療チームの活動に

必要な医薬品・医療消耗品は、被災都

道府県の医療 対策本部が提供し、そ

れらを使用することになる旨を支援申出

国・駐日大使館に連絡する。 

✧ 外務省は、医療チームに対して連絡要

員を派遣 

✧ 医療チームの現地における活動調整

は、当該都道府県の医療対策本部にて

行う。医療チームは当該医療対策本部

と必要な調整を行った上で、指定する

避難所・病院 等で活動する。必要な医

薬品・医療消耗品は、当該医療対策本

部が提供する。 

 

２ 国際標準等調査 

国際災害医療チームの受援に関係する我が国の

計画等に関する調査結果は以下の通り。 

 

⚪ WHO Classification and Minimum Standard for 

Emergency Medical Team（通称 Blue Book, 2021

年改訂） 

⮚ 災害医療チーム(EMT)が満たすべき最低基

準を示したＷＨＯ文書で、我が国の「大規模



地震・津波災害応急対策対処方針」中央防

災会議幹事会で触れられているＥＭＴ認証

基準が示された重要文書。 

⮚ 初版は 2013 年に発行、2021 年の改定ワー

キンググループには日本から本分担研究者

が参画し、我が国の J-SPEED診療日報をベ

ースに開発されたWHO EMT Minimum Data 

Set が災害医療チームの国際標準手法と

Blue Bookにも明記されるようになった。 

⮚ 今年度、改定等は実施されていなかった。 

 

⚪ WHO EMT Coordination Handbook（2018） 

⮚ EMTの調整手順を示した文書。EMTの調整

は加盟各国の保健省の内部組織となるEMT 

Coordination Cell（EMTCC）が実施すること

とされている。紹介されている調整手法はユ

ニバーサルなもので、我が国の災害医療調

整でも参照可能な内容である。 

⮚ 我が国の先行研究において、厚生労働省事

務連絡（2022 年 7 月 22 日）『大規模災害時

の保健医療福祉活動に係る体制の整備に

ついて』に基づいて被災都道府県が設置す

る保健医療福祉調整本部がEMTCCの機能

を有する本部に相当すると分析されている。 

⮚ WHO は各国保健省担当者向けに EMTCC

研修を開催している。2022 年度はイタリアで

開催され、本研究分担研究者がＷＨＯ招聘

講師として参加した。ＥＭＴＣＣによる調整手

法は世界中で実用されており、当該手法を

活用することは我が国における国際受援の

円滑化にも貢献すると考えらえた。 

 

⚪ トルコ大地震（2023 年）では民間医療支援チーム

（政府チーム＋ＮＧＯ）に加え、ミリタリー医療支援

チーム（軍）も含めてトルコ保健省がＷＨＯととも

に調整を行った。当該調整はトルコ保健省内に

設置されたＥＭＴＣＣ（我が国でいうところの保健

医療福祉調整本部の医療部門）において実施さ

れていた。なお、ＥＭＴＣＣにおける調整活動に

は、我が国から国際緊急援助隊医療チーム第一

陣として派遣された本研究分担研究者と研究協

力者も含む 4 名が参画した。関連して、ＷＨＯは

今後、ＥＭＴに関する民軍連携調整に関するテク

ニカルワーキンググループを立ち上げ、手法の定

式化に係る検討を開始している。 

 

⚪ マラウィのサイクロン災害（2023 年）では民間医療

支援チーム（政府チーム＋ＮＧＯ）に加え、ミリタリ

ー医療支援チーム（軍）も含めてトルコ保健省が

ＷＨＯとともに調整を行った。当該調整はトルコ保

健省内に設置されたＥＭＴＣＣ（我が国でいうとこ

ろの保健医療福祉調整本部の医療部門）におい

て実施されていた。なお、ＥＭＴＣＣにおける調整

活動には、我が国から国際緊急援助隊医療チー

ム第一陣として派遣された本研究分担研究者と

研究協力者も含む 4名が参画した。 

 

⚪ JICA 事業である ASEAN 災害医療連携強化プロ

ジェクト（ARCH プロジェクト）において、ASEAN10

か国の保健省等から参集した災害医療担当者向

けに本研究の取り組みに関する紹介を行い、研

究成果物である受援 SOP そのものに加えて SOP

の開発手法にも強い関心を得た。ASEAN におい

ては地域レベルで医療チーム受援計画が標準手

順化されており、今後、当該手順から日本側も多

くのことを学べると考えられた。東日本大震災に

おいては我が国はフィリピンとタイから医療チーム

派遣を受け入れており、国際受援の円滑化に向

けて ASEAN 地域との連携は引き続き重要であ

る。 

 

３ 米国保健福祉省 US-DMAT等との共同 

 

 本分担研究のパートナー機関である米国保

健福祉省と以下の共同を進めた。 

⮚ 2022年8月に米国National Disaster Medical 

System Training Summit(インディアナ)に現

地参加し、本研究に関するプレゼンテーショ

ンを実施した。 

⮚ 2022 年 9 月に米国保健福祉省 ASPR 課長

らが来日し、厚労省や国立感染症研究所、

国立国際医療センター等を訪問した。来日

においては本研究分担者と協力者が全日程

に帯同し、本研究に関連する協議が多角的

に行われた。 

⮚ 2022 年 12 月に米国 HSS 副長官が来日し、

日本医科大学を訪問し DMAT 等の活動を

紹介された。 

上記、動向からは引き続きの両国の強いコミットメ

ントが確認され、特に米国側からは実動訓練の開

催や、診療情報データ管理分野での共同に係る

期待等が繰り返し表明されていた。 

 

D. 考察 

 

大規模災害時の円滑な国際医療支援の受け入れ

に向けて、国内計画等調査、国際標準等調査、米国

保健福祉省US-DMATとの協議を実施した。 

 今年度、国内では「大規模地震・津波災害応急対策

対処方針」の改定が実施されていたが、国際医療チ

ームの受援に関する記述については改定箇所はなか

った。一方で、対処方針で示されているタイムラインに

おいては、海外からの支援受け入れに関する考え方

の在外公館等への伝達は発災後12時間以内に行わ

れ、海外からの人的支援を受け入れは1日目から開始

するとされている。海外からの人的支援についても極



めて迅速な受け入れが示されている。このような受け

入れを実現するためには、入念な計画、そして訓練が

不可欠である。 

 国際的にみると、トルコ大地震での事例も含めて、W

HOが各国保健省を支える立場で国際医療受援に深

くコミットしＥＭＴＣＣ調整本部内で大きな役割を果たし

ている。先進国において国内オペレーションレベルで

WHOの関与を得ることは一般的とは言えない。一方で、

国際医療受援に精通した人員の確保は先進国におい

ても容易ではなく、ＷＨＯがその専門人材の供給源と

なっている状況に鑑みれば、円滑かつ効果的な国際

医療の実現を目指す本研究課題についてＷＨＯとの

連携を深めていくことには合理性がある。連携の具体

としては①計画段階と②実災害時の２つに分けて整理

し、まずは①計画段階として開発されたＳＯＰ案や訓練

へのアドバイス等を得ていくことが現実的であろう。 

 さらに、同じＳＯＰ（案を）使って米国以外のＥＭＴの

受援についても具体的に検討することは当該ＳＯＰ（案）

の実用性を向上させ、実災害時には複数国医療チー

ムからの申し出を同時並行で受けつけることとなる関

係者の備えをより実態に即して進めていくことにも役立

つと考えられる。このようなアイディアについては米国

保健福祉省側からも前向きな返答が得られており、次

年度以降、実現に向けての関係調整を進めていく方

針である。 

 

E. 結論 

- 大規模災害時の円滑な国際医療支援の受け入

れに向けて、国内計画等調査、国際標準等調査、

米国保健福祉省US-DMATとの協議を実施した。 

- 国際医療受援について、国際的にWHOが提唱

する方法論が広く活用されており、またその専門

人材の供給源となっている。 

- 円滑かつ効果的な国際医療の実現を目指す本

研究課題についてＷＨＯとの連携を深めていくこ

とには合理性がある。 

- 実災害時には複数国医療チームからの申し出を

同時並行で受けつける可能性が高いことから、米

国以外のＥＭＴ受援についても併せて検討するこ

とはＳＯＰ（案）の実用性を向上させ、関係者の備

えをより実態に即して進めていくことにも役立つと

考えられる。 

- 米国保健福祉省と連携して、より幅広い国際関係

者の参加も含めて検討し、次年度訓練の実現に

向けての検討を推進する。 

- 計画にあたっては、地方自治体の受援負担の最

小化にも十分に留意する。 

 

G. 研究発表 

１．論文発表 
- 久保達彦. 国際災害医療チームの受援につい

て. カレントテラピー 40 (12) 1191-1195, 2022. 
 

２．学会発表 

- Yuichi Koido, Tatsuhiko Kubo, Yoshiki Toyoku

ni, Akinori Wakai, Tatsuo Ono, Tsukasa Kats

ube, Yoshiteru Yano, Yuki Matsuzawa.Joe Lam

ana, Chris Crabtree, Erik Vincent, Bonnie Art

hur, Adam Tewell, Silvia Garcia. Investigation 

of the receiving United States NDMS/DMAT i

n Japan. Development of Standard Operation 

Procedures for receiving international EMTs. 

WHO EMT Global Meeting. 2022年10月（アル

メニア） 

 



 

令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

 

分担研究報告書 

「DMAT隊員のメンタルヘルスチェックシステムに関する研究」 

 

研究分担者 西 大輔（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野 教授） 

研究協力者 浅岡 紘季（東京大学大学院医学系研究科精神看護学分野 博士後期課程） 

 

 

研究要旨 

初年度の令和4年度は、①新規・更新研修時にメンタルヘルスのチェックを実施するための準備を行い、年

度内の開始を目指す、②EMISとメーリングリストを用いた昨年度までの調査を継続する、③病院の管理者

等、DMAT/DPAT隊員を派遣する立場の方々にインタビューを行い、医療救援者のメンタルヘルスに関す

る推奨事項、および所属組織として医療救援者のメンタルヘルスに重要と考えられる推奨事項を修正し、

活用方法を検討することを目的とした。令和4年度は、研修時調査の開始、EMIS調査の第6回調査、病院の

管理者等のDMAT・DPAT隊員を派遣する立場の方へのインタビューを実施でき、計画通りに研究を実施す

ることできた。当初の計画に加えて、インタビュー内容より重要と考えられた、Professional fulfilment 

Indexの日本語版の翻訳、信頼性と妥当性の検証のための調査を実施した。研修時調査の回答率はこれまで

実施していたEMIS調査と同程度であり、来年度以降の調査方法の検討が必要であると考えられた。DMA

T・DPAT隊員を派遣する立場の方へのインタビューより、当分担班にて作成した「医療救援者のメンタル

ヘルス推奨事項」、および「所属組織として医療救援者のメンタルヘルスに重要と考えられる推奨事項」を

普及することは重要と意見を得るとともに、修正を実施し、今後現場に実装を進めていくための準備を進

めることができた。令和4年度は予定通りに研究を実施できたため、令和5年度も当初の計画より変更はせ

ずに研究を進めていく予定である。 

 

A. 研究目的 

当分担班では、3年間の目的として、新規・更新

研修時にメンタルヘルスのチェックを組み込む、

Disaster Medical Assistance Team (DMAT：災害

派遣医療チーム)・Disaster Psychiatric Assistance 

Team (DPAT：災害派遣精神医療チーム)隊員のメ

ンタルヘルスの関連要因をさらに検討する、「医療

救援者の個人へのメンタルヘルス推奨事項」およ

び「所属組織として医療救援者のメンタルヘルス

に重要と考えられる推奨事項」を完成させて普及

することを目的としている。 

 初年度の令和4年度は、下記①-③を目的とした。 

① 新規・更新研修時にメンタルヘルスのチェック

を実施するための準備を行い、年度内の開始を

目指す。 

② EMISとメーリングリストを用いた昨年度まで

の調査を継続する。 

③ 病院の管理者等、DMAT/DPAT隊員を派遣する

立場の方々にインタビューを行い、医療救援者

のメンタルヘルスに関する推奨事項、および所

属組織として医療救援者のメンタルヘルスに

重要と考えられる推奨事項を修正し、活用方法

を検討する。 

 

B. 研究方法 

① 新規・更新研修時について、調査可能であるか

や調査方法などについて関係機関と議論し、

調査を実施する方針となった。今年度の調査

の方法は、2022年11月15日から2023年3月31

日DMAT・DPATにて実施されている新規・更

新研修の全参加者と全講師に研究参加依頼の

チラシを配布し、チラシに記載されたURLよ

り当分担班のWeb上の同意書と調査票にアク

セスをいただき、オンラインにてご回答をい

ただいた。講師は他の研修と重複して参加す

るケースがあり、人数のカウントの際には重

複を考慮した。 

② DMAT全隊員、DPAT先遣隊を対象に、2022年

10月18日～11月20日に、Emergency Medical 

Information System (EMIS)およびメーリン

グリストを用いての第6回目のオンライン調

査を実施した。 

③ DMAT・DPAT隊員がご所属の病院長や救命

救急センターの先生方5名に60分のオンライ

ンのインタビューを実施し、意見を得た。 

④ ③のインタビューより、派遣活動を通して医

療従事者としての成長や医療従事者としてや

りがいを感じる方が大多数であり、メンタル

ヘルスの観点よりポジティブな面を測定する

ことが重要と考察され、原著者の承認を得て、

Professional fulfilment Index(PFI)の日本語

版の開発を実施し、②の調査において日本語



版の信頼性と妥当性の検証を実施した。PFIは

Stanford UniversityのProf. Trockel Mらによ

って開発されたProfessional fulfilment(仕事

上の充実感)とBurnoutを測定するための16項

目の尺度である。 

本研究は、東京大学大学院医学系研究科・医学部

倫理委員会(2019164NI)、および国立病院機構災害

医療センター倫理委員会(2019-19)より承認を得て

実施された。研究参加への同意(インフォームドコ

ンセント)は、オンラインにて研究の説明文書を明

示し、同意書にご回答をいただく方法にて、同意を

得た。 

 

C. 研究成果 

① 2022年度に実施された研修において、DMAT

は養成研修26回中11回、技能維持研修25回中

10回調査を実施した。研修の参加人数(受講者

および講師)は、立川・大阪・兵庫事務局が集

計してくださった人数を用いた。173名の方が

回答をくださり、回答率は6.2%(173/2,800)で

あった。 

DPATは、先遣隊技能維持研修（10/8,9)のご受

講者116名、統括・事務担当者実践訓練(11/12)

のご受講者52名に研究参加の依頼をした。23

名 の 方 が 回 答 く だ さ り 、 回 答 率 は

13.7%(23/168)であった。 

② 13,335名(DMAT：13,123名、DPAT：212名)

に研究参加依頼をし、1,118名より回答が得ら

れ、回答率は8.4%であった。メンタルヘルス

の指標の1つであるK6が13点以上の方は17名

であった。 

③ 医療救援者を派遣する立場から派遣時のご苦

労やご負担があったご経験、医療救援者の健

康やメンタルヘルスのための工夫やお取り組

み、派遣活動を実施して良かったご経験、医療

救援者のメンタルヘルスに重要と思われる事

項、実施できると良いと思われる事項、所属組

織への推奨事項への助言を、インタビューに

て意見を得た。当分担班にて作成した「医療救

援者のメンタルヘルス推奨事項」、および「所

属組織として医療救援者のメンタルヘルスに

重要と考えられる推奨事項」を普及すること

は重要と意見を得た。加えて、インタビューの

内容から、これらの推奨事項の文章の修正を

実施するとともに、今後の活用方法への示唆

を得た。 

④ PFI 日本語版作成のプロセスとして、ガイド

ライン(COSMIN)に基づき、順翻訳・逆翻訳・

認知的デブリーフィング・原著者の確認等を

実施し、日本語版を作成した。②において、信

頼性と妥当性の検証を実施し、内部一貫性、構

造的妥当性、収束妥当性が示された。現在は、

日本語開発論文を国際学術誌に投稿中である。 

 

 

D. 考察 

① 計画通りに研修時調査を年内に開始すること

ができた。しかしながら、回答率はこれまで実

施していたEMIS調査と同程度であった。今回

の調査方法では、多くの隊員のメンタルヘル

スをチェックすることは困難であり、来年度

以降の調査方法の検討が必要であると考えら

れた。 

② 第6回目の調査の回答率は、概ねこれまでと同

じ割合であったが、これまでで2番目に高い回

答率であった。K6が13点以上の方の割合も、

これまでの調査と同程度であった。①②の調

査より得られたデータを解析し、研究成果を

学会や論文等にて公表していく。 

③ 当分担班にて作成した「医療救援者のメンタ

ルヘルス推奨事項」、および「所属組織として

医療救援者のメンタルヘルスに重要と考えら

れる推奨事項」を普及することは重要と意見

を得るとともに、修正を実施し、今後現場に実

装を進めていくための準備を進めることがで

きた。インタビューの内容等より、今後の活用

方法としては、学会等にはセッションを設け

ることができないか関係者と調整する、関連

学会のHPに掲載をしてもらえるように調整

すること等を予定している。最終年度の令和6

年度には、「修正した医療救援者のメンタルヘ

ルス推奨事項」および「所属組織として医療救

援者のメンタルヘルスに重要と考えられる推

奨事項」を実装し、現場にて活用できるように

計画を進めていく。 

④ 日本語版PFIは、日本の医療従事者において信

頼性と妥当性が示された。現在投稿中の日本

語開発論文の受理にむけて進めていく。日本

語版PFIを今後の調査に用いて、DMAT・

DPAT隊員のメンタルヘルスの問題だけでな

く、医療従事者としての成長や医療従事者と

してやりがい等のメンタルヘルスの観点より

ポジティブな面についても、研究を進めてい

く。 

 

E. 結論 

3年計画の1年目の令和4年度は、研修時調査の開

始、EMIS調査の第6回調査、病院の管理者等の

DMAT・DPAT隊員を派遣する立場の方へのインタ

ビューを実施でき、計画通りに研究を実施するこ

とできた。当初の計画に加えて、インタビュー内容

より重要と考えられた、PFIの日本語版の翻訳、信

頼性と妥当性の検証のための調査を実施した。令

和4年度は予定通りに研究を実施できたため、令和

5年度も当初の計画より変更はせずに研究を進め

ていく予定である。 



 

G. 研究発表 

１．論文発表 

① Asaoka H, Koido Y, Kawashima Y, Ikeda M, 

Miyamoto Y, Nishi D. Association between 

clinical decision for patients with COVID-19 

and post-traumatic stress symptoms among 

healthcare professionals during the COVID-

19 pandemic. Environmental and 

Occupational Health Practice. 2022;4(1): 

eohp.2022-0018-OA. doi:10.1539/eohp.2022-

0018-OA 

 

２．学会発表 

① Asaoka H, Koido Y, Kawashima Y, Ikeda M, 

Miyamoto Y, Nishi D. Association between 

clinical decision making for patients with 

COVID-19 and post-traumatic stress 

symptoms among healthcare professionals 

during the COVID-19 pandemic in Japan. 

The 25th East Asian Forum of Nursing 

Scholars Conference. EC-118, Taiwan 

(online), April 2022, Poster Presentation. 

② Asaoka H, Koido Y, Kawashima Y, Ikeda M, 

Miyamoto Y, Nishi D. Longitudinal change 

of psychological distress among healthcare 

professionals with and without 

psychological first aid training experience 

during the COVID-19 pandemic. The 26th 

East Asian Forum of Nursing Scholars 

Conference. Tokyo, March 2023, Poster 

Presentation.
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令和４年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研究」 

 

分担研究報告書 

「災害時における医療ニーズとリソースの定量的評価に関する研究」 

 

研究分担者  森村 尚登（帝京大学医学部救急医学講座主任教授）

 

研究要旨 

【目的】地域の実情に応じた都道府県の国土強靭化計画の策定支援を行うために、災害時における医

療ニーズとリソースの定量的評価指標の開発と定量的評価ならびにマッピングによる可視化を検討す

る。【方法】今年度は、ウェブ上に作成した「災害時の医療ハザードマップ」を精緻化して視認性並び

に操作性の向上を図った【結果】行政担当者や非専門家でも直感的に操作しやすく視認性の高い構成を

目指して、研究班において改訂を重ねてきた。改訂ポイントは、グラフの整理、見やすいレイアウト、

マップ中の文字の大きさ、用語修正などである。【考察・結論】今回主にユーザインターフェース（UI）

の視点から改訂したウェブアプリケーションは、災害拠点病院ごとのカバーエリアにおける医療需給比

を容易に可視化し、地域内の脆弱性に基づく計画策定支援に寄与するものと思われる。今後は、災害時

医療ハザードマップ情報の社会への情報発信方略について検討を加える必要がある。 

 

研究協力者 

田中 淳：東京大学大学院情報学環附属総合防災情

報研究センター特任教授 

猪口 正孝：医療法人社団直和会平成立石病院理事

長 

清田 和也：さいたま赤十字病院院長 

竹島 茂人：自衛隊中央病院救急科部長 

高橋 耕平：横浜市立大学附属市民総合医療センタ

ー高度救命救急センター講師 

問田 千晶：帝京大学医学部附属病院准教授 

大田 祥子：日本薬科大学薬学部医療ビジネス薬科

学科教授 

野口 英一：戸田中央メディカルケアグループ災害

対策特別顧問 

蛭間 芳樹：株式会社日本政策投資銀行、東京大学

生産技術研究所協力研究員 

 

 

 

 

 

 

A. 研究目的 

地域ごとの災害種別の医療ニーズとリソースの

定量的評価による都道府県の国土強靱化計画の策

定支援が目的である。地域の実情に応じた災害医

療体制を提供するため、災害時における医療ニー

ズとリソースの定量的評価を各都道府県に反映し、

都道府県の国土強靭化計画の策定支援は重要であ

る。本分担研究の目的は、都道府県毎の「災害時の

医療ハザードマップ」の作成と医療提供面で脆弱な

エリアの抽出を可視化する手法を確立することであ

る。今までに本研究班は、首都直下地震（東京湾北

部地震）を想定における「東京都内」の災害時の医

療需給比（リスクリソース比：RRR）の定量的評価

とその可視化を試みてきた。医療需要として想定災

害における予測傷病者数と重症者数を、また医療供

給力の指標として、平時の医療供給力とその修飾因

子を規定してきた。平時の医療供給力は、病院スト

ラクチャー・インフラストラクチャーの維持の程度

に係る項目であり、病院の総病床数、医師数、看護

師数で表現してきた。また修飾因子としては、人・

モノに係る補給力・輸送力に影響を与えると考えら
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れる「道路リンク閉塞因子に着目して検討してきた。

加えて東京を中心とした関東圏におけるRRRを算出

しウェブサイト上での可視化を試みてきた。 

今年度は、ウェブ上に作成した「災害時の医療

ハザードマップ」の精緻化して視認性並びに操作

性の向上を図った。 

B. 研究方法 

「大規模災害にこえる医療需要可視化サイト」の

視認性・操作性向上に関する研究： 

まず昨年度同様に、対象地域の各災害拠点

病院の診療担当エリアを半径2km圏と仮定し

て各病院の『医療需要』と『調整医療供給力』

の比（『需給均衡比（Hospital Risk-Resource 

Ratio：RRR）』）と、病院ごとの災害時必要

支援量（Additional Tスコア：a-Tスコア）を算

出した。また、Hospital RRRとa-Tスコアの組

み合わせを用いて『災害時支援優先度』を決

定し、各病院を5類型に分類した。a-Tスコアを

算出するにあたり、昨年同様の方法を用いて、

まず平時の病院医療需給均衡比（Base RRR）

を算出した。各病院あたりの平時の急性期の

医療需要の定量指標を『一日あたりの救急患

者数』とし、この値を当該病院の総合Tスコア

で除した値をBase RRRとした。次に、Base R

RRの2倍までの繁忙を許容し、Base RRR×2=

病院エリア内の災害時負傷者数 /（a-Tスコア

＋Tスコア）の式からa-Tスコアを算出した。

次に、これらの数値をマッピングして、令和3

年度の研究において試行版として開発した

「大規模災害における医療需要可視化サイ

ト」（URL：http://rrrgis.sakura.ne.jp/ 、ユーザ

ー名 rrr、パスワード. Rrr20210331）に反映さ

せた。このサイトのユーザビリティの向上を

目的として、今後の一般公開を見据えて、本

研究班の協力研究者を対象として、本サイト

の使用感ならびに改善点をnarrativeに抽出し

た。 

次に昨年度同様に、本サイトの利用者と用途

を以下のように想定した（表1）。 

 各利用者が、災害医療の提供にかかわるリスク

を示す指標を確認するのみではなく、病院が自院

の災害リスクを減ずるための対策を立てたり、行

政が地域の災害医療体制整備計画に役立てたりす

ることができることが理想である。 

 

表1. 想定されるウェブアプリケーション利用者

と利用用途 

利用者 利用用途 

災害および救急医療

を提供する病院の救

急医、または病院管

理者 

・ 自院の災害時の支援必要度を確

認する。 

・ 周囲の医療機関の災害時の状況

を把握する。 

・ 支援必要度の大きい病院におい

ては平時にできる準備に役立て

る。 

災害および救急医療

提供体制整備にかか

わる行政担当部局 

・ 地域全体の病院の災害における

RRR や支援必要度を確認する。 

・ 地域の災害医療提供体制整備の

計画に役立てる。 

 

これらを踏まえて、ウェブアプリケーションの

ユーザビリティについて評価し改善点を抽出した。

本研究班協力者自身がエンドユーザの視点からウ

ェブアプリケーションを操作し、探索的に評価を

行った。評価にあたった10名中7名は災害および救

急医療の現場や提供体制整備のあり方に精通して

おり、エンドユーザの特性や目標、利用状況に適

合した評価者と考えられる。 

評価の視点は、UI（User Interface（ユーザ

インターフェース））の改善の必要性、すな

わちユーザーとコンピュータとが情報をやり

取りする際に接する、機器やソフトウェアの

操作画面や操作方法の改善点を念頭に置いて

行われた。 

C. 研究結果 

評価者により抽出された問題点を基に行った改
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訂の概略を下記に示した。 

 

1. サイト内文言変更 

 

1-a:サイト文言変更 

 

 

1-b:グラフ文言変更 

 

 

1-c:UIボタン文言変更 

 

 

 

 

2. 地図・グラフ機能のUI改善 

 

2-a:地図・グラフの切り替えUI変更 

 

 

2-b:自治体表示機能の未選択時の非表示化 

 

3. 地図機能の改善 

 

3-a:地図・グラフの表示順序変更 

 

 

3-b:病院検索・負傷者表示機能のUI変更 

以下に改訂の詳細を図示した。 
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表2に、今回改訂できず来年度の課題となった項

目を列挙した。今年度の改訂に至らなかった主な

理由は、①マップの表示され方の関係は、微調整

がしにくく行程日数を要する、② 

グラフは、使っているシステムの性質上、他のグ

ラフシステムに切り替えることでしか表示が改善

されないため、行程日数を要する、③修正ではな

く新規追加的な機能は行程日数を要する、の3点で

あった。 

 

表2. ユーザビリティ評価で抽出された問題点の

うちの今年度未解決項目 

No 問題点の内容 

1 地図の選択状態を表示 

2 選択市町村の表示を変更（map box上で分

かりやす） 

3 地図のZoomサイズ 60km 

4 グラフの軸の数字を見やすく 

5 グラフに検索機能を追加 

6 円のサイズを見やすくする 

7 グラフのフィルタにホバーで説明    

グラフの選択時にカーソル変更 

病院データを右に表示 

8 グラフ上のバーの部分をクリックすると

該当する病院の情報が表示されるが、病

院名が表示されている部分をクリックし

てその病院情報が表示されるようにする 

9 円グラフをクリック（地図上で、病院名

でなく円をクリック）して病院情報を表

示する 

10 グラフタブを別の色（グラフのタブの色

をプライマリーではなく別のものにし

て、グラフと地図の切り替えを認知させ

るようにする）        

自治体データの赤等を黒に変更 

11 震度データがないといった情報もポップ

アップで表示する 

 

D. 考察 

本研究班によるウェブアプリケーションの特徴

は、災害時の需要と供給をマップで視覚化すると

ともに、首都直下地震の際の病院ごとの支援必要

度を指標にして視覚化したことにある。GISによ

って医療の需要や供給について視覚化されている

ものは多くあるが、災害時の需要と供給を統合さ

せて視覚化したツールは多くはない。 

 令和3年度に開発したウェブアプリケーション

について、昨年度に引き続いて研究班内のワーキ

ンググループでユーザビリティ評価を探索的に実

施した。 

 一般にユーザビリティの評価には、ユーザビリ

ティの専門家によるヒューリスティック評価とエ

ンドユーザによるユーザビリティテストが主とな

っている。ヒューリスティック評価は決められた

観点でチェックを行い、スコア付けをしていくも

のであり、事前の項目設定時に出ていなかった新

しい課題を抽出することが困難と言われている。

一方で、ユーザビリティテストは、エンドユーザ

がウェブアプリケーションを操作している様子を

録画し、その様子の観察や発言内容から評価する

方法である。特に操作中に何を考えているかをつ

ぶやいてもらう「思考発話法 Think-aloud法、あ

るいはプロトコル分析」と呼ばれる手法は、ウェ

ブアプリケーションに表示されている結果の妥当

性を含めた評価を可能にする。Yenらはヒューリ

スティック評価とThink-aloud法を用いて、看護師
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の勤務表作成ツールを評価し、Think-aloud法では

タスク実行の障害がより明確になることがわかっ

たと報告している（Yen P-Y, Bakken S. A Comparison o

f Usability Evaluation Methods: Heuristic Evaluation versus E

nd-User Think-Aloud Protocol - An Example from a Web-bas

ed Communication Tool for Nurse Scheduling. Published onlin

e 2009. Accessed May 4, 2022. https://www.researchgate.net/p

ublication/42639800）。特にシステムと実世界のマッ

チングにおける課題が生々しく語られ、有用であ

ったとしている。 

 本研究においても、指標が示す結果とエ

ンドユーザが感じる現実世界とのギャップを

明らかにし、指標の妥当性を検証する必要が

ある。加えて、ウェブアプリケーションのユ

ーザビリティ評価の視点から、今年度はThink-

aloud法による評価を実施した。今後は、聞き

取り調査を政策決定者（見識者、行政担当者

など）や、医療機関の防災担当者、一般市民

に実施しながら精緻化を進めつつ、本サイト

がダイナミックモデルではなく事前の防災計

画策定支援を目的に開発された点について普

及、広報していくことが重要である。 

また昨年度報告で記述したウェブアプリケーシ

ョン公表における課題を再掲した。今後、ユーザ

ビリティの評価を進め指標の活用方法の検討を重

ねた上で、ウェブアプリケーションを想定される

エンドユーザ全員に公表する予定ではあるが、公

表に際し残された課題がある。本研究班で開発し

てきた指標は、公表されているデータを情報源と

している。その中でも重要なデータとして、病床

機能報告制度データがある。病床機能報告制度は、

医療法に基づいて、医療機関に義務付けされてい

る制度で、医療機能や供給量を把握するための目

安として活用されている。病床機能報告データは、

年に1度10月に医療機関から収集される。医療機関

はデータを準備し、調査専用サイトからデータを

提出する。その後、収集されたデータは整理集計

され、年度別病床機能報告公表データとして、厚

生労働省のサイトからダウンロード可能となる。1

0月に収集されたデータが公表されるまでには半

年以上の期間を要しており、令和3年度データも令

和4年5月現在で公表されていない。この医療機関

からのデータ収集と公表までのタイムラグのため

に、その間に開設した医療機関のデータや、救急

機能の認可に関するデータが欠損したり、逆に閉

院医療機関や、救急機能の認可取り下げ医療機関

が指標算出に含まれてしまったりするといった問

題が起こる。本研究班として、この課題の改善策

はなく、国における様々な業務のデジタル化に期

待する。また実際にデータを入手できても、ウェ

ブアプリケーションへの反映までに最低3ヶ月の

期間を要する。データ整備からウェブアプリケー

ションまでにいくつか目視での作業が必要となる

ためである。このように、データ更新の種々の課

題があるため、エンドユーザには、最低限の現実

世界とのギャップについては許容してもらい、指

標を活用してもらう必要性が生じる。このため、

ウェブアプリケーションの公表にあたっては、残

された課題について、エンドユーザに十分な説明

を行うプロセスも重要である。 

Hezriは、都市の持続可能性に関する指標を作成

し、政策に関する意思決定の過程で、指標の利用

は以下の5つのタイプに分類されるとしている（表

3）（Hezri AA. Utilisation of sustainability indicators and i

mpact through policy learning in the Malaysian policy proces

ses. J Environ Assess Policy Manag. 2005;7(4):575-595. doi:1

0.1142/S1464333205002262）。 

 

表3．都市の持続可能性に関する指標の利用目的別

類型 

類型名称 指標の利用目的 

道具的利用 指標を直接的に意思決定に活

用し、その結果が指標と直線

的な関係があるような行動を

とるもの 

概念的利用 指標を利用者の理解を深める

ために活用するもの 

戦略的利用 指標を、行動しないため、あ

るいは批判を避けるために使

用するもの 

https://www.researchgate.net/publication/42639800
https://www.researchgate.net/publication/42639800
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象徴的利用 指標が、他の現実を反映し、

象徴している場合、その保証

として活用するもの 

政治的利用 指標の内容が、ユーザーの立

場を支持する内容である場合

に活用するもの 

 

今回本研究班が開発した指標は、事前に災害対

応を計画するための指標、つまり道具的利用が望

まれると考える。指標の視覚化にGISを用いる手

法は、都市計画や医療提供体制の検討などにおい

て多くみられる。Kanekoらは、4つの医療サービ

スを選択し、年齢別人口などの公表されたデータ

から、地域別の医療必要量をランキングし、定量

的なニーズを可視化することによって、健康政策

立案における意思決定支援の促進になることを報

告した（Kaneko Y, Takano T, Nakamura K. Visual localisat

ion of community health needs to rational decision-making in

 public health services. Health Place. 2003;9:241-251.）。 

 本研究において、視覚化された病院ごとの「医

療支援必要度」は、効果的な病院への資源の配分

や、実際に災害時にサービスを提供すべき場所の

洗い出しと対策など、病院管理者や医療施策の立

案者の意思決定を支援できる可能性がある。この

ようなしくみは、意思決定支援システム（Decisio

n support system; DSS）、あるいは、都市計画な

どにおいては立案支援システム（Planning support 

system; PSS）と呼ばれている。 

 一方で、具体的な災害対策にウェブアプリケー

ションを十分役立てるにはさらなるウェブアプリ

ケーションの機能の検討が必要である。Hooper4

らは、都市計画において研究として作成した評価

の枠組みを具体的な都市計画に役立たせるための

要素として以下の4つをあげている。①計画前のみ

でなく、計画後の変化の視覚化 ②いくつかプラ

ンにおける変化について、ステークホルダーや利

害関係者の理解を得ること、③指標値の具体的な

改善程度を示す事による計画の説明と周知、④地

域住民からのフィードバックに対する即時的な計

画への反映と効果である。 

（Hooper P, Boulange C, Arciniegas G, Foster S, Bolleter J,

 Pettit C. Exploring the potential for planning support system

s to bridge the research-translation gap between public health

 and urban planning. Int J Heal Geogr. 2021;20:36. doi:10.1

186/s12942-021-00291-z）。 

 本ウェブアプリケーションでは、様々な条件下

での災害時のリスク評価は可能であるが、計画や

準備の後でどのように改善するかについてはまだ

検討はされておらず、限界点の1つである。Hoope

rらは都市計画について述べているが、災害医療の

具体的な対策や計画に置き換えると、計画後の変

化を反映できるツールに進化させていくことが望

まれる。 

 これまでに開発してきた指標をGISで視覚化し、

ウェブアプリケーション「大規模災害における医

療需給情報の可視化サイト」を構築した。今後、

ウェブアプリケーションの公表に向けて、指標の

妥当性の検証とウェブアプリケーションケーショ

ンのユーザビリティ向上のために、関係機関のエ

ンドユーザによるThink-aloud法による評価を行っ

ていきたい。またウェブアプリケーションケーシ

ョンの公表に際しては、関係者への十分な説明の

プロセスが重要である。さらにウェブアプリケー

ションを実社会で十分に活用するためには、対策

を反映させた後の変化が視覚化できるものが理想

的であり、ウェブアプリケーションの機能につい

てさらに検討を進める必要があると考える。 

今後、ウェブアプリケーションの公表に向けて、

指標の妥当性とユーザビリティ向上のために、関

係者によるThink-aloud法による評価を継続してい

く予定である。またその公表に際しては、関係者

への十分な説明のプロセスが重要である。さらに

ウェブアプリケーションを実社会で活用するため

には、対策を反映させた後の変化が視覚化できる

ものが理想的であり、ウェブアプリケーションの

機能のさらなる検討が必要であると考える。 
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E. 結論 

今回主にUIの視点から改訂したウェブアプリケ

ーションは、需給比を容易に可視化し、地域内の

脆弱性に基づく計画策定支援に寄与するものと思

われる。 

 

F. 健康危険情報 

特になし。 

 

G. 研究発表 

特になし。 

H. 研究発表 

１．論文発表 

・ 特になし   

 

2.  学会発表 

・ 特になし 

 

I. 知的財産権の出願・登

録状況 

特になし

 



令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

 

分担研究報告書 

「ドローン（空、陸上、水上・水中）による災害時情報収集、医薬品・医療資器材等搬送に関する研究」 

 

研究分担者：日本医科大学千葉北総病院救命救急センター/病院講師 氏名：本村友一 （所属/役職） 

 

研究要旨 

 

成長著しいドローン技術を大規模災害対応に活用するための研究。全国各地の実動災害訓練等において、

医療用ドローンを活用した①情報収集活動、②医療資器材等の搬送および③実運用上の問題の整理と解決

策の検討を研究し、実災害時の迅速かつ有効な活動のためにシステム基盤を構築する。 

 

 

A. 研究目的 

大規模災害時にドローンを活用し①情報収集②医

療資機材搬送を行うための基盤の構築 

 

 

B. 研究方法 

大規模地震時医療活動訓練等において、ドローン

を使用し、上記①②の実践訓練を行う。DMAT事務

局や被災都道府県など自治体との連携を通じて、

現時点の実運用上の問題点を整理し、解決策を考

察する。 

 

 

C. 研究成果 

令和 4 年（2022 年）10 月１日に行われた令和 4 年

度大規模地震時医療活動訓練において、和歌山県

庁航空運航調整班でドローンの飛行情報の共有と、

送信されるリアルタイムの画像情報の共有および

アセスメントの訓練を行った。回転翼ドローンの

技術（飛行、画像送信、物資搬送、画像解析（ＡＩ

技術を含める）、３Ｄ地図作成）の研究のみならず、

実災害時に実際に医療ドローンを活用するために

指揮命令系統に医療ドローンを位置づける訓練を

行い、有効性を確認することができた。 

 

 

D. 考察 

来年度は物資搬送に関する研究を企画する。ＥＡ

ＭＳに加え、長崎県五島列島を中心に活動を行う、

そらいいな株式会社との共同研究を開始し、固定

翼ドローン（時速 130 ㎞で片道 80 ㎞の物資搬送が

可能）による物資搬送の研究も予定する。災害時活

用を見据え、災害時のみでなく日常的にドローン

による物資搬送システムを確立させる必要がある

と考えられる。 

 

 

E. 結論 

今年度は当初の目的の①情報収集活動について成

果を上げることができた。②物資搬送の検証に加

え、超急性期から実オペレーションに繋げるため

に具体的研究を継続する。 

 

 

 

G. 研究発表 

１．論文発表 

なし 

 

 

２．学会発表 

1. Tomokazu Motomura. Past, present and fut

ure of HEMS system in Japan. Plenary lectur

e. The Korean Society of Emergency Medicine

 Oct. 2022. Inchon, Korea.  

2. 本村友一、小田有哉、久城正紀、他．より迅速・

効率的で安価に提供される持続可能な高質の救急

医 療のために．病院前診療学会 2022 東京（千駄

木）  

3. 久城正紀、本村友一、山内延貴、他．ドローンの

救急・災害医療への実装に向けて．日本航空医療学

 会 2022 鳥取 web  

4. 久城正紀、本村友一、山内延貴、他．救急・災害

医療へのドローン実装に向けての課題と展望．日本

 航空医療学会．2021 年 11 月熊本．  

5. 本村友一、平林篤志、久城正紀、他．大規模災害

時の攻めの空路搬送調整活動の変遷．災害医療学会．

 2022web 広島．一般口演．  

6. 久城正紀、本村友一、山内延貴、他．自律型ドロ

ーンによる高品質医療物流サービスの実現に向け

た 実証．一般口演．日本航空医療学会 202012．浜

松 web.

 
 
 



令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

 

分担研究報告書 「クラッシュ症候群に関する研究」 

研究分担者 大場次郎 ／ 順天堂大学医学部附属練馬病院救急集中治療科 ／ 准教授 （所属/役職） 

 

研究要旨 

首都圏での地震・南海トラフ地震災害時、より多くのクラッシュ症候群（CS）を救命するための組織体制を作る目的で

研究を行う。CSに関する新たな知見をまとめ、教育システムの構築と広報を行う。血液浄化療法を視野に入れた分散

搬送の確立を行う。CS に対する災害現場からの一貫した治療の標準化を目指す。また、早期医療介入の有用性を

示し、災害現場における多機関協働の必要性を広める。災害診療記録を活用し、CS のデータ集積に努める。さら

に、病院前のみならず、搬送先病院内でも活用する手段としたい。R5年度は、CSデータの整理、基礎実験や最新論

文、各ガイドラインの知見を整理し、CS の課題に対する一定の見解を提示する。最終年度は、重症度分類、治療、搬

送に関する新たな基準を提示する。CSデータ集積の為の仕組みを提示し、DMATテキストの更新案を提示する。 

（研究協力者） 

1. 中山 伸一（兵庫県災害医療センター名誉院長/顧問） 

2. 井上 潤一（日本医科大学武蔵小杉病院 救命センター 教授） 

3. 島崎 淳也（大阪大学高度救命救急センター 助教） 

4. 松田 宏樹（大阪急性期・総合医療センター DMAT事務局） 

5. 阪本 太吾（日本医科大学多摩永山病院 救命救急科 助教） 

6. 薄田 大輔（順天堂大学医学部練馬病院 救急集中治療科 講師） 

7. 高見 浩樹（順天堂大学医学部附属練馬病院 救急集中治療科 助教） 

8. 下澤 新太郎（順天堂大学医学部附属練馬病院 救急集中治療科 助手） 

9. 加古 嘉信（上武大学ビジネス情報学部 スポーツ健康マネジメント学科 教授） 

10. 内海 清乃（国際医療福祉大学大学院 東京赤坂キャンパス 災害医療分野 講師） 

11. 合田 克彰（公財日本消防協会 国際部次長（兼）審議役） 

12. 矢田 哲康（川崎市立多摩病院 指定管理者 臨床工学技士） 

13. 樋口 知之（公立陶生病院 臨床工学部臨床工学室 救急部救急救命センターER室長 臨床工学技士） 

14. 平山 隆浩（岡山大学学術研究院 医歯薬学域 二次救急・災害医療推進講座 臨床工学技士） 

15. 三木 隆弘（日本大学病院 臨床工学室 臨床工学技士） 

16. 廣田 恵典（順天堂大学医学部附属練馬病院 救急集中治療科 救命救急士） 

17. 大塚 和利（横浜市消防局 警防部 警防課長 消防監） 

18. 藤澤 将太郎（横浜市消防局 特別高度救助部隊 小隊長 救急救命士） 

（オブザーバー） 

1. 大黒真司（海上保安庁警備救難部救難課（海上保安庁メディカルコントロール協議会事務局）医療支援係長）   

2. 大山慶介（厚生労働省医政局地域医療計画課 災害等緊急時医療・周産期医療等対策室）   

  



A. 研究目的と研究背景 

1995年の阪神淡路大震災で防ぎえる災害死として5

00人、その半数（372名）はクラッシュ症候群（以後、CS）

であったと報告されている。このCSに対して、Confined 

Space Medicine (CSM)を含む現場医療、広域搬送、

病院内治療に至るまでこの26年で着実な進歩があっ

たと感じた反面、さらに検討しより発展していく事項が

あることもわかった。近い将来、首都圏での地震、南海

トラフ地震災害によるクラッシュ症候群は約3000人との

予想がある。その際、より多くのCSを救命するための体

制作りが必要である。また、CSを生じうる要救助者に対

応するのは、市民、医療者（DMATを含む）、消防、警

察、自衛隊、海上保安庁、NGO団体、外部支援機関

（国際）と多岐にわたる。多機関が共通の認識をもち、

一貫し同じ方向を向いて対応することも重要である。首

都圏での地震、南海トラフ地震災害時、より多くのクラ

ッシュ症候群の患者を救命するための組織体制を作る

目的で研究を行う。 

 

B. 研究方法 （分担者：敬称略） 

Ⅰ．現状の把握 

Ⅰ-１）議論がある事項の抽出（全員） 

CS に関する現在の検討項目を分担研究者会議にて

行った。  

Ⅰ-2）既存のデータバンクからの抽出（下澤、薄田、島

崎） 

日 本 外 傷 デ ー タ バ ン ク （ Japan Trauma Data 

Bank:JTDB）は、日本外傷学会と日本救急医学会が

2003 年 10 月に設立し、2004 年 1 月から正式な運用

を開始した本邦における外傷患者登録制度（トラウマ

レジストリー）である。現在では、日本外傷診療研究機

構（JTCR）が JTDBの管理・運営を行っているが、日本

外傷学会トラウマレジストリー検討委員会が実質的な

企画・活動を担当している。その、JTDB を活用して、

CSの診断や治療に関する現状を把握する。 

Ⅰ-3）関連機関へのアンケート調査（阪本、高見、合

田、廣田、大塚、藤澤） 

日本災害学会クラッシュ特別委員会からのアンケート、

阪神CSの生カルテの再評価を行う。関連機関（消防、

海上保安庁、警察、自衛隊）の現状把握のためアンケ

ートを計画している。【目的】救助活動に関するデータ

の標準化と救助活動への応用である。【方法】①自衛

隊、消防、海上保安庁、NGO などに対して救助活動

に関する調査を行う。②災害現場での初期輸液方法

に関する研究や基礎実験から CS の臨床治療への応

用を考察する。【最終目標】要救助者の救出に関わる

多機関の救助現場活動における状況把握の方法を確

認する。さらにそれを標準化し、解析を行い、更新でき

るデータとする。 

Ⅰ-4）血液浄化療法の対応能力調査（矢田、内海、樋

口、平山、三木） 

広域災害時の血液浄化療法の対応能力の研究を

行う。課題研究名としては、「災害拠点病院における集

中治療室での腎代替療法に関する実態調査～圧挫

症候群に対する対応能力の評価～」である。 

【研究目的】阪神・淡路大震災では、圧挫症候群は

「防ぎえた災害死」として報告されている。集中治療を

要した症例は 372 例中 70.4％、そのうち血液浄化療

法を受けた症例は 33.1％であった。この教訓に基づき、

災害派遣医療チームや、広域医療搬送、災害拠点病

院などの整備が行われた。また、今後 30 年以内に

70％の発生確率が予想されている、都心南部直下地

震では、死者約 6,000 人および、重傷者約 10,000 人

の想定から、圧挫症候群約 2,000 人が推測できる。こ

のような中で、2012 年に発表された「大規模災害にお

ける圧挫症候群の管理に関する推奨事項」には、血

液浄化療法を早期に開始できる環境などの重要性が

示されている。しかし、本邦の災害拠点病院において、

前述の「圧挫症候群の管理に関する推奨事項」に準

拠した準備がなされているという報告はいまだになさ

れていない。本研究では、圧挫症候群に対する主たる

治療法である血液浄化療法、主に持続的腎代替療法

（CRRT）に関して、災害拠点病院における集中治療

室（ICU）での対応能力（環境、人員・教育体制や医療

資機材など）の現状把握を主たる目的とし、課題抽出

を従たる目的とする。 

【研究方法の概要】圧挫症候群に対する重要な治療

法である RRTの対応能力（環境、人員・教育体制や医

療資機材など）について、全国の災害拠点病院を対

象として、独自に開発した質問紙を用い、Web システ

ム（Google フォーム）を利用した調査を行う。 

【研究デザイン】質問紙を用いた横断研究  

【対象施設】全国の災害拠点病院（約 800施設） 

【対象施設数の設定の根拠】圧挫症候群の早期治療

を目的としてDMAT体制・災害拠点病院の整備、広域

医療搬送による対応計画が立てられている実情を踏ま

えて、本邦の災害拠点病院における圧挫症候群の対

応能力を把握する必要があるため。 

【研究対象者の選定方針】災害拠点病院の施設長に

一任し、適任と判断される医師、臨床工学技士、また

はその他の医療従事者を研究対象者とする。 

【質問紙の配布】災害拠点病院の施設長宛に研究参

加依頼書、Web システム（Google フォーム）アクセス方

法に関する説明書類を送付する。 

【データ収集方法】Web システム（Google フォーム）に

よる単純集計 

【統計解析方法】すべてのデータは、平均値 (mean)、

標準偏差 (SD)、中央値 (median)、四分位範囲(IQR)、

頻度、パーセンテージなどの記述統計を使って要約

する。連続変数については、複数のカテゴリー間の特

性の違いの有意性を評価するために、Kruskal-Wallis

検定を使用する。離散変数については、複数のグル

ープ間のデータ比較にカイ二乗検定を使用する。 

【評価の項目及び方法】1）主要評価項目；全国の災害

拠点病院において、圧挫症候群に対する ICU での血

液浄化療法（主に CRRT を中心とした）対応能力



(Space:環境/Staff:人員・教育体制/Stuff:医療資機材)

に関して、現状を把握する。2）副次的評価項目；上記

の主要評価項目の結果を踏まえ、課題の抽出を行い、

問題や原因の解決方法を検討する（例：三次救急医

療施設と二次救急医療施設における相違、都道府県

別の災害拠点病院における相違など）。 

【研究計画】・令和 5 年度；質問紙の内容の修正を行

い、質問紙調査を実施する。・令和 6年度；収集された

調査結果を用い、統計解析等を実施する。 

【研究を遂行するための研究体制等】 研究代表者は

データ収集・解析、ならびに研究の統括を行う。研究

分担者は解析結果の解釈に関して、専門的立場から

学術的な助言を行う。 

【研究の変更、中断・中止、終了】1）研究の変更本研

究の研究計画書や同意説明文書等の変更または改

訂を行う場合は、倫理審査委員会（以下、委員会）の

承認を必要とする。2）研究の中断・中止；研究責任者

は、委員会により、研究実施計画等の変更指示があり、

これを受入れることが困難と判断された場合、研究の

可否を検討する。 

3）研究の終了；研究の終了時には、研究責任は遅延

なく研究終了報告書を学会へ提出する。 

Ⅱ．熊本地震の CS 患者の調査（加古、阪本、薄田、

大場） 

当研究班の加古先生の２０１６年の熊本地震の研究よ

り、警察による全救助者は１６０名、そのうち、警察主導

で救助した要救助者は６０名と報告されている。その要

救助者に対する活動を行った隊に対し、調査票と模型

を用いて、現場状況の詳細に聞き取り調査を行ってい

る。一定以上の圧迫を受けていた要救助者は６０名中

１６名であった。そのうち、現場にて医療的介入が行わ

れていたのは、本震の１０症例のうち４症例。その結果

をもとに、要救助者の搬送事案に関して、総務省消防

庁や搬送先医療機関と協力し、検証を継続している。

CS は、初期は軽症に見えるが、刻々と変化する。オー

バートリアージを許容し、CS を疑う診断の 3 大ポイン

ト（長時間、四肢臀部を重量物で挟圧されたエピソード、

患肢の運動知覚麻痺、黒褐色尿（ポートワイン尿）で

広域搬送を決定する必要があるが、この検証は、この

基準による結果がどうであったかを知り得るものとなる。 

Ⅲ．最新知見の文献的まとめ（薄田、大場） 

各ガイドライン（WHOガイドライン、国際赤十字ガイドラ

イン、国境なき医師団ガイドラインなど ）をまとめ、最

新論文の paper review を行った。CS に関する最新の

知見を PubMedで検索した。検索期間は 2012年 1月

1 日～2022 年 9 月 30 日までの 10 年間に発表された

文献であった。文献検索で得られた内容・情報を、「導

入、疫学、病因・機序、症状、診断、治療、合併症、予

後、まとめ」の各カテゴリー別に分類の上、英語記載し

た。 

Ⅳ．ラットモデルを用いた基礎研究（島崎） 

ラットモデルを用いたCSの病態解明と新規治療法の研

究を継続している。 

Ⅴ．CSM 訓練環境の構築に関する研究／建物倒壊・

閉じ込め現場における加圧輸液の実効性に関する検

証（加古） 

2006年以降、CSM訓練を推進するための安全かつ効

果的・効率的な現場設定方策に関する研究を推進し

ている。2006 年-2011 年まで、「兵庫県瓦礫救助医療

訓練施設」の整備・運用に関する検討を行った。2011

年―2016年、「可変式訓練ユニット」の整備・運用に関

する検討を行った。2016 年-2021 年、2016 年熊本地

震における倒壊建物からの救助活動に関する調査・

分析を行った。2022 年以降も、CSM 訓練環境の構築

に関する研究を継続している。CSに輸液を行う場所は

狭隘空間であり、安全かつ早急な救出のために救助

隊と連携し、早期に積極的な輸液を行うことが求めら

れる。加古先生を中心として、救出前の輸液療法に関

しての研究を行っている。 

Ⅵ．トルコ・シリア地震における CSの調査（大場、高見、

阪本、廣田） 

当研究班の班員 4 名がトルコ共和国における地震被

害に対する国際緊急援助隊・救助チーム／医療チー

ムとして派遣された。今回の地震に伴う被害は、死者

数は約 5 万人であり、1999 年マルマラ地震の 17000

人を大幅に上回っている。支援活動以外に、ガジアン

テップ大学 Sahinbey Research andApplication Hospital

病院にて今回の地震に伴うCSに関する情報の聴取を

行った。さらに、ガジアンテップ大学 Sahinbey 

Research andApplication Hospital 病院の Professor 

Ayse Balat, MD に第 28 回日本災害学会にて情報共

有の依頼を行った。 

Ⅶ．学会におけるCSに対する認識の向上（大場、松

田、井上、中山） 

2022 年度日本災害学会クラッシュ症候群特別委員会

としての活動も行った。本研究班にて研究を実施し、ク

ラッシュ症候群特別委員会ではそれを報告した上で

学会としてご理解を頂き、学会員に広報、啓蒙をさせ

て頂くという立ち位置である。したがって、委員会には

厚労科研の研究進行の具合をしっかりと報告し、委員

会は学会への窓口として機能する。第 28 回日本災害

学会総会・学術集会の救急医学会領域講習にて、『ク

ラッシュ症候群について～日本災害学会クラッシュ症

候群特別委員会の設置も含めて～』の発表を行った。 

 

C. 研究成果（分担者：敬称略） 

Ⅰ課題の抽出 

Ⅰ-１）議論がある事項の抽出（全員） 

重症度分類の必要性、広域搬送基準の見直し、

Crush Injury Cocktailの是非、CATの適応、減張切開

/切断の有用性、早期血液浄化療法導入の有用性の

項目を抽出した。 災害時に透析実施可能施設が限ら

れるため、患肢を切断することで重症化を防げるので

あれば、災害時のCSに対する切断の閾値は下がる可

能性がある。ただし、災害時の倫理観も考慮する必要

がある。災害時の CSに対する切断の閾値が下がれば、



救助側に関しても認識が変化する。災害時における、

CS対する治療に関して発信したい。 

Ⅰ-2）既存のデータバンクからの抽出（下澤、薄田、島

崎） 

2004年-2018年までの 15年間のデータを解析してい

る。CSデータを抽出するための key wordの選択が重

要となる。受傷機転においては、 鈍的・挟圧_重量物

による挟圧では N=4717、 鈍的・挟圧_家屋倒壊、土砂

崩れ等では、N=242 である。そのほかの key word とし

ては、手術内容であれば、整形外科＿筋膜切開術、

皮膚＿減張切開。手術適応であれば、 四肢_切断肢・

断端形成を目的とした手術。合併症であれば、循環器

系_急性腎不全、骨格系_コンパートメント症候群。高 K

血症などの電解質異常、横紋筋融解症や CK 上昇、

Field amputationなどの変数については解析困難と思

われる。 

Ⅰ-3）関連機関へのアンケート調査（阪本、高見、合

田、廣田、大塚、藤澤） 

研究協力者会議にて、詳細項目の検討を行った。

救助現場で可能な医療行為とは具体的にどれだけの

量をどのような方法で投与するのか。使用する薬剤や

緊縛、水分摂取や酸素投与の判断、メディカルコント

ロールにも言及があった。アンケート対象として、消防

の中のどの部署とするのか。消防においては、JICA国

際緊急援助隊（以後：JDR）の登録団体は必ず、CSR

の訓練をしている。JDR に登録している救助隊員の中

には、救急救命士の資格を持っている隊員もいるが、

少数である。実際の処置（輸液）については、救急救

命士が行い、現場での実例もある（全国救急隊員シン

ポジウム等での発表）。さらに調査対象ついて、背景

や経験によっても異なることが推測される。救助担当

の救助隊と実際の処置を行う救急救命士どちらを対象

とするか。CS の想定現場として大規模災害時の対応

なのか、個別事案での対応なのか。何を目的にするか

によって、対象は変化する。今後も継続した協議を行

い、アンケートに繋げたい。現在、研究主幹となる大学

の倫理委員会の許可は得ている。 

各活動機関における CS に関する現状の認識を調

査した結果を提示する。消防機関としては、救出後に 

CS の発生が危惧されるとき、その時点でショックの徴

候が出現していない場合でも、救出前に静脈路を確

保したうえで 1,000～1,500mL/時間の速度で乳酸リン

ゲル液の投与を開始することが望ましい。救出後の心

室細動発生を念頭に置いて、あらかじめ除細動パッド

を貼付して心電図をモニターしておく。理想的には輸

液製剤は生理食塩液とし、炭酸水素ナトリウムやマン

ニトールの同時投与も必要なため、救出作業に長時

間を要する場合には、輸液を開始しつつ、可能なかぎ

りドクターカーなどを要請して医師の出場を要請する。

救出を待つ間も可能なかぎり保温に努める。（救急救

命士標準テキスト P752）。警察機関は、全国的に定ま

った教本はない。「長時間…」「大きな筋肉が…」「CSM

が必要かも…」といった構図が頭に入っている程度で

ある。日本国際緊急援助隊で使用している「Field 

Operations Guide」に従っており、各現場で、（あまり医

学的知識のない）隊員らが判断して、適宜現場臨場し

た（もしくは、平素から連携訓練などを一緒している）医

師や、消防機関の救急救命士に相談している。海上

保安庁は、当庁で教育用として使用しているのは、日

本国際緊急援助隊 関係から入手した資料（10 年以

上前：井上先生、5 年前：阪本先生、各々は当研究班

の協力者）を参考に救急訓練を行っている。海上保安

庁メディカルコントロール協議会作成の「救急活動マ

ニュアル」において記載しているが、CS はショック輸

液の対象となる程度の記載のみで、診断の基準は定

めていない。CS を疑った場合は、オンラインにて、指

導・助言を受けつつ、指示要請を行い、ショック輸液を

行う運びとなるが、実績はない。 

Ⅰ-4）血液浄化療法の対応能力調査（矢田、内海、樋

口、平山、三木） 

日本災害医学会における学会主導研究に計画書を

提出済みである。前回の同様の調査結果において、

CS受け入れ可能な人数の推計 1,848人から、東京湾

北部地震において、想定されている圧挫症候群 

3,000 人を受け入れができないことが明らかになった。

人の観点では、災害拠点病院において臨床工学技士

の 24 時間勤務体制が構築されていないことが明らか

となり、CRRT を早期に開始するには困難な状況であ

る。また、圧挫症候群は日常診療では経験の頻度が

少ないため、教育プログラムが必要である。医療資機

材の観点では、東京湾北部地震で想定される圧挫症

候群の患者 3,000 人のうち、集中治療を必要とする患

者数を換算すると 2,112 人となり、全国の災害拠点病

院での CRRT装置所有台数は推定 2,110台となること

から、CRRT 装置としては概ね足りている。しかし、

CRRT 装置の転倒防止対策がなされてないため、装

置が転倒により損壊することで操業不能となり、治療に

必要な台数が不足する恐れがある。そのため、耐震化

が行われていても建物の構造に応じた転倒対策防止

が必要である。場所の観点では、本調査結果の推計

では、災害拠点病院における ICU・HCU 等の病床数

は 14,927 床となるが、東京湾北部地震で想定されて

いる重傷者 21,900 人を収容できない。東京湾北部地

震などの多数傷病者が発生する災害においても、新

型コロナウイルス感染症対応と同様に、ICU の病床数

や医療機器の台数などの問題ではなく、マンパワーの

リソースが大きな問題となることが推測される。今回の

継続調査では、「停電時の訓練を行っているか？」、

「ブラッドアクセスカテーテルの在庫」、「登院できなく

なる可能性があるため対策を検討しているか？」、「実

施する血液浄化は CRRT なのか？RRT なのか？」、

「救急医、集中治療医、腎臓内科、などの専門で考え

が異なってくるのではないか？」などの調査項目の追

加も当研究班で議論していく。今回の継続調査で得ら

れた結果から、災害拠点病院 ICU における RRT の対

応能力を明らかにすることで、現状での広域医療搬送



計画の基礎資料（マッピング化）となり、またさらに課題

抽出を行うことにより、事前対策の強化に寄与しうる。 

Ⅱ．熊本地震の CS 患者の調査（加古、阪本、薄田、

大場） 

総務省消防庁救急企画室長に対し、厚生労働行政

推進調査事業費補助金(地域医療基盤開発推進研究

事業) 「大規模災害時における地域連携を踏まえた更

なる災害医療提供体制強化に関する研究」の分担研

究として、CS に関する研究において 2016 年熊本地

震における「閉じ込め・被挟圧者」の搬送事例に関す

る調査についてのお願いに伺った。過去の災害にお

ける閉じ込め・被挟圧事例に関するデータ収集・分析

作業等を進めており、2016 年熊本地震における消防

機関による搬送事例について下記のとおり調査するこ

との許可を頂いた。 

【調査目的】 災害時における CSへの対策強化を図る

ため、実災害における閉じ込め・被 挟圧事例に関す

るデータ収集・分析等を行うため。  

【調査対象機関】 2016 年熊本地震において「閉じ込

め・被挟圧者」の搬送活動に従事した全国の消防機

関 なお、本調査において「閉じ込め・被挟圧者」とは、

倒壊建物内で何らかの圧迫物（崩落 した梁、横転し

た家具等）によって挟圧された後、いずれかの救助者

によって倒壊建物外へ 救出された被災者（生存／心

肺停止の別は不問）を指します。また本調査における

「搬送活 動」は、救急搬送記録において記録されて

いる事例を指します。  

【調査内容】 2016 年熊本地震において「閉じ込め・

被挟圧者」の救急搬送を実施した日時・場所 。 調査

内容の詳細は、「調査票」を作成した。 

【調査方法等】 「調査票」を上記調査対象機関に回

付・回収の上、回答入力済の調査票（word ファイ ル）

をパスワード付のフォルダに蔵置し、電子メールで送

付を依頼した。 

結果として、熊本市消防局を直接訪問して、約 40

名の CS症例が 10病院へ搬送されたことが判明した。

今後も熊本における下記のように継続調査を実施する

方針となった。 

【調査目的】災害時における CS への対処能力強化を

図るため、実災害における閉じ込め・被挟圧事例に関

するデータ収集・分析等を行うこと。 

【調査対象事例】2016年４月 14日 午後９時 26分 か

ら 同年４月 17 日 午後 11 時 59 分までの間における

全救急出動事案。※ただし、明らかに「地震災害」と関

連のない出動事案は除く。 

【調査項目】時間経過（指令（覚知）時間 → 現着時

間 → 現発時間 → 病着時間）、通報内容 ※個人

情報は頭文字等のみ、通報者 ※個人情報は頭文字

等のみ、事故種別、出動場所、発生場所、事故概要 

※個人情報は頭文字等のみ、傷病者概要 ※個人情

報は頭文字等のみ（年齢、性別、観察結果、バイタル

サイン、傷病程度、傷病名、収容機関）、現場到着時、

傷病者接触時の状況 

【回答方法】各調査項目を満たす回答データ（パスワ

ード付きの電子データ）を、担当者宛てに電子メール

で送付すること。５月中旬頃まで。 

当研究班の研究協力者間で、調査項目に関して倫理

面を考慮し、検討を継続している。 

Ⅲ．最新知見の文献的まとめ（薄田、大場） 

Journal of Translational Medicineに提出し、査読中で

ある。Abstrctを示す。Crush syndrome (CS) is a severe 

systemic manifestation of trauma and ischemia 

involving soft tissue, principally skeletal muscle, due to 

prolonged crushing of tissues. It is caused by a crush 

injury (CI) caused by skeletal muscle being pressed 

underneath a heavy object. Among earthquake 

survivors, the reported incidence of CS is 2–15%, and 

mortality is reported to be up to 48%. Patients with CS 

can develop cardiac failure, kidney dysfunction, shock, 

systemic inflammation, and sepsis. In addition, late 

presentations include life-threatening systemic effects 

such as hypovolemic shock, hyperkalemia, metabolic 

acidosis, and disseminated intravascular coagulation. 

The most important measure that can be taken to 

reduce the mortality of CS in disaster situations is to 

immediately start treatment, and early, aggressive 

resuscitation in the prehospital setting (before 

extrication if possible) is recommended to reduce CS 

complications. However, in large-scale natural 

disasters, it is difficult to diagnose CS, and to reach 

and start treatments such as continuous administration 

of massive amounts of fluid, diuresis, and hemodialysis, 

on time. This may lead to delayed diagnosis of, and high 

on-site mortality from, CS. In fact, most of the current 

knowledge is based on historical data, and has gone 

unchanged for more than a decade. In addition, 

evidence-based treatment has yet to be established. 

To overcome these challenges, new diagnostic and 

therapeutic modalities in the CS animal model have 

recently been advanced. With recent developments, 

this field is likely to advance greatly over the coming 

years, further emphasizing the importance of and need 

for continued research. 

Ⅳ．ラットモデルを用いた基礎研究（島崎） 

早期死亡のみならず、晩期死亡をどう防ぐためにも、

CS の病態生理を知ることは非常に重要である。文献

的にも、CSでは、救出中からの輸液による十分な尿量

確保、さらに早期の電解質補正と血液浄化を施行した

にも拘わらず、制御不能な全身性炎症反応症候群 

( SIRS ) から、多臓器不全 ( MOF ) に発展し、死亡

する症例も散見されるとの報告がある。当研究班の大

阪大学島崎先生の研究で、再現性の高い CS ラットモ

デルを作成し、病態解明と治療法開発をすすめられて

いる。全身性炎症を惹起すると考えられるバイオマー

カーを特定し、CSの病因や病態生理のメカニズムから

新たな抗酸化剤や抗炎症剤の治療法が効果を示して



いる。結果としては、損傷組織由来の血中 HMGB1 が

炎症性サイトカインを誘導し、遠隔臓器障害を引き起

こしたと考える。肺ではパターン認識受容体である

RAGE の発現が増強しており、肺障害への関与が示

唆される。HMGB1-RAGE をブロックすると炎症が抑え

られ、死亡率の改善が認められた。HMGB1-RAGE シ

グナルが炎症惹起と臓器障害発生に大きく関与すると

考えられる。今後の治療の流れは、現在の支持・対症

療法から予防・病因に対する治療に変化している。今

後の CS 治療法開発を目指している。ただし、ラットの

研究モデル作成は、長時間（約 9 時間）を要し、労力

を伴う。虚血再灌流モデルだけでなく、四肢緊縛、下

肢切断、減張切開の有効性をラットモデルで検証した

いが、難しい現状がある。今後は、CS モデル作成も考

慮するが、臨床データ整理も同時に行っていきたい。

治療方法の有効性に関しては、基礎研究も行いなが

ら、データ整理も同時に行う。 

Ⅴ．CSM 訓練環境の構築に関する研究／建物倒壊・

閉じ込め現場における加圧輸液の実効性に関する検

証（加古） 

2022年より、脚立を用いて簡易的に閉じ込め空間を設

定する手法に関する検討、「吊り下げ式訓練ユニット」

および「挟圧解除訓練ユニット」の開発に向けた検討

を行っている。現在は、「日本地震工学会・木造倒壊

家屋からの救助訓練プログラムに関する検討 委員会」

の委員などとして、熊本地震における倒壊建物からの

救助活動に関する調査・分析結果等を踏まえ、

CSR/CSM に関連する訓練環境の構築に関する研究

を推進している。建物倒壊・閉じ込め現場における加

圧輸液の実効性に関する検証は、狭隘空間における

迅速かつ適切な輸液方法を検証している。高さ的制

約：75cm、50cm、25cm において、輸液方法として自然

滴下、マンシェットによる加圧、輸液実施者の体重によ

る加圧を比較している。加圧方法としては、１．体育座

り姿勢（加重部位：臀部）、2．片膝座り姿勢（加重部

位：足底部）、３．四つん這い姿勢（加重部位：両手掌

部 

）、４．側臥位（加重部位：大転子部）※太腿の付け根

あたり、５．腹ばい姿勢（加重部位：両肘部）で比較した。

使用資機材としては、いずれも救急隊の標準的資器

材を使用している。検証方法としては、クレンメ全開に

て、滴下開始から滴下終了までの平均的加速度を比

較した。検証時間は最長 1 時間として、加圧輸液では、

あらかじめ輸液パック内、チェンバー内、輸液ライン内

の空気を除去した。結果としては、輸液実施者の体重

による加圧方法は、マンシェット加圧以上の滴下速度

を得られる可能性がある。2016年熊本地震では、層崩

壊を伴う倒壊建物内で閉じ込められていた被災者 60

人のうち、42 人(7 割)が高さ 25～75cm の空間に存在

した。体重加圧方法は特別な資機材は不要である。そ

のため、資機材不足が懸念される災害時には有益な

方法である。今後は次に示す限界を考慮し、更なる研

究継続を行いたい。この検証では粘性のない水道水

を使用しており、また、生体の静脈圧、血管抵抗などを

考慮していないため、実際の挙動との関係性は不明

である。本検証は試行的段階に過ぎず、一般化を求

めるためには、今後、医学・工学分野などの専門家や、

災害救助活動に従事する実務者らと共に、検証モデ

ルそのものを精査し、その上で、様々な体格・属性に

ある実施者のデータを収集する必要がある。 

Ⅵ．トルコ・シリア地震におけるクラッシュ症候群の調

査（大場、高見、阪本、廣田） 

University of Gaziantep, Sahinbey research and 

application hospital は、病床数は 1150 床で、同時に

成人 24 例、小児 7 例に透析を実施できる。訪問時の

CS 症例数は、成人 168 例の CS のうち、43 例に透析

を実施、小児は 52 例のうち 7 例に透析が実施されて

いた。44 例に筋膜切開、15 例に患肢切断が実施され

ていた。国際提言に基づいた標準的治療がなされて

いるなかでの結果であった。1999 年のマルマラ地震を

経験していない多くの若い医療従事者たちが今回の

治療の最前線に立ったわけだが、このように医療の質

が保たれた背景には、トルコ腎臓病学会が管理する

SNS により、早期に CS に対する治療方針を含めた情

報が共有さ有れた背景があった。さらに、トルコ腎臓病

学会の小児 CS 症例の治療フローチャートの共有を頂

いた。たった一つの病院からの報告であるが、今後は、

今回の地震に伴うCSデータが、トルコ全域の多くの病

院から報告され、纏められると考える。ガジアンテップ

大学 Sahinbey Research andApplication Hospital 病院

の Professor Ayse Balat, MD と他 2名の演者が、第 28

回日本災害学会総会・学術集会の緊急企画トルコ・シ

リア地震 「トルコ・シリア地震におけるクラッシュ症候

群」で発表頂いた。今後、University of Gaziantep, 

Sahinbey research and application hospital と関係を維

持し、双方向性に情報共有を継続する。 

Ⅶ．学会におけるクラッシュ症候群に対する認識の向

上（大場、松田、井上、中山） 

調査研究活動としては、集中治療や透析に加え、外科

的介入（減張切開/患肢切断）を考慮した広域搬送基

準を提示する。広域災害時に透析実施可能施設は限

られる為、患肢切断することで重症化を防げるのであ

れば、災害時のCSに対する患肢切断基準を、十分に

倫理的配慮の下で見直すことで多くの命を救える可能

性がある。基礎実験データや論文をもとに、災害時の

CSに対する患肢切断基準を見直す。なお、これらの立

案にあたっては、まず重症度分類とその診断基準提示

が第一段階として重要であると認識している。JTDBの

活用、当委員会からのアンケート、阪神淡路大震災CS

生データの再評価を行う予定である。関連機関（消防、

海上保安庁、警察、自衛隊）の現状把握のためアンケ

ートも行う。現在の方向性は3つ、①論文・既存のデー

タベース（JTDB、集団災害医療マニュアル）からの知

見（議論のある事項の検証）の共有、②熊本地震から

の情報整理と解析、③関連機関への現状の調査であ

る。結果として、DMATガイドラインの刷新と重症度の



提言を行いたい。熊本地震でのCSRM施行症例に関

する報告より、治療予後を検証する。警察のみならず

消防もCSと疑った症例を全例調査する。搬送先病院

の同定、その後に個人情報を同定する必要があり、そ

の場合は各医療機関に直接連絡し、調査協力をお願

いする。厚労科研研究班もしくは日本災害学会特別委

員会として倫理委員会を通した調査票を作成する必要

がある。この研究班から国際に向けてCSの新たな知見

共有の為、WHOテクニカルワーキンググループへの提

言も行う。2023年度もクラッシュ症候群特別委員会の

設置が承認された。第28回日本災害学会総会・学術

集会の救急医学会領域講習にて、『クラッシュ症候群

について～日本災害学会クラッシュ症候群特別委員

会の設置も含めて～』の発表を行った。今後はさらな

るCSに対する認識向上のために、学会発表を継続す

る。想定する学会としては、日本救急医学会、日本臨

床救急医学会、日本災害学会、救助隊シンポジウム、

救急隊シンポジウム、総務省消防庁救助シンポジウム、

日本地震工学会である。 

 

D. 考察 

CS における課題（重症度分類の必要性、広域搬送基

準の見直し、Crush Injury Cocktailの是非、CATの適

応、減張切開/切断の有用性、早期血液浄化療法導

入の有用性）を抽出した。論文、基礎実験データ、熊

本地震からのデータ、海外のデータ、既存のデータバ

ンクから、CS の診断・治療に関する知識を見直す。集

中治療や透析に加え、外科的介入（減張切開/患肢

切断）を考慮した広域搬送基準を提示する。様々な学

会や論文発表、海外の WG 参加を通じて、より多くの

人に CSに関係する知識の共有を行いたい。 

 

E. 結論 

CS に関する新たな知見をまとめ（DMAT テキストの更

新）、教育システムの構築と広報を行う。血液浄化療法

を視野に入れた分散搬送の確立を行う。CS に対する

災害現場からの一貫した治療の標準化を目指す。ま

た、早期医療介入の有用性を示し、災害現場におけ

る多機関協働の必要性を広める。災害診療記録を活

用し、その項目としてCSを含め、今後のデータ集積に

努める。さらに、医療チームのみならず、搬送先病院

内でも活用する手段としたい。 

 

G. 研究発表 

１．論文発表 

Update on Crush Syndrome: a review 

Daisuke Usuda, Shintaro Shimozawa, Hiroki Takami, 

Taigo Sakamoto, Junya Shimazaki, Junichi Inoue, 

Shinichi Nakayama, Yuichi Koido, Jiro Oba （Under 

Review） 

２．学会発表 

1. 大場次郎：国際緊急援助隊医療チーム活動緊急

報告．第 28 回日本災害医学会．緊急企画 トル

コ・シリア地震（2023年 3月 9日-11日、岩手） 

2. 大場次郎：救急科領域講習，『クラッシュ症候群

に挑むー災害医学会特別調査委員会設立にあ

たってー』 「第 28 回日本災害学会総会・学術集

会（2023年 3月 9‐11日，マリオス / アイーナ（岩

手県盛岡市）） 

3. 矢田 哲康，石井 美恵子,内海 清乃,小井土 雄

一,太田 真由,藤田 育也,金 龍児,三上 幸恵,

北見 伸吾,松井 綾,佐藤 崇史,齋藤 充央,岡部 

栄,冨永 直人：第32回日本臨床工学会 2022年

5 月 14 日（土）-15 日（日） 『災害拠点病院の集

中治療室における持続的腎代替療法に対応可

能な臨床工学技士の体制に関する実態調査』  

4. 矢田哲康, 石井 美恵子, 内海 清乃, 小井土 

雄一, 土田 善之, 冨永 直人『災害拠点病院

ICU で持続的腎代替療法に対応可能な臨床工

学技士に関する実態調査～首都圏調査からの続

報～』第 50 回日本集中治療医学会学術集会．

2023年 3月 2日-４日 

5. 阪本太吾：第 25 回日本臨床救急医学会『「病院

前医療では“救助隊”と連携した活動も重要であ

る」』 

6. 阪本太吾：第 28 回日本災害医学会『「各機関の

枠組みを超えた災害医療体制の構築」』 

7. 阪本太吾：（講演）総務省消防大学校 警防科 

第 110 期、第 111 期、横浜市消防局 特別高度

救助科、千葉県消防学校 救助科、高度救助科、

栃木県消防学校 救助科 

３．学会座長 

1. 大場次郎：第 28 回日本災害学会総会・学術集

会．緊急企画トルコ・シリア地震 「トルコ・シリア

地震におけるクラッシュ症候群」（2023 年 3 月 9‐

11日，岩手） 

４．公的機関に関連する研究活動  

1. Jiro Oba : EMT Technical Working Group on MDS 

Revision for Red Book．WHO WG Member (2021

年 10月‐) 

2. Jiro Oba : INSARAG ERE 2021 Exercise 

Controller（2021年 11月 24-26日,上海,online開

催） 

3. Jiro Oba: Extension of classification Report JDR 

(Type 1, Type 2, and Specialized Care Team), 

Lead, Clinical Coordination WG (31 May 2021) 

4. 大場次郎：診療調整部/人材育成班 班長 ,総

合調整部会 委員：独立行政法人国際協力機構 

国際緊急援助隊医療チーム（2022 年 4 月‐2023

年 3月） 

5. 大場次郎：国内支援委員, タイ「ASEAN 災害保

健医療管理に係る地域能力強化プロジェクト」，

独立行政法人国際協力機構  人間開発部

（2022.1‐プロジェクト終了まで） 

6. 大場次郎：調査団員，モルドバ国ウクライナ避難

民発生に係る緊急人道支援・保健医療分野協力



ニーズ調査 第 2 次調査団（2022年 4月 5日－

24日：モルドバ） 

https://www.juntendo.ac.jp/news/20220527-

01.html 

7. 大場次郎：災害援助協力，インドネシア国国際捜

索救助諮問グループ（ＩＮＳＡＲＡＧ）アジア 大洋

州地震演習，独立行政法人国際協力機構（2022

年 9月 2日－9日：インドネシア） 

8. 大場次郎：診療調整部部門長．トルコ共和国に

おける地震被害に対する国際緊急援助隊・医療

チームの派遣（2月 12日-28日，2023年） 

9. 加古嘉信：副座長：総務省「救助活動を支援する

携帯電話の電波捕捉に関する技術実証 調査検

討会」（2022年 6月 2日～2023年 3月 31日）  

10. 加古嘉信：研究委託：法務省矯正局「矯正におけ

る危機管理体制の強化に関する研究計画書」

（2022年 4月 1日～2023年 3月 31日 ） 

11. 阪本太吾：（訓練）JICA 国際緊急援助隊 救助チ

ーム総合訓練、総務省消防庁 国際消防救助隊

連携訓練、緊急消防援助隊 関東ブロック訓練、

関東管区広域緊急援助隊 合同訓練、埼玉県特

別機動援助隊訓練、北九州市消防局 国際消防

救助隊訓練、千葉市消防局 特別高度救助隊訓

練 

12. 阪本太吾：トルコ共和国における地震被害に対

する国際緊急援助隊・医療チームの派遣（2023

年 2月） 

13. 高見浩樹：トルコ共和国における地震被害に対

する国際緊急援助隊・医療チームの派遣（2023

年 2月） 

 

 

 



令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

 

分担研究報告書 

「地域連携BCPの構築に関する研究」 

 

研究分担者  赤星昂己（国立病院機構本部DMAT事務局 新興感染症等対策課 / 専門職） 

研究協力者  三村誠二（国立病院機構本部DMAT事務局 / 次長） 

           佐藤浩之（国立病院機構本部DMAT事務局 新興感染症等対策課 / 課長） 

          増留流輝（国立病院機構本部DMAT事務局） 

 

 

研究要旨 

近年、全国の医療機関において事業継続計画（ＢＣＰ）の策定が進められている。しかし広域災害時には単

独の医療機関のみで完結的な対応を行うことは困難であり、地域全体での連携と限られたリソースの適正配

分や共有が求められる。それゆえ地域としての医療機能維持を考慮した連携計画「Community Contingen

cy Planning (CCP)」の策定が各自治体に不可欠である。一方、地域では必要性の認識はあれど、その策定

内容項目や策定効果の検証手法等の具体を示す研究は限られる。 
 本研究では、Community Contingency Planning (CCP)の策定に際して重点が置かれるべき要素を整理
し、医療機能維持を考慮した連携計画Community Contingency Planning(CCP)策定マニュアルの作成を
行うことを目的としている。初年度となる令和4年度はCommunity Contingency Planning (CCP)策定に
際して重点が置かれるべき要素の整理を行った。 
 手法としては、都道府県別指標データの収集を行い、次に倉敷中央病院の研究者をはじめとした専門家へ
のヒアリングでカテゴリーを3つ設定し、収集した都道府県別指標データをそれら3つのカテゴリーに分類
した。カテゴリー別に主成分分析を行い、第１主成分と第２主成分の寄与率が50％前後であったことから、
各カテゴリー2つの主成分を抽出し、元々の指標群の寄与度を参考にネーミングを行った。 

 結果的には、地域連携BCPの促進に資する指標として主成分分析によって「危機管理体制」に関連する

10指標は「医療機関情報の事前把握」「住民・災害弱者の避難計画」の2つの指標に、「リソース確保」に関

連する13指標は「医療救護リソース」「民間機関との協定」の2つの指標に、「地域内・間連携」に関連する

13指標は「訓練活動」「自主防災組織」の2つの指標に集約され、6つの指標群が抽出された。また、これら

の因子得点をZスコアに変換することによって、都道府県毎に比較検討できるようになった。 

 本研究結果は各都道府県の地域としての医療機能維持を考慮した連携計画「Community Contingency P

lanning (CCP)」の策定に際して重点が置かれるべき要素の具体的にどの分野を延伸させる必要があるの

か、またどの分野は既に全国的に見ても達成されているのかを把握することに寄与する他、来年度以降に作

成予定のマニュアルにおける客観的な根拠として活用されることが期待される。 

 

A. 研究目的 

阪神淡路大震災以降、災害拠点病院における事業

継続計画（ＢＣＰ）の策定が進められ災害拠点病院

の指定要件にも「被災後、早期に診療機能を回復で

きるよう、業務継続計画の整備を行っていること」

が記載された。現在では一般病院においても事業継

続計画（ＢＣＰ）の策定が重要視され、地域医療基

盤開発推進研究事業（21IA1003）（本間研究班）に

て研究が進められ、全国各地の医療機関で策定が進

められている。しかし、広域災害時には単独の医療

機関のみで完結的な対応を行うことは困難であり、

ライフラインや患者搬送、資源確保など、地域全体

で平時より共有しているリソースに依る対応が多

く求められる。しかし、地域で共有するリソースに

関しても基本的には限られており、広域災害時にお

いては、限られたリソースで防ぎうる死亡や悲劇を

可能な限り低減するためには、地域としての医療機

能維持を考慮した連携計画「Community Conting

ency Planning (CCP)」の策定が各自治体に求めら

れている。しかし、地域としての医療機能維持を考

慮した連携計画「Community Contingency Plan

ning (CCP)」の策定が必要であるという共通認識

までは持たれていても、その策定内容項目や策定項

目の効果検証手法等の具体を明示する研究は限ら

れている。 
 そこで、本研究では、地域としての医療機能維持
を考慮した連携計画「Community Contingency P
lanning (CCP)」の策定に際して重点が置かれるべ
き要素を整理し、医療機能維持を考慮した連携計画
Community Contingency Planning(CCP)策定マ
ニュアルの作成を行うことを目的とする。また、そ
のマニュアルに基づき、モデル都市に対して地域連
携の計画策定とその実装を行うことを検討する。 
その初年度となる令和4年度に関しては、マニュア
ル作成に際して必要となる地域としての医療機能
維持を考慮した連携計画「Community Contingen
cy Planning (CCP)」の策定に際して重点が置かれ
るべき要素の整理に注力する。 
 



B. 研究方法 

研究方法としては大項目で以下の３つのステップ

に分かれる。 

（ステップ１） 

医療機能維持を考慮した連携計画Community Co

ntingency Planning(CCP)の「促進度」を測定する

指標群の作成 

（ステップ２） 

ステップ１で策定された指標群に基づき、それら

の指標を各地域で向上させるためのマニュアル・

手引きの作成 

（可能であれば：ステップ３） 

モデル都市での実装 

 

本年度は初年度ということもあり、（ステップ１）

の研究を実施した。以下に（ステップ１）の具体的

な手法を詳述する。 

 

1. 都道府県別指標データの収集 
都道府県別に得られる指標の内、公開データで
あり、かつ、医療機能維持を考慮した連携計画
Community Contingency Planningに資する
と考えられるものを可能な限り多く収集する。
リソースは各省庁の発表データ、政府統計の総
合窓口(e-Stat)で公開されているデータ、EMI
S上のデータとする。※本来であれば都道府県
別でなく市区町村別の方が都道府県内の地域
特性も評価できることから適切と考えられる
が、市区町村別の指標では得られる種類が極め
て限定的となると想定されたことから、本研究
においてはまず都道府県別の指標を扱うこと
とする。 
 

2. 収集した指標群のカテゴリー分類 

既に地域連携BCPの推進に取り組まれている

「倉敷中央病院」への視察とヒアリング、また

地域連携BCPに関連する研究をされている研

究者へのヒアリングを介して、医療機能維持を

考慮した連携計画Community Contingency 

Planningを構成する要素として重要と考えら

れる3つのカテゴリーを設定する。 

3つのカテゴリーを 

「危機管理体制」 

「リソース確保」 

「地域内・間連携」 

とした。 

１で収集された都道府県別の指標をこれらの3

つのカテゴリーに分類する。 

 

3. カテゴリー別の主成分分析の実施 

２で収集された全ての都道府県別の指標が3つ

のカテゴリーに分類されたことになる。次にこ

の3つのカテゴリー別の指標群に対して、カテ

ゴリー毎に主成分分析を行う。 

寄与率を確認しながら、得られた第１主成分と

第２主成分を抽出する。次に第１主成分と第２

主成分のそれぞれに寄与する元々の指標の寄

与度を確認しながら、第１主成分と第２主成分

にネーミングをつける。ネーミングをつけた後

は、それぞれのカテゴリーの第１主成分と第２

主成分の都道府県別の因子得点を抽出する。 

 

4. カテゴリー別因子得点のZスコアへの変換 

３で得られた３カテゴリー×２つの主成分＋6

つの都道府県別の因子得点指標をそれぞれ、全

国平均を０、標準偏差を１としたZスコアに変

換する 

 

5. 都道府県別にZスコアの図表化 

Zスコアに変換された6つの因子得点指標を都

道府県別に図表化する 

 

C. 研究成果 

既に地域連携BCPの推進に取り組まれている

「倉敷中央病院」への視察とヒアリング、また

地域連携BCPに関連する研究をされている研

究者へのヒアリングを介して、「危機管理体制」 

「リソース確保」「地域内・間連携」の3つのカ

テゴリーが設定された。 

都道府県別指標の収集に際しては、 

「危機管理体制」に関連する指標 １０指標 

「リソース確保」に関連する指標 １３指標 

「地域内・間連携」に関連する指標 １３指標 

が得られた。 

これらをカテゴリー別に主成分分析を実施し

た結果が以下であった。 

「危機管理体制」に関しては(図１)参照 

 

第１主成分と第２主成分の合計の寄与率が54.

4%に匹敵することから、第２主成分までの使

用で良いことがわかった。 

また、第１主成分に関しては、EMISの医療機

関基本情報入力に関する事項が強く反映され

ていたことから「医療機関情報の事前把握(EM

IS情報入力率)」とネーミングした。第２主成分

に関しては住民の避難指示に関連する事項が

強く反映されていたことから「住民・災害弱者

の避難計画」とネーミングした。 

 



「リソース確保」に関しては(図２)参照 

 

第１主成分と第２主成分の合計の寄与率が57.

9%に匹敵することから、第２主成分までの使

用で良いことがわかった。 

また、第１主成分に関しては、DMATや消防、

救急の人員や車両の数に関する事項が強く反

映されていたことから「医療救護リソース」と

ネーミングした。第２主成分に関しては民間機

関との応援協定を持つ市町村に関連する事項

が強く反映されていたことから「民間機関との

協定」とネーミングした。 

「地域内・間連携」に関しては(図３)参照 

 

第１主成分と第２主成分の合計の寄与率が46.

9%と50％にも達せず低いが、第２主成分まで

の使用とすることとした。 

また、第１主成分に関しては、市区町村で実施

される訓練に関する事項が強く反映されてい

たことから「訓練活動」とネーミングした。第

２主成分に関しては自主防災組織による活動

に関連する事項が強く反映されていたことか

ら「自主防災組織」とした。とネーミングした。 

 

以上より、「危機管理体制」に関連する10指標

は「医療機関情報の事前把握」「住民・災害弱

者の避難計画」の2つの指標に、「リソース確

保」に関連する13指標は「医療救護リソース」

「民間機関との協定」の2つの指標に、「地域

内・間連携」に関連する13指標は「訓練活動」

「自主防災組織」の2つの指標に集約された。 

これら6つの指標（主成分分析によって得られ

た都道府県別の因子得点）を全国平均を０、標

準偏差を１としたZスコアに変換し、それを都

道府県別のレーダーチャートに図表化した。図

表は４７都道府県全てのものが作成されてい

るが、以下には例として東京都と千葉県のもの

を提示する。(図４) 

 

その他の都道府県の６指標の図表データは要

請に応じてCSVファイルにて送付するものと

する。（「data1. 都道府県別地域連携BCP指標

データ」） 

 

D. 考察 
1. 都道府県毎の特徴を視覚的に評価・比較が可能 

成果の（図４）を参照されたい。東京都を見る
と、自主防災組織や住民・災害弱者の避難計画
策定、民間機関との協定締結に関してはZスコ
アが-1から-2と全国平均を下回っている一方で、
医療機関情報の事前把握や医療救護リソース、
訓練活動に関してはZスコアが4から5となって
おり、全国的な平均を大幅に上回っていること
が視覚的に把握できる。一方で、千葉県を見る
と、6つの指標全てがZスコア-1から1（0の前後）
であり、地域連携BCPを構築する6つの指標が
全て全国平均レベルを維持していることが把
握できる。 
このようにして、本研究結果は各都道府県の特
徴を主成分分析とZスコアを用いて視覚的に示
している。これにより、各都道府県の地域とし
ての医療機能維持を考慮した連携計画「Comm
unity Contingency Planning (CCP)」の策定
に際して重点が置かれるべき要素の具体的に
どの分野を延伸させる必要があるのか、またど
の分野は既に全国的に見ても達成されている
のかを把握することに寄与する。 
 

2. 経年の延伸変化を評価することが可能 

また今回は単年の指標データの収集に基づく
結果であるが、今後も継続的に指標データの収
集を継続することにより、以下の（図５）のよ
うに都道府県が地域連携BCPの推進に取り組
んだ結果、6つの指標がどのように経年で向上
したかを評価することが可能となるだろう。 



 
3. Strength and Limitation、今後の課題 

従来のBCPの策定マニュアルや地域連携の推
進にかかるマニュアルは、それらの取り組みに
よる成果を測る指標がなかったことから、マニ
ュアル通りに医療機関や自治体が積極的に取
り組んだとしても低頻度の現象である災害が
発生しない場合においては取り組みの成果が
把握しづらいという課題があった。本研究は地
域連携に資する指標やそのカテゴリーを客観
的な公開データと専門家へのヒアリングの双
方を通して、それらの課題に対し、視覚的に都
道府県別にその強みと弱みを把握できるよう
にした。地域連携BCPの促進に要する施作へよ
り取り組みやすることに寄与するものと考え
られる。 
一方で、本来は地域連携BCPは各市区町村単位
で取り組まれることが多いことから、現状の研
究成果が都道府県別データに依っており、各市
区町村の自治体での活用には今後、都道府県別
でなく市区町村別のデータの取得が期待され
る。 
しかし、地域連携BCPに寄与する指標群の検討
という観点では、都道府県別データの解析の方
がデータの種別も多く、解析結果も信頼性の高
いものとなっていることが考えられる。 
来年度以降は、これらの結果から、以下の3点の
課題に取り組むものとする。 
1. 地域連携BCPに資する指標群の精度・数の

向上 
(ア) 地域連携BCPを推進する市区町村へ

の継続的なヒアリング 
(イ) 地域連携BCP関連指標の研究機関へ

のヒアリング調査の実施 
(ウ) 新規指標の追加、カテゴリーの再検討 

2. 市町村データへの変換の検討 

(ア) 災害分野のデータは都道府県単位の
ものが多いため、現状では都道府県デ
ータのみ 

(イ) 市町村における評価を行いたい場合
の手法を検討 

3. 指標に基づくマニュアルの作成 
「指標群に基づく視覚化評価の各項目延伸
の目的は何か、延伸の手法はどうか」に関す
る具体をマニュアル化するため、既に延伸
されている都道府県、地域にヒアリング 

（倫理面への配慮） 

患者情報の扱いは全くなく、本研究結果は全て公

開データを用いていることから、インフォームド・

コンセントは不要である。 

 

E. 結論 

都道府県別の指標データを用いた主成分分析とヒ

アリングによるカテゴリー設定により、各都道府県

の地域としての医療機能維持を考慮した連携計画

「Community Contingency Planning (CCP)」の

策定に際して重点が置かれるべき要素の抽出を行

った。 

 

Ｆ．健康危険情報 

本研究に関連する健康危険情報はありません。 

 

G. 研究発表 

１．論文発表 

今年度、本件に関連する論文発表はありません。 

２．学会発表 

今年度、本件に関連する学会発表はありません。 
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   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業                              

２．研究課題名  大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究                

３．研究者名  （所属部署・職名） 本部 DMAT 事務局長                      

    （氏名・フリガナ） 小井土 雄一 コイド ユウイチ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


